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冊子第35号　　　　1965 年６月

註　木版は1962年10月の改訂版

1､500

　国際ロータリー定款及び細則並びにロータリー・クラブの標準定

款に規定せられた，ロータリーの基本法則を解説又は補足する方針

や手続は，国際1==･－タリー加盟クラブにより，国際ロータリー大会

に集ったその代表を通じ，又国際ロータリー理事会によって時々制

定せられている。

　此の要覧は，ロータリーの運営，習慣，その他に関する一般の資

料で補足されたそれらの方針及び手続等を収集したものである。モ

の資料は，国際ロータリー大会の報告，国際l==･－タリー理事会の議

事録，国際l==･－タリー定款及び細則，その他から集録したものであ

る。

　本要覧は，又国際ロータリーの定款及び細則，並びに国際1==1－タ

!J一大会によって採択された標準クラブ定款，国際ロータリー理事

会で推奨せられたクラブ細則，及び1==1－タリーにおいて用いられて

いる言葉及び語句の語彙をも含む。
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国際ロータリーの運営

(Administration of Rotary lnternational)

国際ロータリーの会員組織

　　　　　　　(Membership of R.I.)

　国際ロータリーは会員たるロータリー・ク

ラブを以て構成される。クラブの数は11,833

で，所属ロータリー会員は，およそ557,500

である（1964年９月）。　これら個々のロータ

リアンはそれぞれのロータリー・クラブの会

員であり，ロータリー・クラブは国際ロータ

リーの会員である。国際ロータリーは世界中

のロータリー・クラブの団体である。

国際ロータリーの基本方針

　(Basic Policy of Rotary lnternationa1)

　国際ロータリー理事会（1962－63年）は国

際ロータリーの基本方針に関する声明を次の

如く採択した。

　1.　第一に重要なことは，個人ロータリア

ンによるロータリーの綱領の推進である。

　2.国際ロータリーの運営は，加盟クラブ

及び個人ロータリアンによる奉仕の理想の適

用によりロータリーの綱領を推進することが

最も重要である。

　3.国際ロータリーの運営を基礎づける根

本原則は，加盟ロータリー・クラブの実質的

な自治詮にある。

　4.運営に関する定款及び手続上の斜眼

は，ロータリーの根本的且つ類のない特徴を

保持するために最小眼度にとどめられてい

る。其の制限規定内にあっては，特に地方的

実状に於て国際ロータリーの方針を解釈し実

行するにあたり最大の融通性を認めるもので

ある。

　5.ロータリーを通じて国際理解，親善及

び平和の理想の進展は，国家及び地域的クラ

ブ集団に依存することなく，国際ロータリー

を主体とする加盟クラブ間の直接関係と共通

責任感に基くものとして全世界の加盟クラブ

の国際的友好を保持し且つ促進することが極

めて重要なことを一般に認識せしむるを要

す。

国際大会（Convention）

　国際ロータリーの立法機関は，毎年５月或

いは６月中(緊急の場合には理事会が変更す

ることがある)理事会の決定する日時及び場

所に於て開催される大会である。

　国際1==･－タリー加盟クラブの代表である口

一タリアンは大会に参集して国際ロータリー

の規則及び方針を決定し且つ役員を選挙す

る。国際ロータリー定款及び細則，並びに標

準クラブ定款の改正は国際大会に於てのみ行

い得るものである。

　各クラブには会員50名及びその過半数毎

に１名の代議員(Delegate)を出す権利が与え

られている。各クラブは少くとも１名の代議

員を出す権利を有する。クラブは委任状によ

る代理者(Proxy)によって代表されてもよ

い。国際ロータリーの各役員及び現在も尚

ロータリー・クラブの正会員，シニア・アク

チブ会員又はバスト・サービス会員の資格を

宥する国際ロータリーの元会長(Past Presi-

dent)は自由代議員(Delegate-at-1arge)であ

る。

規定審議会（Council on Legislation）

　毎偶数年に年次大会の一部として開催され

る規定審議会は，代議制審議機関である。審
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議会は提案された立法案のすべてを審議し，

それに関する勧告を大会に報告し代議員の最

後的決定に委ねる。審議会はロータリーのあ

る各地方よりの代表者約300名を以て構成さ

れる。その構成員は，決定権を有するものと

して，各地域のクラブにより選挙された代表

者１名，地区に属しないクラブよりの代表

者，自由代表者，元会長５名，及び審議会長

並びに議決権を有しないその他の者若干名か

らなる。

国際ロータリー理事会

　　　　(Board of Directors of R.I.)

　国際ロータリーの運営機関は次の14名よ

り或る理事会である。

一会長（理事会の議長となる）。

一枝選会長。

-アメリカ合衆国よりの理事５名。

-カナダよりの理事１名。

一英国及びアイルラソドよりの理事１名。

一欧州大陸，北アフリカ及び東地中海地域

　　よりの理事２名。

-アジアよりの理事１名。

イペ1=･アメリカよりの理事１名。

四 ･

をなす任務をもっている。理事会の決定は国

際ロータリー大会への異議申立ができること

を条件として，最後的なものとする。

　執行委員会:理事会は，３名乃至５名の限

度内で理事を執行委員に任命し，その委員会

に対し理事会の会合のない間，理事会に代っ

て執行又は運営に関する事項を国際ロータリ

ーの方針に従い処理する権限を委任する事が

出来る。

運営上の単位（Administr,itive units）

　国際ロータリー定款（第８条）は，クラブ

の運営は次に示す直接監督の形式の一つ又は

その他による理事会の一般監督の下におかれ

るべきものであることを規定している。

　（1）理事会によるクラブの直接監督。

　　これは現在地区に属しない66クラブのだ

　　めに規定された監督の形式である。

　（2）地区ガバナー（グレート・ブリテソ及

　びアイルランドにおける国際ロータリー代

　表）によるクラブの直接監督。

　　現在地区の数は，英国及びアイルランド

　　の19を含めて276ある。

　（3）地区ガバナー（グレート・ブリテソ及

　びアイルランドにおける国際ロータリー代

　表）による監督の外に理事会が必要と認

　め，且つ大会に於て承認された場合に於け

　　る地理的に隣接する２又はそれ以上の地区

　　から或る地域内クラブの監督。

　　理事会は国際ロータリーの管理機構につい

　て次のような説明を行っている：

　　（ｲ）地区及び地域組織を最小限度にとど

　め，運営目的のための国際ロータリー代表と

　しての地区ガバナーの任務を強化することが

　最もロータリーのためになるものである。

　　（ﾛ）今日の国際ロータリーが一つの進化の

　産物であることを思えば，現在の機構は，国

　際的にその機能を発揮する上に良く立案され
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たものであり，又，問題が起る場合には国際

ロータリー定款及び細則によって権限を与え

られている人々がその問題をロータリーのた

め最も有利に解決できることなどが考えられ

る。（理46－47）

クラブの地域的又は地方的集団

(Regional or Sectional Groupings of Clubs)

　国際理解，親善及び平和の理想の増進は国

際ロータリーに対する加盟クラブの直接関係

と共通責任に基盤がおかれている。理事会は

統一された世界的組織としての国際ロータリ

ーの縮小に向かう流れ又は傾向の如何なる出

現をも心配して見守っている。

　理事会は，その目的の如何にかかわらず，

クラブの地域的又は地方的非公式集団の発展

は，組織統一の縮小の可能性を持つ最初の基

盤となるものと考える，それ故に注意すべき

事柄及び理事会によりとるべき可能な行為

は，斯様な集団におけるクラブ及び地区ガバ

ナーの機能及び活動が地域又は地方に関する

問題或いは斯様な集団の強化を計画した活動

を過度に強調し且つこれに集中ずることによ

って限界が定められるようなことのないよう

に気を付けることである。理事会の意見によ

れば，かような限界を定めた機能及び活動は

広く世界にわたるクラブの交際を通じての理

解と親善を造成するより大なる機会に，クラ

ブ及び地区ガバナーの参加の効果を少くする

結果となるようである。（理61－62）

運営事務（Adnlinistra必eSm励（）

　理事会はロータリーの運営上の事務に関し

て次の如き一般方針を採用している:

　1･　国際ロータリーの運営上の事務は，世

界中のすべてのガバナー及びクラブに対し出

来得る限り公平に処理されることになってい

運営，一般的

る。

　2.　この事務は中央事務局におる各国人か

ら或る局員によって取扱われることになって

いる。広く世界にわたって出来る丈最善の事

務をとるために中央事務局に変更すべき事柄

があれば，之れを随時理事会に報告すること

は，事務総長の任務とされている。

　3.　航空機による世界的な通信機関の絶え

ざる進歩はクラブ及び中央事務局間の連絡を

益々急速なものにしている。従って事務総長

は通信及び物品の送付に航空便を使用する権

限が与えられている。このため事務総長は航

空便の費用に関し定期的に調査を行い，財務

委員会が理事会に勧告すべき予算の作成中に

同委員会に対し，この橿の費用について考慮

せしめるようにしなければならない。

　4.　交通通信の便が常に改善されて行くの

で，極めて特別な国情，そしてそれが出来る

だけ広い範囲の国際事務に供える目的のため

である場合を除いては，別に事務局の支局を

置く必要はないと考えられている。

　5.　中央事務局から極めて遠距離の地域，

特に戦災地域に於ては，一時的に特別の事務

を必要とする場合があるかもしれない。従っ

て，事務総長は，理事会がこれらの必要に応

じ最善の方法を決定することができるよう，

随時差事会にその特殊な必要事項について報

告するよう要請されている。

　6.国家の財政状態が保証する処には，事

務総長は銀行勘定を設定して財務代行者の制

度を設ける権限が与えられている。この場合

は財務委員会及び理事会に対しその旨報告し

なければならない。

　7.通信及び文献は出来得るかぎりこれを

受取る者が容易に理解出来る言語で書かれて

いなければならない。従って事務総長は，ロ

ータリーの伝統であるこの鍾事務の増加に関

する情報について財務委員会及び理事会の考

慮を促がさなければならない。(理47－48,55

－56 61－62)

-９-

一一上記に含まれない加盟クラブよりの理事

　　１名。

　各理事は，それぞれの地帯，地理的集団或

いは地域によって推薦されるのであるが，大

会に於てすべてのクラブにより選挙されるも

のである，斯くしてロータリーの運営に全ク

ラブを代表しているという責任が，各理事に

かかってくるわけである。

　理事会は国際ロータリーの運営機関であ

り，定款及び細則の規定に従い，国際ロータ

リーの事務と資金の処理及び管理にあたる。

理事会は，国際ロータリーのすべての役員及

び委員会を全般的に統御監督する。理事会は

ロータリーの目的の推進及びロータリーの綱

領の達成に対し，必要と思われるあらゆる事



h
t
t
p
:
/
/
ｗ
w
w
.
ｌ
ｗ

吻
ぷ
り
が
Ｉ
、
。
リ
’
。
ざ
ｉ
’
：
｀
ｌ
ｊ
、
ｊ
！
’
、
、
７
４
ｉ
’
‐
’

Ｉ
ｒ
く
Ｉ
％
ｌ
ｊ
Ｉ
■
Ｉ
Ｉ
ｇ
■

国際ロータリーの役員（Omcersof R.I.）

　国際ロータリーの役員は，会長，第１副会

長。第２副会長，第３副会長，その他理事，

事務総長，財務長，地区ガバナー，グレート

・ブリテソ及びアイルランドに於ける国際ロ

ータリー代表者，グレート・ブリテソ及びア

イルランド（R.I.B.I.）における国際ロータリ

ーの会長，直前会長，副会長及び名誉会計等

である。

　会長:会長は此の組織の執行長であり，国

際ロータリーの事業及び活動を監督する。会

長は理事会の一員であると共に議長であり，

理事会を主宰する。常任委員及び特別委員は

すべて会長によって任命される。会長は，会

長推薦委員会を除くこれらすべての委員会の

職権による委員である。

　会長は,国際ロータリー大会の議長となる。

会長は叉規定審議会の議長でもあるが，別に

議長を任命して自己の任務を代行させること

もできる。

　大会に先だつ数箇月前，会長候補者１名が

会長指名委員会によって指名される。会長指

名委員会によってなされた指名の他に，いず

れのクラブも会長被指名者１名を推薦するこ

とができる。会長は大会に於て全クラブの選

挙人によって選挙される。

　大会は次の如き決議案を採択している：

　｢国際ロータリー第29回年次大会は，加盟

クラブの国際的な態度に助けられて確立され

た伝統の自然の発展により，国際ロータリー

会長は如何なる国からも３年以上連続して選

挙せらるべきではないという見解を茲に決議

する｡｣(サンフランシスコ大会決議，38－24)

　副会長:大会終了直後に開かれる暫定会合

において次期会計年度の理事会の会員ほ彼等

の会員串より第１第２及び第３の各副会長を

互選する。

　副会長の欠員は残余の副会長の順序に従っ

て充当される。即ち，第１副会長り空員は第

２副会長をもって，第２副会長の欠員は第３

副会長をもって充当される。第３一会長の欠

員は理事会が理事の中より選んで充当するこ

とになる。I(理43－44)

　事務総長:事務総長は，会長の監督と理事

会の統制の下に国際ロータリーの事務全般を

処理する役員である。事務総長は直接理事会

に報告を行い，その年次報告は理事会の承認

を経て大会に提出される。次期理事会は，事

務総長の任期が終了する暦年中の暫定会合に

於て，任期を５年以内として事務総長を選挙

する。事務総長の任期は翌年１月１日に始ま

る。

　約220名の人員が事務総長と共に国際ロー

タリー事務局を形成し，アメリカ合衆国イリ

ノイ州エバソストソ，及びスイス国チューリ

ッヒに事務所を置いている。

　財務長:財務長は理事会の規定する方法に

よって国際ロータリー資金の支払を行い且つ

理事会によって委任されたその職務に属する

そめ他の任務を行う。財務長は，理事会の要

求する報告を理事会に行い，叉大会に対して

年次報告を提出する。財務長は，毎年理事会

に於て選挙するものとす。任期は１年とし，

次年度の７月１日に始まる。

　地区ガバナー：地区ガバナー（グレート・

ブリテソ及びアイルランドの19地区に於て選

定した代表）の数は276名である。（1964年

７月）。各ガバナーは理事会の全般的監督の

下に，自己の地区内クラブを直接監督する。

その上国際ロータリーの目的を推進し，クラ

ブの結成を監督し，地区内の各クラブ間，及

びこれらのクラブと国際ロータリーとの間の

友好関係を増進するのが分バナーの任務であ

る。ガバナーは地区協議会及び地区大会を主

宰する。

－10－

　ガバナーは地区大会に於て地区のクラブに

よって指名されるが，例外的な場合には，郵

便による投票を行うこともある。ガバナーは

国際大会に出席し且つ投票する投票人によっ

て選挙される。

　英国及びアイルランドに於ける19の各地

区の国際ロータリー代表はガバナーと同様な

ものである。国際ロータリー代表はR.I.B.I.

の審議会員であり，審議会議を通じて自己の

地区の監督に関し国際ロータリーの理事会に

対し責任を有するのである。

　国際ロータリー代表は地区のクラブによっ

て被指名者として選ばれ，R.I.B.I.大会に於

て指名され，国際大会に出席し且つ投票する

投票人によって選挙される。

　R.I.B.I.の選挙される役員:R.I.B.I.の選

挙される役員は，会長，直前会長，副会長及

び名誉会計である。会長，副会長及び名誉会

計はR.I.B.!｡大会によって指名され，国際大

会に出席し且つ投票する投票人によって選挙

される。

　役員の任期：国際ロータリーの各役員の任

期は，会長及び事務総長1)を除き，その選挙

された国際大会終了直後の７月１日に始ま

る。会長の職務上の任期はその選挙された翌

年７月１日に始まる。但し，彼はその選挙さ

れた直後の７月１日に枝道会長として理事の

職につくものとする。

　特別な事情のある場合には，理事会はガバ

ナーの任期を７月１日以後に始めることを認

可する権限が与えられている払10月１日以

後とすることはできない。

　役員は理事を除きすべて任期１箇年であ

る。理事の任期は２箇年間となっている。会

長も理事としての任期は２箇年－１年は枝道

1）事務総長は理事会において選挙され任期は５年以内と

　し１月１日に就任する。

-

運営，一般的

会長として，次の１年は会長としてである。

役員昇進の順序

　　(Order of Adva!lcement in O伍ces)

　理事会は次の各項が望ましいとしている。

即ち，

（1）クラブ理事はクラブの委員会の長を務め

　た経験のあるもの。

（2）クラブ会長はクラブ理事或いはクラブ幹

　事を務めた経験のあるもの。

（3）地区ガバナーはクラブ会長又はクラブ幹

　事の経験あるもの。

（4）国際ロータリー理事はガバナーの経験あ

　るもの。

（5）国際ロータリー会長は国際ロータリー理

　事の経験あるもの。（理49－50）

　1964年（ト1==G/ト）国際大会に於て改正さ

れた国際ロータリー細則は，理事候補者とし

て推薦される以前に地区ガバナー（グレート

・ブリテソ及びアイルランドに於ける国際1==･

－タリー代表）としての経験のあるものと規

定。

国際協議会（lnternationa1 Assembly）

　国際協議会は毎年普通国際大会の開かれる

直前に開催される。

　協議会は，会長，副会長，及びその他の理

事，もしあれば会長技指名者，及び理事技指

名者，事務総長，財務長，国際ロータリー地

区ガバナー技指名者，R.I.B.I.参事会議員技

指名者，国際ロータリー各委員長及び理事会

が指定する者から或る。

　この協議会の目的とする処は，これらの役

員及び委員長が会合し国際ロータリー及び各

クラブの次年度の事業活動を協力して計画

し，且つロータリーに開する教育と運営上の

11－
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任務に関する教育を行い，出席者間の親睦を

はかる機会を与えることである。

　国際協議会に参加する者に配布される文献

または他の資料は，国際ロータリーに依り出

版され或いは肥育されたもの及び他の者によ

る配布が許可されていない文献及び資料に限

られている。

国際ロータリーの委員会

　　　　　　　(Committees of R.I.)

　細則（第13条）は七つの常任委員会を規定

している。即ち，

　定款・細則　　　　大会

　プログラム計画　　文献

　地区設定　　　　　ロータリー財団発展

　財務

　常任委員は会長によって任命されるが，会

長は叉自己或いは理事会の判断に於て必要と

認められる特別委員を任命することができ

る。会長は自己の任命した委員会の委員長を

定め，委員に欠員を生じた時はこれを補充す

る権限を有する。

　理事会は地域諮問委員会（国際ロータリー

細則第13条第４節）を認可することができ

る。同委員会は理事会によって承認された手

続に従って諮問機関としての機能を果す。

　会長指名委員会を除き，すべての委員会の

決定は理事会の承認を受けなければならな

いo

元会長会議（Council of Past Presidents）

　国際ロータリー細則(第17条)は職責上の

議員としての会長と共に，元会長でその所属

クラブにおいて正会員，シニア・アクチブ会

員又はバスト・サービス会員の籍を有するも

のを以て元会長会議を常設することを規定し

ている。

　会議は通信にて，会長又は理事会により諮

問された事項を研究し，そして理事会に対し

助言且っ勧告することができる。

　然し，年次大会に出席するそれらの会議員

の非公式会合がその年次大会に於て開催され

る場合，会長又は理事会は会議を招集するこ

とがある。

地区協議会（District Assembly）

　ロータリーの教育及び知識を提供し，且つ

地区活動の調整をなす目的を以て，各地区内

全クラブの次年度会長及び幹事，次年度地区

ガバナー並びに理事会が選定するその他の者

の協議会を毎年４月又は５月に開く。次年度

の各クラブ会長及び幹事はこれに出席するも

のとする。

地区大会（District Conference）

　地区大会は，各地区において毎年，地区協

議会，国際協議会に又は国際大会と同時でな

い条件の下に，地区ガバナー及び地区内過半

数のクラブ会長の一致した意見の下に決定し

た時期と場所において開催される。

　地区大会の目的は，親睦，感激的挨拶及び

地区の問題並びに国際ロータリーに関係する

事柄を広く討論することによってロータリー

の綱領を推進するにある。地区大会は国際ロ

ータリー理事会から大会に提案される特殊な

事項或いは地区内に発生した事柄をすべて考

慮する。地区大会は規定審議機関ではない。

地区大会は時としては大会の討議から自然に

発生した制定案を採択して，これを国際大会

に提出することもある。大会は叉，次年度ガ

バナーを指名する。（理56－57）
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国際地域大会

(lnternational Conferences)

　国際地域大会は理事会の決定する日時及び

場所に於て理事会によって招集される。

　国際地域大会の目的は，地域内クラブの会

員を集めて相互間の面識と理解を推進するに

あり，又意見の交換及びロータリーの綱領に

含まれる議題を討議するためである。大会は

理事会の採択した手続規定に従って運営され

る。大会は規定審議機関ではないが，理事会

に対する勧告として決議を採択することがで

きる。（86 － 90 頁参照）

運営，一般的

ロータリー・クラブの構成

　　　　　(Structure of Rotary Club)

　1922年ロスアソゼルス大会に於て,1922年

大会以後に国際ロータリーに加盟するクラブ

は標準クラブ定款を採用すべしというように

国際ロータリー細則が改正された。命令的で

はなかったが，1922年６月以前に加盟した多

くのクラブも，その定款を改正して標準クラ

ブ定款に令うように変えている。従って，1==t

－タリー・クラブの組織は標準クラブ定款に

基づいていると考えてよいであろう。
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I

地

(Area

方　運　営

Administration）

　オステソドにおける1927年国際大会，後

にシカゴにおいて1930年,デト1=･イトにおい

て1934年に改正せられた地理的に継がりの

ある地区におけるクラブの地方運営の形態を

設けるよう立案された規定を採択した(定款

第８条第２節(ハ)孔及び細則第11条第２

節)。地方運営に関するこれらの規定の下で

は何等の運営機関も殷殷されなかった。

　1948－49年に，国際ロータリーの理事会は

地方運営は拡張すべからずという意見を発表

した。

グレート・ブリテン及アイルランド

　　　　　(Great Britain and lreland)

　1913－14年に，大ブリテソ及びアイルラン

ドにおける国際ロータリー加盟クラブは英国

ロータリー・クラブ連合会を組織した。此の

連合会は1914年の国際ロータリー大会にお

いて承認された。 1922年国際ロータリーがそ

の定款及び細則を改正した際，国又は地域別

単位に国際ロータリーの加盟クラブの運営に

関する規定を設けた。此の規定の下に，グレ

ート・ブリテソ及びアイルランドにおけるク

ラブは，国際ロータリー1922年大会によっ

てその定款及び細則の定めるところによって

承認された地方連合会を組織した。

　1927年オステソド国際大会で地方運営の

規定を採択した際に，グレート・ブリテソ及

びアイルランドの連合会存続を承認する非常

規定(245頁)を設けて，国又は地域別単位に

四

よる運営を廃止した。

　此の連合会の現在の名称はグレート・ブリ

テソ及びアイルランドの国際ロータリー（R，

I.B.I.）である。それは国際ロータリー大会に

よって承認された定款及び細則の下に勤いて

いる。その細則は自主的に改正することがで

きる。

　連合会は，連合会の役員及び国際ロータリ

ー代表よりなる評議会によって運営されてい

る。グレート・ブリテソ及びアイルランドに

おけるクラブの会員から選ばれた国際ロータ

リー理事は職責上此の評議会員である。グレ

ート・ブリテソ及びアイルランドの国際ロー

タリーはそれ自体の事務局，委員会，公式印

刷物等を持っている。

　此の地方は国際ロータリーの地区19から

なっており，各地区共，その地区における国

際ロータリー及びグレート・ブリテソ及びア

イルランドの国際ロータリーの代表者であ

り，且つ地区評議会の議長である国際ロータ

リー代表者を有する。グレート・ブリテソ及

びアイルランドの国際ロータリーの会長，直

前会長，副会長及び名誉会計並びにグレート

・ブリテソ及びアイルランドにおける国際ロ

ータリー代表者は国際ロータリーの役員であ

る。国際ロータリー代表者は，その地区のク

ラブによって被指名者として選ばれる。一般

役員及び代表者はグレート・ブリテソ及びア

イルランドの国際ロータリー大会によって指

名せられ，国際ロータリー大会に出席し且つ

投票する投票人によって選挙せられる。

14-

クラブ例会への･出席

(Attendance at Club Meetings)

　国際[I一タリー細則(第17条第１節)によ

れば，加盟クラブは毎月最終例会の直後にク

ラブ例会の出席報告をガバナーに，ガバナー

のない場合は国際ロータリー事務総長に提出

しなければならないことになっている。

出席競争（Attendance Contest）

　出席競争規定（1922年大会に於て初めて採

択されその後改正せられた）は次の通りであ

る：（ダラス大会決議29－12,第１条,第９節）

出席競争規定

　　　　　(Attendance Contest Rules)

　国際ロータリー理事会1)により随時決定さ

れた国乃至地域にあるクラブは出席競争に参

加しているものとみなさるべきである。

　(ｲ)地区及びクラブの出席率を公表するに

当っては，国際ロータリー事務総長は，期日

までに受理した地区ガバナーの出席率報告を

使用する。

　(ﾛ)出席競争は７月１日に始まり翌年６月

30日に終る１箇年を単位として行うものとす

る。

　国際ロータリーに属するすべてのクラブ

は，次の区分に従って，自己のクラブとほぼ

同じ位の大きさのクラブと出席競争を行う資

格を有するものとする。

　Ａ区分-400名又はそれ以上の会員を有

J.）次の国及び又は地理的地域は出席競争に加わっている

　ものと認められている：合衆国，カナダ，及びバーミュ

　ダ（理32－33）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　　　　するクラプ

Ｂ区分-300乃至399名の会員を有する

　　　　　クラプ

Ｃ区分-200乃至299名の会員を有する

　　　　　クラプ

Ｄ区分-100乃至199名の会員を有する

　　　　　クラブ

Ｅ区分-50乃至99名の会員を有するク

　　　　　ラブ

Ｆ区分-25乃至49名の会員を有するク

　　　　　ラブ

Ｇ区分-25名以下の会員を有するクラ

　　　　　ブ

クラブの守るべき規定

　㈲　1.　各クラブのすべての会員（名誉会

員及びバスト・サービス会員又はシニア・ア

クチブ会員で標準クラブ定款第８条第５節

㈲及び㈲の規定により理事会の承認を得

た者を除く）は，例会に於て必ず「出席」又

は「欠席」と記録せられる。出席とは会員の

所属クラブ又は他のロータリー・クラブの例

会に，本規定に従ってその所定時間の少くと

も60％列席した事実を言う。
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（註:賜暇中又は理事会により例会に欠席

の承認を与えられているすべての会員〔名

誉会員及びバスト・サービス会員又はシニ

ア・アクチブ会員で標準クラブ定款第８条

第５節㈲及び㈲の規定に依って理事会

の承認を得た者を除く〕は次に規定する

通り，他のクラブの例会に出席して補填

（Make-up）しない限り，欠席と記録され

る。かかる欠席の承認乃至賜暇は単にその



会員個人を，定款の「欠席による失格」の

条項に該当せしめないというにすぎない。

この規定中「例会」“regular meeting” と

いうのはクラブが公式に毎週定期的に開く

会合を指し，クラブの理事会，ラウンド・

テーブル会合その他の非公式会合の如きも

のはクラブの例会とは認められない｡）

　2.　欠席した如何なるクラブ会員（名誉会

員及びバスト・サービス会員又はシニア・ア

クチブ会員で標準クラブ定款第８条第５節

㈲及び㈲の規定によって理事会の承認を得

た者を除く）は，欠席した日の直前６日間，

その当日又はその直後６日間の内何れかの日

に，他のクラブ又は仮ロータリー・クラブに

出席すれば，所属クラブに出席したと同様に

取扱われる。かかる出席については，その出

席したクラブの幹事より報告する必要があ

る。若しその報告がなされない時には，本人

が電信又は書面によってこれをなしても良

い。会員が，出席の目的を以て，他クラブの

例会場へ定刻におもむいたところ，その週の

例会が中止，延期或いは時刻又は場所変更に

より目的を果しえなかった場合には，その例

会が開催されたものとして，訪問された筈の

クラブの幹事よりその旨の通知を受けるか，

それな含場合は会員自身の通知により出席の

補填が行われる。

　3.クラブの会員(名誉会員を除く)が国際

ロータリーの役員又は国際ロータリーの委員

として，或いはガバナーの特別代表(special

representative)として，或いは国際ロータリ

ーの用務に従事するために，所属クラブの例

会を欠席した場合はこれを出席したものと看

倣す。かかる欠席は，本人より書面を以て所

属クラブの幹事に報告することを要する。

　4.正会員，シニア・アクチブ会員，又は

バスト・サービス会員が，国際ロータリー大

会，国際協議会，国際ロータリー現及び元役

員の為のロータリー研究会，ロータリー国際

地域大会，国際ロータリー委員会，ロータリ

ー地区大会，地区ロータリー情報講習会，口

一タリー地区協議会叉は正式に発表されたロ

ータリー・クラブの都市連合会に出席のため

に直行と認め得る往復旅行期間内に自己のク

ラブ例会への欠席は，本人よりその旨所属ク

ラブに通知することによって，その例会へ出

席したものと認められるものとする。

　正会員，シニア･アクチブ会員又はバスト・

サービス会員が，所属クラブの例会に欠席

し，国際ロータリー大会，国際協議会，国際

ロータリーの現及び元役員に対するロータリ

ー研究会，ロータリー国際地域大会，国際ロ

ータリー委員会，ロータリー地区大会，地区

ロータリー情報講習会，ロータリー地区協議

会，又は正式に発表されたロータリー・クラ

ブの都市連合会に，所属クラブ例会当日，又

はその前後各６日の間に出席し，本人よりそ

の旨所属クラブに通知すれば，その例会への

出席成績に認めらるべきものとする。

　5.翌月10日夜半までに出席報告がガバ

ナーの手許に到達したクラプのみが出席競争

に算入される。ガバナーの集計報告はその月

の17日夜半迄に国際ロータリー中央事務局

に到達することを要する。

　6.　例会が法定休日(legal holiday)，クラ

プ会長の死去，全市に広がる伝染病又は災禍

等の理由によって休止された場合は，クラブ

出席記録の計算より除外される。

　7，　出席競争の進行中，その特定区分（di-

vision）中の上10住又は下５住に何度入った

かを示す小形数字がクラプ名の前につけられ

る。上10住又は下５住より外ずれたクラブ

が，次の月又はその後にその住設に戻った場

合は，最後の数字より１点多い数字が冠せら

れる。
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　8.　出席競争進行中，その地区が上10位

に入った度数を示す小形数字が地区番号の前

に付けられる。地区は毎月その出席率によっ

て順位がきめられる。

　（註:国際ロータリーに新に加盟を承認さ

　れたクラブはその承認がその月の１日より

　後の場合は翌月まで出席競争に加えないも

　のとする｡）

　出席競争規定の解釈は地区ガバナーの判断

に任されてある。（出席競争規定了）

出席報告の締切

　　　　　　（Time Limit for Reports）

　ガパナー宛の出席報告はその月の10日の

夜半後第１回目の配遠のものまでが前月の出

席統計に含まれるものとする。（理29－30）

陪審員の職務その他による欠席

　　(Absence for Jury Service，Etc.)

　陪審員としての職務：陪審員としての職務

を行うために例会に欠席した場合と雖も欠席

は欠席であるから，出席競争の罰点を免れる

ことは出来ない。（理23－24）

　州議会:州議会において出席を強制せられ

たため例会を欠席した場合といえど払その

欠席を出席競争に課せらるべき罰点から除外

することはできない。（理52－53）

　非公式の会合:船上，避暑地，同業者大会

等で開かれる非公式なロータリアンの会合に

関しては，定款，細則，出席競争規定のいず

れにもこれを出席と認める条項はない。理事

会は，船上におけるロータリアンの非公式会

合を出席の単位にするような規定を作っては

ならないということを決定した。

出 席

ればよいというのではなく，ロータリー・ク

ラブに出席することから得られる利益にある

が故に他の奉仕クラブの例会に出席してもロ

ータリーの会合に出席したと同じ効果がある

とは考えられない。（理26－27）

Rosanofr出席トロフィー

　　　　(Rosano任AttendanceTrophy)

　Rosano任出席トl==zフィーというのは欧州

大陸，北アフリカ及び東地中海地方のクラブ

の出席競争の賞品として与えられるト1==･フィ

ーである。これは上述の地域に於てその年の

最高出席率を得たクラブに贈られるものであ

り，毎年優勝クラブ名がトl=･フィーに彫込ま

れそのクラブがそれをユ年間保管し，翌年の

優勝クラブヘ譲渡する。斯くしてトl==･フィー

はクラブからクラブヘと渡され，決して一ク

ラブの永久所官物とならない。

　このRosanoffトロフィーを目指して競争

するクラブは，その出席率を１ヵ年52圓の

例会を開くものとして計算しなければならな

い。但し法定休日等は例外とする。

賜　暇（Leaveof Absence）

　会員が例会に欠席する時は前以て賜暇を求

めなくてはならないという規定を設けること

は実際的ではない。（理25－26）

来訪ロータリアン（visiting Rotarians）

　クラブ例会に他のクラプからの来訪ロータ

リアンが出席した場合，クラブの幹事はその

ビジターの所属するクラブの幹事に早遠その

旨を通知しなければならない。もし本人から

要求があれば電話又は電報によって通知しな

ければならない。勿論この場合の費用は来訪

ロータリアン自身の負担である。

　他の奉仕クラブの会合:ロータリーの求め

る目的は如何なるクラブの会合にでも出席す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－17－



　ガバナーは，地区内のロータリアンのた

め，(ｲ)外国及び(ﾛ)その他の地域のクラブと

の出席競争を協定することが出来る。この競

争で好成績を得たものに対しては地区大会で

適当に表彰することが望ましい。(理36－

37)

　クラブを訪問するロータリアンは，そのク

ラブで個人的に知られていない場合にはロー

タリー会員カードを提示することによって自

己紹介をすべきである。

　クラプ或いは会員に招待された場合を除

き，来訪ロータリアンはロータリーの定まっ

た習慣に従い食券を自分で買わなければなら

ない(ダラス大会決議，29－12)

詐欺師（lmpostors）

　他の町から来たロータリアンだと称する男

がクラブや会員個人を訪れることがよくあ

る。彼等は必らず尤もらしい不幸な出来事の

話をして金を要求するのである。された方で

は仲間のロータリアンを助けるのだと思って

金品を与えたり何か世話したりするのである

が，大抵後で「にせ者」だったということが

わかる。未知のロータリアンと称する来訪者

から援助を求められた場合には，彼が所属す

ると称するクラブに電話か電報で問合わせる

のが一番良い。本当のロータリアンであった

らこのような照会に異存はない筈である。
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国際ロータリー理事会

　(Board of Directorsof R.I.)

　国際ロータリーの運営本体は14名の理事

から或る理事会である。理事会の構成及び任

務は定款第５条及び細則第４条及び第10条

に掲げてある。

執行委員会（Executive Committee）

　理事会は,細則第４条第６節の規定により，

３名乃至５名の理事より或る執行委員会を任

命し，これに理事会の会合なき間，理事会に

代って執行又は運営に関する事項を決定する

権限を委任する。但しこの権限の行使は国際

ロータリーの方針が確定されているものに限

る。1964－65 年度理事会は，理事会の執行委

員会を任命且つ次に示す委員会の執務規定を

表示した。執行委員会は：

　１　理事会の方針が確定されているもの，

或いは緊急の事態が発生した場合に，その執

行又は運営に関する事項を決定する。

　２　理事会によって割当が行われている費

用の支出に関し必要な決定を行い，且つ，理

事会の決定を実行するに必要な費用の緊急割

当を行う。　　　　　　　　　　　　　㎜㎜㎜

　３　非常用予備金から，緊急に必要ありと

認められる金額の追加割当を行う。

　４　地区ガバナーの請求のあった時，地区

ガバナーの予算増加に関連して必要な決定を

なす。斯様な請求は地区ガバナーによって書

かれた事情と事務総長により提出された適切

な情報に照して，考慮し且つ決定すべきもの

とする。　　　　　　　　　　　　　　　万

　５　理事会の処理を必要とする事項を調査

し，これに関し理事会に勧告をする。

-

　６　会長，事務総長その他国際ロータリー

の役員に対し，その任務遂行上に起る問題に

関し助言をする。

　７　委員会の報告を検討し，必要に応じ，

本規定(1)に従い，報告中に含まれる事項に

関し措置する。

　８　国際協議会のプログラムを準備し，地

区大会，地区協議会，及び部分的地区協議会

に対してプ1==zグラムを提案する。

　委員の内１人でも，委員会の問題に対し文

書を以て反対の意を表するときは，同問題は

理事会の決定に委ねるものとする。　　　＼

　執行委員会に於て決議された事項はすべて

次回の理事会に報告すべきものとする。(理

64－65)

通信による投票（Ballots-by-Mail）

　理事会の通信による投票は，次の会合まで

延ばすことのできない緊急な案件で，新しい

方針の決定を行わないものにのみ限定すべき

である。（理32－33）

　通信投票による執行委員会の行う決定は，

執行委員会全員一致の投票でなければならな

い。執行委員会に付託された事項に関し通信

投票の結果，全員一致の結果が得られなかっ

た場合には，その問題は理事会に付議しこれ

を決定するものとする。（理47－48）

立法議案に関する理事会の方針

(Policy of Board re Proposed Legislation)

　決議案或いは条文改正案が理事会によって
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提出された場合，或いは理事会以外から提出

された決議案及び制定案に対し理事会が賛成

又は反対の決定を行なう時は。

　１　理事会がその決定に際して全員一致で

ある場合は，理事会はその主導権を取り，そ

の決定を規定審議会及び大会に於て実現する

よう努力する。

　２　理事会の決定が賛否二派に分れている

場合は，多数派，小数派共に規定審議会及び

大会に於て自由に自己の意見を開陳主張し，

且つ大会に於て適当に投票し得るものとす

る。

　３　理事会が単に問題を大会の投票に問う

ために決議案或は制定案を提出し，特にその

通過に対し反対も弁護もしない場合には，そ

の旨を大会に於て明らかにし各理事は自由に

自己の意見を開陳主張し且つ投票できるもの

とする。（理64－65）

国際ロータリー会長の指名

　　(Nomination for President of R.I.)

　国際ロータリー会長の指名は，会長指名委

員会，クラブ若しくはその両者によって行わ

れる。

　会長指名委員会はｎ名の委員より成り，

毎年１月31日以前に結成される。委員会は

その会合に於て委員の１名を委員長に選挙す

る。

　委員会は各クラブに対し，会長指名に開す

る提案をなしそれに対する考慮を求める。各

クラブからの提案は12月31日以前に中央事

務局に到達しなければならない。

　指名委員或いは国際ロータリー理事は，指

名委員会によって会長に指名される資格を有

しない。

　指名委員会の会合は毎年１月31日以前に

開かれる。この会合に於て委員会は会長ノミ

ニーを選ぶ。

　委員会報告の謄本は委員会の会合後20日

以内に各クラブに郵送される。

　委員会による指名の外に，各クラブは，次

期大会に於ける会長選挙に対し，クラブの指

名決議書を３月15日以前に事務総長に提出

することによって，１名の会長ノミニーを選

ぶことができる。

　３月15日迄にクラブによる指名が提出さ

れていない時は，会長は指名委員会の指名す

る者を会長ノミニーと宣言する。会長ノミニ

ーが唯１名である場合は，大会に於ける選挙

人は口頭投票によって事務総長をしてそのノ

ミニーに投票用紙による彼等の一致した投票

を行うよう命ずることが出来る。

　しかしながら，３月15日迄にクラブから

のノミニーが提出されており，且つその指名

が３月25日迄有効である場合は，会長ノミ

ニーは全部大会に於て投票に付されるものと

する。

　指名委員会の構成及び会長指名の手続は，

国際ロータリー細則第10条第１節及び第２

節に詳細に掲げられている。

　細則第10条第２節の「各委員に対してそ

の代理者が之に代るときは，かかる代理者は

残余の全期間その職務につくものとする」と

いう規定は，本来の委員に代って代理者が指

名委員となった場合は，本来の委員はその年

度は委員でなくなるという意味である。（理

41－42）

　理事会は，国際ロータリー会長ノミニーＯ

選択は，全く会長指名委員の責任に於てであ

ることを認め，此の件に関する委員の決定に

直接又は間接に影響を及ぼす如何なる外部か

らの努力にも好意を寄せないのである。

　会長ノミニーが大会に於て投票に付される

場合は，投票用紙により各ノミニーについて

次の事項を投票に先だって大会日報に掲載さ

れなければならない。即ち。

　　ノミニーの氏名及び所属クラブ名

　　ノミニーを推薦したクラブ名
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　或いは

指名機関の名称

ノミニーの職業分類（若し職業分類によ

らない会員の場合には会員の種類）

所属商社名

商社に於ける地位

ロータリアンとしての年数

ロータリーに於ける現在の地位

ロータリーに於ける過去の地位（理52

－53，54－55）

アメリカ合衆国｡カナダ，及びイベロ

・アメリカに於ける理事の指名

　(Nomination of Directors in U.S.A.，

　Canada，and lbero America)

　理事の候補者推薦の目的をもって，理事会

の定める処により，アメリカ合衆国を５の地

帯に，カナダを３の集団そしてイベl==1・アメ

リカ地域を３地帯に分ける。理事会（1963－

1964）は,1965年度の理事指名のためアメリカ

合衆国に５の地帯を245頁に示す通り殷殷す

ることに決定した。猶お，1962－63年には，

1964年の理事指名のためのカナダに於ける

集団は245頁に示す通りにすることを決定し

た，そして1963－64年にイペl==･・アメリカ

内の地帯を245頁に示す如くなすべきことに

同意した。

理事ノミニーの選択方法（Methods

　for Selection of Directors Nominee）

　国際ロータリーの細則は，1962年（貝スア

ソゼルス）国際大会で，指定された地帯，地

理的集団又は地域から理事ノミニーを選択す

る四つの方法，即ち，1）国際大会において

クラブの選挙人による投票，2）クラブによ

る郵便投票，3）指名委員会手続，4）国際

ロータリー理事会による指名の方法を規定す

ることによって改正された。

R.I.理事会

　改正された細則は，各地帯，地理的集団又

は地域におけるクラブのために，その地帯，

地理的な集団又は地域における理事ノミニー

選択にこれら四つの方法の内何れによるべき

かを郵便投票によって決定すべきことを規定

している。

　1962－63年度の第一回会合において，国

際ロータリー理事会は，細則の第10条第４

節の前記改正に伴って採用された暫定規則に

よりその従うべき方法決定の投票用紙は1962

年８月１日より遅れないよう，クラブに郵送

すべく，投票は1962年ｎ月１日に遅れない

よう完了し且つ投票準備委員会に返送すべき

ことを決定した。

　理事ノミニーの選択方法は各地帯，地理的

集団又は地域におけるクラブによって決定さ

れたものである。斯様な方法は細則第10条

第３節の規定に従い改正されるかも知れない

時までは効力が継続する。

大会に於ける選挙人会合の招集者

　(Convenersfor MeetingsoFElectors

　　　　　　　　　　　at Convention)

　国際大会においてクラブよりの選挙人によ

る投票によって理事ノミニーの選択をなすこ

とに関し，細則は，斯様な理事ノミニー選択

方法が適用される地帯，地理的集団又は地域

に所在するクラブよりの選挙人は，国際大会

期間中に理事候補推薦の目的のために集合す

べきことを規定している。

　国際ロータリー会長は，国際大会において

理事が指名さるべき地帯，地理的集団又は地

域よりの選挙人の会合の招集者として，それ

ぞれの地帯，地理的集団又は地域に住居を有

する国際ロータリーの現理事を指名する｡(理

45－46)

理事の投票（Balloting for Directors）

－21－



　国際ロータリー細則は，その理事への候補

者の数が２名よりも多い場合には単一移譲投

票の方法によるべきことを規定している。

（49頁の解釈交参照）

　理事会は，一つの役職に対して２名又はそ

れ以上の候補者がある場合には，投票に付す

べきことを決定した。（理54－55）

カナダ及びアメリカ合衆国に会員を有

するクラブの投票（voting of Club with

　Members in Canada and united States）

　その区域がカナダ及びアメリカ合衆国の国

境に誇り，カナダ及びアｊリカ合衆国に会員

を宥するクラブは，両国のクラブ会員に関係

する事柄に対し投票する資格を宥する。従っ

て，国際ロータリー理事の指名投票に於ても

このようなクラブはカナダからの理事の指名

に投票すると共に，又クラブの所在するアメ

リカ合衆国の地帯からの理事の指名にも投票

することができる。各クラブの行使し得る投

票の数は細則に定められてあるが，これはか

ようなクラブがすべての投票において行使す

る数を考慮したものである。（理41－42）

国際ロータリーの役職に関する宣伝

　(Publidity Re Candidates for omce

　　　　　　　in Rotary lnternational)

７理事会は，国際ロータリーの理事候補者の

ために，その権威を損じ不当な経費を要する

広告宣伝を避けんとしている。（理41－42，

57－58）

　ある地帯，地理的集団又は地域の理事を指

名する委員会委員の選択は，ロータリーの原

則に基調して厳正且つ責任ある方法を以て行

われるべ含である。理事指名委員会委員とし

ての資格ある候補者を支持する行動は，委員

会の重要な役目と合致すべきものであり又そ

の関係地帯，地理的集団又は地域から理事と

しての指名を考慮される者と見倣される候補

者に暗示することば或いは行動を以って約束

すべきではない。理事指名委員会の候補者を

支持する如何なる文献も発行し又は配布すべ

きではない。（理64－65）

他の団体においての役職名の利用

　(Use of Titlein other organizations)

　国際ロータリーの如何なる役員と雖も，国

際ロータリー理事会の同意なしでは他の組織

団体において，その役職名を公表させること

を許してはならない。
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職　業　分　類

　(Classifications)

　ロータリー・クラブは標準クラブ定款第５

条に規定された原則に違反しない限り，出来

るだけ所在地域社会に認められたすべての職

業又は団体からそれぞれ１名の会員を持つょ

うにしなければならない。

　ロータリーではこれ等の認識された事業活

動を簡単明瞭に示すため，或腿の用語を使用

しこれを職業分類（Classifications）と称して

いる。

　標準クラブ定款（第５条第３節）には次の

通り規定してある。

　（ｲ）本クラブの各正会員は其の職業に依っ

て分類せられる。

　（ﾛ）正会員の職業分類は，各々の所属する

商店，会社，団体等の主要且つ認識された業

務を包容するものでなければならない。若し

独立して職業に従事する場合にはその職業分

類はその人の主要，且つ認識された業務を包

容するものでなければならない。

　会社又は事業所の社会に対する主要なる活

動又は奉仕は，その会社又は事業所が現に行

っている事業であり，従ってロータリーの職

業分類の目的にかなうものである。

　科学的に準備された職業分類表一充当さ

れたものもあり，空席のものもある はク

している。

　この職業分類概要は，職業分類に基づいた

ロータリーの会員資格の原則を各ロータリー

・クラブの科学的及び能率的発展のための必

要条件として，より明白に確立し，又，各ロ

ータリー・クラブの職業分類一覧表作成を援

助するためにつくられたものである。

　此の概要は，職業分類のロスターを作成す

る上に，各ロータリー・クラプヘの有用な指

針とし，また，クラプ定款及び職業分類概要

に定められたような｡，ﾛ⌒タリー・クラブに

おける会員資格の目的と精神を実行するやり

方で職業分類の決定をなすための推奨基準と

して，準備されている。

大小職業分類

　　(Major and Minor Classifications)

　本概要に於ては，商業，工業，専門業及び

団体のすべての面が小分類(Minor Classifica-

tions)として表示され，これらの内，関連の

あるもの又は類似の事業に応じいくつかに類

別されている。

　これらの区分につけられる標題，例えば農

芸(Agriculture)は大分類(Major Classifica-

tions)と呼ばれている。

　それぞれの大別分類の下に，色々な事業が

分類されている。その事業は地域社会によっ

て異なるものである。これちは小分類と称さ

れるもので，会員に｢貸与｣(Loan)せられ

るべき職業分類である。時には個人の事業の

範囲が広いとか，或いはその地域社会に於て

特異なものであるため，大分類の下に含まれ

る諸事業を殆んど網羅してしまうような場合

も有り得る。その人にとっては大分類が合理

的な職業分類のようにも見えるが，同じ業務
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ラブ発展の理論的基礎である。この表はクラ

ブ所在地の徹底的な職業分類調査を行うこと

によってのみ出来るものである。その理由は

この表は叉クラブの所在地の職業の正確なる

指標でなければならないからである。

職業分類概要（Outline of Classifications）

　職業分類概要の序言は，ロータリーの会員

資格の原則を適用する方法を次のように説明



を表わすすべての職業分類が何処でも同じ用

語で表現されるようにするため，小分類を使

用することが勧告されている。

用語上の註（Tips on Terminology）

　本概要に於て職業の諸活動を示すのに使用

されている言葉は，標準の職業分類の用語で

ある。それらは勝手に定めたものではなく，

ロータリーの慣例が発達させて来たものであ

る。どの用語も特定の地域で行われている慣

例に合うように変更を加えたり翻訳したりし

てよいのである。

活動又は奉仕で地位ではない

　(Activity or Service－Not Position)

　職業分類は特定個人の保有する地位によっ

て定められるのではなく，むしろその活動即

ち社会に対する奉仕によって定められるので

あるということをはっきりと理解せねばなら

ない。言いかえれば，銀行の頭取である場

合，彼は「銀行頭取」（Bank President）と

して分類されるのではなく，彼の職業分類は

　「銀行業」（Banking）である。

　斯様な事業場に関係している有資格者に対

して設定され且つ貸与せられる職業分類を決

定するものは，事業又は専門業の事業場の主

要且つ認められた活動である。例えば，鉄道

会社，鉱業会社，製造会社，病院，診療所，

等々の常任医師，弁護士，電気技師，保険調

整者，事業支配人，等々はその人が個人でや

っている特定の仕事の代表としてではなく，

その人がその専門的な業務に専念している商

社の事業の代表者としての会員資格のために

考慮されるものである。

　個人の活動はその業務が一般公衆を相手に

している場合に於てのみ，その業務による職

業分類が考慮され得るのである。

　産業の区分一大抵の産業はお互に他とは

はっきり異なった業務を営む三つの部門に分

けることが出来る。即ち

　生産業又は(製造業)，配布業，小売業

これら三つの凡てのグループをロータリー・

クラブにおくことは可能である。

　配布　簡単且つ統一をとるために，本概要

に於ては，次に掲げる市場活動のすべてを示

す言葉として，配布(Distributing)という語

を使用している：即ち卸売，仲買,委託販売，

ブ1=･－カー，輸出，輸入を含むのである。上

記の言葉の一つを概要に於て使用されている

職業分類用語の配布という言葉に入れかえる

のは各ロータリー・クラブの職業分類委員会

の賢明な判断によって決定せらるべきもので

ある。

職業分類調査（Classification Survey）

　各ロータリー・クラブはその職業分類委員

会を通じ職業分類概要を指針として用いてそ

の地域社会の職業分類調査を行い，充填及び

未充填職業分類の名簿をその調査から編集

し，米充填職業分類に対して候補者を推薦す

ることの重要性を会員に力説し／且つ，必要

な場合には，そのクラブにおいて代表されて

いる現存職業分類の再検討をなすことが勧告

されている。

職業分類の設定

　　　　(Establishing Classifications)

「職業分類概要」には普通の職業分類が全部

含まれている。しかし「概要」に示してある

小分類は，必ずしもクラブがその業務を職業

分類として充たさなければならないというこ

とを意味するものではないのである。その理

由は，その業務がクラブの所在する地域社会

内に存在しないことも有り得るからである。

　遂に,地域社会内には存在していて払「概

要」の中に出ていない業務もあるであろう。
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このような場合，その業務が明白に且つ独立

した職業又は団体である場合は，「概要」に見

られない職業分類をロータリー・クラブが設

ける際の基礎として，これを用いることが出

来るのである。

「概要」中の如何なる規定も，ロータリー・

クラブ所在の区域内に於て法律上禁止されて

いる事業又は専門的職業を職業分類として認

めることを勧めているように解釈されてはな

らないのである。

　　一商店内の別々なはっきりした区分

　（Separate and Distinct Divisionsof

　　　　　　　　　　　　　one Concern）

　国際ロータリー定款及び細則，標準クラプ

定款に於て使用されている「事業」（Busi-

ness），「専門的職業」（Profession），「業務」

（Occupation），「商店」（Concern）或は「会

社」（Establishment）等の用語を明確に解釈

するために国際ロータリー理事会は次のよう

に考えている。即ち，

　ロータリー・クラブでは，その職業分類を

設定するに当って

　（ｲ）商業的活動

　（ﾛ）工業的活動

　㈲　専門的職業活動

　岡　団体活動

の何れをも常に斯様な業務がそれ自身で社会

に完全な奉仕を構成するという条件の下にお

いて，例え二つ又はそれ以上の斯様な業務の

財政的管理及び財政方針の最終的決定権がー

つの法人又は個人所有に属しておっても，そ

れぞれ「事業」，「専門的職業」，「業務」，「商

店」，「会社」等として認めることができる。

　或る国に於ては，数種類の異なった民族が

居住しているため，或る種の商社は社会全般

に対して奉仕しているのではなく，一つの民

族に対してのみ奉仕をしていることもあると

いう理由で国際ロータリー理事会は，或る一

つの民族に対してなされている奉仕と，他の

民族に対してなされている同種の奉仕の間

に，職業分類を区別することを認めている。

職　業　分　類

職業分類の貸与（Loaning Classifications）

　各ロータリー・クラブは，或る一定の職業

の下に於て入会の資格を有する者は，彼の職

業分類が示し且つ彼が一般的にその職業的活

動に主として従事していると認められている

業務(事業,専門的職業,業務,商店,会社)に，

彼の事業，専門的職業又は団体活動の少なく

とも60％を献げていなくてはならないとい

う規則を採用すべきことが推奨されている。

均衡のとれた会員維持

　　　(Toward Balanced Membership)

　何か一つの事業或いは専門的職業に偏よら

ないような，よく均衡のとれたクラブを確実

に維持するために，各ロータリー・クラブは

次の各項を明確な規定として採用すべきこと

を勧告されている。

　　1.　一つの大分類に含まれる特殊の小分

　類の下に認められる正会員の数は，アディ

　ショナル正会員を含めて，該クラブの正会

　員及びアディショナル正会員総数の10％を

　超えざること。

　(クラプ所在都市の事情がそれを正当とする

場合には，クラブは，この限界を適度に拡張

することが出来る｡)

　　2.既に前項の数が10％を超えている

　古いクラブの場合は，他の大分類に属する

　正会員，アディショナル正会員の数を増加

　させるように努力すべきこと，それが出来

　ぬ場合は，この超退散はその部門の会員が

　会員資格を終結するに従って減少せしむべ

　きこと。

　　3.同一の法人組織又はその他の種類の

　所有者に属し又はその支配下にある諸事業

　からの正会員，アディショナル正会員の数

　は全会員の10％を超えざること。
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新クラプ結成(New Clubs)

　ロータリー・クラブが新たに結成される場

合には，種々の異なった分野からの会員を網

羅することが重要である。従って結成時に於

ては，各大分類に含まれる小分類は，一つ以

上充たさないようにするのが望ましいのであ

る。しかし，事情によっては二つ或いは，只

単にそのクラブが40又はそれ以上の会員数

に達した時においてのみ，その大分類の下に

おけるはっきりした小分類に第４番目の会員

をクラブに入会せしめるという理解の下に，

三つを(三つを超えないこと)充たさなくては

ならないこともあり得るのである。

　新しいクラブの結成に当っては，上に述べ

た勧告のすべてを一つ一つ注意深く守るのが

望ましいのである。(理60－61)

　　　　　　　(概要序説了)

概要の変更（Modification of outline）

　現行の職業分類概要の配列とは著しく異な

った社会的経済的条件を宥する地区に於て

は，同地区のガバナーは斯様な地区内の各

クラブの役に立つよう，又適用しやすいよう

に適宜変更又は追加を行うよう勧告されてい

る。但しこの場合，かかる概要の変更或いは

追加に関し国際ロータリー理事会の承認を求

めておかねばならない。又，用語が英語であ

ると訳語であるとを間わず，変更されたる概

要は一旦承認された上は，理事会が後に変更

する迄は，測地区内の各クラブに勧告された

標準となるものである。（理36－37）

　理事会は，会員が容易に理解し得る言語の

職業分類概要を宥しないクラブのある地域及

びそれを必要とする場合又はもつことを勧告

される地域に於ては，地区ガバナーが其の地

区の特殊事情に合うように，特に或る鍾の職

業分類に起る頻度を考慮しつつ，自国の国語

を用いて概要をつくることが出来ることを決

定した。かく･こ）如き概要の改作は，勿論国際

ロータリー理事会によって作成され承認され

た標準概要に基づくべきものであり，且つ国

際ロータリー会長の承認を受けなければなら

ない。更に，この橿の改作に関連して招来さ

れた出費には国際ロータリーは責任を負わな

いものとする。（理37－38）

新クラブ結成に必要な職業分類の最

少限（MinimumNumber of Classm-

　　　　　　　cations for New Club）

　将来新にクラブを結成しようという地方で

は，ロータリーの職業分類の原則の上に常時

少くとも25名の会員を維持出来るよう，最

小限40の職業分類を有していなければなら

ない。（理48－49,57－58,61－62）

　クラブが国際ロータリーに加盟を認められ

た後も，相当発展の余地を残しておくため

に，そめ地方の職業分類を創立会員（Charter

Members）で全部埋めないようにした方がよ

い。（理42－43）

職業分類の原則には絶対に反しない

こと　　（Adberence to Classmcation

　　　　　　　　　　　　Principle）

　理事会は，職業分類の原則に反しないこと

が，最も重要であるとする意見に一致してい

る。故に，職業分類は，それぞれ異なった，

明確で，独立した，完全な，公共に対する奉

仕活動を基礎とした職業分類の下に，ロータ

リー・クラブが関係商店，会社，団体等の主

要且つ一般に認められた仕事によって会員を

分類するのであって，その商社又は団体内に

おける会員個人の仕事とか，地位によって分

類するのではない，という行き方を理事会は

再確認している。

　ある地方で，一人一粟の職業分類の原則の

下では，ロータリー・クラブの結成又は維持

が困難又は不可能と見えるような事実を，こ
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　その地域社会に奉仕する，はっきりした別

々の奉仕活動即ち仕事があって払主要な事

業を独占している一つ或いは極く限られた数

の会社が，それらの仕事を統制しているよう

なところでは，国際ロータリー定仇細則及

びロータリー・クラブの標準定款に使われて

いる事業，専門的職業，業務，商店，会社等

の字句の，理事会による解釈と，職業分類概

要の序説（lntroduction to the outline of

Classmcations）の内「一命店内の別々なはっ

きりした区分」という項目の記述に従って，

職業分類を新設することができる。（本書25

頁のその項参照卜（理52－53，62－63）

会社合併（Merged Companies）

　会社の合併に関連して起る職業分類の問題

を処理するための指針として，理事会は次の

５項目を採択している。

　職業分類:（ｲ）許容され得る場合:職業分

類の会員が属している工場，会社或いは団体

等の主要且つ世に認められた業務によるりで

あるが，これらの事業所が一つ又はそれ以上

の合併された会社から成り，資本は一つであ

ってもそれぞれ独立した製造工場と販売所を

職　業　分　類

経営している場合は,（正会員及びアデイショ

ナル正会員を選ぶために）別々の職業分類

を，合併された会社の各々に対して設けても

よい。但し，それらの会社の各々が，既に会

員名簿に載っている職業分類とは全く異なっ

た業務を行っているのでなければならない。

　（ﾛ）許容され得ぬ場合:一合併された会

社が，一つの経営管理の下で一個の製造工場

及び販売所に統合された場合は，職業分類は

只一つだけしか設けることはできない。百し

て，この職業分類は合併された一つ一つの会

社の業務でなく，合併されて出来た会社の業

務を現わすものでなければならない。

　㈲　この指針の適用は新会員に限るもので

はない：
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上述の指針は新しく会員になる

者に対してのみ有効なのではなく，合併され

それぞれの会社の主要な業務を現わす職業分

類の下で既に以前から会員である人々にも適

用されるものである。

㈲　職業分類は重複してはならない：

この原則は上述の如く許容された職業分類が

クラブ内に存在する他の職業分類と事実上重

複しない場合にのみ適用されるのである。

　ｍ　これ等の勧告によって既に会員である

者が無理にその会員資格を剥奪されるような

ことはない。（理37－38）



クラブの運営

(Club Administration)

クラプ会長の資格と任務（Duties and

　Quali丘cationsof the Club President）

　国際ロータリー理事会は，次に掲げるクラ

ブ会長の資格と任務に関する説明を承認し，

毎年クラブ役員の選挙に先だって，この説明

を全部のクラブ会長及びガバナーに送付する

よう国際ロータリー事務総長に要請してい

る。叉，同理事会は適当な時期にこの説明を

その雑誌に掲載するように要望している。

資　格（Qualifications）

　クラブ会長は：

　次のような資格を有する者でなければなら

ない。

　　クラブに於て立派な資格を保有する正会

　員，アデイショナル正会員に又はシニア・

　アクチブ会員，バスト・サービス会員であ

　って，（正会員，アディショナル正会員の

　場合は）その職業分類について疑問のない

　者。

　　クラブ全休を指導する能力を有し，且つ

　同僚たる会員の尊敬と信頼を有する者。

　　クラブを指導し，クラブの事務を執るに

　必要な時間と労力を獣げ得る者。

　　自己のクラブの理事，又は一つ以上の委

　員会の委員又は委員長，或いはクラブ幹事

　を務めたことがあり，又前年度に会長のだ

　めに準備される完全な見習修業としての指

　定任務を果した者。

　　１圓以上地区大会に出席したことがある

　者。

　　自己のクラブの定款及び細則，或いは国

　際ロータリーの綱領について十分役に立つ

知識を有する者。

　(なお出来得れば，就任前に少くとも１

回は国際大会に出席した経験を有する者で

あることが望ましい｡)

任務（Duties）

クラブ会長は：

　クラブの諸会合に於て議長となること。

　各会合が注意深く計画され，且つ開会及

び閉会が時間通り行われるよう注意するこ

と。（少くとも月１回開催される）定例理事

会の議長となること。

　割当てた仕事を遂行する能力のある各櫨

委員及び委員長を任命すること。

　各委員会がそれぞれ明確な目標を持ち且

つ常にその機能を発揮していることを確か

めること。

　各委員の任命後，出来るだけ早い機会に

第１回のクラブ協議会（Club Assembly）を

開催し,以後定例的にこれを開催すること。

　地区大会（District Conference）に出席

すること。

　次期会長として地区協議会（District

Assembly）に出席すること。

　クラブ内及び地区内のロータリーの諸問

題に間し地区ガバナーと協力し，且つ諸通

信を速かに処理すること。

　例年の会計検査は勿論，クラブ予算の編

成及び会計事務の完全な履行を監督するこ

と。

　地区ガバナーの公式訪問に際し，各委員

長より文書による報告が提出されるよう注

意すること。
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　国際ロータリー事務局から得られる情報

及び有益な示唆を利用すること。

　「国際ロータリー・ニュース」（“R∠I.

News”）「地区ガバナー月信」（Gevernor’s

Monthly Letter）その他国際ロータリー事

務局，地区ガバナーからの通信，刊行物等

から得られる重要な情報が確実に各会員に

伝達されるよう注意すること。

　地区大会及び国際ロータリー大会に，ク

ラブから適正な代表者が出ているよう注意

すること。

　１月にはl=･－タリー年度半期間の業績を

検討し，残る半年間の各委員会の活動とそ

の目標を立てること。

　６月にはクラブの財政状態及び年度内に

クラブが達成した諸目標について，総括的

な報告をクラブに提出すること。

　退任前に次期会長と会談すること。

　クラブの新しい運営を上手に発足させる

ため，叉同時にクラブ運営の継続性を保つ

ため,新旧理事の合同会合を開催すること。

（理46－47，50－51，62－63）

クラブ役員の選び方

　　　　　(Selection of Club omcers)

　役員が無期限に留任しないように，会長及

び幹事の職はもとより，理事，委員長も会員

が代るがわる就任するという原則を，かなり

の程度まで守ることが出来れば，クラブのた

めにもこの上なく役立つであろう。（理35－

36，50－51）

　クラブ役員は，全般的な方針として，２箇

年閲読いて同一の職に就くことは奨励すべき

ことでないし期待すべきでもない。しかし，

クラブの事特によっては，役員を留任させた

り，叉，暫定的に前役員を再選する方がクラ

ブに有利な場合もあるであろう。（理42－43，

62－63）

　指導力のある会員を注意深く探したり，或

クラブ運営

いは，そういう会員たちを委員に任命するひ

みでなく，時には例会の司会をさせたりし

て，大いに会員の力を啓発するのは良いこと

である。（理39－40）

ク ラブ・プログラム（Club Programs）

　単なる興味本位，娯楽本位のプl=1グラムを

つくるよりは，ロータリーの問題についての･

プ1==･グラムを準備することを奨励するよう，

はっきりした努力をしなければならない。か

くすることによって，ロータリー・クラブか

単なる昼食クラブとなる傾向を是正すること

が出来るからである。（理32－33）

　各ロータリー・クラブは，その細川中に友

好並びに講演又は他の特別のプログラムに対-

する特別規定と共にその例会の一定した行事

の順序を規定することが重要である。（理62‘

－63）

　記念日の儀式　各ロータリー・クラブはぞ

の最も近い例会日に，二月二十三日のローダ

リー創立記念日の適当な儀式を取り行うよう･

勧告されている。

講演者への謝礼

　　　(Paying Expensesof　Speakers)

　国際ロータリーでは国際ロータリーの元役

員及び現役員を各クラブに派遣しその費用を

国際ロータリーが負担しているが，もし，こ

れ以外に各クラブが国際ロータリーの役員震

いは他のロータリアンを招く場合は，そのク

ラブが費用を負担しなければならない。招か，

れた講演者の方から，費用の支払を請求しな

ければならないような羽目に陥れて当惑させ

るようなことがあってはならない。このよう

な費用の支弁に疑問の点があれば中央事務隠

は喜んで相談に乗るであろう。
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クラブ例会における祈祷

　　　(lnvocation at Club Meetings)

　世界中のロータリー・クラブには，色々な

宗教的信仰或いは理想を待った会員がいる。

叉，ロータリアンは自己の宗数的信条に忠実

であると共に,他人の信仰に対しても誠実で，

寛容な，楡らない尊敬をはっきり示すよう期

待されている。各ロータリー・クラブは自治

的な釧こ)であるから，自己の良き判断に基づ

いて，会員全部の宗数的信念を尊重するが如

き方法で例会を行うべきである。

例会場(Meeting Places)

　例会場の決定は各クラブの自治に任すべき

であることを国際ロータリー理事会は認め

る。しかし，各クラブの正会員，シニア・ア

クチブ会員,或いはバスト・サービス会員は，

いずれも他のロータリー・クラブの例会に出

席する権利があるから，各クラブは，世界中

のどのクラブのどの会員でも出席出来るよう

な場所で例会を開くことが期待されている。

(理46－47)

例会の廃止

　　(Cancellation of Weekly Meetiligs)

　理事会は，ロータリー・クラブは標準クラ

ブ定款中の規定事項を除き季節的又は祭日の

理由により例会を廃止すべきでないことを決

定したのである。（理55－56，62－63）

他のサービス・クラブとの連合会

　　(Joint Meetings of Service Clubs)

　ロータリー・クラブが他のサービス・クラ

ブと合同して会合を開くことは，ロータリー

のプログラム及び活動を最もよく発展させる

所以ではない。従って，ロータリー・クラプ

が他のサービス・クラブと合同して毎週の例

会を開くことには国際ロータリー理事会は反

対である。しかし，ある特別な場合に，ロー

タリー・クラブが他のサービス・クラブと合

同して会合を開くことには必ずしも反対する

ものではない。（理42－43）

例会に於ける酒類飲用の可否

　　　(Alcoholic Drinks at Meetings)

　ロータリーの会合に於て酒類を供すること

が正しいことであるかどうかは，各クラブに

於て決定すべき問題である。

　何年か以前のことであるが，ロータリーの

会合に於て酒類を供することをどう考えるか

確めるため，各クラブに質問書を廻したこと

がある。この解答を表にして見ると，大多数

のクラブに於てはクラブ昼食会或いは夕食会

には酒を出さない習慣であり，叉，会員個人

もその会の間は酒を注文しない習慣であるこ

とがわかった。国際大会におけるクラブ会長

の会合で，この問題が討議されたことがある

が，出席者の大部分は，昼食会或いは夕食会

に酒類を供するのは望ましくないという意見

であった。

　その後間もなく，国際ロータリー理事会は，

アメリカ合衆国のクラブではロータリーの昼

食会や夕食会に於て酒類を供することに反対

の考えが専らであるという意見を表明した。

　この問題に関してロータリーは何等公式の

方針を持っていないと云われるかも知れない

が，長い間の経験と多くのロータリアンが表

明した意見によって，少くとも酒類を，食事

の一部として供する習慣のない国に於ては，

ロータリーの会合では酒類を伏しない方が口

‐タリー巡勤のために良いであろうと云うこ

とが出来る。

富くじ類による資金募集

　　　Money by Lotteries
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　(Raising

or Rames)

　ロータリー・クラブの活動は，会員及び会

員でない者の双方にロータリーに対する十分

な尊敬の念を持たせる如きものでなければな

らないとされている。従って，如何なるクラ

ブも,富くじ等によって資金を集めることは，

そのような行為が完全に良いことと認められ

ていない国に於ては，避けるべきである。

(理48－49)

クラブの定例理事会（Regular

　　　　　Meetings of Club Board）

　クラブ理事会は少くとも毎月１圓定期的に

開催すべきである。（理41－42）

ロータリー情報（Rotary lnformation）

　各例会の始めの３分乃至５分間，会員に

ロータリーに関し真剣に考察をさせ，彼等の

ロータリーに対する知識と理解を拡げること

が，如何にクラブの為になるかという点につ

いてクラブの注意を喚起すべきである。クラ

ブのロータリー情報委員会は,すべての会員，

特に新会員のロータリーに対する正しき理解

と，ロータリー会員としての特典と責任を納

得させるようにするため，その委員の活動を

増強すべきである。年間を通じ少くとも毎月

１圓,奉仕の四つの部門のそれぞれについて，

ロータリアン個人の知識を増すようなプログ

ラムを提供しなければならない。(理35－36

52－53)

　新しく入会した会員は，程々の委員会は勿

論，屡々，クラブ協議会，クラブ理事会，炉

辺会合(Fireside Meetings)，都市連合会

(lntercity Meetings)，及び地区大会(District

(;onference)にも極力出席するよう奨励しな

ければならない。(理35－36)

　国際ロータリー事務総長は，地区ガバナー

が更に多くのロータリー教育の必要性を強調

し，そしてこれに関する有益な示唆が常に中

クラブ運営

央事務局からえられることについて，各クラ

ブの注意を喚起するよう，絶えず提示するこ

とを続けるよう要請されている｡（理44－45）

　如何なる土地にあるクラブで払会員の中

に，その土地の新聞社が十分代表されている

ことが奨励されている。（理35－36）

　クラブのロータリー情報委員会は，拡大し

た，重要な調整をする責任をもち，そして全

クラブ会員にロータリー情報を提供する責任

を継続する最も重要な地位に置かれるべきで

ある。叉最適格者をクラブロータリー情報委

員に任命することに頂:点を置くべきであると

推奨されている。又クラブは，一年を通じて

定期的にクラブの行事及び活動並びにクラブ

の問題等に開する討論会に重点をおかれた例

会を開催することを推奨されている。（理62

－63）

　全クラブ会員に対しロータリー情報の集中

プ1==･グラムを作る基礎を提供するため，理事

会（1955－56）は国際ロータリーの一般的計

画の一つとして，ロータリー情報講習会の計

画を建てた。 1957 － 58 年に理事会は，ロー

タリー情報の外に内外の拡大がロータリー情

報及び拡大講習計画の中に強調せらるべきこ

と，及びその講習計画は国際ロータリーの計

画の一部として年次的に継続すべきことを決

定した。1958－59 年に理事会はロータリー情

報及び拡大講習会を地区を構成していないク

ラブも含めて行うことを決定した。

　理事会は，1963－64年度に，地区ロータリ

ー情報及び拡大講習会として設定されていた

先のプログラムを地区研究会プ1==･グラムとし

て構成し且つ名称を付し，ロータリー情報

並びに内外拡大活動を地区研究会プ1=2グラム

の中に強調すること，会長が毎年地区ロータ

リー情報及び拡大カウンセラーを任命する慣

例と，以前の如くカウンセラーのための３日

間の会議開催は中止すること，無地区クブラ

役員及び委員長への情報及び指導を提供する

ために，可能な場合には，それらのクラブ
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を訪問するために会長が特に資格ある元国際

ロータリー役員を任嵐し，叉地区研究会プ1==l

グラムに無地区クラブをも含めること，ロー

タリープログラムの特別の問題を検討するた

めに国際ロータリー会長が指名する者及び次

期クラブ会長等が参加するように地区研究会

プ1==･グラムは出来うるかぎり早く各地区の地

区協議会と合同開催されるべきことに決定し

た。

　地区研究会は，その地区ガバナーに依って

準備され且つガバナー直接監督の下に開催さ

れるのである。その地区内の元国際ロータリ

ー役員は，その研究会に於てカウンセラー及

び顧問として役立つよう国際ロータリー会長

が任命する。研究会に参加する者は，会員の

育成，新会員をクラブ活動及び計画に効果的

に同化する方法，ロータリー年度を通じロー

タリー情報の継続的促進，より良き情報を提

供する方法としてのクラブ会報編集の手法，

新地域社会にロータリー拡大の方法及び国際

ロータリー会長プ1==1グラムを特に強調するこ

とに問する問題を討議するのである。

クラブ基金の取扱

　　　　　　(Handling Club Funds)

　ロータリー・クラブは主として実業家から

成り立っているのであるから，クラブ財政の

取扱も事務的に行うべきである。クラプ資金

を事務的に取扱うとなると，小切手の支払に

は副署を要することとしなければならない

し，叉毎年会計検査を行わなくてはならな

い。（理41－42）

クラブのバナー（Club Banners）

　世界を通じてロータリー・クラブ及びロー

タリアンによるロータリー･クラブのバナー，

フラグ及びペナント等々の盛り上がる人気及

び普及した使用から生ずる問題を考慮して，

理事会はクラブ間で斯様な記念品の交換によ

りなされる良いそして有益な目的を認識して

いるが，然しその價例の誤用及び濫用の益々

増加することに関心を以て見ている。

　理事会は或る場合には斯様な記念品交換の

慣例の誤用及び濫用は，不必要な財政的負担

をロータリー・クラブにかけるものであり，

そして他の場合にはクラブの基本的活動を妨

げ且つそれをしばしば阻害し，斯様な交換の

真の目的を打ち破る傾向さえあるという意見

を持っている。

　理事会は，斯様な記念品の交換に参加する

総てのロータリー・クラブ及びロータリアン

が斯様な交換を準備するに当っては,思慮,中

庸そして慎重なる判断を用ゆることを勧告し

ている。

　理事会はまた，斯様な交換をなすロータリ

ー・クラブはそのクラブがその一部をなす地

域社会，国又は地域を明瞭に，適切に，強く

且つ表現に富んだものにする心掛けを以て，

そのバナー，フラグ，ペナント等々を図案す

るに十分の研究をなし，計画の効果に貢献す

る機会を持つべきであるという意見を有して

いる。

ロータリアンに対する事業上の援助

と助言　　　（BusinessAdvice and

　　　　　　Assistance to Rota17ians）

　ロータリーの親睦に確実な効果を与え，会

員に有益な援助を与える様な会を設けるた

め，クラブは次のことを行うべきである。

　（ｲ）事架上の助言や援助を必要とするロー

タリアンに内密に而も親身な援助を与えるた

め，色々違った大分類（Major Classification）

を代表する会員数名を以て委員会をつくる。

　（ﾛ）広く会員の，主として経済的な問題に

ついて討議するため，“Clinics”（企業診断）

或いぱForums”（討論会）を開いて会員の

使をはかる。（理42－43）
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国際ロータリ“の委員会

(Committees of R.I.)

委員会（Committee Meetings）

　細則或いは理事会の特別な決定一例えば

委員会の付託条件或いは手続規定一一一に別の

規定がある場合を除き，国際ロータリーの各

委員会は，予定の会合に割当てられた予算を

正しく考慮して，会長が承認し且つ指定した

日時及び場所に於て開くものとする。しかし

ながら，特別な事情がない限り，委員会はそ

の過半数が出席するという保証が得られなけ

れば会長は委員会の会合を開くことを認めて

はならない。（理46－47）

　例外的な事情の下に於て会長が他の場所で

委員会を開くことを認めることもあるが，通

例，国際ロータリーの委員会はエバソストソ

の中央事務局に於て開くものとする。（理45

－46）

通信｛こよる投票

(voting by Communication)

　細則，或いは大会又は理事会による特別の

決議に基き規定された場合を除き委員会は郵

便，電信，無線電信，電話によって事務を処

理することができる。（第13条第17節）モ

の場合如何なる提案に対する投票払委員の

過半数の投票が返送された場合には30日日

を以て締切るものとする。但し，委員過半数

が賛成，或いは委員過半数が反対の投票を終

えた場合には30日以前でも締切ってよい。

（理52－53）

委員会の規模と機能

　(Size and Functioning of Committees)

　理事会は，国際ロータリーの委員会を経済

的且つ能率的に運営するため，次の各項がの

ぞましいとする財政委員会の勧告に対し原則

的に同意している。即ち，

　（ｲ）委員会の数は最小限にとどめる。

　（ﾛ）各委員会の規模は委員会に課せられた

　　責任を果しうる限りに於て出来るだけ小

　　さくする。

　㈲　各委員会の会合は最小限に止め，或る

　　べく１回がのぞましい。

　㈲　委員会の会合は，時間を短かくして２

　　度３度と招集する必要を生ぜしめるより

　　は，寧ろ１回の時間を長くして十分客観

　　的に考え叉研究する時間を与え，以て委

　　員会を能率的に運営するようにする。

　函　委員会の任務が運営的な性質のもので

　　あり，普通準備の仕事は中央事務局の手

　　で行うのであるから委員の任命は経費節

　　約をも考慮し，或るべく中央事務局に近

　　い処で行うべきである。（理49－50）

委員会報告（Committee Reports）

　理事会はその執行委員会に，理事会の会合

のない間理事会に代って諸委員会の報告を閲

覧し，もし必要があれば理事会の定める執行

委員会の任務規定の範囲内に於て，報告書の

事項に関し決定を行う権限を委譲している。
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緊急を要する委員会の勧告に対する

措置　　　　　（Action on urgent

　　Recommendations of Committees）

　理事会は，現在の制度が，国際ロータリー

委員会の行う緊急を要する勧告に関し，効果

的な措置を取るのを妨げているとは考えな

い。しかし，現在の方針の許す範囲内に於て

会長及び事務総長は委員会の行う緊急を要す

る勧告に対して，理事会に代って何等かの措

置を行う権限を有することを承認する。但

し，これは委員会が聞かれた後，かなりの間

理事会或いはその執行委員会が開かれない場

合に限られる。（理45－46）

委員の代理 (Substiute Members o:f

　　　　　Committees)

　正式に任命された委員がその委員会の会合

に出席できないときは，会長はこれが代理を

おくことができる。但し代理として任命され

た委員はその会合の間だけ委員であるものと

する。この代理として任命された委員は自分

が代理する委員の見解を代表するように努力

するのである。然しすべての点に於て委員会

の聞かれている間は自分の代理する委員と同

じ権利と責任をもつ委員である。(理37－38)

委員会に関する検討

　　　　　　(Review of Committees)

　細則の規定は，特定委員を除くすべての特

別委員の任期はその任命せられたロータリー

年度の終りに終了するものと定めている。特

定委員会の任期は，そのために特定委員会が

任命された特定の目的が果されるかに又は理

事会によって委員会が解任された時に終るも

のとする。

　理事会は，毎年ロータリー年度後半の会合

に於て現存の特別及び特定委員会全部につい

て検討し，之れらに関し理事会として次期の

会長及び理事会に如何なる勧告を行うべきか

を決定する。

　会長及び理事会によって任命される特別及

び特定委員会は，特別の目的を果すために設

置されるものであるから，如何なる特別委員

会も，その目的を果すに必要である以上に長

く之れを存続することを避けるため，各委員

会の目的は，毎年之れを検討するよう絶えず

注意を払うべきである。

　会長及び事務総長は各常任委員会に対し，

その設置された本来の目的に関係のある事項

を付託すよう常に注意を払うべきである。特

別委員会は単に特殊の事情1ある場合に限り任

命すべきものである。

　事務総長は毎年，退任せんとする会長及び

就任せんとする会長が共に，1943年７月の理

事会において記録された次の提示に対し，特

別の考慮を払うよう注意を喚起しなければな

らない。即ち，新たに就任せんどする会長ぼ

退任せんとする会長に対し，次期の委員候補

者の名簿を求めるのであるが，新たに委員を

任命するに当っては，この候補者名簿に限定

する必要はないのであって，この名簿は退任

せんとする会長がその在任中に得た経験と交

際に基づいて作成された参考になる名簿とし

て受取るのである。（理46－47）
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(Community Service)

　ロータリーは，個人々々を啓発することに

務め，この啓発を通じてその人が社会に於け

る自己の地位を見出し，その地位に於て奉仕

を行うことができるように，叉，その人が，

世界，国家及び社会との関係に於て自己の市

民たる身分を考え，且つ自己の職業を奉仕へ

の途と考えさせるように努力している。

社会奉仕活動に対する方針（POlicy

Toward Community Service Activities）

　社会奉仕に対するロータリーの方針は，

1923年国際大会に於て採択され，その後の

国際大会に於て改訂された決議23－34に述

べられている。

決議23－34の本文

　　　　(Text of Resolution 23－34)

　ロータリーに於て社会奉仕とは，すべての

ロータリアンがその個人生活，職業生活，社

会生活の則なくこれに奉仕の理想を適用する

ことを奨励且つ育成するにある。

　この奉仕の理想の適用を実行するに当っ

て，多くのクラブは会員に奉仕の機会を与え

るため，程々の社会奉仕活動を展開してい

る。ロータリアン及びロータリー・クラブの

指針とするために，叉，社会奉仕活動に対す

るロータリーの方針を組織的に述べるため

に，次の諸原則が合理的であり，叉管理に便

利であると認められ且つ受入れられている。

　1.　根本問題として，ロータリーは，自己

のために利益を得ようとする欲望と，他人に

奉仕しようとする義務感と，それに伴う衝動

との間に常に起る相剋を和解させようとする

人生の哲学である。この哲学は奉仕即ち「超

我の奉仕」の哲学窓あり，「最も良く務める

ものは最も多く報いらる」という実践倫理の

原理に基づいている。

　2.　元来，ロータリー・クラブは，ロータ

リーの奉仕の哲学を受入れ，次の四つの事項

を実行することを目ざしている代表的な実業

家及び専門家の集りである。即ち，第一は，

職業及び人生に於ける成功の真の基礎として

奉仕の理論を集合的に研究すること,第二は，

その理論を自分自身及び自己の属する社会に

対して集合的に実証すること，第三は，その

理論を，個人として各自の職業及び日常生活

に於て実践に移すこと，第四は，個人的に叉

集合的に，活発な教訓と実証によって，ロー

タリー会員は勿論，ロータリー会員でない人

を，理論的にも実際的にもこれを受け入れる

ようにすることである。

　3.国際ロータリーはバ1）奉仕の理想を守

り，推進し，世界中に普及するために，（2）ロ

ータリー･クラブを設立し，奨励し，援助し，

且つ運営上の監督を行うために，③各クラブ

の問題の研究のため，叉，強制ではなく有益

な示唆を与えてクラブの運営を標準に合せ，

且つ社会奉仕活動の内，既に多くのクラブに

よって良いということが証明され，そして国

際ロータリーの定款に定められたロータリー

の綱領から逸脱せず且つこれを不明瞭にする

ことのないような社会奉仕の活動を標準化す

るための，一握の特報交換所として存在する

団体である。

　4.　奉仕するものは活動しなければならな

いのであるから，ロータリーは単なる心の持
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ち方のみでなく，叉，ロータリーの哲学も単

に主観的なものではなくて，客観的な活動に

移さなければならない。従って，個々のロー

タリー会員もロータリー・クラブも，奉仕の

理論を実践しなければならないのである。

　それ故に，ロータリー・クラブの団体的活

動は万全の策として推奨されている。総ての

ロータリー・クラブはなるべく毎年異なった

そしてその会計年度内に完了出来るように各

会計年度中の主要な社会奉仕活動を提唱する

ことが望ましい。此の活動は地域社会が事実

必要とすることによるものとしクラブ全会員

の協力を要請すべきである。これは，そのク

ラブ会員が地域社会における個人的社会奉仕

活動を行うよう奨励するクラブの継続したプ

1==･グラムに加えられるべきである。

　5.個々のロータリー・クラブは，自分の

ためになり又所在都市にも適した社会奉仕活

動を選ぶに当って，絶対的な自治権を有して

いる。しかし，如何なるクラブ払　ロータリ

ーの綱領を不明瞭にしたり，ロータリ¬・ク

ラブが組織されている本来の目的を危うくす

るような社会奉仕活動を行ってはならない。

また，国際ロータリーは，全般的活動を研究

し，標準化し，推進し，且つそれらについて

有益な示唆を与えるが，特定のクラブに対

し，特定の社会奉仕活動を命令したり禁止し

たりすることはしない。

　6.個々のロータリー・クラブが，その社

会奉仕活動をどのように選ぶかについては，

別に規定はないが，指針として次の基準が示

唆されている。

　（ｲ）ロータリーの会員は限られていること

であるから，他に都市全休のために代弁し，

行動する適当な市その他の団体が存在しない

都市に於てのみ，ロータリー・クラブは，全

市民の支持がなければ成功しないような全般

的な社会奉仕活動を行うべきである。叉，商

業会議所が存在する場合には，ロータリー・

クラブはその機能を侵害したり，僣取したり

してはならない。しかし，個人として奉仕Ｏ

原理を実行し且つ訓練されているロータリー

会員は，商業会議所の会員としても活発に活

動すべきであり，又，市民として他の善良な

る市民と共にあらゆる一般的な社会奉仕活動

に関心を持つべきであると共に各自の能力Ｏ

許す限り，金銭上及び実際行動においてその

分を尺くすべきである。

　（ﾛ）一般論として，ロータリー･クラブは，

どんなに立派な計画であって払　クラブがそ

の成功の責任の全部又は一部を執る用意と気

持があるのでなければ，これを是認すべきで

はない。

　㈲　ロータリー・クラブは，その事業を選

ぶに当って，自身のための宣伝や事柄をねら

ってはならない，ただ奉仕する機会だけを求

めるべきである。

　㈲　ロータリー・クラブは，その努力の重

複を避けるべきであり原則として他の機関に

よって既に立派に行われている事業に従事す

べきでない。

　師）ロータリー・クラブはその活動に於

て,むしろ現存の機関と協力すべきであるが，

現存の機関の設備では不十分であってその目

的が遂げられない場合には，必要に応じ新し

い機関を設けてもよい。

　ロータ琴一・クラブにとっては，新たに星

夜する機関をつくるよりも現存の機関を改善

する方がよいであろう。

　㈲　ロータリー・クラブはその全活動に於

て，宣伝者として最も巧みに行勤し，最も多

く成功している。ロータリー・クラブは，そ

の活動を必要とする事態を発見はするが，そ

の責任が全都市の責任である場合には，単独

でそれを救済することを求めず，他９人々を

してその救済の必要に目ざめさせるように努

力しその責任をロータリーだけにおかず，本

来その責任を負うべき都市全休におくよう，

都市全休がその責任を自覚するようにすべぎ

－36－

である。ロータリーは,或る事業を始めそれを

指導してもよいが，関心を持だなければなら

ない他の団体全部の協力を確保するよう努力

すべぎであり，ロータリー自身の権利である

その名誉を最少限度に減じても，その協力者

に十分の名誉を与えるようにすべきである。

　（ﾄ）全ロータリー会員の個人的努力を求め

る活動は概してクラブの集団行動だけを必要

とする活動よりも，ロータリーの精神に一層

多く合致するものである。なぜならばロータ

リー・クラブの社会奉仕活動は,ロータリー･

クラブの会員を，奉仕という点で訓練しよう

とする実験としてのみ考慮せらるべきである

からである。（セント・ルイス大会決議23－

34，デソバー大会決議26－6によって改訂。

アトラソテイックシテイー大会決議36－15，

及びアトラソテイックシテイー大会制定案

51－9，トl==に/ト大会決議64－43）

「奉仕活動」への参加奨励（Part凶;）atioli

　　in“Service Activities”Encouraged）

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

更に多く社会奉仕活動に従事すべきであり，

叉，地域社会におけるロータリアンが社会奉

仕として何をやっているかに関し，新聞その

他を通じて，公衆に知らせることを嫌っては

ならない。（理41－42）

　或る地域社会の必要に応じ政府及び私設機

関が活動するにも拘らず，地域社会に於て効

果的に叉雪腹せざる奉仕をなし得る多様な且

つ取組むべき機会がロータリー・クラブ及び

ロータリアンに残されている。

　効果的に社会奉仕活動をなすための基本と

してクラブは次の諸点を強調すべきである。

　（ｲ）社会奉仕委員会によりその関係する地

方の特殊事情の徹底的調査と分析によって地

域社会の必要とすることを確認すること。

　（ﾛ）地域社会が必要とすることを見出すた

杜　会　奉　仕

めに，個人的並びに職業的見地からクラブ地

域をせんさくすることにより斯る調査と分析

を補足し又強化するために各クラブ会員を奨

励すること。

　㈲　会合が可能であり，必要とされ且つ設

定した方針と調和して実行できる場合には意

見の検討と交換の目的を以て他の社会奉仕団

体と集会をもつこと。

　㈲　地域社会の必要なことに積極的な関心

を示し叉，熟知している人達を有望な会員候

補者として考慮する場合の要件として含める

こと。（理63－64）

社会奉仕会議の手続規定（Rules of

　Procedure for a Community Service

　　　　　　　　　　　　　　　Counci1）

　都市内の色々な奉仕クラブ或いは他の団体

の役員が,それぞれの団体の社会奉仕に関し，

討議を行い，且つ意見を交換するため，時々

会合する必要を認める場合には,ロータリー･

クラブの代表者は，次の手続規定に従ってこ

れに出席することができる。

　会議は，それぞれの団体によって実行され

ているか或いは考慮されている社会奉仕に関

する問題について，討論を行ってもよいが，

それぞれの団体が独立の団体としての行動の

自由を失うことを意味する決定は行わないも

のとする。

　如何なる問題についての会議の措置払出

席者の意見の表明と会議の意見を各団体に報

告することを出席者が承諾することだけにと

どむべきである。

　会議は，その代表者が会議に参加している

団体を，如何なる点に於ても拘束するような

意見を表明する資格も権限も与えられていな

い。但し，各団体自体が前以てそれぞれその

問題を考慮し，且つその問題に対する態度を

決め，その代表者に対し会議においてこの立

場を示し他の代表者と同調することを指示
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し，且つ委任した場合はこの限りでない。

　都市内の団体全部の共同動作を必要とする

と考えられる問題かおる場合には，各団体の

とるべき措置に関する決定は先ず各団体自体

に於てなされるべきである。その決定ができ

た後に，その問題を特定的に考慮するため会

議を特に招集すべきである。そしてこの会合

には,各団体は，自己の団体のために代弁し，

且つ加入に意見が一致した共同行動の責任を

負う権限を正式に与えられた代表者を派遺す

べきである。

　ロータリー・クラブが自己の態度をはっき

りさせる前に，会議に対する意見を新聞その

他に発表することは，もしそれが，会議に代

表を送っている程々の団体がその意見によっ

て束縛されることを意味するのであれば，な

すべきでない。

　これらの手続規定の目的とする処は，この

ような会議に於て各自の考えを自由に交換

し，意見の展開を育成することであり，叉，

同時に，会議の会合が会議に代表を送ってい

る諸団体の地位，特に団体相互間，或いはそ

れぞれの団体からなる大団体或いは都市全休

に関連しての地位を，決して害することがな

いことを確実にすることである。（理32－33）

社会奉仕の翻訳(Translation of

　　　　　　　“Community Service")

　理事会は，社会奉仕及び社会奉仕委員会の

スペイソ語訳として，“asuntos de inter6s

pflblico”及び　“comit6　de　asuntos de

inter6s ’pa）lico”をに又，フランス語訳とし

て，“action d’int6r&t public” 及び“comit6

d’int6r&t public” をそれぞれ採用した。（理

35－36）

地方市民行事に国際ロータリーの参加

　(Participation of R. I.in LocaI Civic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Events)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　国際ロータリーは，都合上及び慣例上，抒｀

列その他の地方市民行事に対しては，それが

如何に立派なものであって払これに参加す

るために経費を支出することはできない。

　　　　　　　　　　　　　（理41－42）

　国際ロータリーの資金は，全くそれ自身Ｏ

目的のためにその加盟クラブによって提供せ

られたものである。従って，他の組織の事業

に寄付することはできない。同時に，国際ロ

ータリーは，その加盟クラブを通して，各個

ロータリアンがその地域社会における立派な

奉仕事業を支持し且つ個人的に参与すること

を奨励している。（ロータリーと他の組織,方

策の声明，130頁参照）

　国際ロータリーは特別の処置でその承認事

項をよろこんで推進することが出来るもので

なければ如何なる企画や運動をも承認しない

であろう。（ダラス国際大会決議29－12）

ロータリーと商業会議所　（Rotary

　　and the Chamber of Commerce）

　商業会議所が存在する所においては，ロー

タリー・クラブは，その機能を侵害したり僣

取したりしてはならない。しかし個人として

奉仕の根本方針を実行し，且つ訓練されてい

るロータリー会員は√商業会議所の会員とし

ても活発に活動すべきであり良き市民とし

て，彼等はすべての広い社会奉仕活動に関心

を持ち，能力の許すかぎりこれに貢献すべき

である。

身体障害児童の救済事業

　　　　　(Crippled ChildrenWork)

　国際ロータリーは加盟クラブに対し，それ

ぞれの都市に於て人道的奉仕を行う機会を与

えるものとして，身体障害児童にして治療を

必要とするものに対して整形，外科治療及び

教育を施す事業を行うよう菖めている。（ダ

38－

ラス大会決議29－12,第２条第５節）

国際身体障害者救済会（lnternationa1

　　Society for ｀W’elfareof Cripples）

　国際ロータリーは，国際身体障害児童救済

会1（I.S.C.C.）の目的と事業を認め，この

腿の事業に共鳴するロータリー会員がその協

会の事業に参加しこれを支持することを菖め

る。

　国際ロータリーは，加盟クラブが国際ロー

タリー以外の如何なる団体の加盟クラブにも

なるべきでないと考えるし,且つロータリー･

クラブはその会員の全部又は一部を，国際ロ

ータリーの同意なしにI.S.C.C.の会員にしよ

うとしてはならない。更に又，ロータリー・

クラブはI.S.C.C.の会員の会費をクラブ資金

から払うようなことをしてはならない。

　国際ロータリーは，ロータリー会員が個人

としてI.S.C.C.に加入し，会費を払い，その

運営に参加することに反対しない。国際ロー

タリーは，その会員全部がI.S.C.C.の会員で

あるロータリー・クラブがI.S.C.C.の事業に

捧げる会合を持つことに反対しない。しか

し，クラブ会員全部がI.S.C.C.の会員でない

場合には，国際ロータリーは，I.S.C.C.に加

入していない会員は，たとえそれが道義的勧

告であってもI.S.C.C.への参加を強制される

ことがあってはならないということを堅持し

ている。

　国際ロータリーは，世界各国の身体障害児

童問題が重要であることを認め，各ロータリ

ー・クラブの各会員が何らかの形で身体障害

児童救済の事業に関係することを喜ぶであろ

う。しかし，国際ロータリーは，もしロータ

リアンでその気がないならば，如何なる会員

に対してもこの鍾の事業に関係することを強

制することは望ましくないと信じている。国

際ロータリーは又，ロータリー・クラブや口

－タリー会員が，たとえ，身体障害児童救済

杜　会　奉　仕

事業のような立派な仕事であって払　これに

全く夢中になったために，ロータリー・クラ

ブの真の機能が忘却され，ロータリーの基本

的で特色ある目的が見失われ又は忘れられる

ならば，それは望ましいことではないし,又，

ロータリー福祉の為にもならないものと考え

ている。（理22－23）

　1924－25年に国際身体障害児童救済会は，

クラブの役員に対し，資金の必要を説明し，

且つ各クラブに身体障害児童救済事業のため

に寄付する希望があればその機会を与えると

いう趣旨の書翰を出すことを要請して来た。

これに対し理事会は次の措置をとった。

　理事会は，主としてロータリー会員から或

る国際身体障害児童救済会がロータリー・ク

ラブの間で非常に立派な，利己的でない仕事

をして来た事実は之れを認める。しかし，如

何なる団体といえども国際ロータリーの加盟

クラブに回状を送ることを認めることは本国

際ロータリー理事会の方針ではない。（理24

－25）

癌研究（CancerResearch）

　全世界のクラブに対し，それぞれの国家に

於て，もし機会があれば，癌の原因を確める

ためになされつつあるすべての努力に対し激

励を与えることを勧奨する。（理38－39）

交通安全（Tramc Safety）

　各クラブは，社会奉仕委員会の小委員会と

して交通安全委員会を任命し，交通安全の問

題を研究すると共に都市の交通安全委員会

と，できる限り協力するよう考盧すべきであ

る。（理46－47）
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1　1939年I.S.C.C.は改組され，lnternationa1 Soci-

ety for the‘Welfare of Cripplesが創立された。米

国に於ては，Nationa1　Society　for　CripDled

Children and Adults がI.S.C.C.の後身である。
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成人無教育者（Adult IIliteracy）

　成人無教育者の問題は依然として世界各国

に於て主要な問題とされている。成人に読み

書き出来る能力育成に当っている政府並びに

他の機関と競争することは賢明なことではな

いが各ロータリー・クラブによりなし得るこ

とが多いのである。このために，ロータリア

ンは現実に必要とすることを実行しているこ

とについて理解すべきである。斯くしてこそ

全会員が活動の此の分野に於ける可能な活動

又は計画を展開するための基礎として成人無

教育者問題の本質と範囲に就いて理解するこ

とになる。

農村都市関係振興

　(Rural-Urban Relations Promotion)

　全世界の都市及び農村の住民の間に一層良

い関係を振興することは，クラブにとっては

国際ロータリーの目的を達成する一助にもな

る立派な運動である。この問題に対してはク

ラブの側に十分な関心があれば，中央事務局

はこれをクラブの確立された運動と認め，且

つこの問題に関する情報交換所としての，役

割を果すことを保証している。（理25－26，

55－56）

募金運動への参加（ParticiPation in

　　　　　　Fund Raising Activities）

　募金計画或いは他の運動に参加又は提携す

る場合，クラブは，クラブの威信の強化向上

に貢献しないような品位のないやり方に陥ら

ないよう常に注意を払うべきである。（理46

－47）

　ロータリー・クラブの活動は，ロータリア

ン及びロータリアンでない人の双方に，ロー

タリーに対する最高の敬意を起させるような

活動でなければならないと考えられる。従っ

て，富くじ等が全く好意を以て見られていな

い国に於ては，いかなるロータリー・クラブ

もこの程の方法によって金を集めない方が良

いとされている。（理48－49）

道路標識（Road Signs）

　事務総長は，クラブ所在都市に既にロータ

リーの道路標識を殷殷，或いは殷殷しつつあ

るクラブ全部に対し，それらの道路標識を完

全な状態に整備しておくことの必要につい

て，注意を与えるよう指示されている。貧弱

な道路標識はクラブのみならずその都市自体

の不名誉になると信ずるからである。（理35

－36）
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定款に関する事項

(Constitutiona1 Matters)

　国際ロータリー組織上の規定である国際白

―タリー定款及び細則は1910年の大会で採

択され，以後の大会に於て改正乃至修正され

て来たものである。定款及び細則の本文は

171－220頁に掲載してある。

　国際ロータリー定款及び細則によれば，国

際大会に付議すべき改正案は，規定審議会の

開催される前年の４月１日までに国際ロータ

リー事務総長に発送され，且つその写しが同

審議会及び国際大会が議案を審議するロータ

リー年度の８月１日までに事務総長によって

各クラブ幹事宛に郵送されなければならな

い。

　正式に提出された改正案の本文は，斯様な

提案を審議すべき規定審議会の開催される時

の前年４月１日又はそれ以前に国際ロータリ

ー中央事務局事務総長の手許になければなら

ない。（理54－55）

　1922年改正定款第４条第４節は「国際ロー

タリー加盟認証状が交付され且つこれを受諾

する各ロータリー・クラブは，法律に違反し

ない限り，国際ロータリーの本定款及びその

細則，並びにその改正案によって総て拘束さ

れ，且つその規定を忠実に遵守することを茲

に承認,批准且つ同意する」と規定している。

クラプ定款（Club Constitution）

　国際ロータリー細則（第１条第２節）は次

の事を規定する。

　（ｲ）標準クラブ定款。

　（ﾛ）1922年６月以後に加盟を承認された

　　クラブは，すべて標準クラブ定款を採用

　　すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　㈲　1922年６月以前に加盟を承認された

　　クラブは，この標準クラブ定款及びその

　　改正規定に準拠する以外その定款の条項

　　を変更しないこと。

　㈲　標準クラブ定款を改正するためには国

　　　　　　際大会の決定を必要とすること。

　固　かくの如き改正はすべて自動的に，標

　　準クラブ定款を採用したクラブの定款の

　　一部となること。

　国際ロータリー細則に於ける以上の規定

は，基本的な規定を斉クラブ間に於て同一に

することを目的としたものである。

　標準クラブ定款の本文は223－232頁に掲

載してある。

　国際ロータリー細則第１条第２節㈲には

又，特別な事情の下，又は国，州又は県の条

例及び習慣に従う必要のあ処では，理事会

は，三分の二の多数理事の参集する理事会に

おいて，標準クラブ定款に一致していないク

ラブ定款における規定及びその改正案を，国

際ロータリー定款及び細則に抵触しない限り

承認することができると規定してある。

　国の法律が，ロータリー・クラブの定款に

資金募集及び不動産の所持の権限を規定する

ことを要求する場合，斯様な権限を欲するク

ラブは国際ロータリー細則第１条第２節㈲の

条文に従って規定を作り，地方的要求に適合

するようその定款改正について理事会の承認

を求めなければならない。

　第１条（名称）及び第２条（区域の限界）

は，それぞれのクラブによって具るものであ

るから標準クラブ定款には空欄として歿され

ている。この２箇条はクラブが国際ロータリ

ーに加盟を許され，国際ロータリー理事会の

41-
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承認を得て完成するものである。同様に，こ

の２箇条を以後改正せんとする場合にも国際

ロータリー理事会の承認を受けねばならな

いo

クラブ細則（Club By-Laws）

　クラブの細則は，クラブの議決によって採

用し又は改正することができる。国際ロータ

リー理事会は細則を推奨している。この本文

は，234－241頁に掲載してある。　この細則

は，採用前に於ても採用後に於ても，その変

更がクラブ定款及び国際ロータリー定款並び

に細則に矛盾しない限り各クラブによってそ

のクラブの事情に適合するよう変更すること

ができる。但し，もし改正案に疑義かおる場

合には，これを国際ロータリー事務総長に提

出して国際ロータリー理事会の審議を受ける

ようにすべきである。

単一標準クラブ定款（Only One

　　　　Standard Club Constitution）

　1.　現行の国際ロータリー細則（第１条第

２節）は，以後1）加盟を許されるクラブはす

べて標準クラブ定款を採用すべきこと,及び，

現行国際ロータリー細則採用当時存在せるク

ラブ定款は新しい標準クラブ定款と一致させ

る場合を除き変更してはならないことを規定

している。

　2，以前には如何なる“標準”クラブ定款

があったにせよ，現在に於ては標準クラブ定

款は只一つであり，1==･スアソゼルスで採択さ

れたものがそれである。 1921年，1920年，

1919年,或いはそれ以前にせよ,当時“標準”

とされていたクラブ定款の下に活勤している

クラブは,同定款の下に活勤しているもので，

標準クラブ定款の下に活勤しているものと考

えてはならない。言葉をかえて言えば，この

ようなクラブは，現行の標準クラブ定款に関

1　1922年６月６日以後

連しては，以前に採用された定款の下で活動

している他のクラブと全く同一の位置にいる

わけである。

　3.　標準クラブ定款の下に活動するクラブ

は，国際大会の決定なくしてその定款を変更

することはできない。他の定款の下に活動す

るクラブは，理事会に於てその変更がクラブ

定款を標準クラブ定款に一致させると考えら

れる場合に限り，国際ロータリー理事会の承

認を得てその定款を変更することができる。

理事会は，この鍾の変更が全面的なものでな

くと払　クラブ定款を一歩でも標準クラブ定

款に近づけようとする改正案には恐らく好意

的考慮を払うであろう。（理22－23）

ロータリー・クラブの法人化

　　(lncorporation of Rotary Clubs)

　1.　理事会は，ロータリー・クラブを法人

化することは，地方事情によってクラブの決

定すべき問題であるという意見を持ってい

る。理事会は，クラブが法人の条文の中に現

行及び今後改正されることのあるべき定款及

び細則に忠誠と服従を醤う文句を挿入する限

り，ロータリー・クラブを法人化することに

反対することはない。

　2.　理事会は，法人としての条項に対し次

の如き一般的な規定を承認している。

　　｢本法人の名称は，

　　法人_(州)_(市)ロータリー・クラ

　ブとする。

　本法人は利益の追求を目的としない法人と

　する。その目的とする処は慈善と仁愛にあ

　り，且つ，国際ロータリーの綱領を励行，

　促進し拡大すると共に，国際ロータリー内

　に於て加盟クラブの関係を保持するにあ

る。本法人が組織された処の 州の法律

－42－
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本法人がその規定の下に組織されてX，

州の法律とも矛盾しないような細則

定款に関する事項

　事務総長は国際ロータリーの印章を保管す

るものとする。事務総長は，理事会によって

正しく承認された国際ロータリーの加盟認証

状全部に対し,又,その他国際ロータリーの正

規役員の署名ある書類で捺印を必要とするす

べてのものに対し印章を押す権限を有する。

事務総長は，国際ロータリー会長の承認を得

て，本決議中に規定されている権限の一部又

は全部を文書によって随時事務次長に，或い

は文書を以て彼の指名した事務次長代理或い

は事務補佐に委任する権限が明白に与えられ

ている。（理32－33，39－40，59－60）

クラブ定款の権限の限界（Limits of

　　Constitutional Authority of Clubs）

　事務総長は，国際ロータリー定款及び細則

或いは国際大会の決定によって特に禁ぜられ

ていないという理由で，その会員を他の団体

に加入させたり或いは加入することを義務づ

ける権利があると信じている或るクラブの事

態を提起した，そして

　事務総長は，「クラブがこのような行為を

なさざるために一々禁止条項を設けなければ

ならないか,」という質問を理事会に発した。

依って。

　ロータリー・クラブはその行動の範囲につ

いて，クラブ定款及び細則の規定により，

又，国際ロータリー定款及び細則の規定によ

り，更に，クラブ及び国際ロータリーの定款

及び細則に調和する国際大会及び国際ロータ

リー理事会の決定並びに判定によって制限を

受けるということに意見が一致した。他の言

葉で説明すれば，ロータリー・クラブは之等

の文書からロータリー・クラプとしての事柄

を行う権限を得るのであり，これらの文書に

よって，直接，間接にクラブに与えられる権

限のみを有している。従ってクラブは，これ

らの文書或いはその解釈の中に見出されない

事柄を行う権限はないのである。更に，ロー

－43－

　を採用する権限を有するものとする｡」

　3，新しく組織された法人は国際ロータリ

ーと調和のとれたものとするために，その細

則に，国際ロータリーが加盟クラブのために

設けた標準クラブ定款及び細則のあらゆる関

係規定を採用すべきである。

　4.　法人の組織に関する条項には勿論，モ

の規定の下に本法人が組織された州の法律の

要求するその他の中立陳述等を含まねばなら

ない。

　5.　ここに示唆された規定は，法人化され

たクラブが国際1==･－タリーの加盟クラブであ

りたいという明らかな目的にあらゆる点に於

て，矛盾せざる限り変更してもよいものであ

る。

　6.　現在のクラブがこれらの条件に従って

法人として組織された場合，同クラブは，国

際ロータリーとの関係に於ては何等変化な

く，以前のクラブの継続にすぎないことを認

めるべきである。

　7.　事務総長は，理事会に代って，すべて

の法人化申込に対し裁決を下し，更に方針を

明らかにする必要のある特殊な状況の場合に

は，これを運営委員会に付議するよう要請さ

れている。（理40－41 ; 57－58）

クラブ活動の法人化

　　(lncorporation of Club Activity)

　理事会は，クラブがクラブに責任のかかる

ような特殊な活動をなす場合には，クラブモ

のものを法人化するより払寧ろその活動を

法人化した方が良いという意見をもってい

る。（理57－58）

国際ロータリーの印章

　　　　　　(Corporate Seal of R.I.)

の規定の許す限りに於て，本法人は国際ロ

ータリーの管轄に属するものとする。

本法人は，定款に列挙せる目的と矛盾せず



ｇ
ｌ
Ｉ
■
1
1
1
1
1
1
s
s
l
l
l
s
s
s
M
u
a
=
l
s
a
l
l
s
=
a
j
~
d
‐

タリー・クラブの定款及び細則が会員の義務

に関する規定を有する以上，それ以外の義務

を会員に課することは，このような付加義務

の負担を許すことができるように，前以てそ

の定款及び細則の改正を行わない限り，たと

え過半数の投票によって払でぎないのであ

る。（理24－25）

クラブが他の団体に加入すること

　　　　(Club Membership in Other

　　　　　　　　　　　()rganiJ妬面)

　国際ロータリーの地方単位として，クラブ

は他の如何なる団体にも加入すべきでなく，

又，他団体の会員としての義務を負うべきも

のでない。クラブの役員及び委員が他の団体

の役員や委員と会議を開くことはよいし，叉

そうせねばならぬ場合もあろうが，しかし，

クラブを束縛する権限はない。（ダラス大会

決議29－12，第２条第１節，）

-44 -.

際　大

(Convention)

　国際大会は毎年５月又は６月に（理事会は

緊急又は特別の事態に応じて変更することが

できる）理事会の決定した日時及び場所に於

て開催される。（国際ロータリー定款第７条

国際1==1－タリー細則第７条）

　国際大会は次の如き決議案を採択してい

る。

　1929年５月テキサス州ダラスに於て開催

された第20圓国際ロータリー大会は，1931

年又は1932年の国際大会をアメリカ合衆国

外に於て開催し，爾後は少ぐとも４年目に１

圓は国際大会をアメリカ合衆国外で開催する

ことを決議したことに基き，

この決議事項は，1939－1945年にわたる戦争

及びその結果によって実行されなかった1943

－1947年間を除き其の後実行されておるこ

とに基き，

国際ロータリー会員が125ヵ国に11,500以

上のクラブ数を以て構成され成長した事実の

認識に基ぎ，又

アメリカ合衆国外の国際ロータリーの成長が

今やアメリカ合衆国内の発展を凌いでいる事

実を同じく認識することに基き，又

国際ロータリーは，1965年度の国際大会開催

地をアメリカ合衆国，ニュージャージー州，

アトランテックシテー;1966年度はアメリカ

合衆国コロラド州，デンバー，1967年度はフ

ランス，ニース，1968年度はメキシコ，メキ

シコシテー及び1969年度はアメリカ合衆国，

ハワイ州，ホノルルに決定したことに基き，

国際ロータリー第55圓年次国際大会に於て

1929年テキサス州，ダラスに於ける上記の決

議を茲に改正し下記の如く新たな規定を採択

することを決議した。

国際ロータリー第55圓年次国際大会は,1970

ゐ、
7X･

年度に開催される年次国際大会後は同一国に

於て２年以上連続して国際大会を開催するこ

とは出来ないものと決議する。（トロント大

会決64－42）

大会の招致

　　(lnvi!:ations to Hold Convention)

　その所在都市に於て国際ロータリー大会を

開催することを希望するクラブは，先ず中央

事務局より大会招致申込書を手に入れなけれ

ばならない。

　理事会は国際大会を招致せんとするクラブ

からの委員とか代表を受入れることはしない

が，事務総長に郵送された文書による国際大

会招致申込書を受取った後に，もし必要と考

える場合には，招致希望のあった都市を調査

するために誰かを派遣する。（理24－25）

準備手続（Procedure for Preliminary

　　　　　　　　　　Arrangements）

川里事会によって都市が決定されたならば直

ちに，国際大会事務局長はその都市に赴き，

開催地クラブの協力を得つつ，国際ロータリ

ーに代って，集会場に関して市当局或いは私

的団体と契約を進め，同時に，出席予定者全

部を収容しうる適当なホテルと交渉すること

になっている。

　もし理事会が，国際大会開催都市を決定し

たときに大会の日時を明示しなかった場合に

は,執行委員が日時を決定する権限を有する。

　国際大会事務局長は開催地クラブ理事会と

連絡し，共に国際大会運営の計画を検討し，

－45－



そしてこの国際大会に開してはその前年に行

われる国際大会の終了までは宣伝を避けるこ

との重要性を強調する。

　大会事務局長は，開催地クラブから，同ク

ラブが開催地クラブとして国際ロータリーに

協力し，来訪ロータリアン及び来賓を迎え，

且つ国際大会の成功を確保するために開催地

クラブ及び国際ロータリー大会委員会との間

に，相互的に同意をえた色々な方法で援助す

るという熱意を示した，正式にクラブによっ

瑕て採択され署名された決請文の写しを受

る。

　この手続は，最後まで有効であるが，執行

委員会により，又,緊急の場合は状況に応じ，

会長がこれを変更することもある。（理46－

47）

会　場（Meeting Places）

　国際ロータリーは，開催地の都市が国際ロ

ータリーに費用をかけることなしに，国際大

会の総会に適当且つ便利な講堂及び他の色々

な会合に必要な集会場を提供することを期待

している。

　それは国際ロータリーが使用する国際大会

々場の賃貸料はその都市のクラブが支払わね

ばならないというのではなく，その都市が一

団体としてそのような設備を提供するか，或

いは，市役所，商業会議所，実業家或いはホ

テル業者の団体が会場に対し必要ならばその

資金を出すべきであるというのである。

　この決定は国際ロータリーが大会々場の賃

貸料を支払ったり，或いは臨時に必要な費用

の負担を受諾することを妨げるものではな

い。（理32－33，47－48）

国際大会運営事務

　(Convention operational Functk)ns)

　理事会は次の如き方針を表明している。

｢国際ロータリー理事会は国際大会に関する

全般的な方針を決定し，国際大会委員会は公

式のプログラムを作成し，且つ当該大会に関

し特定の方針を決定するものとする。事務総

長は，理事会及び国際大会委員会の決定に対

しその細目にわたる実行と大会事務の組織運

営に関して負担を負うものとする。

国際ロータリー細則第13条第８節 国

－46－
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承認する予定登録数及び登録料によって左右

されるであろう。

　国際大会々場の選択と設備　プログラム上

の必要条件,国際大会委員会の勧告,及び国際

ロータリー大会正規の必要条件に合致せしめ

る大会々場及びその他必要な集会場の選択，

設備及び契約に関し，事務総長は委員会及び

理事会に対して第一の責任を有する。大会々

場には下記のものを含む。

　　大会総会場

　　交歓の家

　　若い人々の交歓の家

　特別集会場

　　規定審議会場

　　代表者会合場

　特別協議会場

　討議会場

　　事務所及び仮設場

　　　会長室，会長ノミニー室,事務総長室，

　　　本部，理事会室，大会委員会室，大会

　　　マネジャー室√規定審議会事務室，口

　　　―タリアン詰室，レビスタ・ロータリ

　　　ア詰室，新聞記岩室

出席の勧誘　事務総長は，大会委員会より

示唆や勧告を受けつつ，出席奨励の予定表を

作成且つ実行することに関して，委員会及び

理事会に対し第一の責任を有する。

　登　　録　事務総長は,登録委員会に対し，

必要とする援助を与えることによって，その

仕事を容易ならしめることに聞し，委員会及

び理事会に対し第一の責任を有するものとす

る。

　その他の事項　事務総長は，大会の準備に

関連するその他すべての運営事務に関し，委

員会及び理事会に対し第一の責任を有する。

即ち開催地クラブの国際大会体制の展開に関

して同クラブに協力，開催地クラブの任命す

る諸種委員会を監督，大会日報及び大会説明

書等の準備，信任状作成の監督，通訳及び翻

訳者等の確保等々である。

　結　　論　以上の事務分担によると，結局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

国　際　大　会

国際大会委員会はその任命された特定国際大

会の準備に関係ある面のみを行い，毎年の国

際大会に共通な細かい事柄は事務総長に任

す。斯くして，中央事務局の専任職員の経験

の集積と責任の委譲は，運営上の経済となり

且つ委員に対する要求を少なくする結果とな

る。（理47－48，48－49）

国際大会の輸送手配　（Convention

　　　　Transportation Arrangments）

　1.　理事会が，その決定せんとする国際大

会開催地の地域以外からロータリアンを運ぶ

（例えば北アメリカ以外で開催される国際大

会に北アメリカのロータリアンをそこに運ぶ

ごとき）必要りあるょうな処に国際大会開催

地を考慮する場合には，理事会はその関係す

る輸送機関の調査を事務総長に請求しなけれ

ばならない。此の調査報告は国際大会開催市

を選定する時までに理事会に提出されねばな

らない。

　2.理事会がその開催市を選ぶ場合には，

単に必要な会合場所，ホテルその他が，その

市内において必要な手配を完了したというこ

と許りでなく，理事会が決定するような特別

輸送手配が国際ロータリーにょってとられ完

了するという条件の下においてのみその決定

を行わなければならない。

　3.斯様な手配を援助するために，理事会

は会長に輸送委員会（例えば19一年国際大

会の北アメリカ輸送委員会の如き）を任命す

る権限を与えなければならない。斯様な委員

会は委員長１名と，出来る丈団体旅行の手配

に知識と経験を有する２名の委員を以て構成

し，国際大会後，最終報告書を提出し，理事

会にょって解嘱せられるまでその任務に当る

ものとする。

　4.　輸送委員会は,汽船会社,航空会社,交

通公社その他交通及び観光の計画をたてるに

必要な機関と交渉に入り,理事会に対して,そ

47－

際大会委員会-は国際大会準備事務につい

て特に次の如く述べている：

　国際大会委員会はその指定された国際大会

の開催に必要な準備を行う責任を有するもの

とし，本細則或いは理事会によって特に他の

役員，又は委員会に委嘱されたもの以外の，

国際大会に開するすべての事項を取扱うもの

とする。

　公式のプログラム及び議事日程の起草を除

き，以上の事務は，委員会及び理事会に対し

て責任を有する事務総長によって行われる。

これらの事務の細目に関して註釈すると次の

如くである。

　公式プログラム及び議事日程　国際大会委

員会は主として全般的なプログラムの作成，

国際大会の主題（もしあれば）の決定，討議

集会，余興，番組，交歓の家，次第書，合唱

指揮者の選択，招待すべき名士に関して開催

地クラブとの協力，観光旅行，等々の準備に

対して責任を待っている。

　事務総長は，上述の各項に開し国際大会委

員会と協力し，同委員会の決定を遂行するに

当っては細目的に之れを実施する。

　宣　　伝　事務総長は，国際大会委員会及

び開催地クラブとの協力の下に，国際大会の

宣伝に開し委員会及び理事会に対し第一の責

任を有する。

　運営及び接待費　事務総長は，過去の経験

及びこの大会の特殊ｽﾞ嘔管をもとにして国際大

会の運営及び接待に要する費用の算出及びそ

の後の財政的監督に関して，委員会及び理事

会に対し第一の責任を有する。接特質の算出

は，大会委員会の勧告にもとづいて理事会の
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の輸送及び観光の取扱い方及びその目的達成

のための契約について勧告をしなければなら

ない。事務総長は，理事会によって委任せら

れた斯様な契約を施行しなければならない。

　5.　事務総長は，理事会及び輸送委員会の

決定を実行する義務を有し，且つ輸送事務に

ついて輸送委員会及び理事会に対し主要責任

を持つものとする。（理57－58）

国際大会に於けるクラブの代表

　【C】ubReprsentation at Convention)

　国際大会に於けるクラブの代表に関する規

定は，国際ロータリー定款第７条及び細則第

７条にある。

　登クラブは国際大会毎にその代議員を出席

せしめて投票に参加するか，或いは資格のあ

るものに委任状を与えて代行せしめる義務が

ある。

　登クラブは国際大会に代議員を送るよう勧

告されているが，それが不可能な場合には，

四つか五つのクラブが財政的に協力して１名

の代議員を送り，その代議員は他のクラブに

とってはオブザーバーとなって，国際大会の

模様を後でそれらのクラブに伝えるようにし

ても良い。（理35－36）

　登代議員（補欠代表及び委任状による代理

人）の資格は信任状によって証明されなけれ

ばならない。クラブが国際大会に出席するこ

とを公式に認めさせるために，その代議員は

信任状を大会開催地の信任状委員会に提出

し，その投票カードに査証して貰わなければ

ならない。如何なる代議員払その登経料が

支払われてあるか或いは支払われる迄，そし

てその信任状が信任状委員会によって承認さ

れる迄は投票することを許されない。

　信任状の用紙は，代議員の出発前に記入署

名を終えて本人に渡すことができるよう，十

分の余裕を見て登クラブの幹事宛郵送せられ

る。

　自由代議員の信任状は，国際ロータリー事

務総長によって信任状委員会に提出せられ

る。

投票委員会

　(BallotingArrangements Committee)

　各国際大会に於て会長は,選挙人の中から，

会長の決定した５名以上の選挙人から或る，

投票委員を任命する。この委員会はすべての

投票の準備，投票用紙の印刷と配布及び投票

の集計の任にあたる。此の任務は他の必要な

投票はいうまでもなく，国際大会で投票が必

要になった場合にも適用される。

国際大会に於ける投票

　　　　　　(voting at Convention)

　正当に有資格と決定した代議員，委任状保

持者，及び自由代議員が国際大会の投票休を

構成するものとしそして選挙人と称される。

投票は国際ロータリー細則の定むる処によら

なければならない。（R.I.定款第７条第５節）

　投　票　方　法

　次に示す場合及び役員の推薦及び選挙に関

し細則において別に定められた場合を除き，

国際大会における投票はロ頭法によるものと

する。

　（1）選挙人からの要求又は議長より起立投

　　票を命ぜられ各起立入を一票と数える場

　　合。

　（2）国際ロータリーの方針に影響し又は斯

　　様な制定又は決議に改正を加えんとする

　　制定案又は決議案に対し次の如き事情の

　　存在する場合。

　（ｲ）理事会の過半数又は規定審議会の過半

　　数が斯様な手続の重要性を予め通告した

　　場合。又は選挙人の過半数が斯様な手続

　　の重要性について発言することを予告し

-48-

　　た場合。

　（ﾛ）会長又は議長がロ頭投票又は起立投票

　　の結果，記入投票を必要と認め之れを宣

　　言した場合。

　㈲　選挙人がその名前とクラブ会員である

　　ことを証明して記入投票を要求し，そし

　　て前記規定に記入投票に関する規定はな

　　いということが分り，且つこの要求の正

　　当性に関する議長の意見を問いた後に，

　　なおかつその要求を堅持し，少くとも20

　　の異ったクラブからの20人以上の選挙

　　人がその身分を明かにしてその要求に加

　　おることによって彼の要求を支持する場

　　合。

　会長又は議長は，起立投票の結果を必ずし

も数えることなく宣言する権限が与えられて

おり，そして彼の宣言は，直ちに起立数を数

えることの要求が20以上の選挙人の賛成の

下に行われない限り最後的決定とする。

　如何なる提出羽定案又は決議案又はそれに

対する提出改正案の記入投票に対する手続

払その記入投票用紙の他に提出制定案，又

は決議案及び未解決の総ての提出改正案を伴

わなくてはならない。投票用紙は，提出羽定

案又は決議案及びそれに対する未解決の提出

改正案を最終的に処理できるよう必要な質問

と共に立案され且つ記述されていなければな

らない。

　記入投票並びに，役員の指名及び選挙に当

っては，選挙人は彼が所有している代議員証

明書及び委任状の数だけ投票する権利を持っ

ている。但し自由代議員は単に国際大会全休

に提案された件のみについて投票することが

できる。（R.I.細則第８条第１節㈲及び雨｡）

　総ての役員の選挙は無記名投票とする。候

補者が２人よりも多い場合には単一移譲投票

の方法によるものとする。然しながら，役職

に単に１人の候補者しかない場合には，投票

はロ頭投票により国際大会の事務総長をして

斯様な各被指名者に対し，合併した投票をな

国　際　大　会

すよう指令することができる。（R.I.細則第

10条第８節㈲｡）

単一移譲投票

　　　　(Single Transferable Ballot)

　理事に対して２名以上の候補者かおるか，

或いは大会に於て選挙せられるべき役員に，

２名以上の候補者がある場合には，これらの

候補者に対する投票には，単一移譲投票が用

いられる。斯様な候補者名は投票用紙に記載

されなければならない。（理54－55）

　単一移譲投票の実施方法

　２名以上の候補者かおる場合，各選挙人は

１票の投票権を有する。その投票は次のよう

に「ふりかえ」られる仕組になっている。

　（Jｲ）選挙人は，投票用紙に記載された候補

者の氏名に隣接する空欄に１という数字を記

入する。この欄に１という数字を書いて行わ

れた投票が「第１選択投票」である。

　（ﾛ）同選挙人は，前項に認められた１とい

う数字の外に，彼が二番目に選挙したいと思

う候補者の氏名に隣接する空欄に２という数

字を記入し，第三番目に選挙したいと思う候

補者の氏溺に隣接する空欄に３と書く。以下

同様に，自分の最も希望する候補者が落選し

た場合，次善に，選びたいと思う順序に従い

候補者に番号を付して行くのである。従って

選挙人は候補者の数と同数だけ自分の選択希

望を表明することができるわけである。

　１圓で過半数を得られない場合には再投票

を行わず第２，第３と順次選択投票を考慮

し，過半数の投票を得た候補者を，当選者と

して発表する。

　投票の数え方の一例を挙げれば次の如くで

ある。

　Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，と４名の候補者かおり，

その内１名が選挙されることになっている。

第一選択投票をＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，の四つに分

－49－
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けて数える。この第１回の計算に於ては誰も

総投粟散の過半数に達しない。しかし４名の

内，Ｃの得票が一番少いのでＣを除外する。

Ｃの得票中敷字２がつけられた氏名によっ

て,残った３名の候補者の得票に加えて行く。

　しかし，このように票を移譲しても，残り

３名の候補者の得票がいずれも過半数に達し

ない。そこで，第２回目の計算で最下位にな

ったＢを除外する。従づてＢの得票をＡとＤ

の得票にそれぞれくり入れる。Ｃ候補は既に

除外されているからこの場合は無視し，次に

ＡとＤとどちらを選択しているかを見る。こ

の移譲即ち第３回の計算の結果Ｄが明らかに

多数を得た。

　全部の選択を示していない投票は，記され

た選択の分だけ数えることにし，それ以外の

ものは移譲できないから無視することにす

る。

　“×”は第１選択の表示と看倣される。一

つの投票用紙に“１”叉ぱ×”を一つ以上

の氏名に付してあるものは無効とする。

　得票が同数になった場合。何回目の計算に

せよ，得票が同数になった場合には，選択の

数とその相関的価値によって結果を求めるこ

とになる。即ち，第２回目の計算に於ては第

１選択の数の一番少い候補者，第３回目の計

算に於ては第１及び第２選択の数０一番少い

候補者という順序で除外して行けばよい。

登録料（Registration Fee）

　国際ロータリー細則の規定によれば，大会

に出席する16歳以上の者は必らず登録の上，

登録料を支払うことになっている。登録料は

国際ロータリー理事会によってその都度定め

られる。選挙人は，登経料を支払わざる限り

投票することができない。

ホテルの割当（HoteI Assignments）

　事務総長，事務次長又は事務次長代理は，

国際ロータリーに代り，又は，国際ロータリ

ーの名に於て，会長或いは副会長が行うのと

同じ効力を以て，国際大会に関連して理事会

から委任された，ホテルの予約その他ホテル

に関する事項につき契約，書類作成，或いは

その他の取決めを行う権限を有する。（理36

－37）

元役員の座席

　　(Reserved Seats for Past O伍cers)

　毎年次国際大会に於て，国際ロータリーの

元役員，元理事及び元地区ガバナー，及び国

際ロータリーの国又は領土単位の元会長及び

元地区委員長（但し現在でも加盟クラブの会

員たる）には，各自の前職を示すバッジを与

え，それによって，会場内の代表者の席に着

席できるようにし，且つ議場内の特権を行使

できるようにしなければならない。以上は第

18圓年次大会に於ける国際ロータリーの決

議である。（オステソド大会決議27－16）

懇親宴会（Fellowship Dinners）

　理事会は,事情が許し正当な理由があれば，

年次国際大会において懇親的宴会の開催に対

する準備をなすことに同意した。すべて斯様

な国際大会における懇親宴会は，その規模に

おいて国際的でなければならない。理事会は

事務総長に対し，大会委員会及び国際懇親宴

会の準催責任者と協力し，且つ国際ロータリ

ーヘの出費を最小限度に留めるよう必要な手

段を講ずることを指示した。（理61－62）

元国際ロータリー役員の会合

　　　(Meetings of Past R.I. 0mcers)

　国際大会委員会は,毎年次国際大会の都度，

規定を設けて,バスト･ガバナー或いはその他

の国際ロータリーの全会員を招いて会合を開

-50-

き，且つ昼食会その他の社交的な催しを計画

するよう指示されている。但し，これに要す

る費用は参加者個人が負担すべきもので，国

際ロータリーが支払うものでないということ

を了解しておくべきである。このような会合

を開く目的は，かつて国際ロータリーのため

に働いた人々が，公式の資格で旧交を暖め，

再会の機会を作ることである。もし十分の人

数が出席している場合には，年度別に会合を

開くのもよい。さもなければ数年度分ずつま

とめ,或いは全部いっしょに会合してもよい。

(理41－42)

特別協議会（SpeciaI Assemblies）

　理事会は，理事会で許可した場合，国際大

会において特別協議会が国際ロータリー細則

第８条第２節の規定に従い開催せらるべきこ

とに同意した。（理60－61）

年次報告書（Annual Reports Booklet）

　事務総長年次報告,国際大会への会計報告，

及びロータリー財団保管委員会報告等を載せ

た印刷報告書は国際大会において代議員に提

供せられる。（理54－55，59－60，63－64）

国際大会議事録

　　　　(Convention Proceedings)

　第31回国際ロータリー年次大会は,国際口

―タリー理事会の監督の下に国際ロータリー

の各国際大会の議事録を作成すること，叉，

この記録は国際大会議事の述語的記録である

必要はないが，すべての改正された条文，役

員の選挙，その他国際大会の事務的決定事項

に関しては真実で正確な記録でなければなら

国　際　大　会

ないことを決議した。

　更に，この記録は理事会監督の下に正しく

編集，印刷製本されるべきこと，又，その場

合理事会は自己の判断に基づいてこの記録の

中に(1)国際大会プログラム，講演，討論，

報告等加盟クラブが興味を感ずると思われる

事項を組入れ，そして(2)国際ロータリーの

方針及び行動にふさわしくないと理事会が判

断した講演，議論，討論又はその一部を記録

より除外すること，更に。

　この印刷製本された国際大会議事録を一部

宛無料で各加盟クラブ及び理事会の決定する

国際ロータリーの役員及びその他の人々に送

付すること，但し，この無料配付する議事録

とは別に，理事会の定める価格を以て理事会

の指定する人々に販売するために余分の冊数

を用意することが出来ることを決議した。

(ハバナ大会決議40－n)

　編集:理事会は事務総長に対して，国際大

会議事録の中に次の各項を掲載するよう指示

している：即ち，国際大会の簡単な説明，す

べての条文改正案と決議案の原文及びそれら

に関する国際大会の決定，国際大会に於ける

事務的事項，及び国際ロータリー事務総長及

び会計の年次報告，並びにロータリー財団保

管委員会報告。以上各項の内容は決議40－41

に合致していなければならない。(理53－54，

54－55，59－60，63－64)

　版権:国際大会議事録は，営別会社が複製

することがないよう版権所有とし国際ロータ

リーを保護しなければならない。(理27－28)

　印刷及び頒布：国際大会の議事録は各加盟

クラブヘ無料送付，及び事務総長が必要とす

る人々に贈呈するに足る部数を印刷しなけれ

ばならない。売却すべきものは，議事録印刷

に要した実費をつぐなうに足るよう，事務総

長によって決定された価格で頒布すべきであ

る。(理50－51)

－51－
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国際ロータリーの国際大会（Conventions of R.I.）

年度

1910　シ

1911　ポ　ー

1912　デ　ュ

1913　バ
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」
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力
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ゴ
　
　
ド

ス
　
　
ロ

」
　
　
ア

ル
　
　
フ

イ
　
オ
　
々
ｘ
　
ニ

ぐ
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1922　ロスアソゼルス

1923　セ　ソ

1924　ト

1925　ク　リ

1926　デ
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1930　シ

1931　ウ

1932　シ
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1935　メ
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リ
　
ー

イ
　
オ

ぐ
　
ぐ

（

　ノ　イ　州）
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(フ　ラ
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52－

　月　　日

８月15日～17日

８月21日～23日

８月６日～９日

８月18日～21日

６月22日～26日

７月18日～23日

７月16日～20日

６月17日～21日

６月24日～28日

６月16日～20日

６月21日～25日

６月13日～16日

６月５日～９日

出席者数

　　　　60

　　　149

　　　598

　　　930

　　1,288

　　1,988

　　3,591

　　2,583

　　4,145

　　3.038.

　　7.213，

　　2,523

　　6.096，

６月18日～22日　6.779･

6月16日～20日　9,173;

6月15日～19日　10.216

6月14日～18日　8,888，

6月５日～10日　6,412

6月18日～22日　9,428.

5月27日～31日　9,50＆

6月23日～27日　11,008，

6月22日～26日　4,296

6月20日～24日　5,182･

6月26日～30日　8,430~

6月25日～29日　7,377

6月17日～21日　5,330･

6月22日～26日　9,907'

6月６日～11日　5,79{}

1938　サンフランシスコ

1939　クリーブランド

1940　ﾉ｀ゝ

1941　デ

1942　ト

1943　セ

1944　シ
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国　際　大　会

６月19日～24日
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州

キ
　
ラ

一白

(ワシソトソ州)

(イ　リ　ノ　ィ　州)

(ペンシルバニア州)

(ス　　イ　　ス)

（

テキサス州）

(ニ ューヨーク州）

(フl==1　リ　ダ州)

(日　　　　　　本)

(カリフォルニア州)

(ミ　ズ　リ　ー

(カ　　ナ

－53－

旧
　
り
ノ

ホ
ノ
　
　
タ

６月15日～20日

６月21日～25日

５月17日～20日

５月18日～22日

10.432

　9,241

　3,713

　8,942

　6,599

　3,851

５月18日～22日　　403

5月31日，6月5　　141
日－12日－19日

６月２日～６日　10,958

6月８日～12日　14,678

5月16日～20日　7,511

6月12日～16日　15,961

6月18日～22日　6,949

5月27日～31日　8,453

5月25日～29日　6,804

5月24日～28日　10,107

６月６日～10日

５月29日～
　　　　６月２日

６月３日～７日

５月19日～23日

６月１日～５日

６月

５月

7

29

５月28

日～11日

日～
６月２日

日～
　　　　６月１

６月３日～７

日

　8,015

14,312

10,003

　9,702

14,035

15,475

11,354

23,366

日　22,302

６月９日～13日

６月７日～ｎ日

10,779

14,661
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地　区　の　運　営

(Distrid Administration)

地区設定に関する方針　　（Policy

　　　Governing Creation of District）

　理事会は運営の効果を一肩上げるために加

盟クラブを集めて地区（District）を設ける権

限を有する。地区の設定に関する方針は次の

通りである。

　次に示すことは，国際ロータリー理事会の

判断と決定である；

　1.　運営の効果を一層上げるために，加盟

クラブは究極的には全部地区に構成さるべき

である。

　2.　地区は運営の一部面であって，国際ロ

ータリーの運営は理事会の責任であるから，

地区設定の発議権は理事会が執るべきであ

る。

　3.地区は，その設定が国際ロータリー及

びその地区内に入るロータリー・クラブの最

大の利益となりうると思われる場合において

のみ，設定せらるべきものとする。

　4.　地区の構成は一定数のクラブ又は地域

の大きさによるものではないが，新しい地区

は次に示す事情を考慮して，完全な調査の上

においてのみ創設しなければならない。

　　（ｲ）地域の広さ（平方マイル）;

　　（ﾛ）現存クラブ数及びその地域内に将来

　　　出来る可能性あるクラブ数;

　　㈲　その地域内の交通及び通信機関の施

　　　設，旅行の場合必要性の有無;

　　㈲　地域の住民を特徴づける，人種及び

　　　国家的要素;

印
㈲
印
㈲

地域の政治及び経済的状態;

住民の言語;

地域の結集力；

若しおりとすれば一一州連合，県連

　合，又は国際地区設定の機会;

（ﾘ）その地区の分割又はその地区のクラ

　ブと他地区との合併の将来性;

㈲　その地域にあるクラブと現存する地

　区のクラブとの関係;

㈲　現在あるクラブのロータリー運営単

　位としての記録；

（ｦ）財政的考慮。（理27－28 ; 34－35 ;

　51－52; 57－58）

地区の設定（Districting）

　理事会は新しく地区を設定し，又現存地区

の境界を変更することができる。但し，地区

境界の変更はそれによって影響を受ける地区

の過半数のクラブの反対を冒して行われては

ならない。（細則第12条第１節）

　国際ロータリー鋼則の規定（第13条第９

節によると，常任地区設定委員会（Standing

Districtingcommittee）は細則第12条第１

節に規定する地区及びその境界の設定並びに

その発表について理事会及び会長を助けるこ

とになっている。

　地区設定委員会は理事会の採択した地区設

定の方針に従って次の如く行動する。

　1.　国際ロータリーの地区設定委員会は，

国際ロータリー会長が必要と認めたならば，

１月に行われる理事会以前，或るべく10月

又は11月中に開催しなければならない。

－54－
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　2.　地区設定委員会はその会合において，

予測しうる将来に地区設定を要すると思われ

る地方にある地区の事情を検討しなければな

らない。斯様な検討は，当該地区に関連して

確保した事実の情報の上に行うものとする。

此の検討を基礎として委員会は，特別の研究

を要すると思われる地区を選び，次の国際協

議会会期中その選ばれた地区ガバナース・ノ

ミニーを地区設定委員会と協議するよう勧誘

しなければならない。斯様なガバナース・ノ

ミニーには，その人達それぞれの地区内にお

ける地区設定に関する事柄について，予め準

備するよう要請しておくべきである。

　3.地区設定委員会は国際協議会会期中に

会合し，地区ガバナース・ノミニーとその人

達それぞれの地区内における地区設定問題に

関連して協議できるようにしておかなければ

ならない。連ばれた地区のガバナース・ノミ

ニーとの協議のため明確な準備をなし，出来

うれば，その人達に予めその会合の時と場所

を通知しなければならない。

　4.　次期地区ガバナーは，国際協議会から

その地区に帰った時に，地区内クラブの組換

えに関する計画遂行に関連して，地区内のク

ラブ会長その他適当なロータリアンと協議す

べきである。必要と認められた場合には，彼

は地区内の地区設定委員会を設けて，クラブ

の組換えに関する明確な計画をたてる責任を

持だしても良い。

　5.　地区ガバナーは，クラブ公式訪問の際

とかその地区内のクラブ又はロータリアンと

の接触の際に，簡単に地区設定の問題を話し

合うべきである。地区設定に関する斯様な接

触の目的は，その地区に関係する地区設定問

題について，クラブとかロータリアンに良く

知って貰うためであって，ひいてはこれがク

ラブで受入れることのできるクラブ組換えの

計画を，国際ロータリー地区委員会に提出す

ることを容易且つ達かならしめるためであ

る。

地　区　運　営

　6.　或る範囲のクラブ組換えが２又は以上

の地区に影響する場合には，関係地区ガバナ

ーは会合して，必要ならばその範囲に入るク

ラブの組換え計画をたてるため，それらの地

区からの代表で連合委員会を設置すべきであ

る。

　7.　地区ガバナーは，現在の地区を運営し

て行く上の諸問題を述べ，次に挙げる諸点を

朋確に示して，国際ロータリー地区設定委員

会に，地区としての計画を提出すべきであ

る。

　　（ｲ）関係範囲を示す地図と提案地区の境

　　　界;

　　（ﾛ）現在のクラブ数，各クラブの会員

　　　数，及び各提案地区における拡大の可

　　　脂性；

　　㈲　各提案地区における地区大会可能都

　　　市に関する情報;

　　㈲　各提案地区内の交通機関;

　　ｍ　政治及び経済事情。

　8.国際ロータリー地区設定委員会は，地

区ガバナーよりの提出計画をその委員会の開

催期において，或るべく10月又は11月，或い

は通信によって研究審議し，考慮のためその

勧告案を理事会に報告しなげればならない。

　9.　若し国際ロータリー理事会が，その地

区又は考慮されている地区群におけるクラブ

を組換えすることを決定したならば，国際口

一タリー細則第12条第１節の規定により，

国際ロータリー会長は，その地区又は地区群

のクラブにその決定された事柄について通知

しなければならない。

　10.　地区内又は地区群で影響を受けるクラ

ブの過半数が，国際ロータリー理事会の示す

期間内に異議を申立てない場合には，国際ロ

一タリー事務総長は，その地区ガバナー及び

クラブに，理事会の決定は確定したことを通

知しなければならない。（理54－55）

　理事会は，国際ロータリーの全役員及び地

－55－
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区大会における，国際ロータリー会長の全代

表が，ロータリー・クラブの運営能率を一層

向上させる目的を以て，地区設定委員会が理

事会に与えた勧告を基にして，理事会が唱導

した処の地区設定に関する一般原則を，支持

することを期待している。（理48－49）

　地区設定に関して統一あるやり方を確立す

るため，地区間の境界の修正が効力を発生す

る日は，１月１日及び７月１日の内，臨機都

合の良い方を選ぶものとする。（理42－43，

62－63）

　新たに設定された地区の境界が決定発表さ

れてから１箇年間は，同地区の境界の修正を

理事会は考慮しないものとする。（理48－49）

地区内のクラブ数

　　(Number of Clubs in a District)

　地区を構成するクラブ数の最大限及び地区

の地理的な面積に関しては厳格な規定はあり

得ない。地区は国際ロータリーに対して財政

的に不当な負担をかけるような大きさであっ

てはならないが，又，その反面地区が大きす

ぎてガバナーがその任務を正しく遂行するの

に過労となってもいけないというのが原則で

ある。これらの両極端の中間に於て，地方地

方の事情がそれぞれ決定要素となるであろ

う。（理31－32）

国家間1 こ跨る地区

　　　　　　(lnternationaI Districts)

　言語,風習及び距離が許す場合に,国家間に

跨る地区を新たに設定することは原則として

望ましいことである。しかし現存の地区の境

界を改編して２以上の地区，或いは地区の一

部を結合し国際的な地区を設定することは，

分の考慮を以て行われねばならない。（理46

－47）

地区ガバナー (District Governor)

　組織された地区における地区ガバナーの直

接管理下でのクラブの運営は，健全な手続で

あり且つ継続さるべきものである。国際ロー

タリーの地区ガバナーの任務の運常に関する

現在の方針及び手続は満足すべきものであ

る。

　その地区における国際ロータリーの役員と

して地区ガバナーの職に選ばれたロータリア

ンは，その義務及び責任について良く知らさ

れており，注意深く選ばれ，健康上その他で

その義務及び責任を喜んで果しうるというこ

とが，地区ガバナー制度の効果的運営に必須

である。地区ガバナー・ノミニーの選択に当

っては，地区ガバナーの役目の資格及び必要

条件が明かに且つ十分に考慮されることが必

要である。（理61－62）

　（ｲ）地区ガバナーの制度は望ましく叉実際

的であることが経験によって証明されてい

る。何か改良することが必要であるならば，

この制度の運用方法内に於て改善を行うべき

である。

　（ﾛ）地区ガバナーの職につくべき最良の候

補者を確保するため，地区ガバナーは毎年，

所管地区内のクラブに対し必要な資料の調査

を行い，且つ適当なガバナー候補者を推薦せ

しめるよう，勧告されている。

　㈲　地区ガバナーは，地区大会（District

Conference）に先だって所管地区内の各クラ

ブに対し，ガバナー候補者の推薦及び被推薦

者の業績及び資格について伝達しなければな

らない。

　帥　毎年，地区ガバナーの身分，資格及び

関係クラブにとって私交，国際ロータリー　　任務についての説明書を用意し，これを各ク

の全般的運営にとっても望ましいことではな　　ラブに配布して，地区ガバナー被指名者とし

い。かくの如き国隙間に跨る地区の設定は十　　て推薦された者或いは推薦しようとするもの

一
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がガバナーの任務について知ることができる

ようにすべぎである。（理29－30，39－40）

　理事会は，国際ロータリー定款の職業分類

及び会員資格の規定に従って，彼れを会員に

選挙したそのロータリー・クラブでの会員資

格に，完全に該当しない人を，地区が，地区

ガバナー・ノミニーとして選ぶ行為に，重大

な関心を持っている。（理61－62）

　上述のことに関し次の如き説明書が準備さ

れている。

身分（Status）

地区ガバナーは

国際ロータリーの役員である；

地区内のクラブによって指名され，国際ロー

タリー大会によって選挙される。

７月１日に就任し，１箇年間或いは後任者が

選挙せられ，資格が確定するまでその任にあ

るものとする。

資格（Qualifications）

地区ガバナーは

指名を受ける地区に属するクラブの名望ある

正会員，シニア・アクチブ，又はバスト・サ

ービス会員でなければならない;

関係規定の厳格なる適用において，その会員

資格に完全に該当しなければならないと同時

に彼の職業分類の確実であるべきことは論を

挨だない；

地区ガバナー指名候補者として彼が推薦され

る前会計年度の終りに，国際ロータリーに何

等顕著なる負債を持だない，良い立揚にあ

り，活勤しているロータリー・クラブの完全

に資格のある会員でなければならない；

彼が指名せられる時に，合計５年以上一つ又

はそれ以上のロータリー・クラブの会員であ

ったものでなければならない;

クラブ会長又は幹事を務めたものでなければ

ならない；

肉体的及びその他の点で，規定せられている

地区ガバナーの責任を喜んで完遂し得るもの

でなければならない；

彼が選挙せられる直前の国際協議会には全会

地　区　運　営

期を通じて出席し同協議会終了直後の７月１

日までに彼の地区に帰らなければならない。

国際大会への出席は大いに望ましい；

その人自身の事業又は職業の経営において現

わした実行力を持つ職業上令名ある男子でな

ければならない;

ロータリーの仕事を遂行するのに必要な時間

が得られるように自己の事業又は職業の業務

をうまく編制しなければならない；

本人並びにその宗族の品行が申し分のないも

のでなければならない；

ロータリーとその目的，綱領及び規則をよく

心得ており，国際ロータリーに対して忠実で　。

あることを認められたロータリー会員でなけ

ればならない;

信服させ得る方法で，ロータリーの如何なる

面についても論ずることが出来，自己の所信

を私的に払公的にも簡単，直裁，且つ真剣

な言葉で表現出来なければならない。勿論雄

弁家である必要はない。

任務（Duties）

地区ガバナーは

理事会の全般的な支配と監督のもとに働く国

際ロータリーの役員である。彼の地区クラブ

を直接監督する責任を遂行するに当り，特に

国際ロータリーの綱領の推進という特別な任

務を負わされている。そして自ら：

地区内の新クラブ結成を監督する；

地区内の現存クラブの強化を援助する；

地区内のクラブの間に又これらのクラブと国

際ロータリーとの間に友好的な関係を増進す

る；

地区大会並びに地区協議会を計画，進行且つ

主宰する；

出来るだけ年度の初めに地区内の各クラブを

公式訪問する。（この訪問は急いではならな

い。ガバナーがクラブ協議会を開いて協議し

又ロータリーに関する包括的な講演を行える

よう充分な時間をかげるべきである）;

地区の各クラブ会長並びに幹事にガバナー月

信を出す;
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会長又は理事会による要求は速かに国際ロー

タリーに報告する；

後任ガバナーに地区内のクラブの状況に関す

る完全な情報と一緒にクラブ強化のための勧

告案を提供する；

後任のガバナーに一連の地区書類を引渡す;

地区における国際ロータリーの役員としての

責任に伴っている他の義務を果す;

ガバナーの実行が期待されている事項

には以下の如きものがある：

常にクラブの健全な発展に寄与することに努

力しながらクラブの問題についてはこれを援

助する；

ロータリアン詰（或いはレビスタロタリア

詰）,国際ロータリー通信（R. I. News），事

務総長書翰，その他国際ロータリー中央事務

局からのすべての公報，文献類，及び地区内

クラブの出版物等に目を通す;

各クラブに対し，少くとも毎年一回は都市連

合会（lnter-citymeeting）に参加するよう奨

励する；

地区内に更にロータリー・クラブを結成する

よう斡旋し且つこれを監督する；

地区内のロータリー会員の大会開催の準備を

する；

国際ロータリー大会への出席を勧奨する；

必要があればクラブ会長及び（又は）幹事の

特別会合を開催する；

毎月地区内のクラブの出席報告の摘要を作

成し，この地区報告を国際ロータリー事務総

長に送付する。

指名に必要な資格の取得（Qualifying for

　Nomination）

地区ガバナー指名候補者は，細則に規定して

ある地区ガバナーの資格，任務及び責任を了

承し心得た上で地区ガバナー・ノミニーとし

ての資格を得るために，規定の地区ガバナー

の資格，任務及び責任を明確に理解しており

自分はその職の適格者であり，且つその任務

と責任を引受け忠実に実行出来る旨の署名入

り文書を事務総長を通じて国際ロータリーヘ

提出すべきものとする。

国際ロータリー細則は，同細則に規定された

地区ガバナーの資格並びに必要条件に適合し

ない如何なる地区ガバナー・ノミニーの指名

も却下され，選挙のため事務総長によって国

際大会に提出されないものであると規定して

いる。斯る場合事務総長は却下されたこと並

びにその理由を当該地区ガバナーに通告し，

地区ガバナーは前記ノミニーにその旨通告す

べきものとする。時間的余裕がある場合には

その地区は細則の規定に基き，地区ガバナー

指導のもとに地区大会或いは郵便投票の何れ

かにより他のノミニーを選出すべきものとす

る。万一その地区が地区ガバナーとして満足

すべき適格なノミニーを選ぶことに失敗した

場合は，国際ロータリー細則第12条第５節

(ﾁ)項の規定に従って選出されるものとする。

国際協議会へ地区ガバナー・ノミニー

の出席（Attendance of District

　　Governor Nominee at lnternational

　　　　　　－　　　　　　　　Assembly）

　長い経験に基づき･，且つ立てられた方針と

手続とに基調して，理事会は，地区ガバナー

・ノミニーが国際協議会に出席することは，

地区水準における国際ロータリーの効果的運

営上最も重要であると考えている。

　猶お，理事会は，各地区ガバナーが，その

地区における国際ロータリーの代表者として

効果的に行勤し，且つ国際ロータリーの役員

としての地区ガバナーに期待されているその

地区内クラブの指導，指揮及び助言をなさん

とするには，国際協議会に参与することから

生ずる基本的経験と訓練を受けなければなら

ないものであることを不動の信念として堅持

する。

　理事会は，各地区ガバナーが地区ガバナー

候補者全部及び地区内の全クラブに対し，ガ

バナー・ノミニーが地区ガバナーとしての必

－58－

要な用意をなすため国際協議会に出席するこ

との必要性と，候補者が国際協議会にその全

期間出席でき且つ事実出席するのでなければ

指名が受諾されないということを強調するよ

う要請している。

　如何なる理由の下において払地区ガバナ

ー・ノミニーが国際協議会に出席することが

出来ないとすれば，その人自身の公明正大さ

においでその地区のために，且つ世界を通

じての国際ロータリーの最善の利益のため

に，その人は他に，国際協議会に全期間出席

が出来且つ事実において出席する被指名者の

選択が出来るように，直ちにその指名を辞退

することが期待されている。

　上記の文章中にある「地区ガバナー」及び

「地区ガバナー・ノミニー」等の用語は，グ

レート・ブリテソ及びアイルランドにおける

「国際ロータリー代表」及び「国際ロータリ

ー代表ノミニー」をそれぞれ含むものと解釈

されている。（理56－57）

　経費（Expensesof DistrictGovernor）

　国際ロータリーは各ガバナー・ノミニー

（Governor Nominee）に対し国際協議会に

出席するに要した費用を適当額報償すること

になっている。地区ガバナーで再び指名され

た場合には２回目の国際協議会に出席するこ

とができる。その人の１回以上の出席に対す

る費用は国際ロータリーにおいて弁済しな

い。

　国際ロータリーは，叉，各ガバナーに対し

地区内の各クラブに対し１回ずつ公式訪問を

行うに要する旅費，通信費，各クラブ役員へ

送付する月信の発行費，地区大会及び地区協

議会への旅費等の費用を計算し割当ててい

る。国際ロータリーはこのような出費に対

し，単にこの割当の範囲内で各ガバナーに弁

済する。

地区ガバナーの事務運営に関する方針

　　(POlicy on Administration of O伍ce

　　　　　　　　　　　　　of Governor)

地　区　遅　営

　理事会は，地区ガバナーの事務運営につい

ての次の方針を採択している。

　地区ガバナーの事務運営に関する方針に関

する以下の説明は，国際ロータリー定款及び

細川中にある規定，国際大会の決定，及びこ

れまでの理事会決定に基づくものである。

　1.　一層効果的に運営する目的のため，理

事会は，クラブで一杯になっている地域を幾

つかの地区に分割する権利が与えられてい

る。（国際ロータリー細則）

　2.　運営上のロータリー地区割は満足で効

果的なものであることを証明した。そして此

の制度は維持されねばならない。

　3.確立した地区においては，ガバナーが

クラブを直接監督するものとする。（国際ロ

ータリー定款）

　4.ロータリーの運営は，地区によるもの

で，各地区はガバナーの配下にあり，ガバナ

ーはその地区内の各クラブの状態について自

ら直接の注意を払うものとする。

　5.理事会は，前記理事会の決定を，地区

ガバナーの職責上の方針の一部として再確認

し，次の如き追加宣言を行う：

一一イ。ガバナーは，その地区の大会及び協

議会を司会すべきものとする。

l=･.彼は，理事会の一般的監督の下に，

国際ロータリーの綱領推進の特別任務，その

地区内における新クラブ結成の監督，且つ，

その地区内語クラブ間及びそれらのクラブと

国際ロータリーとの友好的関係を増進するこ

とを託されている。

-ハ。ガバナーは，理事会が作った示唆に

従い，その地区におけるクラブに公式訪問を

なすことが期待されている。国際ロータリー

は，ガバナーにその要した費用を弁償する予

算肥育をなす。

一一ニ。国際ロータリーは，ガバナーが事務

員を必要とすることを認め，それに要する費

用をガバナーに弁償するため少額の予算配布

－59－
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をなす。

-ホ。ガバナーは毎月15日頃にその月信

を，地区内各クラブ会長及び幹事に発送する

ことが期待されている。此月信には，新クラ

ブ結成，地区協議会，地区大会，国際大会，

地区内クラブの異例の成果等の事犯及び多

くのクラブの注意を要する事柄を載せなけれ

ばならない。国際ロータリーは，此の目的の

ため予算の配布をなす。

-へ。国際ロータリーは，その地区の年次

大会及び年次協議会を管理するガバナーの個

人的経費を弁償するため予算配布をなす。国

際ロータリーは叉，文房具，材料，郵便切手

等の購入及び電信並に電話料に要した小額の

費用をガバナーに弁償するための予算配布を

もなす。

　6.　ガバナーは地区内で認められている唯

一の国際ロータリー役員ではあるが，地区内

のクラブ数に応じて隣接するクラブを二つ又

はそれ以上の地域に区分し，各地域にガバナ

ー代理として適格なロータリアン（直前クラ

ブ会長を優先的に）を任命すべきである。斯

様な代理は日常の管理事務についてガバナー

を補佐し，その地域内のクラブ及びガバナー

の非公式助言者として行動するものである。

ガバナーは又その監督のもとに，地区内のロ

ータリー計画を推進する地区諮問委員会を任

命することが出来る。

　7.　次に示す解説は，分区代理又は地区諮

問委員会を設けんとするガバナーの参考に供

するものである。

一一イ。ガバナーの分区代理:

　何か:地区内において予め決定した分区に

あるクラブの運営を援助するための非公式な

ガバナー代理。

　これらの代理は，その区分内のクラブ会長

とガバナー間の連絡機関である。彼等は何等

の権限をも有しない。

　ガバナーは，これら分区代理に彼の職務の

何ものをも委任することはしない。

　誰か:元会長，所属クラブにおいて管理者

として特別に成功した人。

　何時:或ガバナーはその任期の初めにおい

て任命するものもあるが，或他のガバナーは

その公式訪問を終って地区内の諸問題を十分

知り尺してから任命する。

　如何に：地区はその地理的状態及びその広

さにより，最少３クラブ最大７クラブに区分

せられる。

　代理の一般的任務：分区内のクラブに年２

同か３同位非公式の訪問をする。これらのク

ラブ内の進歩状況をガバナーに知らしめる。

分区内の連合会を問く。分区内又は他の分区

との出席競争をなさしめる。非常事態の発生

した場合に特別訪問をなす。講演者のあっせ

んその他有用な援助をクラブ役員に与える。

地区大会のプl==･グラム委員となる。

　経費:クラブの範囲が狭いため経費は普通

あまりかからないので，通常各代理は自分自

身でその経費をまかなっている。

　長所:未来のガバナーが育成できる。ガバ

ナーが公式に訪問をすれば具合の悪いような

ことを，非公式に援助して改善する。他の場

合よりも都市連合会を多く行うことができ

る。出席率を良くする。その分区内クラブの

一般的運営が改善せられる。ガバナーに対し

て援助，同情，及び感激を与え，且つ，地区

内に健全なる道徳を樹立する助けとなる。

ロ．地区諮問委員会:

一

般

ナーは，その地区内クラブに問する何等の権

限及び責任をも軽減されることはない。彼

は，恰も分区代理又は地区諮問委員会の存在

しないと同様，各クラブを訪問し，クラブの

報告を受ける等々のことをしなければならな

い。理事会は，分区代理又は地区諮問委員会

に要した経費の請求には応じない。理事会

は，地区ガバナー自身による直接監督の一般

に認められた方針を乱すような副ガバナー，

代理ガバナー，地区幹事，或いは他の如何な

る組織の設定をも承認しない。

　8.　国際ロータリー理事会により特に勧告

され，そしてその示された方法により構成さ

れた委員会の外は，次期ガバナーの権限又は

責任を如何なる方法でも弱める結果となるよ

うな，継続的役員，組織又は委員会の如きも

のを地区内に作ってはならない。（理57－58）

　国際ロータリーの資金は，地区委員会に関

係する如何なる経費にも使用してはならな

い。（理46－47）

ガバナーの記録及び書類

　　(Records and Files of Governor)

　(ｲ)退任するガバナーはその後任者に対

し，その地区に於て最もロータリーの為にな

るように，その任務を遂行するに参考になる

と思われる情報は，すべてこれを引継ぐよう

要請されている。

　(ﾛ)ガバナーは，地区内の各クラブに関す

る詳細な情報，及び資料を記した記録を保持

する義務はないが，地区内におけるクラブの

状況に関し，或るべく完全な情報を，便宜な

形式で編集して持っていなければならない。

(理46－47)

　地区ガバナーは継続している一巡の地区書

類を全部後継者に引継ぐべきものとする。

(国際ロータリー細則)

-

地　区　遅　営

地区ガバナーの半期報告（Semiannual

　　　Reports of DistrictGovernor）

　地区ガバナーは年２回報告書を提出する。

第１同報告は，７月１日より12月31日の期

間にわたるもので，ガバナーはその中で，地

区内のロータリー運営に間しての批判，観察

及び示唆を提示して，国際ロータリー会長に

提出する。此の報告は３通作成し，１部は国

際ロータリー会長事務所に，１部はガバナー

に最も近い事務局に送り，そして１部は地区

ガバナーの綴込みに入れるものである。

　第２同，即ち６月１日付の最後の報告は，

国際ロータリーに提出されるもので，地区の

一般状況，及び地区内の特種活動及び立場に

ついて記載し，且つ一般的な批判，観察及び

示唆を提供する。此の報告の１通は国際ロー

タリー事務総長に送り，１通は次期ガバナー

に送り，１通は地区ガバナーの綴込みに入れ

て保管するのである。

ガバナー月信

　　　　(Governor's Monthly Letter)

　ガバナー月信を個々のロータリー会員に送

るためには国際ロータリーの資金は十分でな

い。地区の費用でガバナー月信を個々のロー

タリー会員に送ることにするかどうかは，各

地区に於て決定すべきことである。（理33－

34）

　ガバナー月信は，各クラブの会長，幹事だ

けでなく全会員がこの書翰に書かれている地

区の活動その他に関する知識を得られるよ

う，毎月クラブ理事会でこれを読むと共にそ

の１部をクラブ例会でも読むようにすること

を全クラブに対し勧告する。（理34－35）

ガバナーのクラプ訪問

　　　　　(Governor's visit to Club)
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　此の委員会はガバナーの直接監督と指導の

下に行勤し，委員会の一人は地区におけるク

ラブ奉仕，一人は職業奉仕,一人は社会奉仕，

そして一人は国際奉仕とそれぞれの奉仕向上

の任務に当る。若しガバナーが必要と認めれ

ば，青少年奉仕促進のために一人の追加委員

を任命しても良い。

-ノ｀ゝ

　ガバナーは，単に一年間だけ地区を運営す

る役員であるから，斯様な分区代理又は地区

諮問委員は，その人達を任命したガバナーの

任期間だけその任務につくものとする。ガバ
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　ガバナーは自己の地区内全クラブに対して

公式訪問をしなければならない。この訪問は

急いで行ってはならず,十分の時間をかけて，

効果的なクラブ協議会を催したり，或はクラ

ブに対し広範囲にわたるロータリーに問して

の含蓄ある挨拶を行ったり，或は又，クラブ

内にロータリーに問する知識を広める目的で

クラブの懇談会を開いたりする機会を持つよ

うにしたい。（理46－47，49－50）

　直前ガバナーが，その任期の最後の３ヵ月

に加盟した新クラブを訪問することには異議

はない。但し，之れは先ず以てガバナーの承

認を受けた場合のことである。（理44－45）

　ガバナーが地区内の外国に法律上入国でき

ない地区に於ては，国際1==･－タリー会長は，

ガバナーと相談の上，理事或は他の適当なロ

ータリー会員をしてガバナーに代ってこれら

の国のクラブを訪問させる権限を持ってい

る。（理49－50）

活動の同格部門三点　（Three Point

　　　Co-Equal Avenuesof Activity）

　ロータリーが最も広い影響を与えることが

できるようにするために，ガバナーは自己の

地区に於て次に示す活動の同格部門である三

点を実行すべき責任に重点をおくべきであ

る。

　（ｲ）何処であろうとクラブが成功裡に維持

され得る見込のある，あらゆる都市にロータ

リー・クラブを結成。

　（ﾛ）各クラブ職業分類をできるだけ多く充

填。その場合最良の候補者を確保することに

重点をおく。他の条件がすべて同じであっ

て，一つの職業分類に於て総ての条件が同一

である場合には，若い方の候補者を選ぶ，斯

くしてクラブの平均年齢を下げる。

　㈲　国際ロータリーの計画及び1=･－タリー

の目的に関してロータリアン各自を啓発する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

ことを強調。（理45－46）

地区協議会（District Assembly）

　ロータリー教育及び情報の提供と地区活動

の調整の目的を以て，地区内の全次期クラブ

会長及び幹事，次期地区ガバナー及び理事会

が指定するその他のロータリアンの協議会

が，毎年４月か５月中にガバナーの決定する

時と場所において開催されなければならな

い。特別の事情の下に，理事会は，（ｲ）茲に定

められた日付以前に開催することを命じ，或

は（ﾛ）斯様な協議会をやめさせることがある。

　ロータリーはその思潮に於ても実践に於て

も年と共に急速に進歩する。国際協議会はこ

の思潮と実践を最新のものとするために計画

されたものである。従って国際協議会に出席

したガバナーが地区協議会を統制し，且つそ

の席上腿々の発表をなすことは重要なことで

ある。しかしながら，ガバナーは，特殊な場

合には自己の裁量に基づいて誰か他の者を指

名して特別の発表をさせることもできる。こ

のような場合は，ガバナーは責任を以って発

表者と会談し，彼等がその発表せんとする題

目について最新の知識をもっているかどうか

を確かめねばならない。（理54－55）

　地区ガバナーは，地区協議会のプ1=･グラム

から娯楽及びレクリエイションをすべて除外

するよう勧告されている。（理52－53）

　次年度会長及び幹事に決定した会員の所属

する各クラブは，彼等に対し就任前に地区協

議会に必ず出席するよう要求すべきである。

その費用はクラブ又は地区が支払うよう勧告

されている。（理63－64）

　ガバナーは，次年度のクラブ会長及び幹事

が地区協議会に出席することの重要性を，特

に強調しなければならない。又，クラブ役員

にロータリーの計画に関して知識を与えうる

よう，感激と決意をもってクラブに帰るよう
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にさせ，個々のロータリー会員に対しては，

クラブ協議会を通じてロータリーの計画を一

層効果的にすることに，特に努力を払わせる

よう，しなければならない。（理48－49）

　地区の面積が非常に広大で旅行の都合上単

一の協議会にクラブの代表が全部出席できな

い場合には，ガバナーは，必要とする数のグ

ループ，或は部分的協議会を開くよう奨めら

れている。（理42－43）

　地区大会及び地区協議会への出席に問題の

ある地区においては，事情が許せば，地区協

議会及び地区大会を４月か５月中に引続き開

催しても良いが，必ず別な会合とし，且つ各

会合の特色に十分の注意を払い，各会合の時

間を短縮してはならない。（理57－58）

　次期会長並びに幹事の地区協議会出席を奨

励すること並びに彼等が必ず出席するようク

ラブの役員選挙を早目に行うことをクラブに

勧告するのは地区ガバナーの責任である。

（理57－58）

地区大会（District Conference）

　各地区のロータリー会員の大会は，毎年地

区協議会，国際協議会又は大会に選ばれた日

以前で，ガバナー及び地区内多数のクラブ会

長の一致した時と場所に於て開催されること

になっている。

　地区は，次の地区大会を開催する日付の少

くとも１年前に，その時日と場所を選ぶよう

奨励されている。地区大会が早期に行われる

よう計画されていない限り，或るべく，前地

区大会において次の大会日と場所を選ぶこと

が望ましい。

　或地区大会委員会は，出来るだけ早期にガ

バナー・ノミニーによって指名するよう示曖

されている。然しながら，その最後の決定は

国際協議会の終了後まで保留すべきである。

(理56－57)

地･区運営

　連合地区大会の開催:国際ロータリー細則

は国際ロータリー理事会が二つ又はそれ以上

の地区の連合地区大会の開催を認めることが

出来ると規定している。

　可能な場合二つ又はそれ以上の地区の連合

大会の開催が奨励されている。（理63－64）

　2箇年間続けて地区大会を連合で開くこと

は望ましくない。（理43－44，56－57，61－

62）

　大会プログラム：大会の期日は２日より少

くないようにすべきである。大会のプログラ

ムを準備するに当ってガバナーは，ロータリ

ーの話題が主となるようにし，ロータリアン

でない講演者がプログラムに出る場合には，

彼等の話の主題をロータリーの目的に直接関

連させるよう努力しなければならない。（理

42－43，58－59）

　地区ガバナーは地区大会･を計画するに当

り，地区ロータリアン並びに来賓が経済的理

由から大会出席を思い止まることのないよう

経費を最小限にとどめることが得策であるこ

とを考慮に入れるよう奨励されている。（理

63－64）

　只１日だけの大会プログラムをガバナーに

与えてはならない。もしガバナーから１日だ

けのプl=･グラムが要求された場合には，事務

総長はこのようなプl==･グラムを作製すること

についてガバナーを援助するであろう。しか

し，事務総長はガバナーに対し，１日だけの

大会では，ロータリーのプログラムを満足に

遂行することはできない，というのが理事会

の意見であるということを伝えるよう命ぜら

れている。（理47－48，48－49）

　大会のプ1==1グラムの立案と旅行は，ガバナ

ーの責任であり，又，ガバナーだけがプl=･グ

ラムの完全な統制を掌握すべきである。（理

48－49）

　大会の出席率を良くし，最大の効果をあげ

るため，ガバナーは次の事項を行うべきであ
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（1）新たに結成されたクラプ全部の全会員

が大会に出席するよう特に努力する。

　（2）地区の中心に住設する都市で大会を開

催するよう努力する。

　（3）クラブ奉仕，職業奉仕，社会奉仕，国

際奉仕の各協議会を開くよう準備する。

　（4）大会プログラムの立案に当っては，不

必要な娯楽的接待及び競技類をやめ，話題を

厳格にロータリーの用務に限るようにする。

　（5）婦人及びその他すべての大会参加者

が，本会議の全部に出席するよう強調し，婦

人達に対する接待も本会議出席をさまたげな

いような時間に於てのみ行うよう準備する。

（理42－43，47－48，48－49）

　ガバナーは，地区大会プ1==･グラムの立案に

当って，昼食及び宴会を除いて総計９時間を

本会議並びにグループ討論会に充当するよう

にしなければならない。（理46－47）

　会長代理の地区に対する挨拶は，最も重要

なものである。従ってこの挨拶はプログラム

の最も重要な地位を与えられるべきである。

しかしながら，会長代理の挨拶を大会プログ

ラムに組み入れる前に，ガバナーはプログラ

ムヘの参加に開し会長代理の意向を質すべき

である。（理48－49）

　ガバナーは，大会番組の一つとして少くと

も１圓ロータ’リーに開する討論会或はタウン

ミーティングを開催すべきである。（理49－

50）

　出来るだけ地区内に居住する国際ロータリ

ーの元役員であるロータリアン及びその夫人

遠のために，何等かの社交的な集い，宴会，

昼食会，或は歓迎会の如きものを開くのがよ

いと思われる。このような集いは親睦と社交

の為のみに限るべきであって，ガバナー或は

他の国際ロータリー元役員が地区大会の仕事

や方策を支配するような会を作ったりしては

ならない。（理41－42）

　国際大会の立法:ガバナーは，提出された

国際ロータリーの制定案を地区大会に於て正

しく発表するよう準備しなければならない。

ガバナーは，もし可能ならば，地区大会にお

いて，提出された制定案に関して地区の考え

を纏め叉これが審議会に公正に代表されるよ

う規定審議会（Council on Legislation）への

地区代表者と，地区内各クラブの国際大会出

席者との接触をはかるべきである。（理38－

39）

会長の代理

　　　　　(President's Representative)

　その地区に於ける，国際ロータリーの代表

者としてのガバナーは常にそれとして認めら

れ，強調されねばならない。従って，各地区

大会に於ける国際ロータリーの代表者は地区

ガバナーその人であるべきであり，現在「国

際ロータリー代表者」として知られているも

のは「会長の代理」と呼ばれなければならな

い。

　会長の代理は，地区大会への会長の個人的

代理として，会長によって選ばれるべきもの

であり，その資格に於て彼は，有荊な示唆や

事実を載せたハソドブックと共に会長から与

えられるべき綱かい指示や要綱を基としてつ

くった挨拶を述べることによって会長を代理

すべきである。

　会長の代理は，彼のロータリーに関する知

識並びに彼が効果的に会長を代理し，ロータ

リー，その計画，その活動，その機会，その

世界的な責任及びロータリー会員各自のそれ

に関しての重要性を強調する演説によって，

大会出席者に感銘を与える才能によってのみ

選ばれるべきである。地区大会に於ける会長

代理の効果は，彼がロータリーの計画を発表

すると共に，会長を代理してロータリーの方

針を説明且つ解釈し，聴衆の心に自分はロー
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タリー会員であるという誇りと責任の観念を

起させる力にある。従って，ある人が単に之

れまで会長の代理を数回つとめたというだけ

の理由では決して彼が今後何年もこの役をつ

とめることの妨げとはならない。その上，現

在又は通夫の国際ロータリー役員であるとい

う事実が必ずしも会長代理の資格を与えるも

のであると考えられてはならない。（理46－

47）

　理事会は，如何なる事情があっても地区大

会に於て会長代理に対し金銭を贈ってはなら

ないという見解をとっている。（理46－47）

　地区大会が会長代理にとって外国で開かれ

る場合には，可能な限り，大会の直前又は直

後に同地区内の数クラブを訪問できるよう計

画すべきである。但し，会長代理がその地区

のロータリアンの使用する言語を知っている

ことが必要であり，又，訪問するクラブはガ

バナーが選択すべきである。（理48－49）

　理事会は，地区大会へ派遣する会長代理の

任命は会長の決定事項であることを認めると

共に，会長代理を他国の地区大会へ派遣し代

理の資格で特別講演を行わせたいとの要望が

あっても経済上の理由又はそのことの適否を

考慮して斯様な任命や講演の取決めが実現出

来ぬこともあることを認めている。（理60－

61）

　理事会は，国際ロータリー細則に従って地

区大会がその地区における重要問題について

の勧告を採用することを承認する。但し斯様

な行為は国際ロータリー定款及び細則に従う

ものであり，且つロータリーの精神と原則に

一致しなければならない。従って地区大会で

採用された決議は国際ロータリーの規則と国

際ロータリー理事会の行動を反映する国際ロ

ータリーの既定方針と調和しなければならな

いのである。（理58－59）

地区研究会（District lnstitute）

㎜

　　　　　　　　　　　地　区　遅　営

　　理事会は，1955－56年に，詞際ロータリー

　の一般計画の一部として，ロータリー情報講

　習会を設定した。 1957－58年に理事会は，口

　―タリー情報の外に内外の拡大を，ロータリ

　ー情報及び拡大講習会の計画の中に強調すべ

　きこと，及び斯様な講習会の計画は，国際ロ

　一タリーの計画の一部として年次的に継続す

　べきであったということに意見が一致した。

　　1958－59年度において，理事会は，ロータ

　リー情報及び拡大講習会計画はこれを拡張し

　て無地区クラブにも及ぼすことに決定した。

　　理事会は，1963－64年度に，地区ロータリ

　ー情報及び拡大講習会として設定されていた

　先のプ1=1グラムを地区研究会プログラムとし

　て構成し且つ名称を付すこと；ロータリー情

　報並びに内外拡大活動を，地区研究会プログ

　ラムの中に強調すること；会長が毎年地区ロ

　一タリー情報及び拡大カウンセラーを任命す

　る慣例と，以前の如くカウンセラーのための

　３日間の会議開催は中止すること；無地区ク

　ラブ役員及び委員長への情報及び指導を提供

　するために，可能な場合には，それらのクラ

　ブを訪問するために会長が特に資格ある元国

　際ロータリー役員を任命し，叉，地区研究会

　プログラムに無地区クラブをも含めること；

　ロータリープログラムの特別の問題を検討す

　るために国際ロータリー会長が指名する者及

　び次期クラブ会長等が参加するように，地区

　研究会プl=1グラムは出来得る限り早く各地区

　の地区協議会と合同開催されるべきことに決

　定した。

　　地区研究会は，その地区ガバナーに依って

　準備され且つガバナー直接監督の下に開催さ

　れるのである。その地区内の元国際ロータリ

　ー役員は，その研究会に於てカウソセラー及

　び顧問として役立つよう国際ロータリー会長

　が任命する。研究会に参加する者は，会員の

　育成，新会員をクラブ活動及び計画に効果的

　に同化する方法，ロータリー年度を通じロー

　タリー情報の継続的促進，より良き特報を提

　供する方法としてのクラブ会報編集の手法，
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新地域社会にロータリー拡大の方法，及び国

際ロータリー会長プ1==･グラムを特に強調する

ことに関する問題を討議するのである。

地区資金（District Funds）

　地区内に於て集め;管理さるべき資金に問

しては，定款，細則の何れにも規定されてい

ない。地区によっ七は，会員の人頭割分担に

よって地区資金を集めるというやり方をして

いる処もある。

　地区資金をつくるという問題は，専ら地区

各個の問題であり，地区資金の分担は，自発

的なものでなければならず，会費の形におい

て会員個人或はクラブに強制してはならない

こと，及びロータリーにおける会員の費用は

最低限度に保たれなければならないというこ

とになっている。以上の理由で，理事会は，

ロータリーの適切な運営と発展に，地区資金

が必要と思われる地区に於ては，次のような

方法をとるのが望ましい，と勧告している。

　地区運営に必要な経費を調査研究する，３

名から或る委員会を設置することを，地区が

決定したならば,ガバナーは１名を任期１年，

１名を任期２年，１名を任期３年の委員に指

名する。その後は，毎年任期中のガバナーが

１名を任期３年の委員に指名して空員を埋め

るようにする。この委員会はガバナーに協力

して地区経費の予算を作製し，これを地区協

議会の際，次期会長の会合に提出する。地区

資金の如何なる分担要求も出席の次期会長４

分の３以上の承認があって後，初めて行うべ

きである。（理29－30，41－42）

　理事会は更に，地区資金への如何なる分担

要求も，絶対に公認の会費ではないというこ

とが，了解できる形式によって行うべきであ

ると勧告する。ガバナーはその任期中，地区

資金の管理者となり，会計検査済みの計算書

を後任者に引継ぎ，同時にその写しを国際ロ

ータリー事務総長に送付すべきものとする。

(理29－30，41－42)

　理事会は，地区資金を有する地区の各ガバ

ナーに対し地区資金は地区の財産であり，特

定のロータリー会員の個人的財産でないこと

を明記した銀行預金として保管し，その会員

が死夫した場合などに地区を保護することが

できるように，考慮を払うよう示唆する。

(理44－45)

名誉ガバナー及び後援者

　(Honorary Governors and Patrons)

　名誉ガバナーの称号を授与したり，その国

に於けるロータリー運動の後援者を指名する

希望を有する地区に於ては，このような称号

の授与は，政府の行政長官及び王室の人々の

ために留保しておくものとする。(理37－38)

元ガバナーの利用（Utilizing Services

　　　　　　　　of Past Gov6rnors）

　元ガバナーの奉仕は可能なときには如何な

る場合でも利用すべきである。例えば，地区

協議会，地区大会及び拡張の仕事に於て元ガ

バナーを利用すべきである。（理26－27）

　ガバナーはその地区に於ける国際ロータリ

ーの公式の代表である。ガバナーの任務或は

運営上の権力を幾分なりとも元ガバナー又は

その他に議ることは賢明でない。（理39－40）

　クラブに元ガバナー或は他の国際ロータリ

ー元役員が居るような時には，彼等のロータ

リーの仕事に関する経験と能力との故に，ク

ラブの難問題，或はクラブ会長がクラブの機

能発揮に困難を生じたような場合には，彼等

を利用する可能性のあることについて各クラ

ブ会長の注意が喚起されている。（理41－

42）

　地区の元ガバナーは，利用できる才能と経

験の一大貯蔵所であるという事実に，ガバナ
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－の注意が喚起されている。ガバナーは，成

しとげにくい仕事に遭遇した場合，これらの

元ガバナーを利用して自己の努力を補うのが

よい。元ガバナーに，地区内の弱いクラブを

訪問してもらい，プログラムの材料を提供し

たり，財政について彼等に助言を与えたり，

委員会の結成及びクラブの正規の機能を果す

上に，援助して貰ったりすることを依頼して

もよい。叉，ガバナーは，クラブに対して元

ガバナーを招いて，訪問して貰うよう示唆し

てもよく，或は，クラブに対し，元ガバナー

の訪問を歓迎するかどうかを問い合せてもよ

い。（理41－42）

地区組織（District organization）

　如何なる地区において払恒久的地区組織

を設け恒久的地区幹事をおくことは賢明なこ

とではない。適当な範囲の地区は，１人のガ

バナーにて運営できるものである。援助を要

するときには，非公式にガバナーは何時たり

と払元ガバナーや他のーロータリアンの助

力を乞う特典を持っている。（理25－26）

　地区内において運営する公式の地区機関と

か組織は，世界を通じて何処でも推奨すべき

ものでなく又効果的なものでもない。（理57

－58）

地　区　運　営

地区の刊行物（District Publications）

　1.　地区の刊行物は，アメリカ合衆国及び

カナダ以外の地区に於てのみ必要，或は望ま

しいものである。

　2.地区を通じて，ロータリーの名称を付

した如何なる刊行物も必らず，国際ロータリ

ーの支配下にあるのであり，且つその地区に

於ける国際ロータリー代表であるガバナーの

直接の監督を受けなければならない。

　3.ガバナーが地区刊行物を出版する環境

におらず，しかも地区内のクラブが地区刊行

物を欽している場合には，ガバナーの直接監

督の下に刊行することのできるロータリアン

個人に，国際ロータリーから許可を与えるこ

とができる6

　4.既に公認されているもの以外の，かく

の如き刊行物を出す場合には，それに対して

許可が与えられる以前に，地区内の全クラブ

で投票を行い，地区刊行物を持つことを多数

の会員が欲しているかどうか，如何なる種類

の雑誌が望まれているか，或は，財政をどう

するか等を調査すべきである。（理22－23）
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ロータリーの拡大

(Extension of Rotary)

　国際ロータリー理事会は世界各地に於ける

ロータリーの拡大に必要な事項をすべて遂行

する義務を負うている。

　各地区ガバナーは，国際ロータリー理事会

の一般的監督の下に自己の地区内に於ける新

クラブの結成を監督する特別な任務を託され

ている。

地区拡大委員会

　　　(DistrictExtension Committees)

　もし地区ガバナーが有益と考えた場合に

は，自己のロータリー拡大の仕事を手伝わせ

るために,地区拡大委員会を任命してもよい。

地区ガバナーは，地区拡大委員会が何かの形

において存続することが望ましいという点に

注意を払うよう要請せられている。（理50－

51）

新クラブ結成の方針（Statement of

　　　Policy for organizing a Club）

　jL927－28年度国際ロータリー理事会はロ

ータリー・クラブの結成に当っての方針を決

定しこれを明示した。 1935－36年に於て理

事会は事務総長に対し，この方針を改訂し理

事会の決定する政策に反せざる限り将来に於

てもこれに変更を加える権限を与えた。理事

会及び事務総長の改訂した方針は次の如きも

のである。

　一般方針(General Policy)

　ロータリー・クラブは，ロータリーの計画

を推進し且つその綱領を達成するための仲介

者である。従ってロータリーが最も大きな感

化力を発揮することが出来るためには，ロー

タリー・クラブが結成されれば必ず成功する

と思われる処に，世界中何処にでも又何時で

払新しいロータリー・クラブを漸次に結成

して行くべきである。

　如何なる処で払　ロータリーの基本的原則

が自由に守られる処であればロータリー・ク

ラブを結成することができる，それには次の

ことが理解されていなければならない。

　（ｲ）ロータリー・クラブのない国家又は地

理的地域へのロータリー拡大は，理事会の判

然とした承認の下に行われること。（ﾛ）ロー

タリー・クラブは単に，その会員組織が主と

してその土地固有の職業人又は，当該地域社

会において永久的に基礎の出来ている職業生

活を代表する人々からなっておること，及び

㈲　新クラブは，クラブ及びその会員がそＯ

組織に容易に同化出来るような位置と会員組

織でなければならないこと。

　クラブの区域（Territory of a Club）

　クラブは或る一定の“Loca］ity”「場所」（1’

に結成され存在しなくてはならない。国際ロ

ータリーは，社会への奉仕に活発に従事して

おり，且つぞの事業所がお互に接近していて，

（注1）この“Locality”「場所」という言葉には，市，

　　町，自治町村等の種々の名称で呼ばれているものがすべ

　　て含まれている。又，大都市の各部分，或は二つ以上の

　　小さい町村の隣接したものも含まれている。米国に於て

　　ぱCommunlty”（社会，都市町村）という言葉が

　　クラブの区域を示す場合に使用されるがその場合は

　　Localityと同意義である。しかし，Localityという

　　言葉には，地理的な領域と位置とを示す意味があるが，

　　Communityには共通の利害を有する人々のグルーブ

　　という意味もある。これらの用語は，他の似寄りの用語

　　と同じく，屡々相互に置換えて用いられることがある。
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ロータリー・クラブとしての機能を発揮でき

るような，十分な数の事業家及び専門的職業

人が存在する適当な広さの地域をこのような

場所と認めるであろう。このような場所にク

ラブを結成するに当っては，国際ロータリー

に於てクラブの区域の限界を定めこれを定款

に記載し，その後は，国際ロータリーとクラ

ブ双方の同意がなければ変更出来ないように

するのである。クラブは，国際ロータリーの

同意を得て，新たに別のクラブを結成するた

めにその地域を割譲することが出来る。

　（理事会は,クラブの区域限界が其の地方の

行政上の限界・〔例えば「ブラソクビル市」〕と

同一であると記載され且つその後斯様な行政

上の限界が拡大された場合には，その加えら

れた地域はクラブ及び国際ロータリー理事会

の手続を娶せずして自動的にそのクラブの区

域の一部となるということに同意した。斯様

にして追加された区域が或他のロータリー・

クラブの区域を含む場合には，第２クラブの

区域は，最初のクラブの区域が拡大された時

に，その最初のクラブによって譲渡されたも

のと解釈し，それによって第２クラブの存続

を保証しなければならない。）（理55－56）

　将来クラブを結成するのに有望な地方

　　（Prospective Localitiesfor Clubs）

　未だクラブが結成されておらないところ

で,有用且つ一般に認められた事業の経営主，

共同経営者，会社役員又は支配人であって品

性高潔な男子が多数居り，l=1－タリーの職業

分類の原則の下に少くとも25人の会員を以

て立派なロータリー・クラブを永く持続し得

る可能性を確保するために，最小限40の職

業分類を有する場所は，（住民数の多少に拘

らず）すべてクラブの結成に有望な処である

と考えてよいであろう。

　ある都市が，クラブをうまく持続して行く

ことが出来そうだと考えられる場合，早くク

ラブを結成すればする程，クラブのためにも

又その地方のためにもよいのである。その地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

μ－タリーの拡大

方がロータリーを欲しているという気持を外

に示すまで持つというのはよくない。ある地

方にロータリーを欲する気持をつくり出すの

がロータリアンの義務である。ロータリアン

は，与える為にロータリーを拡大するのであ

って，それによって自分が得ると言うのでは

ない。ロータリーをつくらないように控える

よりは，つくってみてうまくゆくかどうか試

みる方が良いのである。

　しかしながら，或る孤立した地方にクラブ

を結成せんとする時には，その地方の人々か

らはっきりとクラブの欲求が示されるまで試

みないようにすべきである。

　二つ又はそれ以上の極めて近接した地域社

会を抱く地方に仮クラブ(Provisiona1 Club)

が結成され，国際ロータリーに加盟を申込ん

だ場合には，国際ロータリーの規定に合致し

ている限り加盟は承認されるが，かくの如き

申請は個々の場合によって考慮されることに

なっている。

　調査(Surveys)

　地域ガバナーは，その地方にクラブを結成

すればうまく行くかどうか，叉その土地のた

めになるかどうかを決定するために，人口千

人以上であって，未だクラブを有しない都市

の調査を行い，且つその結果を記録させてお

くべきである。(国によっては小都市の経済

的性格を考慮して，この人口数を更に多くし

てもよい｡)

　合衆国，カナダ及びバーミュダ(USCB)に

於けるロータリーの存在しない都市に対して

は，人口数に拘らず，結成の仕事に着手する

前に，この橿の調査がガバナーによって行わ

れ且つ承認されていなければならない。

　新クラブの結成に際してはその以前にガバ

ナーがその土地を訪問して，果してクラブを

維持出来るかどうかを確めることが望まし

い。その都市の人口が５千人以下の時は特に

そうである。このような訪問に余り費用と時

間がかかりすぎる場合には，その地方の事情
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をよく心得ている，１，２の信頼の出来る口

一タリアンから勧告や調査，報告等を徴して

それによってクラブ結成の斡旋に当ってもよ

ろしい。

　特別代表（Special Representatives）

　あらゆる機会を利用して新しく立派なクラ

ブを結成しようとつとめるのはガバナー全部

の義務であり，叉この仕事を援助するのはあ

らゆるクラブ及び総てのロータリアンの義務

でもある。ダ

　地区ガバナーが自ら新クラブ結成の仕事を

指導出来ない場合には，近隣のクラブから十

分事情を心得ている会員１名をガバナーの

「特別代表」に任命して新クラブ結成の任に

当らせる。

　このガバナーの代表は勿論ロータリーの理

想に精達していなくてはならないし，この理

想を説明することができ，自己のロータリー

ヘの熱情を他人に伝える力がなくてはならな

い。叉ロータリー・クラブの組織と機能につ

いて，実際に役立つ十分な知識を持つことも

必要であるし，この仕事をなすのに必要な時

間を献げることもできる人でなくてはならな

い。

　特別代表は，クラブの結成に到るまでの細

目に就いてガバナーを代表して事を行う権限

を有している。時には，（常にとは限らない

が）最後の創立総会に代って出席するようガ

バナーから要請されることもある。できる限

り，加盟認証状（Charter）はガバナーが自ら

伝達すべきである。

　ガバナーは退任に際しては，次期ガバナー

に対し彼が任命した特別代表のリストを引継

ぐべきである。これらの代表は新ガバナーが

就任後30日以内にその任命を更新しない限

り自動的にその任を終わることになってい

る。

　ロータリーの用語に於て，特別代表“Spe-

ciaI RePresentative”とは，スポンサー・ク

ラブの会員であって仮クラブの結成に当って

ガバナーの代表者になるものを意味する。

　地区ガバナーの拡大補助者

　　　　　（Govemor’s Extension Aide）

　地区ガバナーの拡大補助者という用語は，

クラブ結成の仕事に経験かおり，特別代表が

援助なくしては任された地域のクラブの結成

を完成することが出来ないように思われる場

合，及びガバナーが必要な援助を与えること

ができない場合に，近くの特別代表に援助を

与えるよう，ガバナーから任命された者を意

味する。特殊な場合には，この「補助者」だ

けでクラブを結成した方がよいと思われるこ

ともあり得る。

　しかし，クラブが結成されつつある都市Ｏ

各々に対して異なった「補助者」を任命せよ

というのではないし，又補助者が任命された

からといって，ガバナーが自己の地区の全部

又は一部に於て，その拡大に関する責任を移

譲してしまうというわけのものでない。

　拡大補助者の必要且つ適度の実費はガバナ

ーの申請によって，国際ロータリーによって

支払われる｡1）

　スポンサー・クラプ（Sponsor Club）

　特別代表の属するクラブが，新しいクラブ

のスポンサー・クラブとなって次の如き責任

をとるのが普通である。

　（1）特別代表を助けて新しいクラブの結成

を成功に導くよう計画を立てる。（2）新クラ

ブの初期のプログラムを計画する。（3）ロー

タリー運動の一単位として新クラブが発展し

て行くよう之を指導する。

　仮クラプ（Provisional Club）

　国際ロータリーの加盟員としての正式な申

込書が，国際ロータリー中央事務局によって

受取られ且つ確認された，少くとも25人Ｏ

会員より或る結成集団は，それが国際ロータ

1）ガバナーが新しい，クラブの結成及び認証状の伝達等

　に関して合衆国通貨50ドル以上の経費をつかい又はつ

　かうよう許す前に，ガバナーは経費があるかどうかを確

　めるために事務総長と相談する。（理40－41）
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リーの加盟員に認められるまでぱ仮ロータ

リー・クラブ”と呼ばれている。

　根本的特色

　　　　（Fundamental Characteristics）

　仮クラブはその結成の時に於て，必ずロー

タリーの根本的な特色を有していなければな

らない。（「ロータリーの根本的特色」129頁

参照｡）

　標準クラブ定款

　　　　（Standard Club Constitution）

　仮クラブは標準クラブ定款及びそれに適合

する細則を採用しなければならない。

　クラブの名称（Name of Club）

　仮クラブは，それぞれ，名称にその所在地

を表わす名を付け，これを定款の中に入れな

ければならないが，この名称は予め国際ロー

タリーの承認を得なければならない。一旦承

認を得た上は，国際ロータリー及びクラブ双

方の同意がなければこれを変更することはで

きない。

　毎週の会合(Weekly Meetings)

　仮クラブは標準クラブ定款の規定に従い毎

週定期的に会合を開くようにしなければなら

ない。標準クラブ定款にクラブの例会を毎週

開くように定めた主な理由の一つは，ロータ

リーの親睦と友情が，もし２週間に１度の例

会で十分に進められるものであるなら，毎週

例会を開けば更に高度の結果が得られる筈だ

というにある。　１年間に26圓仲間のロータ

リアンと接触する機会を得るだけでは，年に

52回彼等に接する程には彼等を知り，ロータ

リーを体得し，国際ロータリーの目的を推進

すると共に，各クラブが関心を有する社会奉

仕を進めて行くことはできないであろう。し

か払年に52回例会を開いたとしても，会

員の時間を不当に費すというものでもないの

である。このことは実際の経験によって既に

証明されている。

ロータリーの拡大

　前述の点が真実であることを認めて，1922

年度大会は，雨後各クラブが採用すべきもの

ときめた標準クラブ定款の中に，各クラブは

毎週１回例会を開くよう規定した条項を入れ

ることにした。

　クラブ結成の仕事或はその監督を委任され

ている国際ロータリーの全代表は，もしクラ

ブが毎週１回例会を開くことに同意しない場

合は，国際ロータリーに加盟することはでき

ないのであるということを心得ておくべきで

ある。

　創立会員（Charter Membership）

　35名を最大限とし，少くとも25名の創立

会員から或る，満足すべき名簿を提出しなけ

ればならない。但し，人口10万以上の都市

に於ては最大限50名迄許される。（1）

　国際ロータリーに加盟して後も，なお発展

の余地を残しておくように，職業分類の全部

を創立会員で充してしまうことは望ましくな

いo

　仮クラブの創立会員の内にアデイショナル

正会員が含まれていて払正会員の数が少く

とも25名あれば差支えない。

　創立会員は，その職業上の立場から見て種

々異なっていることが望ましい。従って，周

囲の状況は一つの大分類（Major Classifica-

tion）の内から二つ乃至三つを充すことがや

むを得ないように思われる場合で払新しい

クラブを組織するに当っては各大分類の内の

小分類（Minor Classmcation）はなるべく一

つだけを充すにとどめておくことが望まし

いo

　或る職業分類に２人の入会候補者がある場

合は，他の条件がすべて対等であれば，クラ

ブの平均年齢を引下げるため，若い方を選ぶ

べきである。

　年長者又は隠退した人が多い地域に関し

（注1）特別の場合には，加盟認可委員会はモの自由裁量

　に於て創立会員が25名以下のクラブの加盟を承認する

　ことがある。（理48－49,61－62）
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て，事情の正当であることを認めた場合，理

事会はその裁量で25名の最小限の創立会員

中，シニア・アクチブ会員が12名以下のク

ラブの国際ロータリー加盟を承認することが

出来る。国際ロータリー加盟が承認された

時，そのクラブの創立会員であるシニア・ア

クチブ会員は，同時に他の如何なるクラブの

正会員，シニア・アクチブ又はバスト・サー

スビ会員資格を保持することは出来ない。

　新クラブの国際ロータリーヘの加盟を承認

するに当り国際ロータリー理事会は，現存の

クラブに違反逸脱行為があるとか又は誤解に

基づく何等かの妥協の有無というようなこと

は顧慮することなく，クラブ内の会員資格に

関する規定を厳守しなければならないし，又

厳守するであろう。もし地区ガバナーやその

特別代表がそのように努力しない場合には，

創立会員の何名かが会員資格の規定に従わな

いで選ばれているという理由で，クラブの加

盟が拒否されたり，延引されたりするような

困った事態が生ずるであろう。

　クラブの加盟申込書の一部として国際ロー

タリー理事会に提出された会員一覧表は，ク

ラブの完全な創立会員名簿とみなされる。加

盟に関して国際ロータリー理事会の決定が下

されない間は，この名簿に載っている以外に

新しく会員を入会させることはできない。

　入会金及び会費(Fees　and Dues)

　合衆国及びカナダに在るクラブで，少くと

もS20の入会金，S25の年会費を徴集しな

いクラブは理事会としてその加盟をみとめな

い。他の国々に於ては，地区ガバナーが，合

衆国及びカナダの新クラブに対して理事会が

決定した金額とそれぞれ同等の購買力のある

金額を新クラブの入会金及び年会費とすべき

である。

　加盟金(Charter Fee)

　仮クラブから国際ロータリーヘの加盟申込

書にはS 100 (米国通貨)の加盟金を添えね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

ばならない。

　加盟認証状(Club Charter)

　クラブが国際ロータリーに加盟を認められ

た時には，国際ロータリー会長，事務総長及

び地区ガバナーの署名のある加盟認証状

(Charter)が中央事務局から各クラブヘ発行

される。加盟認証状は犬切に保存しなければ

ならない。なるべく額に入れてクラブの本部

か例会場或は幹事の事務所の目につき易い処

に掲げておくのがよい。

　理事会によって国際ロータリーに加盟を許

された日からクラブは国際ロータリー内の公

式の構成単位クラブとなるのであって，これ

は認証状で伝達された日とは関係がない。

　スポンサー・クラブ(SponsorClubs)

　国際ロータリー加盟後の初めの数ヵ月間は

新クラブに援助を与えることが非常に重要だ

とされておるのでスポンサー・クラブは少く

とも一年間は，新クラブを援助するよう勧告

されておる。

　新クラブのプログラム

　　　　　（Programs for New Clubs）

　地区ガバナー，或は他のクラブ結成の任に

あたる者は，新クラブの最初の８週間乃至10

週間の例会のプログラムを隣接のクラブを通

して或はその他の方法によって，出来るだけ

用意してやる責任かおる。といって払それ

でスポンサー・クラブとして絶えず新クラブ

の世話をしなければならない責任が免ぜられ

たわけではない。このことは特に，ロータリ

ーが成立早々の国のクラブに適用されるもの

である。（新クラブ結成方針の終り）

大都市に追加クラブ

　　(Additional Clubs in Large Cities)
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既にロータリー・クラブのある大都市に更

にクラブを結成することに関して国際ロータ

リー理事会は次のような決議を採択した。即

ち：

　国際ロータリー細則に，若し都市，自治区

又は市域に於て一つ又はそれ以上の明確な商

業上の中心かおる場合には，それぞれの中心

地に現在あるロータリー・クラブ以外にクラ

ブを結成し，国際ロータリーに加盟させるこ

とができる。但しこの場合には，既存のクラ

ブが新クラブに，その区域を割譲し且つその

クラブ結成を承認しなければならない，とい

う規定かおり，更に又，

　国際ロータリー細則にはロータリー・クラ

ブがその区域内に新たに一つ又はそれ以上の

クラブの結成を承認する場合には，既存のク

ラブは新しいクラブの区域内からその事業の

業務乃至専門業の活動範囲が全市域に及ぶ会

員を入会させる権利を保持するという条件が

あり，又この制限は新しく出来る一又は二以

上のクラブを拘束する，という規定かおり，

更に又，

　国際ロータリー理事会は，既存の大きなク

ラブの地域内に含まれていて，明確な商業上

の中心とみなされる処にクラブを結成するこ

とは，ロータリーの利益の為に極めて良いこ

とであるとの意見を持っているが故に，

　国際ロータリー理事会は，必要以上に広汎

であるか或は不明確な区域を有するクラブ

は，すべからくその区域の一部を割譲して，

ロータリーの会員となる特典をその地域社会

の更に多くの人に享有させるようにすべきで

あることを決議する。更に，

　国際ロータリー事務総長はこの決議に対し

関係各クラブの注意を喚起すべきであること

を茲に決議する｡」（理48－49，58－59）

　理事会は，ロータリー界の変動する人口分

布が必ず大都市中心部に集中する結果になる

ことを認識し，既存クラブから譲渡された区

域内の明確な商業上の中心とみなされる所に

クラブを結成するのが賢明であることが活気

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

ロータリーの拡大

あるクラブの成功，活動力により明かにされ

又それに応じて，既存クラブの活気ある発

展，ひいてはロータリー全休の増強をもたら

す事により立証されると考えている。

　そこで理事会は，既存クラブの区域にある

明確に商業上の中心地とみなされる所にクラ

ブを結成するのがロータリーに取って最も有

利であるということに決定し，地区ガバナー

に対し，実行可能な場合には既存クラブによ

る区域の譲渡のうえ斯様な区域に追加クラブ

の結成を奨励している。（理63－64）

　（都市境界変更のロータリー･クラブ区域に

及ぼす影響については144頁参照）

　理事会は既存クラブが不必要に地域限界を

拡大することを好ましく思っていない。（理

62－63）

　現存するクラブによって割譲された区域内

に結成されたクラブの国際ロータリー加盟に

関して，国際ロータリー細則の規定実行に関

する総ての情報と指導のための解釈を，理事

会は次のように決定した。

　（ｲ）区域の割譲及びその場所へのクラブ結

成は，国際ロータリーの規則の関係条項とク

ラブ結成に関する理事会の一般方針に注意深

く且つ良心的に従って行われなければならな

い。

　（ﾛ）国際ロータリー細則第１条第１節㈲項

に規定されている「一又はそれ以上の明確な

商業上の中心」とは，地理的に明瞭に境界を

限定し得る一又はそれ以上の場所であって，

少くとも理事会の随時規定している新クラブ

結成に必要な最少限の職業分類を有する場所

を意味すると解釈されている。

　㈲「明確な商業上の中心」に住宅地域も含

まれるものとする。

　㈲　その市の主要な商業又は取引の中心か

ら離れて市の行政圏内に二又はそれ以上の

「明確な商業上の中心」かおり，その何れの

中心も強力且つ活動的なロータリー・クラブ

73－
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として種々の会員を持つこがと不可能な場

合，それ等商業上の中心が合同すれば，理事

会の新クラブ結成方針の声胴中に規定されて

いる「場所」を構成することになるような

商業上の中心を二又はそれ以上含む割譲され

た地域内に一クラブを結成することが出来

る。

　師）国際ロータリー細則第１条第１節の規

定の下に所在市の行政圏外の区域を割譲する

クラブは，事業の執行任務又は専門的職業活

動の範囲が全市，区に又は他の市域にわたる

会員をその割譲した区域から入会せしめる権

利を保有することが出来る。（理59－60，64

－65）

仮ロータリー・クラブの結成

　(Organizing Provisional Rotary Clubs)

　もともと他のクラブから割譲された区域内

に所在するクラブによって更に割譲された区

域に仮クラブを結成するに当っては，スポン

サー・クラブ又は地区ガバナーは元のクラブ

から文書を以て新クラブ結成承認の意志表示

を受取ること，そして斯様な意志表示は新ク

ラブの申込書類に伴うこと等が望ましい。

他のサービスクラブのある地域社会

(Communities with Other ServiceClubs)

　或る地域社会にロータリー・クラブを結成

せんとする試みがうまく行かない場合の主要

な原因として，既にその地にサービス・クラ

ブかおるという事実が挙げられる例が少くな

い。然し地域社会に既にサービス・クラブが

存在するということは，その地域社会がロー

タリー・クラブを保持出来ないということを

決定する要素とはならない。（理45－46）

クラプ加盟承認委員会

　Ｔ【Ａｄｍｉ卵ign of C】ubs Committee）

　国際ロータリー理事会はその理事の内２名

を，理事会に代って，クラブの国際ロータリ

ーヘの加盟承認委員に任命する。欧州内に居

住する理事１名は，欧州，北アフリカ及び東

地中海地域のクラブ加盟を理事会に代って担

当し，他の１名の理事は英本国及びアイルラ

ンドを除く殊余の地域を担当する。しかし，

英本国及びアイルランドのクラブの加盟に関

してはグレート・ブリテソ及びアイルランド

国際ロータリーが国際ロータリーに代って行

うことになっている。

　ロータリー・クラブの存在しない国又は地

理的地域にロータリーの拡大をなす認可を与

えること，及び戦争のためにさきにその加盟

が解消したクラブを国際ロータリーに再加盟

させることに関しては，国際ロータリー理事

会は特に国際ロータリー会長にその任務を委

嘱している。

クラプ加盟承認委員の権限と任務

　(Terms of Pefrence for Admission

　　　　　　　　of Clubs CQmmittee)

　本委員会の委員は仮クラブから提出された

国際ロータリー加盟申込を一定の方針及び手

続に従って審査し，承認を与えるか与えない

かのいずれかに決定する。

　クラブの加盟申込に対し委員が２名共賛成

の場合は，事務総長はこの決定を理事会の決

定として公表し，理事会は次回の会合に於て

これを批准する。クラブの加盟申込に対し委

員の何れかの１名が不賛成の場合は，この決

定は公表せず，事務総長は問題を次回の理事

会における協議事項に加えるものとする。

　委員の内１名がクラブの加盟申込に関し決

定を与えることができない場合は，事務総長

は問題を会長の手に移し，その指示を仰ぐ。

　仮クラブの定款が標準クラブ定款に合致し

ない場合はその国際ロータリーヘの加盟は本

委員会に於て決定せず，国際ロータリー細則

－74－

第１条第２項㈲の規定により，理事会の決

定に委ねられる。但し，標準クラブ定款より

の逸脱が或る地域に対する理事会の既定の方

針と一致する場合は，本委員にかかる申込を

承認する権限が与えられている。(理64－65)

　クラブ結成について商い基準を維持し，徒

らにロータリー・クラブの数を増すことより

もむしろよりよきロータリアンをつぐるとい

う方針を厳格に守るよう強調すべきである。

このために，理事会は本委員会に対し，加盟

申込を審査する際には創立会員の職業分類を

十分批判的に調査するよう警告している｡(理

47－48，48－49)

国際ロータリーヘの加盟

　(Admission to Membership in R.I.)

　加盟申込の書類が正しく出来ているかどう

かを調べるのは地区ガバナー（地区ガバナー

が結成沢に出席しない時は特別代表）の責任

である。

　国際ロータリー理事会は国際大会即ち全ロ

ータリー・クラブに対して，加盟を許された

各クラブが基本的な加盟条件を充しているか

どうかを注意する責任がある。従って理事会

は何処までもこれらの条件の厳守を主張しな

ければならない。

　クラブが加盟を承認されると直ちに事務総

長から地区ガバナーに対し通知が送られ，更

に地区ガバナーからクラブに対し国際ロータ

リーに加盟を認められた旨を通告することに

なっている。

　加盟申込書が事務総長の手を経て理事会に

提出されるのと同様，加盟認証状（Charter）

も事務総長の手を経て地区ガバナーに送付さ

れるのである。地区ガバナーはこの加盟認証

状に署名した後，地区ガバナー若くはその特

別代表から加盟祝賀の特別会合に於てクラブ

に伝達されるのである。

　英本国及びアイルランドのクラブに対する

1=2－タリーの拡大

加盟認証状は，グレートブリテソ及びアイル

ラソド国際ロータリーに送付され，その会長

及び事務長が署名した上各クラブに伝達され

ることになっている。

　クラブに対して発せられる加盟認証状は，

理事会が国際ロータリーの公式用語として認

めている英語を以て書かれることになってい

る。（理53－54）

　国際ロータリーに加盟を認められた時にク

ラブに加盟認証番号（Charter Number）を与

える方式は1951年７月１日を以て中止せら

れた。（理50－51）

　新クラブが地区ガバナーの居住地から遠距

離の処にある場合には，加盟認証状伝遠火を

彼の公式訪問と同じ時に行うとか，或は特別

代表若しくはスポンサー・クラブの他の会員

が地区ガバナーの代理をつとめることによっ

て，国際ロータリーの資金を節約するよう留

意しなければならない。（理35－36）

ロータリーが活動を停止した地域にク

ラブを再建する場合に守るべき原則

　(Principles for Re-Establishing Clubs

　xVhere Rotary Has Ceas(?d to Function)

　ロータリーが活動を停止した地域にクラブ

を再建しようと企てる場合には，次の原則に

考慮を払わなくてはならない：即ち，

　（1）かつてロータリーの会員であったこ

と，或は以前にロータリーの役員を動めたと

いうことは必ずしもロータリーの会員になる

特典を意味しない。

　（2）クラブの再建は,クラブの運営,会費の

支払その他の事項に関する細目が完全に整う

まで引き延ばす必要はない。クラブ再建は一

つの建設の力であり，従って大いに歓迎すべ

きものであって，その国におけるロータリー

再建に明かに援助となると考えられている。

　（3）クラブの再建を欲する場合には，その
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国が確固たる政府を有しているか，その政府

がロータリー・クラブの再建とロータリーの

理想の普及に好意を有しているかどうかを確

めなければならない。

　（4）その国又は地域には，以前のロータリ

ー会員が未だに生存活動していて，府かもそ

の数が彼等を中心に新しいクラブを（新設の

場合にも再建の場合にも）結成するのに十分

の数かおるかどうかを確めなければならな

いo

　（5）その固の社会組織が果して個々のロー

タリアンに個人の啓発と個人の主導性とを許

すような組織になっているかどうかを確める

必要がある。

　（6）クラブ再建への如何なる行動もそのた

めに指名された有能な委員会の調査と勧告が

あって後に行うのでなければならない。（理

42－43）

国際協議会と拡大

　(Extension at lnternationaI Assembly)

　新クラブ結成についての問題を，それにつ

いて十分知識かおり叉熱意を有する者によっ

て国際協議会(lntemational Assembly)のプ

l==･グラムに上程することは重要なことであ

る。このような企画に於て，地区内の新クラ

ブ結成を促進するためにガバナーの利用し得

る援助及び手段,即ち,拡大地区委員会，特別

代表，地区ガバナー拡大補助の任命などを特

に強調すべきである。なおこの外に，国際協

議会に於ては中央事務局と地区ガバナーとが

個々に接触して各地区に於けるロータリー拡

大の可能性を論ずるようにすべぎである。(理

45－46，50－51)

新クラプヘの援助

　　　　　(Assistance to New Clubs)

　国際ロータリーに加盟当初の数ヵ月間，新

クラブに援助を与えるということは特に重要

なことであると考えられる。従って，スポン

サー・クラブは少くとも１ヵ年間新クラブを

援助すべきである。（理42－43）

　新クラブが加入した際には，近隣のクラブ

及び地区内にいる国際ロータリーの元役員に

対しこの旨通知すべきで，それらの元役員及

び近隣クラブ会員の訪問は新クラブの激励に

役立つものである。（理35－36）
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財　政　問　題

(Finanda1 Matters)

　国際ロータリー定款及び細則は，理事会が

国際ロータリーの事務及び財政を管理し，且

つ毎会計年度の予算を決定しなければならな

いことを規定している。

財政委員会（Finance Committee）

　細則は叉，会長によって任命すべき財政委

員会について規定している。此の委員会は理

事会に対し年間予算を提供し，国際ロータリ

ー財政に関する総てを管理し，且つ理事会に

対し之れが処理について進言する。

　財政委員会への委託条項は，国際ロータリ

ー細則に定められてある。（第13条第10節）

　国際ロータリーの財政問題に関する如何な

る決定払正規機関を通してのみなさるべき

ものであり，そして非公式の財政取極めは，

財政委員会による再検討に付し且つ後に必要

に応じて理事会に進言しなければならない。

（理46－47）

　財政に問することで理事会に提出すべき総

ての事柄は，理事会によって最後の決定をな

す以前に，出来るだけ審議し，そして理事会

に勧告するためこれを財政委員会に付託しな

ければならない。（理46－47）

国際ロータリー資金の投資

　　　(lnvestment of Funds of R.I.)

　理事会は，国際ロータリー資金の投資及び

再投資に関する方針及手続を次のようになす

べきことを決定した。

　投　資

　出　理事会は当座の目的に不必要な金で長

期一般資金投資のため別にしておく金額を時

時明示しなければならない｡それに関しては，

斯く指定された金額は以前に長期一般資金投

資のため購入された証券の販売より生じた収

入を除くものであり且つ，斯様な収入は別に

理事会の指定をまたず長期一般資金投資に使

用することができるものであるということな

どが了解されている。原則として，国際ロー

タリー資金の長期投資及び再投資は，その組

織が法人化され且つその登録されている事務

所のある国において行わるべきものとする。

　（2）国際ロータリーの一般資金投資有価証

券帳簿価格の五割を超えざる程度まで，そし

て国際ロータリー本拠建築物置換資金有価証

券帳簿価格の五割を超えざる程度までは，信

用の商い銘柄株券とすることができ，そして

残部の有価証券は優良な国債，市債又は公僕

でなければならない。

　（3）財政委員会の中から会長が指名する３

名よりなる小委員会は，投資顧問と協議した

後に上記委員会過半数の同意があれば，国際

ロータリーを代表して債券を売買又は譲渡す

る全権を有する。総て斯様な取引は直ちに財

政委員会及び会長に報告し，委員会によって

次の理事会に報告されなければならない。
理
司

ぐ
　
６
）

56－57，57－58，59－60，61－62，62－

国際ロータリーの会計年度

　　　　　　　　(Fiscal Yearof R.I.)

　国際ロータリーの会計年度は７月１日に始

まり６月30日に終る。人頭分担金及び購読

－77－
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料金の集金は，７月１日より12月31日迄と

１月１日より６月30日の二半期に分かれて

いる。

国際ロータリーの歳入

　　　　　　　　　(Revenue of R.I.)

　国際ロータリーの歳入の重要財源は，加盟

クラブよりの人頭分担金，国際大会登録料，

新クラブよりの加盟料金，機関雑誌の購読料

及び広告料，並びに投資に対する利益金等で

ある。

人頭分担金（Per Capita Dues）

　各クラブは国際ロータリーに，そのクラブ

の各正会員，シニア・アクチブ及びバスト・

サービス会員１人当り年額６ドルの分担金

を，毎年７月１日及び１月１日に，当日の会

員数に基づいて分納する。

　細則は理事会が適当と認める人頭分担金の

割当をすることを規定している。

　細則は又，如何なる国の通貨でも，その国

のロータリー・クラブが国際ロータリーに対

するその負担を果すに，自国通貨を過剰に支

払わなければならない程度に下落した場合に

は，理事会は，その国のクラブよりの支払額

を調節することができることを規定してい

る。

　新加入クラブ:支払期直前の５月15日又

はそれ以前に新たに加入されたクラブに限

り，７月１日における会員数を証明し，その

日付で人頭分担金を支払うよう要求されてい

る。同様，支払期直前の11月15日又はそれ

以前に加盟された新クラブに限り１月:L日に

おける会員数を証明し，その日付で人頭分担

金の支払を要求されている。

　払戻又は比例割当：半期に入ってから後

に退会した会員に対する人頭分担金について

は，クラブは国際ロータリーから払戻を受け

ることはできない。一方クラブは，半期間に

入会した新会員に対しては，比例割当人頭分

担金を支払う必要はない。クラブ及び国際ロ

ータリーの会計年度は同様であるため，即ち

７月１日より６月30日，時としては（クラ

ブがその会費を徴収しない前に）７月１日及

び１月１日に支払うべき人頭分担金及ロータ

リアン購読料を早期に支払ったクラブが，後

に至り会員がその期間の会費を支払わないで

死亡したとか，退会した会員の国際ロータリ

ーに対する人頭分担企及購読料を支払ったと

いうことを発見することがある。斯様な場

合，理事会は国際ロータリー事務総長にその

事情に応じて必要な調節をなし払戻をなす権

限を与えている。

ロータリアン誌の購読

　　　(Subscriptions to The Rotarian)

　ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＩＡＮ の購読料は，合衆国，

カナダ，キューバ，及びその他最低郵便料金

を採用している国においては，合衆国貨幣で

年２ドル，その他総ての国においては合衆附

貨幣で年2.50ドルである。

　合衆国及びカナダにおける各クラブではそ

の各正会員，シニア・アクチブ及びバスト・

サービス会員はＴＨＥ ＲＯＴＡＲＩＡＮ の料金

を支払った購読者となるべきことを，会員資

格の条件にすることが要求されている。（囚

際ロータリー細則第18条，第２節）

レビスタ・ロータリアの購読

　　（Subscriptions to Revista Rotaria）

　雑誌のスペイソ斎服，レビスタ・ロータリ

アの購読は自由である。レビスタ・ロータリ

アの正規の購読料は3.75ドルである。　国際

奉仕用の年間購読料は3. 50 ドルである。

-78-

国際ロータリーの経費

　　　　　　　　(Expenses of R.I.)

　理事会:理事は，国際大会，国際協議会，

指定せられた地区大会，定例及び臨時理事会

及びその運営委員会，事務局への公式訪問，

及び理事会にて委任した特別の旅行，並びに

国際ロータリーに請求すべき事務所費及び事

務員の費用等の諸経費は報償せられる。

　理事会は次の決定をした。即ち，

　（ｲ）毎年「国際ロータリー会長ノミニー」

がある場合には，次の理事として，最後の理

事会，国際協議会及び国際大会に出席するに

要する経費は国際ロータリーによって支払わ

れるであろう：

　（ﾛ）そこに一人以上の会長に対するノミニ

ーがある年には，次の理事として，暫定理事

会及び国際大会に出席するに要した枝道会長

の経費は毎年国際ロータリーによって支払わ

れるであろう。

　㈲　国際ロータリーは，アメリカ合衆国及

びカナダ以外よりの理事ノミニー，並びに，

カナダより及び合衆国内地帯よりの反対者の

ない理事候補者の，最後の理事会，国際協議

会及び国際大会への出席に要する経費を支払

うであろう：

　㈲　理事指名に競争があるため，合衆国に

おける地帯よりのノミニー及びカナダよりの

ノミニーが，国際大会以前に分らない場合に

は，アメリカ合衆国の斯様な地帯又はカナダ

からの枝選理事が次期理事の暫定理事会及び

国際大会に出席するに要した経費は，国際口

－タリーによって支払われるであろう。（理

60－61）

　委員会:国際ロータリーの委員長は，国際

ロータリーに請求すべき色々な事務費及び事

務員の費用，若し予め理事会によって認可せ

られておれば，国際大会及び国際協議会に出

席する旅費並びに理事会によって認可され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

財　政　問　題

た，或は委員会の年間行事に問する理事会の

指示中に含まれた，及び理事会によって認可

せられた場合には，その委員会の会合を計画

するための特別旅行の費用を報償せられる。

　委員会の委員は，理事会の認可のあった場

合に，その委員会に出席する費用，及びその

為に国際ロータリーに請求すべき事務費及び

事務員費を報償せられる。

　国際ロータリー理事会又は会長が特にその

出席を要求し且つその費用を認可しない限

り，例え招待せられたとしても，他の組織の

会合に出席するための費用を，国際ロータリ

ー委員会の費用より支払うことは，国際ロー

タリーの方針に反する。

　地区ガバナー：各ガバナーにはその任期の

初めに，任務を遂行する経費を償うために，

理事会で承認された予算が交付される。例え

ば，クラブ訪問，地区協議会及び地区大会出

席等に要する旅費，月信発送，事務費，文房

具，郵税，電信電話等の費用，事務費は地区

内クラブ数に基礎をおいて見積られる。

　旅費の見積は，地区内クラブ数，距離及び

その費用等に基礎をおいて行われる。国際ロ

ータリーは単にその地区内の旅行に要するガ

バナーの個人的経費のみを支払う。ガバナー･

ノミニーとして国際協議会及び大会に出席す

る経費を除いては，国際ロータリーはガバナ

ーの所管地区以外の旅行費は一切支払わな

い。

　地区ガバナーが第２期に指名せられた場合

国際協議会に２度目の出席は差支えないが，

２度目の協議会への出席費用は国際ロータリ

ーによって支払われない。（理55－56，57－

58）

　理事会は次の方針を採用した。

　（ｲ）ガバナーに対する予算配当は，全クラ

ブに公平且つ十分の貢献の出来るような割合

の予定表に基づいて行われなければならな

い。従って，理事会は予算を採用し，割当を

行うに当っては，各種活動の関係する基礎の

79-
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上に経費を分配する。理事会は，斯様な分配

の基礎は根本的には各地区内において年々大

なる変化のないものであるとの意見を堅持し

ている。というのは，激烈なる変化は之等の

活動の均衡を破るものであるからである。

　（ﾛ）国際ロータリーによって支払われるガ

バナーの経費は，ガバナーの予算割当の総額

を超えてはならないということは命金的なも

のである。若し不慮の事情の為，追加費用を

要する場合には，斯様な経費を必要とする以

前に，追加割当請求を理事会の承認を得るた

め提出しなければならない。（理41－42）

　国際協議会:国際ロータリーの経費で協議

会に出席するよう国際ロータリー理事会によ

って認可された人は旅費及びホテルの費用が

報償される。

　国際協議会は，国際ロータリー運営上最も

重要な国際的会合である。　そして1948年に

初めて提案されたように２箇所以上の地帯別

協議会に分けるよりも寧ろ常に単一協議会と

して開催し十分に力を入れる必要がある。猶

お，協議会は大会の付近というよりも，寧ろ

ガバナーノミニー及び国際ロータリー代表ノ

ミニーの数及び所在地の立場から便利で経済

的な場所に開かれなければならない。

　理事会は次のことを決定した：

　情状酌量の存在する場合に（不可避的旅行

の遅延，病気その他）会長が一般規定に対し

て除外例を承認した場合以外，参加者その他

国際協議会に列席するものの経費支出は全期

間出席する基礎の下においてのみ承認されて

いる。（理53－54）

　同一役に２旋目に指名された被指名役員

は，その役名において２旋回の国際協議会に

出席することが出来るが，その人の出席費用

は国際ロータリーによっては１回分より以外

には支出されない。（理55－56，57－58）

　他の経費は，協議会において職務を命ぜら

れた事務局職員，翻訳勤務，接待，印刷及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

その他の経費を含む。

　国際大会:此の経費は，国際ロータリーの

費用で国際大会に出席するよう国際ロータリ

ー理事会によって承認された人達の旅行費及

びホテル費等と共に，国際大会に必要な総て

の運営及び歓待費等を含む。

　同一役に２旋回に指名された如何なる被指

名役員払その被指名役員としての出席費用

は１圓の国際大会の分よりも多く国際ロータ

リーによって支払を受けることはできない。

　新クラブ結成:此の経費は，新クラブ結成

に関係して，ガバナー叉は拡大補助者の旅村

費を含む。

　新クラブ創立における特別代表の費用は除

外例的な場合，即ちガバナーが予め国際ロー

タリーの事務総長又は会長から斯様な支払の

許可を得た範囲内においてのみ支払われるも

の懲ある。（理37－38）

　理事会は次の件を決定した:

　ガバナーが新クラブ結成及びチャーター伝

達に関して合衆国貨幣50ドル以上の経費を

かけ又は経費をかけんとする以前に，ガバナ

ーは，その経費がえられるかどうかを事務総

長に相談する。斯様な場合，国際ロータリー

事務総長が“新クラブ結成のため地区ガバナ

ーその他の旅費”に対する割当の中からの資

金の利用度を決定する責任を有することが定

められている。斯様な決定をするに当り，事

務総長は，その使用期間にその割当から流用

しなければならない総てのおりうる要求を考

慮に入れなければならない。（理40－41）

　前記事項は,新クラブ創立に関連して50ド

ルの経費が許されているということを規定し

ない。若し50ドル又はその一部が，新クラ

ブ創立に用いられなかったとして払その金

額は，ガバナーがその他の経費に充当するこ

とは出来ない。

　ョー1==･ッパ大陸，北アフリカ及び東地中海

地域における特別代表の経費支弁認可をする
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ことについては，理事会は，事務総長に代り

その名において斯様な件についてはその地域

の事務次長が当るよう指示している。（理37

－38）

　会長:会長事務費及び旅行費は，若し自分

の市に事務所があればその事務所の借料，文

房具，支給品，郵税，電信電話，必要な秘書

及び事務的職務その他規定せられざる会長の

出張旅費等を含む。

　国際ロータリー会長として順序良く且つ満

足に退職するに必要且つ適当な経費は報償せ

られる。（理60－61）

　会長技指名者:会長としての職務につく準

備に要する必要で適当な経費は毎年会長ノミ

ニーに報償されるであろう。（理60－61）

　地区又は国際地域大会に於ける国際ロータ

リー会長代理:実行可能な限り，理事会の一

員又は他の国際ロータリー会長代理が，各地

区或は国際地域大会に出席するよう，その旅

費は国際ロータリーの負担において選定せら

れる。若しその人が夫人を同伴する場合に

は，夫人の費用も国際ロータリーによって報

償せられる。

　現及び元役員の訪問：此の費目は，国際ロ

ータリーの要求によって，クラブを訪問し，

話をする現及び元役員（及び特別の場合他の

有資格ロータリアン）の旅費を含む。之れは

ガバナー以外，国際ロータリーの役員又は代

表の訪問を受けることのない多数のクラブに

対して有用な奉仕である。

　事務局：（アメリカ合衆国イリノ刊ヽﾄlエバ

ソストン及びスイス国チューリッヒにある事

務局費用は，事務員給料，エバソストソにお

ける国際ロータリー中央事務局の建築物管

理,及びチューリッヒにおける事務所信室料，

文房具，材料，郵税，速達料，電信電話，謄

写料，印刷料，無料配布小冊子類，家具類及

び設備品の償却及修繕，保険及税金，監査，

雑費その他を含む。　　　　　　　　　　‥

財　政　問　題

　ロータリアン誌及レビスタ・ロータリア：

ロータリアン及びレビスタ・ロータリアの費

用は，職員の給料，文房具,｡材料その他，原

稿，在庫用紙，印刷。郵税及びその他雑誌発

行に普通必要な経費を含む。

監査報告の配布

　　(Distribution of Auditor's Report)

　理事会により承認された前会計年度の経理

状況について，監査人の報告を要約したもの

は之れを印刷に付し，年々各クラブ幹事宛，

現及び元国際ロータリー役員及び委員等，国

際ロータリー・ニュース発送名簿にある人々

に配布すべきものとする。（理49－50）

国際ロータリー資金の支出

　　　　(EXPenditures of R.I. Funds)

　一般手続:以下は，国際ロータリーの資金

支出に関する一般手続の簡単な要綱である：

　理事会は，その支出について責任を持つガ

バナー及びその他の人によって支出せらるべ

き予算配布（又は債権）を可決する責任を持

つ。斯様な予算配布又（は債権）は国際ロータ

リーによる年間予算編成を通じて作られる。

此の予算には，来るべき年度の総ての見積経

費が盛られる。理事会が予算を承認したとき

には，それぞれの予算配有額（又は債権）が

決定するのである。予算の各費用はそれにつ

いて必要と思われるところを基礎とし又はそ

の一部に対して脱衣せられるものであると了

解せられている。換言すれば，各細目は最大

限度として配布したもので，若し誰かがその

最大限以下で予算を賄えば，それだけ国際ロ

ータリーの財政が保存せられることになるの

である。

　一方（茲に完全なる諒解がなげればならな

いことであるが）如何なる目的であって払

配布された予算（又は債権）以上の支出は予
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め理事会の承認なしでは使ってはならない。

　支払役員である事務総長及び財務長にとっ

て，又会長及び理事会にとっても支払をなす

のに何等の予算（又は債権）も現存していな

い場合に，支払要求をされると当惑するもの

である。

　若し支払行為者が常に既定予算（又は債権）

内に留めるようにし，追加支出は予め追加予

算を提出して理事会の承認を得る迄は支出を

しないようにすれば，淮にも又理事会をも当

惑せしめることはない。

　或予算が特定目的のために作られている場

合には，例えばガバナー・ノミニーの国際協

議会出席の経費の顛きは，予め理事会の承認

なしでは他の費用に転用してはならない。

支出報告（Expense Statements）

　理事，ガバナーその他は，彼等の支出を書

きつけておいて，月末にその簡単な報告書を

事務総長に提出することによって国際ロータ

リーの経費の中から支払を受ける。

　国際ロータリーの用務に従事する時の国際

ロータリー役員及委員の経費支払は，その費

用が国際ロータリーでぎめられた範囲を相当

離れている場合には，国際ロータリー会長及

び事務総長の承認をえなければならない。此

の際“相当の変更”の判断は事務総長の決定

による。（理51－52）

国際ロータリー旅費

　　　　　(R.I.Travel Expenditures)

　国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

における旅行費の説明である，次の方針を採

用した。

一　般　方　針

(General Policy)

　国際ロータリーの用件で旅行する時の，国

際ロータリーの役員，委員会委員等々の旅費

を支弁することは，国際ロータリーの方針で

ある。　国際ロータリーの費用で旅行する人

は，適当な安楽さで旅行し且つ彼等の個人的

な用事に要する時間に対する請求等で矛盾の

ないような，あらゆる方法で，組織の資金保

存に助力するよう信頼されている。

　単に個人輸送の実費だけが弁償されること

になっている。故に，次の表に規定してある

ものよりも少い料金で旅行する場合は，何人

と雖もその人が旅行した少い料金で弁償を受

ける権利があるのであって，規定された最高

料金ではない。

　　　　　　弁　償　経　費

　　　　（Reimbursable Expenses）

　合衆国及びカナダ国内旅行

　（Travel in united States and Canada）

　1.　最直線に基づく一等鉄道運賃，又は最

低料金，及びプルマソ（寝台小個室又は特別

客車）又はゼット機旅行の追加料金を台む一

等航空料金。

　2.食費一日当６下ル。

　3.雑費一日当２ドル。

　4.ホテル室料一日当６ドル。

　大洋旅行（Trans-Oceanic Trave1）

　1.寝台付及びゼット機旅行の追加料金を

台む一等航空料金，又は航空料金を超えざる

汽船料金。

　2.船中経費，一日当４ドル又は金航海中

30ドル，何れか多い方。

　3.　港手当，必要な場合。

　4.旅券料金，払戻しのきかない入国税，

その他。

　ヨーロッパ旅行（Travel in Europe）
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　1.必要な場合寝台券と共に一等鉄道料

金，又は，ゼット機旅行の追加料金を台む一

等航空料金。

　2.　食費一日当30スイス・フラソ。

　3.　雑費一日当10スイス・フラソ。

　4.　ホテル室耕一日当24スイス・フラソ。

　その他地域の旅行(Trave1 Elsewhere)

　他の地域に国際ロータリーの費用を以て旅

行するよう命ぜられた人は上表に必要な修正

を行って適用するものとす。

　　(注：若し或都市で上記の料金が不足を

　　証明されれば，適当な宿泊に要した実費

　　は，国際ロータリーによって弁償される

　　であろう。)

　途中及び会議出席中の日数[Time En

　Route and Attendanceat]V[eetings]

　すべての旅行は，途中に要する適当で最短

の日数と公務の満足な完成と矛盾しない割当

の基礎とその人が招かれた全部の会議又は集

会に参加したという条件の下に見債られ且つ

弁償されるであろう。上記の規定は単に特別

な事情の下においてのみ修正することができ

る。

　弁　償(Reimbursement)

　普通，上記の弁償経費の一覧表を指針とし

て用い，国際ロータリーは，署名されたその

人の経費の計算書を受取った上で，個人に支

弁するであろう。

　個人が国際協議会及び国際大会以外のロー

タリーの用事で旅行する前渡旅費を請求する

場合には，事務総長は，上記一覧表を指針と

して計算した経費の概算を前渡するよう命ぜ

ちれている。斯様な前渡金は，その個人によ

って，その旅行の完了した時に提出せられた

経費計算書で証明されなければならない。

　個人が国際協議会及び又は国際大会への旅

費前渡を請求する場合には，事務総長は前渡

財　攻　問　題

支払をなすよう命ぜられている。但し

　（ｲ）予め個人から，選んだ旅行方法と等級

の書いてある彼の予想旅費の証明書を受取る

こと。

　（ﾛ）事務総長は予想旅費が上記一覧表に規

定された最高を超えざることを確認し，且つ

その費用が一般料金と符合していることを確

めること。

　此の予想旅費に事務総長は，それぞれ必要

で適当な額を概算の上，ホテル宿泊料,食費，

及び要求があれば雑費を加えなければならな

いo

　これらの事情の下に前渡金を出された場合

には経費計算書の提出は要求されないであろ

う。

　地区ガバナーによる所管地区内旅行

　国際ロータリーは，地区ガバナーの所属地

区内旅行の実費を支弁するであろう，然し，

上記最高額を超過しないこと，及びその総実

費がその割当られた予算範囲内であることを

条件とする。

　自動車旅行

　自動車旅行は認められている。但し斯様な

旅行の経費は，ゼット機の追加料金を含む一

等航空料金及び斯様なホテル料金及び食費並

びに航空旅行に伴う途中の雑費等の合計より

大ならざることを要す。此の規定は，地区ガ

バナーがその人自身の地区内を自動車で旅行

するのには適用されない。

(注:国際協議会及び／又は国際大会のみへの旅行のため，

　　夫人同伴の個人は，上記一覧表に規定された旅費以下で

　　旅行し，最高額を請求してその差を以って夫人の旅費に

　　当てることを望むことを示せば，規定された最高旅費で

　　支弁されうるがその金額は個人とその夫人の合計分とし

　　て実際に支払われた運賃であって且つ絶対に一名分の一

　　等料金を超えてはならぬものとする。前渡支弁の場合

　　は，斯様な個人は予め此の規定適用の意志を事務総長に

　　証明しなければならない。何れの場合でも，彼は，此の

　　手配に基づく彼の旅行計画が，その事務引受け直前に，

　　彼が地区協議会並びに所属地区大会に出席するのを妨げ

　　なかったこと及び妨げないであろうことを証明しなけれ

　　ばならない｡)

－83－
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　合衆国においてロータリーの用務で自動車

旅行の料金率は自動車車庫賃借料を含む自動

車使用に関するすべての経費を網羅するもの

として，一マイル当７セントとす。自動車運

転費の商い他の国においては，その料金率及

び手当は，それに応じて商くするものとす。

　上記は国際ロータリーが団体旅行を行うと

き･に実際可能である割引料金及び(又は)国際

ロータリーヘの手数料を受取ることを防止し

てはならない。但しその旅行は上記と同様の

等級であるということが条件でなければなら

ない。(理48－49，50－51，52－53,55－56，

56－57，57－58，59－60，60－61，63－64)

　理事会は副会長及び理事がロータリー用務

で旅行する費用について，国際ロータリーに

よる支払の方針を次の如く定めた。

　1.理事の歳費は次に示す事項に適当で必

要な経費を含む。

　　(ｲ)現役期間に開催せられる国際大会及

　　　び国際協議会への出席。

　　(ﾛ)定例及び臨時理事会及び理事会の委

　　　員会への出席。

　　㈲　国際ロータリーヘの公式訪問。

　　㈲　ロータリー用務の下に特別に認めら

　　　れた旅行。

　　(ﾎ)指定せられた地区大会又は国際地域

　　　大会出席に夫人を伴う旅行。

　　㈲　自分の見解で必要と認めるクラブ及

　　　び他のロータリー機関への訪問，但し

　　　その費用は年間理事１人につき400ド

　　　ルを超えることは出来ない。

　2.上記㈲項にいう特別に認められた旅行

は，会長又は理事会に代って事務総長によっ

て，国際ロータリーの利益のためと，それに

対する予算処置のとられた経費の範囲内にお

いて要求せられたものでなければならない。

　3.理事は，特別の規定を作らない限り上

記に規定せられたもの以外，如何なる費用も

国際ロータリーにかけてはならない。

　4.　以上は理事の旅費の国際ロータリーに

よる支払に関し，これと異なる如何なるこれ

までの理事会決定にも代り，前の決定を無効

にするものである｡づ理40－41，42－43）

　上記の方針はその実行と効力において継続

すべきものである。国際ロータリーの費用で

旅行するものの旅費概算を作成し提出するに

当っては，中央事務局は理事会において決定

した基礎的旅行方針に従って計算しなければ

ならない。（理42－43）

旅行のための国際ロータリー資金

　　(R.I. Funds for TraveI Purposes)

　如何なる国にある国際ロータリー資金も公

式に聞かれた会合に，国際ロータリーの費用

で旅行するロータリアンに対して報償するた

めに，之れを利用して差支えたい。如何なる

国における国際ロータリー資金払その人が

ロータリアンであろうとあるまいと，通貨両

替その他の為に之れを提供することは，国際

ロータリーの方針ではない。（理47－48，58

－59）

自動車責任保険

　　(Automobile Liabilitylnsurance)

　理事会は，自動車旅行に関連する不慮の責

任保険について次の如き決定をなした。

　理事会は，国際ロータリー各役員，理事，

ガバナー，委員，職員等で自動車を運転する

ものは公的責任及び財産破損保険の適当な金

額と，火災，盗難その他の損失に対する保険

を良い保険会社と契約しているものと考え且

つ予期している。

　理事会は又，各役員が生命及び傷害保険，

火災，盗難，衝突その他の原因による自動車

の損失に対する保険を個人でかけていなけれ

－84－

ばならないという意見を記録にとめている。

国際ロータリーは斯様な損害には役員に対し

報償しない。

　理事会は，国際ロータリーの役員は，事務

総長を除いては，国際ロータリーの証人では

ないということに一致している。彼等は国際

ロータリーの目的のために旅行している間も

その事故に対して国際ロータリーによって個

人的な保険をかけられてはいないし，また，

国際ロータリーは彼等の保険掛金に対して報

償もしない。国際ロータリーは如何なる間接

的負担にも責任を持だない。然しながら，地

区ガバナー及び他の国際ロータリー役員は，

彼等自身の費用において，斯様な事故のため

に保険をかけることを欲するであろう。（理

39－40，45－46，59－60）

支出1 こ対する承認

(Authority for Expenditures)

　請求せられた支払が，国際ロータリー理事

会で配布された予算範囲にあることが確実で

あることに自信を持だない限り，それについ

て支払をしないこと，及び支払の正確を財務

長に証明してはならないことは，事務総長及

び（又は）会計監査官の義務であり且つ責任

である。そして又，支払は斯様な予算配布を

なすに当って理事会の文書又は意志の範囲内

であり，そして，事務及び（又は）会計監査

官がその請求された支払に予算肥育した理事

会の文書又は意志の範囲内にあることを証明

することができるにあらざれば，事務総長及

び財務長は，国際ロータリーの金を支払うこ

とは厳重に禁止されている。如何なる支払要

求に対して仏事務総長が之れを証明するこ

とができない場合には，その事情を理事会に

- -

財　政　問　題

報告して承認又は不承認を仰がなげればなら

ない。（理31－32，51－52）

　理事会が斯様な目的のために必要な予算処

匠を瑕ったものでない限り，如何なる活動に

対しても理事会によって支払を承認してはな

らない。（理31－32）

国際ロータリーの計画遂行に剰余金

の支出（Expenditure of SurPlus to

　　　　　　Promote R.I.Program）

　国際ロータリー理事会は，若し彼等の判断

で必要と認めたならば，国際ロータリーの剰

余金の中から，100,000ドルを超えない範囲

において，必要な金額を，特別の奉仕を必要

とするクラブに対して奉仕するためと，世界

中のロータリー計画の減退を防止するために

使用する勧告案が第24回国際ロータリー大

会において決議されている。（ボストソ大会，

決議33－46）

国際ロータリー活動以外に国際ロータ

リー資金の寄付（Contributionsof R.I.

　Funds for other Than R.I.Activities）

　国際ロータリーの資金はその加盟クラブに

より，それ自体の目的のために提伏せられた

ものである。故に他の組織の活動に対して寄

付することはできない。同時に国際ロータリ

ーは，その加盟クラブを通して，各自ロータ

リアンが個人的にその地域社会における有用

な奉仕活動に参加し支持することを奨励す

る。（国際ロータリーと他の組織に関する方

針文書130頁参照　理54－55）
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国際地域大会

(lntemationa1

　国際地域大会1)は国際ロータリー細則第17

条第５節に規定されている如く，国際ロータ

リー理事会によって開催される。

　理事会は国際地域大会開催を考慮する際に

於ける将来の指針として，次のように決定し

ている：

　理事会は，適当なる状況の下に於て，国際

ロータリー細則に規定されている如く，相互

間の面識と理解を推進し且つ意思の交換のた

めの討論会の役を果すという目的のために，

国際地域大会を開催することに同意する。国

際地域大会は，原則としてどの地域(Region)

に於ても５年に一度以上は開催しないものと

する。理事会は，1956年を第一年として大会

を開催すべき地域の順序を次のように示唆し

ている：メキシコの太平洋カリブ湾地域；ア

ジア；南米，欧州，北アフリカ，東地中海地

域。

　国際地域大会の開催を承認するに当って，

理事会は国際ロータリー大会に於けると同様

に，大会の計画及び開催を援助するために

必要な費用の割当を行うことになっている。

(理49－50，52－53)

　理事会は，国際地域大会の組織に対して次

の如き手続規定を採用し，会長及び実行委員

会，或は会長に対し，理事会に代って，これ

らの規定が理事会に委ねられた責任を遂行す

る権限を与えると共に，更に実行委員会に対

し必要ある場合には，既定の実行方法を変更

する権限を委任している。

1）1964年（トロント｡）国際大会で国際ロータリー細則第

17条第５節が改正されるまでは，国際地域大会は「地域

大会」と峰ばれていた。

一

Conferences）

国際地域大会組織の手続規定

　(Rules of Procedure for organizing

　　　　　　lnternationa1 Conferences)

　国際ロータリー理事会は，国際地域大会む

準備及び開催に当って次の如き手続規定を定

める。

　エ　諮問委員会の存在しない地域のため。

　皿　諮問委員会の存在する地域のため。

I.　諮問委員会の存在しない地域のた

めの規定(For Regionsin Which There

　　　Are NO Advisory Committee(

　Ａ．　組織（Organization）

　国際ロータリー理事会は，随時，大会を開

催すべき都市及び日時について決定を行い，

大会開催の通告を発し。国際地域大会委員を

任命し，且つその委員長を指名する。

　国際ロータリー会長は大会の議長（主宰す

べき役員）となる。

　国際ロータリー事務総長は大会の事務局長

及び国際地域大会委員会の事務長となるので

あるが，中央事務局の一員を指名してその任

務を代行させてもよい。

　国際地域大会に出席のロータリー会員は，

規定審議機関を構成しない。従って彼等は国

際ロータリー或はロータリー・クラブを束縛

するような決議を行うことはできない。

　理事会は，国際地域大会の開催日より少く

とも一箇年前に大会開催の通告を発すること

が望ましい。（広く離れた各地を結ぶ汽船Ｏ

発着予定が関係する地域においては，理事会

は汽船会社がその予定表を発表する迄，実際

の日収を指定することを延期しなければなら

86－

ないこともあり得る）

国際地域大会委員会

　(lnternationa1 Conference Committee)

　国際地域大会委員を任命するに当って，理

事会は，地域内に含まれる各国の特異性を考

慮に入れるであろう。大会委員会は大会のプ

ログラムを起草し理事会の承認を受け総会，

部会，余興等を含めて既定プ1==iグラムの細目

の実施，及び他の人々に委嘱されていないそ

の他すべての事柄に対する責任を持だなけれ

ばならない。事務総長はプログラム及びその

関連事項に関して同委員会に協力し，且つ大

会の運営及び実施上の業務については，理事

会に対して第一の責任を持つものである。

　又，大会委員会は開催地クラブと協議の

上，大会委員会の監督と支配の下に活動すべ

きその土地の準備委員を任命する。この準備

委員会は更にその下に，ホテル，余興，登

録，歓迎，運輸，婦人，装飾，宣伝等必要な

小委員を任命することができる。これらの各

々の小委員会の長は，準備委員会の一員であ

るようにしたい。

大会議長の任務

　(Duties of Chairman of Conference)

　大会を開会且つ主宰し，大会事務長と共同

して大会議事録の正確を証明するのが大会議

長の任務である。

大会事務局長の任務

　(Duties of Secretary of Conference)

　大会議事の記録をとり，大会議長と共同し

てその正確を証明し，大会の進行に関しあら

ゆる点に於て議長を助けるのが，大会事務局

長の任務である。事務局長は又，国際地域大

会委員会の事務長として，同委員会の議事録

をとり，反問委員会の必要とする通信の事務

に当るものとする。

国際地域大会

Ｂ．　主催クラプよりの大会招致

　　　　　（lnvitationfrom Host Club）

　国際地域大会招致の希望を有するクラブ

は，希望する大会の開催予定期日の少くとも

18箇月以前に,事務総長の手もとまで大会の

招待状を提出しなければならない。この招待

状にクラブが添付して説明すべき事項は次の

通りである。

　1.　大会に使用予定の会場とその収容人

員。

　2.利用し得べき一級及び二級ホテルの室

数及びその宿泊料の限界。

　3.　大会を開催するに最も適当と思われる

時期とその理由。

Ｃ．　プログラム（Program）

　国際地域大会の開催が認可された直後，事

務総長は，地域内の各クラブに対しプl=･グラ

ムの題目を提案するよう要請する。国際地域

大会委員会は，これらの提案を検討し，大会

プログラムをつくり上げ，理事会の承認を求

める。プ1==･グムはむしろロータリーの基本的

な原理，方針及び手続を完全に提示するもの

を含むと共に地域に特有な問題の検討も含ま

れなければならない。但し，極度に論争を生

むような問題を公開の席で論ずるが如き愚は

避けるべきであるが，異った意見を有する人

々が，ロータリー精神で話合う機会は必ずし

も避ける必要はない。

Ｄ．刊行物（Publicity）

　国際ロータリー事務総長は，結筒に於て多

数の出席者を確保するようあらゆる努力を煩

けるために，ロータリーの程々なる刊行物そ

の他あらゆる手段を以て，国際地域大会に対

し注意をひくべく努力しなければならない。

地域内にある国の地区ガバナー及び名誉役員

に対しては，大会出席に関心を喚起するよう

－87－
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激励されなければならない。国際地域大会委

員会は，大会を適当に宣伝するために必要と

思われるあらゆる手段をとることが出来る。

但し，これは大会に認められた予算内に於て

行われなければならない。

　大会にはどの地方からのロータリアンでも

歓迎されるのであるが，地域外のクラブから

の出席を確保するための努力は，特に払う必

要はない。

Ｅ． ･費用（Expenses）

　理事会は，登録費の金額を決定し，資金か

らの必要な支出を割当て，大会予算を決定す

る。国際ロータリー事務総長は，大会予算の

作成及びその監督に関して理事会に対し第一

の責任を有する。

Ｆ．　接待(Entertainment)

　接待の催しは簡素にし費用も多くかから

ず，叉公けのプログラムと衝突しないように

すべきである。

Ｇ．　供託金(Deposit)

　大会委員会の準備費をまかなう方法につい

ては委員会がこれを決定し，理事会の承認を

受ける。例えば，

　1.　前大会の費用の残額を使用すること。

　2.　出席者が300名以上あるものと仮定し

て地域内の全地区又は全クラブから寄付或は

供託金をとること。

II.詰問委員会の存在する地域のた

　めの規定（For a Region in Which

　　There ls an Advisory Committee）

A.　組織（Organization）

　理事会は，地域の諮問委員会の勧告に対し

常に考慮を払いつつ，大会を開催すべき都市

及び日時を随時決定し，大会開催の通告を発

し且つ国際地域大会委員を任命し，その委員

長を指名する。

　会長は，大会の議長（主宰すべき役員）と

なる。

　事務総長は大会の事務局長及び国際地域大

会委員会の事務長となるのであるが，中央事

務局の一員を指名してその任務を代理させて

もよい。

　国際地域大会に出席のロータリー会員は規

定審議機関を構成しない。従って，彼等は国

際ロータリー叉はロータリー・クラブを束縛

するような決定を行うことはできない。

　理事会は，国際地域大会の開催日より少く

とも一箇年前に大会開催の通告を発する，

（広く離れた各地を結ぶ汽船の発着予定が関

係する地域においては，理事会は汽船会社が

その予定表を発表するまで，実際の口取を指

定することを延期しなければならないことも

あり得る｡）

国際地域大会委員会

(lnternationaI Conference Committee)

　国際地域大会委員を任命するに当って，理

事会及び（又は）地域諮問委員会は地域内に

含まれる各国の特異性を考慮に入れるであろ

う。大会委員会は，大会のプログラムを起草

し，理事会及び（又は）諮問委員会の承認を

受け，総会，部会，余興等を含めて既定プロ

グラムの細目の実施，及び別の人々に委嘱さ

れていないその他すべての事柄等に対する責

任を持たなければならない。国際ロータリー

事務総長はプログラム及びその関連事項に関

して同委員会に協力し，且つ大会可）運営及び

実施上の業務については，理事会及び（又は）

諮問委員会に対して第一の責任を持つもので

ある。又，大会委員会は開催地クラブと協議
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の上大会委員会の監督と支配の下に活動すべ

きその土地の準備委員を任命する。この準備

委員会は更にその下に，ホテル，接待，登

録，歓迎，運輸，婦人，装飾，宣伝等必要な

小委員会を任命することができる。但し，こ

れらの各々の小委員会の長は，準備委員会の

一員であるようにしたい。

大会議長の任務

　(Duties of Chairman of Conference)

　大会を開会且つ主宰し，大会事務局長と共

同して大会議事の正確を証明するのが，大会

議長の任務である。

大会事務局長の任務

　(Dμtiesof Secretary of Conference)

　大会議事の記録をとり，大会議長と共同し

てその正確を証明し，大会の進行に関しあら

ゆる点に於て議長を助けるのが，大会事務局

長の任務である。事務局長は又，国際地域大

会委員会の事務長として，同委員会の議事録

をとり又は同委員会の必要とする通信の事務

に当るものとする。

Ｂ．　主催クラブの大会招致

　　　　　(lnvitationFrom Host Club)

　国際地域大会の招致希望を有するクラブ

は，希望する大会の開催予定期日の少くとも

18箇月以前に，国際ロータリー事務総長及び

（又は）地域諮問委員会の幹事の手心とまで，

大会の招待状を提出しなければならない。こ

の招待状にクラブが添付して説明すべき事項

は次の通りである。

1.　大会に使用予定の会場とその収容人員。

2.　利用し得べき一級及び二級ホテルの室数

及びその宿泊料の限界。

3.　大会を開催するに最も適当と思われる時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

期とその理由。

国際地域大会

C.　プログラム（Program）

　国際地域大会の開催が承認された直後，国

際ロータリー事務総長及び（又は）地域諮問

委員会事務局長は，地域内の各クラブに対し

プログラムの題目を提案するよう要請する。

国際地域大会委員会は，これらの提案を検討

し大会プログラムをつくり上げ理事会の承認

を求める。プログラムは，むしろロータリー

の基本的な原理，方針及び手続を完全に提示

するものを含むと共に，地域に特有な問題の

検討も含まねばならない。但し，極度に論争

を生むような問題を，公開の席で論ずるが如

き愚は避けるべきであるが，異った意見を有

する人々がロータリーの精神で話合う機会は

必ずしも避ける必要はない。

Ｄ．刊行物（Publicity）

　国際ロータリー事務総長は，結局において

多数の出席者を確保するようあらゆる努力を

煩けるために，ロータリーの程々なる刊行物

その他あらゆる手段を以て，国際地域大会に

対し人々の注意をひくべく努力しなければな

らない。地域内の地区ガバナー及び名誉役員

に対しては，大会出席に関心を喚起するよう

激励されなければならない。国際地域大会委

員会は，大会を適当に宣伝するために必要と

思われるあらゆる手段をとることができる。

但し，これは大会に認められた予算内に於て

行われなければならない。

　大会には，いずれの地方からのロータリア

ンでも歓迎されるのであるが，地域外のクラ

ブからの出席を確保するための努力は特に払

う必要はない。

Ｅ．　大会用語(OmciaI Language)

　地域諮問委員会は，理事会に対し何国語を

以て大会用語とするかを勧告するものとす
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Ｆ．　費用（Expenses）

　国際ロータリー理事会は，登経費の金額を

決定し，国際ロータリー資金からの必要な支

出を割当て，大会予算を決定する。国際ロー

タリー事務総長は，大会予算の作成及びその

監督に関し理事会に対し第一の責任を有す

る。

Ｇ．接待(Entertainment)

　接待の催しは簡素にし費用も多くかから

ず，叉，公けのプ1==･グラムと衝突しないよう

にすべきである。

Ｈ．　供託金(Deposit)

　大会委員会の準備費用をまかなう方法につ

いては，地域諮問委員会がこれを決定し，理

事会の承認を受ける。例えば，

　1.　前大会の費用の残高を使用すること。

　2.　地域内全クラブ或は地区から寄付或は

供託金をとること。（理36－37，50－51，51

－52，54－55）

国際地域大会に参加（Participants in an

　lnternationalConference）

　細則の規定によれば，国際ロータリー理事

会は，国際地域大会に会員が参加すべきクラ

ブを指定することになっている。この点に関

する理事会の決定は次の通りである：

　明確に地域を決定するのは国際ロータリー

の方針ではない。尤も国際地域大会に参加す

べきであると考えられるクラブを包括的に指

示することが実行されている｡例えば,太平洋

を囲む諸国のクラブは太平洋国際地域大会に

参加するものと考えられ，カリブ海及びメキ

シコ湾に臨むクラブはタキシコ湾－カリブ海

国際地域大会に参加するものと考えられる。

同様に，南米のロータリー・クラブは南米の

国際地域大会に参加するものと考えられる。

国によっては，そのクラブが明らかに一つ以

上の国際地域大会に参加するものもあるであ

ろう。例えば，南米の太平洋沿岸のクラブ

は，太平洋及び南米の両国際地域大会に参加

でぎるし，中米のクラブはメキシコ湾・カリ

ブ海国際地域大会及び太平洋国際地域大会の

両方に参加できるわけである。（理35－36）

国際地域大会（lntemationa1 Conference）

　次の国際地域大会が開催されている。

　太平洋地域

ホノルル，ハワイ…………………1926年５月

東京，日本…………………………1928年10月

シドェー，豪州 1930年３月

ホノルル，ハワイ…………………1932年６月

マニラ，フイリッピン……………1935年２月

ウェリソトソ。

　　ニュージーランド……………1937年３月

シドュー，豪州……………………1956年11月

　欧州，北アフリカ及東地中海地域

ハーグ，オランダ…………………1930年９月

l=･ザソス，スイス…………………1933年８月

ペニス，イタリー・ 1935年９月

ストックホルム，スェーデソ……1938年９月

オステソド，ペルギー……………1954年９月

カンヌ，フランス…………………1959年９月

アムステルダム，オランダ………1965年９月

　　　　　　　　　　　　　　(開催予定)

　南アメリカ

ノリレパライソ，チリ………………1936年３月

サソチアゴ，チリ…………………1960年ｎ月

　メキシコ地域のカリビアソ湾

ハバナ，キューノ恥‥………………1937年３月

　中央アジア

ペナン，海峡島植民地……………1938年４月

　アジア

デーリ，印度･･････････････････････●････1958年ｎ月
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国　際　奉　仕

(lntemationa1 Service)

　国際間の友誼にみちた，正しく且つ平和的

な関係を推進し維持するためには，少くとも

次の二つの行為が必要である。

　（ｲ）関係当事者の権利を定め，人間関係に

常に起る処の差異を調整する法律的な制度。

この行為は必ず政府によって且つ政府の間に

発達させなければならないものである。

　（ﾛ）すべての国民に対する，国際的な理解

と善意の重要性を正しく認識した広い見聞に

基づいた世論。

　この理解と友誼を，ロータリー会員及び一

般の人々の間に推進することが，ロータリー

に於ける国際奉仕の特に行うべき仕事であ

る。（理51－52）

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

常に国際ロータリーの規定方針に従い，いや

しくも平和の獲得及び維持を妨げ，誤解を生

じ，又は悪意を生ずる原因となるような，如

何なる行動，発言，通信又は印刷物は厳重に

避けて，彼等の全力を，世界中の国民に対す

る理解と好意の増進を奨励且つ育成するよう

勧告されている。

方針概要（Outline of Policy）

　理事会は，下記方針を採択した:

｢国際奉仕に於ける国際ロータリーの方針｣

　狙　い：

　ロータリーに於ける国際奉仕の狙いは，第

４の綱領に明らかな通り，

｢奉仕の理想に結ばれた職業人の世界的親交

によって，国際間の理解と善意と平和を促進

する｣

　ことを奨励し且つ育成するにある。

　ロータリーの奉仕の理想は，個人の自由，

思想・言論・集会の自由，信仰の自由，迫害

と侵略からの自由，及び，欠乏と恐怖からの

自由の存する処にのみ最もょく表現されるも

のである。

　自由・主義・真理・誓言の神聖及び人権の

尊重は,ロータリー主義に固有のものであり，

叉国際間の平和及び秩序の維持，更に人類の

進歩にとって不可欠のものである。

　個々の会員の責任:

　各ロータリアンは，奉仕の第４手段に間す

る理想の達成に個人的に寄与することが期待

されている。

　ロータリアンは，自己の国家に対し忠誠且

つ献身的な国民たるべく，自らの日常生活，

及びその職業活動を処理することが期待され

ている。

　各ロータリアンは，個人として何処に働く

にせよ，広い見聞に基いた世論を作り出すこ

とに貢献しなければならない。かくの如き

世論は，世界中の理解と親善の促進に関する

政府の政策に必ず影響を及ぼすものとなろ

う。

　世界精神を抱くロータリー会員として：

　（ｲ）彼はせまい愛国主義を越え，国際間Ｏ

理解と親善と平和の促進に対する責任を分ち

つつあることを自覚する。

　（ﾛ）彼は国家的乃至人種的優越感にょって

行動する傾向に反対する。

　㈲　彼は他の国民と協調するために，共通

の地盤を求め，且つ開拓する。

　㈲　彼は個人の自由を保持するため，法と

秩序の規定を守り，以て，理想，言論，集会
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の自由，迫害と侵略からの自由，及び，欠乏

と恐怖からの自由を楽しむことができるよう

にする。

　雨　彼は，一部の貧困は全部の繁栄を阻害

することを認識し，世界中の国民の生活水準

を改善する運動を支持する。

　㈱　彼は全人類に対する正義の原則を掲

げ，この原則が根本であり，叉世界中に行わ

れなければならないことを認識する。

　（ﾄ）彼は国家間の平和を推進することに常

に努力を傾け，この理想のためには，喜んで

個人を犠牲にする。

　㈲　彼は国際間の親善への一歩として，他

人の信仰を理解するという精神を力説，実行

し，それによって，より豊かな，より充実し

た生活を確保し得べき，基本的な道徳と精神

的標準の存在することを認識する。

　ロータリー・クラブの責任:

　ロータリー・クラブは，政府や世界問題或

は国際間の政治に影響を与えるような団体的

な行動をとってはならない。むしろ，個々の

会員に対して，これらの問題についての知識

を与えるようにつとめ，それによって，会員

が啓発された建設的な心の態度を持てるよう

にすべきである。

　ロータリー・クラブでは，討論会を問催し

て,公共の問題を論じ,それによって，第４部

門に示された奉仕を育成することができる。

もし論争点のある場合には，双方の側が正し

く発表されることが肝要である。

　ロータリー・クラブに於て，国際的問題が

論ぜられている場合，論者は他の国の国民を

攻撃するようなことは，避けるように注意し

なければならない。叉会合に於て表明された

個々の論者の意見に対しては，ロータリー・

クラブは必ずしも責任をとらないことを明ら

かにしておかなければならない。

　ロータリー・クラブは，国際問題に関係を

持つ特殊な計画を問題とした如何なる決議を

も採択してはならない。或る国のクラブから

他の国のクラブ，国民或は政府に対して，何

かの行動を執ることを要望してはならない

し，叉，或る特定国際問題の解決に問する計

画案や意見書を配布してはならない。

　それぞれロータリー・クラブを有する国家

間の関係が緊迫している場合には，関係国及

び他の国々のクラブは，最大の注意を払わな

ければならない。然らざれば，如何なる行動

もかえって悪意や誤解を増す恐れかおる。

　国際ロータリーの地位

　国際ロータリーは，多数の国に存在する雑

多な見解をもつクラブから成立っておる。故

に，政治問題に問しては，国際ロータリーに

よって何等団体的行動をとったり意見を述べ

るようなことはしない。（理51－52,53－54）

（127頁参照，決議第40－15号「世界闘争最中

のロータリー」及び決議第42－28号（戦時世

界におけるロータリー）」

世界事件(World Affairs)

理事会(1961－62)は次の声明を決議した。

世界事件と国際ロータリー

　(Rotary lnternational in xvorld Affairs)

　国際ロータリーは，その世界に広がってい

る構成クラブを通して，国家間の平和の基礎

として人類の間に国際理解と親善を奨励且つ

育成する。ロータリーの奉仕の理想とその国

際理解増進への誓は，破壊的反対勢力の猛烈

な此の時代においてそれを絶対に必要で且つ

根本的なものとする。

　ロータリーの理想に固有なものは個人の品

位と自由である。故に，その理想の永続と強

化は個人個人のロータリアンに義務としてか

かっている。ロータリーの効果の発生は制度

によるものでもなければ，団体の表現を通じ

ての一定の型式によるものでもない。それ

は，常に各ロータリー・クラブの各会員が，
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ロータリーの存在のためそして自由社会，即

ち，正義，真実，約束の神聖，及び人権尊重

の保全のため,必要な原則を進展させるよう，

個人的な，強烈でそして建設的な行動をとる

という，手段においてのみ達成せられる。

　その構成クラブの職業指導者の中に潜んで

いる効果的行動の偉大なる潜勢力を認識し

て，国際ロータリーは，自国の忠実なる奉仕

的国民としての各ロータリアンに，彼の影響

力を及ぼし，且つ全人類の安寧に基盤となる

自由と真実と正義の原則を保全且つ強化する

よう彼の力を行使し，そして此の組織を国際

理解達成の益々有効的な道具たらしめる方法

としての奉仕の理想に，個人で実際に応用す

るよう，呼びかける。

　国際ロータリーはその平和と正義の原則へ

の執着を再確認し，全ロータリアンが，出来

ることならば，武力によらず寧ろ平和的交渉

によって国際上の難問題を解決する上に，彼

等の影響力を行使するよう勧奨する。

原子力使用に関する提案（Proposals

　Regarding use of Nuclear Energy）

　理事会は，平和目的のための原子力利用よ

り生ずる人類への利益及びそのための原子力

の絶えざる発達の重要性を認めるものであ

る。然しながら，ロータリー・クラブが斯様

なことにおいて政府を動かすため協同動作に

人いるとか，特定の国際問題の解決のための

行動又は計画に対する提訴を発起することな

どは国際奉仕に関する国際ロータリーの既定

方針と一致しないものである。

国際連合（UnitedづNations）

　国際ロータリーは，国際連合憲章の規定や

国際連合の決定及び法規に対して是認も否認

もしないが，ロータリアンが世界平和の促進

を目ざす国際連合の活動に精通することは奨

国　際　奉　仕

励する。

　事務総長は，世界平和の促進に資する国際

連合の憲章及び活動の研究に関連するプログ

ラム資料及びその他の援助について，クラブ

の注意をひくよう命ぜられている。国際連合

及びその特殊機関の会合に出席する国際ロー

タリーのオブザーバーの報告は常にこれを公

表するものとする。

　ロータリー会員にして，国際連合或はそＯ

特殊機関のいずれかに関して，申出をなさん

とする場合には，必ず自国政府の正規の手続

によってつくられた機構を通じて行うべきで

ある。（理51－52，52－53，53－54，55－56）

国際連合に関する国際ロータリーの

刊行物

　(R.I. Publications　reunited Nations)

　理事会は，国際連合の初期に於ては，国際

連合及びその特殊機関の事業及び業績に関し

て情報を伝播する必要が大いにあったこと，

並びに，この必要を充すために，理事会が，

“From Here On”「此処から」“lnthe minds

of men” 「人々の心に」“The world at.

Works”「活動する世界」及び月刊“Report

on U.N. by Rotary lnternationa1”「国連に

関する国際ロータリー報告」等の国際連合に

関する刊行物を国際ロータリーが出版し頒布

することを承認したことを，確認する。

　理事会は，上記の刊行物は有用な目的に資

する処が多かったが，現在では国際連合自体

がその施設を通じてこのような情報の伝播を

行っており，又，国際連合に関する情報も広

く入手できる状況にあると考えている。

　従って，理事会は，数箇国斎服による「国

連に関する国際ロータリー報告」の刊行は逼

くも1952年６月30日には停止すること，及

び，国連に関する国際ロータリーの他の刊行

物（「此処から」，「人々の心に」，「活動する

世界」等々）の現在の在庫品が尽きた場合に

は，これ以上阪を重ねないことに決定した。

－93－
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(理51－52)

国連旗の掲揚

　　(Display of united Nations Flag)

　ロータリー・クラブのある国が必ずしも全

部国際連合の加盟国であるとは限らない事を

考え，ロータリー・クラブがロータリー旗及

び国旗を掲げる場合，或は必要によって外国

の旗を掲げる場合と同じく，国際連合旗の掲

揚は，ロータリー・クラブその他の自発的な

措置に任かすべきである。（理50－51）

国の法律・習慣に対する批判

　(Criticism of Laws and Customs of

　　　　　　　　　　　　　a Country)

　理事会は次の如き方針の声明書を採択し

た。

　ロータリー会員の間に，理解と親善を促進

するに当って，或る国に於て非合法とされて

いることが他の国に於ては合法である場合が

多数あること，叉，或る国に於て慣習となっ

ていることが他の国に於てはそうでない場合

もあることを，認めなければならない。従っ

て世界各国のロータリー会員は，或る国の口

―タリー会員が，他の国の法律・慣習を批判

することは気をつけてこれを避けるべきであ

り，且つ叉，或る国のロータリー会員が，他

の国の法律慣習に干渉するが如き如何なる行

為もこれを慣しむべきであるということを認

識しなければならない。（理32－33）

ロータリー会員とその国家との関係

　(A Rotarian's Relation to His Country)

　ロータリー会員とその国家に対する関係に

ついてのロータリーの立場は，決議43－14

（本書127頁）に明らかにされている。

青少年の国際的交換

　　(lnternationalExchange of Youth)

　理事会（1930－31及び以降）は，青少年の

国際的交換に関し大要次の如く意見が一致し

た。

　青少年の国際的交換-16歳乃至19歳の

青少年が望ましい

－94－

は原則として承認され

　国際ロータリーは，学生或はロータリアン

の子女に対して信任状或は紹介状の類を発行

することはしない。このような信任状及び紹

介状は，国際ロータリーの用務で旅行する人

々にのみ発行するのが国際ロータリーの方針

である。

　欧州大陸・北アフリカ・東地中海地域の全

ガバナーは，次に述べる青少年交換計画に活

発に参加すべきである。即ち。

　（1）ロータリアンが自己の子供或は他の青

少年をして交換計画に参加させたいと考える

場合は，地区ガバナーの定める期日までに申

込書を地区ガバナーに送付する。申込書には

身体検査書を添付する。

（2）地区ガバナー 或はガバナーの任命

一

国　際　奉　仕

交換に参加する青少年を満16歳以下でない

ようにすること，及び青少年交換の協定に当

っては以前に青少年プl==1グラムに参加しなか

った国に若人を送るよう努力することを示唆

することを強調する。（理60－61）

教育機関に於ける国際奉仕

　(lnternationa1 Service in Educational

　　　　　　　　　　　　　　lnstitutions)

　理事会（1930－31及び以降）は，教育機関

に於ける国際奉仕について大要次の如く決定

した。

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

学校及び大学に在学する学生が，国際間の理

解と親善を促進するため，学校内での機会を

利用するよう，彼等を援助することが奨勧さ

れている。

　このことを実行するには，次のような方法

がある。

　一外国からの留学生を有する大学の教務

　担当者に，世界各地における国民及び事情

　の改善と理解に焦点をおいた，科目，学生

　活動及び地域社会的計画をたてるよう奨励

　する。

　一学生が外国の言語・歴史・政治学及び

　経済学を研究することを奨励する。

外国からの著名な訪問者であって，土

土地の学校に在学している外国からの

95－

ている。このような交換はもし正しい条件の

もとで完全に行われるならば，ロータリーの

世界を通じて，国際的な理解と親善を促進す

るのに役立つ立派な活動として推奨されるで

あろう。

　職業に関係ある青少年の国際的交換を共同

的に行うことは，これを大規模に行うことの

できる他の機関かおるから，国際ロータリー

の扱う範囲には入らない。

　その目的の全部又は一部を青少年の国際的

交換の促進においている現存団体かおる場合

には，ロータリーの最善の援助は個々のロー

タリアン，特に大学等に於て「教育」という

職業分類を保持するロータリアンによって，

斯様な団体に支持を与えることである,。

　このような事業を行う団体がない場合に

は，交換に関するあらゆる取極めは，地区ガ

バナーの監督の下にクラブによって行うべき

である。地区ガバナーは可能な場合地区青少

年交換役員又は青少年交換委員会を任命し，

年度の始めにこれ等役員又は委員長の住所氏

名を事務総長に提出するよう奨励されてい

る。事務総長は地区ガバナーより報告された

青少年交換役員又は委員長の一覧表を毎年発

行し各役員，委員長に出来るだけ進かに送付

する。（理63－64）

　報酬を受ける労働の問題が含まれる場合に

は,各国の労働厘傭規則の関係上,ロータリー

が職業青少年の国際交換を行うことは，個々

のロータリアンが，青少年の国際的交換のこ

の部門を担当する正しい資格をもった団体に

援助を与えて行く以外は実行不可能である。

する委員会（望ましいが強制ではない）-

は，他の関係地区のガバナー叉は委員会に連

絡する。

　（3）連絡を受けたガバナー（或は委員会）

は，自らの申込者リストを調べ，最初のガバ

ナー（或は委員会）と共に交換すべき青少年

の幾組かの組合せをつくる。

　（4）各地区ガバナーは，国際ロータリー欧

州事務次長に対し，青少年交換について連絡

すべき自己地区の委員会所在地を通告する。

次に，欧州事務次長は，全委員会の所在地一

覧表をCENAEM地域の各ガバナー及びR.

I.B.I.事務局長に送付するものとする。

　（5）個々のクラブが，密接な関係にある他

のクラブと直接交換を行ってもよい。しかし

この場合は,各クラブは取組めた交換に関し，

その地区ガバナーに対し必ず通告しなければ

ならない。（理51－52， 52－53， 54－55）

　欧州大陸，北アフリカ及び東地中海以外の

地域における地区も同様の青少年交換計画を

採用することが推奨せられている。

　理事会は，青少年交換に活発に参加してい

る地区の地区ガバナーに，地区青少年交換委

員会及び地区クラブが，青少年プl=1グラムの

地の教育機関で教えられている言語を，母

国語の顛くに話すことのできる者を,講演，

教室会議，或は学生との会話に利用できる

よう斡旋する。

一一外国に留学しているロータリアンの子

女を世話する。及び，

留学生を，クラブの会合に招待し，例会の

プl=zグラムに参与せしめる。そして

一地方の学校で勉強している徒弟及び練，



”
‘
Ｉ
I
I
l
s
u
l
l
l
l
s
“
~
l
s
&
&
~
j
l
b
‐
&
a
I
J

a
i
ｌ
■
１
１
１
１
Ｆ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｄ
ｉ
！
Ｉ
ｊ

　
　
Ｆ
　
　
　
　
　
♂
■
　
　
Ｉ
♂

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

―
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
『

Ｓ

４
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
f
a
l
J
~
a
1
7
Ｉ
－
Ｉ
♂
Ｉ
Ｉ
■
ｒ
ｌ
Ｉ
Ｉ
『

　習生を含む学生，特に新開国の人達をロー

　タリアンの家庭に招待する。

　アメリカ合衆国の小学校の生徒にスペイン

語を教えるという案が，それぞれの土地の事

情によってよいと思われるかどうか考慮する

よう，同国のロータリー・クラブに示唆が与

えられている。

　これらの活動に従事するロータリー・クラ

プ及びロータリアンは，地区ガバナーの指導

のもとにこれを行うべきである。

国際間の手紙切手等の交換

　　(lnternationalExchange of Corre-

　　　　　　　spondence，Stamps，etc.)

　国際ロータリーは，国際間の通信及び切手

の交換を行うために，子供達の間に交換機関

を設けるべきではない。（理32－33）

同一職業分類を保持する人々との国

際的交歓　　（World Contacts with

　　　　Men in Same Classification）

　理事会は，ロータリアン全部に対して，理

解と感化の社会を創り，国家的協力をすすめ

るために，世界中の国々の，同一の職業分類

を保持する職業人の国際的交歓を促進するよ

う，奨励する。（理46－47）

　世界理解週間

　　　　（World understanding Week）

　理事会は，毎年３月20日を含む週を「世

界理解週間」として設定し，此特別の週にク

ラブは，世界平和に重要な理解と好意を特に

強調したクラブのプログラムその他の活動を

提供するよう勧告している。（理57－58）

　研究集団（Study Groups）

　緊迫を示している国々と他の国家との事情

及び関係を改善するについての問題を論じ且

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

つその機会を求めるため，及びお互の知識を

広める目的を以て，ロータリアンと他の人々

との会合が研究集団として奨励されている。

(理57－58)

国家間の連合会（lntercountry Meetings）

　国家開運会合は，国際ロータリー・ニュー

ス及び地区及び地域の刊行物に，成功した会

合の例を発表することによって，奨励さるべ

きである。このような会合を行うにあたって

は，十分の注意が必要であり，且つ，必ず関

係地区ガバナーの承認を得て行わなければな

らない。（理32－33）

　理事会は，国家間の理解と親善を進めよう

とする如何なる示唆にも共鳴するものであ

り，且つ，外国との間のクラブ及び地区連合

会が益々多く開かれるようになって来だのを

喜んで注目している。理事会は，熟慮の上の

方針として，外国との間のクラブ及び地区の

連合会が出来るだけ頻繁に開かれることが望

ましいと考えており，それが結局は，国家間

に亘る地区の設定にまで進むことを望んでい

る。（理45－46）

　理事会は，知己と:友情を進めるための，感

激的性質の会合に出席するロータリアンは，

彼等のクラブ或は彼等の地区内のクラブを公

式に代表しているものではなく，又，彼等の

国のロータリアンを代表しているのでもな

い，従って，このような感激的会合に出席し

た人々によって採択された決議は，国際ロー

タリー理事会によって，出席ロータリアンの

所属国のクラブ，地区或はロータリアンの意

志表示とは見倣されないものであることを，

指摘している。（理48－49）

　理事会は，欧州大陸・北アフリカ・東地中

海地域のガバナーに対し，彼等の地区内で２

箇国以上に亘るロータリーの会合を関く場合

には，通貨の外国持出し禁止によって生ずる

困難解消の一方法として，又，会合の開かれ

96－

る地区のロータリアンと，他の国からの来会

者との間に，永遠の友情をつくり上げるた

め，外国からの来会者を，会合開催都市のロ

一タリアンの自宅に宿泊せしめるよう，考慮

すべきことを示唆している。勿論，どの国の

通貨に開する規則にも違反しないよう常に注

意を払うべきことは当然である。（理48－

49）

国家間の訪問（lnteTcountry visits）

　1.　ロータリアンの集団によって，国家間

訪問の計画を立てたならば，関係各ガバナー

に相談し，ガバナーは又相互に相談して，お

互に受入れることができるか或はその旅行が

妥当かどうかを考慮するものとする。

　2.このような旅行がたとえガバナーの間

で妥当であると意見が一致したものであって

も，この旅行はそれによって，国際ロータリ

ー又はその役員が責任をとる公式な旅行と

は，如何なる意味に於ても，見倣されること

はなく，又，訪問する方もされる方払明確

にそのように指定，或は了解されているので

なければ，その属する地区或は国家を代表す

ることを意味しない。

　3.国家間訪問旅行の認められた価値の見

地からして，ガバナーは卒先これを推奨して

もよく，又，そのために，２国家以上にわた

る委員会或はその他のロータリアンの集団に

援助を求めてもよい。（理35－36）

　外国訪問旅行は大いに望ましいことであ

る。ロータリアンは，可能な時にはいつで

払外国旅行を行う機会を利用すべきであり，

又，これに関連して，地区ガバナー或は国際

ロータリー中央事務局を通じて予め連絡した

後，旅行のコースに当るクラブを訪間すべき

である。（理41－42）

国　際　奉　仕

国家間連合委員会

　　　　　(lntercountry Committees)

　国家間連合委員会は，いくつかの国家のク

ラブとロータリー会員の間の接触を確立する

助けになっている。別々の国のクラブの間で

お互に訪問しあったり，又講演者を交換した

りすることを奨励する仕事は，この委員会の

事業であると立派にいえるであろう。（理35

－36）

　理事会は，程々の国民の間の理解と友情を

促進するという点に於て，ロータリーの世界

の他の地域に於てもそうであるが特に,欧州･

北アフリカ・東地中海地域に於ける国家間連

合委員会の頂:要性を認め，且つその継続と促

進を奨めている。

　隣接地区或は，道徳的文化的又は物質的関

心を同じくする地区であって，未だこの程の

委員会をもたぬ処では，早く設置すべきであ

る。但し，国家間連合委員会は，国際ロータ

リーからの財政的援助なしに活動すべきもの

であることを了解しなければならない。しか

し，理事会はこれらの委員会の設置及び機能

は，ロータリー・クラブ及びロータリー地区

の独立の活動であると考える。従って，この

委員会に関する財政上の責任は，関係クラブ

又は地区で負うものとする。（理37－38， 50

－51，52－53，53－54，57－58）

　理事会は国家間連合委員会の行われている

地区のガバナーに対し，斯様な委員会を組織

するに当っては，国家間連合委員会の委員は

連続三年以上にわたり任務をおわないように

規定を設けるよう提示している。（理58－59）

　欧州大陸・北アフリカ・東地中海地域のガ

バナーは，その地区内のクラブの多くが外国

のクラブとの接触を保持するために既に行っ

ている良き事業を更に継続し且つ促進するよ

う，各クラブに奨励することを要請されてい

る。理事会は，このような接触を行うに当っ

-97-
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て各クラブは，同じ位の大きさで同じ程度の

産業文化をもつ町のクラブを相手に選ぶべき

であり，又，重複を避けるために，選んだ相

手に通告する前に，地区ガバナーに相談すべ

きであることを示唆している。このような接

触から，できるだけ良い結果を生ずるように

するため，関係両クラブの全会員或は一部の

会員が，実際に相会するよう努力を払うべき

である。

　理事会は，欧州大陸・北アフリカ及び東地

中海地域所属のクラブで既にこのような外国

のクラブとの交換を行っているクラブを推奨

し，すべての国のクラブも同様な活動に考慮

を払うことを菖めている。（理48－49）

　1960年に国際大会は次の決議を採択した。

　第51同年次国際大会に参集した国際ロー

タリーは，隣接国家間に理解と親善を進展せ

しめるため，特に国境に密接して両側にある

ロータリー・クラブの連合会及び他の活動及

び接触に関連して，国家間連合の活動を増進

すべきことを決議する。（国際大会決議60－

43）

　理事会は地区ガバナーに次のことを提示し

ている。

　イ）国家間連合委員会の存在する処又は設

置すべく提案せられている処では，関係して

いる国又は近接地区の集団の地区ガバナー

は，彼等の国及び近接国間の国家間連合委員

会の活動を監督し且つ増進する上に／且つま

た彼又は彼等の国又は国々及び地区と他の国

におけるそれらとの間の接触を準備する上に

彼（彼等）を援助する有資格ロータリアン一

名の指名を考慮すること，及び斯様なロータ

様な国家間連合委員会の委員ぱパートナ

ー”国への訪問を考えているロータリアン中

から指名さるべきであること。

　ハ）国家間連合委員会の設定せられた国又

は近接地区の集団における地区大会におい

て，年間の委員会活動に就て委員長の報告が

なされ，その報告は地区の経費を以て出版し

地区の全クラブ及び中央事務局に送付するこ

と。（理60－61）

国際ロータリーの他団体への参加

(R.I. Participationin other Organizations)

　国際ロータリーは，そのクラブが屡々他の

組織の活動に似ていることを発見する。然し

ながら，国際ロータリーの方針は，他の組織

の有用な活動に興味を持ち之れを受入れるも

のであるが，如何にその事が立派なものであ

ってもその事にそのまま，国際ロータリーは

参与したり裏書することはしない。特に次の

ようなことは国際ロータリー又はその加盟ク

ラブの範囲内でないということが決定されて

いる。

　（1）他の組織の会員になること。

　（2）例えオブザーバーの形であっても他の

　　　組織の活動に共同的に参与すること。

　（3）他の組織にクラブ又はロータリアンの

　　　一覧表を提供すること。

　（4）他の組織の計画又は活動に裏書するこ

　　　と。（国際ロータリーと他の組織に関

　　　する方針の声明書130頁参照）

リアンの指名に当っては･斯様な国家間連合ダ　暦の改革（Calendar Reform）

委員会の仕事に継続性を保証するため，３年

又は以上の任期を与えることを考慮するこ

と。

　（）実行できる場合には，国家間連合委員

会及び非常に離れている国家間のクラブの接

触の設定に考慮が払わるべきであり，且つ斯

　暦を変更することは，世界中の人々の関心

事である。従って，すべての国の代表者が相

会して，いかなる新しい暦を（もしあれば）

採用するかを決定するまでは，暦を改革する

という手段をとることは，望ましくない。
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(理45－46，47－48)

世界各国に関する文献

　　(Literature Re various Countries)

　世界の各国に関する歴史的或は技術的知識

を載せた小冊子或はパンフレットの類を編集

することは，国際ロータリーのなすべきこと

ではない。というのは，このような知諭は，

既に他の権威ある筋から発行されているし，

大抵の国に関する適切な説明は図書館でわか

るからである。国際ロータリーは各国に於け

るロータリー活動，或は，ロータリー活動の

遂行に必要であって而かも他では入手できな

い情報の蒐集，編纂，肥育に当ることに，そ

の努力を限るべきである。（理34－35， 59－

60）

補助言語（Auxiliary Language）

　1933年，ボストソ国際大会は，次の決議を

採択した。

　第24圓年次国際大会に於て，国際ロータ

リーは，理事会が必要とみとめれば，理事会

に，次の目的のために，世界会議を召集する

か，或は少くともその召集を促進する計画を

たてる権限を与えることを，決議する。

　1.　補助言語として如何なる言葉を広く世

界中で使用することにすべきかを決定する。

　2.すべての国が公式に，この選ばれた補

助言語を学校で教えることを規定するか或は

奨励することをすすめる計画をたてる。（ボ

ストソ国際大会決議，44－25）

　理事会は，或る国のロータリー会員が，ロ

ータリーのある，或はロータリーが進展しつ

つある他の国の言葉を理解することができな

いことから生ずる困難を認めて，この示唆は

更に一層深く研究すべきであって,特に,ニュ

ーヨークの国際補助言語協会（lnternationa1

国　際　奉　仕

Auxiliary Language Association）の如き団

体によって，既にいかなる仕事が行われてい

るかに関して調査を行うべきであるという見

解を取っている。（理33－34）

　1936年，アトラソティック・シティー国際

大会は，次の決議を採択した。

　第27回年次国際大会に於て，国際ロータ

リーは，国際ロータリーが国際補助言語協会

（lnternationaI　AuxiliaryLanguage Associ-

ation）の目標と科学的精神に基づいて行われ

ている事業に関心を表明することを決議し，

且つ，

　国際ロータリーの会員が，それぞれの社会

に於て，我々の国際生活の論理的発展として

国際補助言語の考えに関心をひきおこす努力

をなすべきことを決議する。（アトラソティ

ック・シティー国際大会決議，36－17）

　1943年５月，理事会は国際補助言語協会

（lnternationa1Auxiliary　Language Associ-

ation）と相談するための特別委員の任命を停

止し，同委員会の効果的な活動が行われるよ

うになるまでの間，事務総長が連絡係となる

よう指示を与えた。

　1946年１月，理事会は，次のような決定

を下したが，この決定は，1948－49年度理事

会によって再確認された。理事会は，世界の

諸国民の間により広い理解が一層必要とされ

ていることを認め，現在の諸言語を一層よく

学ぶこと，現在の諸言語を変えること｀’国際

補助言語をつくり上げること，或は，既につ

くられた言語を更に広く使用すること，以上

のいずれの方法によるにせよ，この目的のた

めにあらゆる努力を傾けるべきことを薦めて

いる。

　事務総長は，国際補助言語協会（lntema-

tiona1 Auxiliary　Languge Association）と

接触を保ち，何か措置をとる必要があると凪

われる場合には，理事会に報告するよう，指

示されている。

　ュネスコに於ける国際ロータリーのオブザ
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－バーは，この決定の第１節に理事会によっ

て表明された考えを心に留め，ユネスコの会

合に於てこの問題に問するあらゆる重要な事

柄はすべて会長に通告するよう要求されてい

る。（理45－46，48－49）

　事務総長は，国際補助言語を促進する種々

の努力に関して得られる情報を，ロータリー

の文献を通じて，ロータリー・クラブヘ伝達

することを継続するよう要請されている。

（理53－54）

　国際間の理解を進めるに言語の大切なこと

を認識する一方，理事会は国際ロータリーが

国際補助言語に関しての研究に取組む立揚に

なっていることを決定した。（理55－56，59

－60）
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国際大会に於ける立法

　(Legislationat Convention)

　国際大会は国際ロータリーの立法機関であ

る。国際大会に参集したクラブの選挙人がこ

の団体の規則と方針を決定するのである。立

法に関する事項についての国際大会の決定

は，条例制定enactmentsと決議resolutions

の形をとる。

条例制定（Enactments）

　国際ロータリー定款及び細則若くは標準ク

ラブ定款の規定改正は条例制定という形をと

る。条例制定を提案し得るものは,クラブ,地

区大会，元会長会議又はグレートブリテソ及

びアイルランドの国際ロータリーの大会，規

定審議会及び国際ロータリー理事会である。

　国際ロータリー定款又は細則，又は標準ク

ラブ定款に改正を加えんとする如何なる提案

払規定審議会開会日付の前年４月１日まで

に事務総長に圧迫されていなければならな

い。事務総長は，その写を規定審議会及び国

陛大会が立法案を審議するロータリー年度の

８月１日までに各クラブの幹事に郵送し，そ

して正式に提案された改正案を審議会に直接

伝達すべきものとする。（国際ロータリー定

款及び細則及び標準クラブ定款）

　国際ロータリー定款及び細則並に標準クラ

ブ定款に照して，理事会は，次期規定審議会

の日収の前年４月１日以後に事務総長によっ

て受取った（例え斯様な改正案を事務総長に

送付したということを４月１日以前に郵便，

電報，無電又は電話で通知があったとして

も）国際ロータリー定款及び細則並に標準ク

ラブ定款に対して提出された如何なる改正案

も，国際ロータリー定款及び細則並びに標準

クラブ定款の規定に従って正当に提出された

ものではなく，そして事務総長によって次の

規定審議会又は斯様な審議会において考慮す

るよう国際ロータリー加盟クラブに移牒して

はならないことを決定した。

　正当に提出された改正案の文書は，斯様な

提案が審議される規定審議会の開催される口

取の前年４月１口か，それ以前に中央事務局

の事務総長の手元になければならない。（理

54－55）

　程々の提案や書類の明確な日付に開し国際

ロータリーの規定文書に用いられている「事

務総長に提出」「事務総長に送達」その他類

似の語句は，発送者は提案なり書類が明示さ

れた日付までに事務総長によって受理せられ

且つ彼の手許にあるように時期と方法を考え

て発送せねばならぬという意味に解されてい

る。（理63－64）

決　議（Resolutions）

　国際ロータリー定款及び細則若くは標準ク

ラブ定款を改正することなしに単に大会の意

見を表明し，或は方針又は手続を設定若しく

は取消す処の国際大会の決定は，決議という

形で行われる。

　決議案を提案し得るものは，クラブ，地区

大会，元会長会議又はグレートブリテソ及び

アイルランドの国際ロータリーの大会，規定

審議会，国際大会々期中に開催される特別協

議会，若くは正式に承認された会議，国際大

会委員会及び国際ロータリー理事会である。

　すべての決議案は，文書を以て国際ロータ

リー事務総長に提出されなければならない。
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決議案を提出する際に前以て予告するのが習

慣となっている。然しこれは定款及び細則の

規定によって要求されている訳ではない。

緊急立法（Emergency Legislation）

　国際ロータリー細則(第６条，第２節)は，

理事会全員三分の二の投票によって発表され

た理事会の意見で緊急事態が存在する場合に

は，

　(1)国際ロータリーの定款を改正しない制

定案又は決議案を国際ロータリー細則第20

条第３節又は標準クラブ定款第14条第３節

に定められた方法によることなく，奇数年の

国際大会において議決することができる。但

し時の許す限りそこに示された手続に従うも

のとする。

　(2)国際ロータリーの定款を改正しない制

定案で偶数年の国際大会当時又は以前及び規

定時日以後に受取った議案を，国際ロータリ

ー細則第20条第３節又は標準クラブ定款第

14条第３節に定められた方法によることな

く，偶数年の斯様な国際大会において議決す

ることができる。但し時の許す限りそこに示

された手続に従うものとする。

　(3)偶数年の国際大会で受取った決議案

を，国際ロータリー細則第９条に定められた

方法によることなく，斯様な国際大会におい

て議決することができる。　但し時の許す限

り，斯様な緊急決議案は大会に付議する以前

に規定審議会に提出すべきものとする。

　非常時における大会によって議決される制

定案又は決議案の採用には，投票用紙を用い

出席投票人の三分の二の票決を必要とする。

｢立法案集｣

　　(Booklet of Proposed Legislation)

理事会は，制定案及び決議案を載せた小冊

子を一部づつ,各加盟クラブの会長及び幹事，

国際ロータリー全役員及び全委員，及びその

他「R.I.ニュース」受領者全部に対し，配布

することを承認した。各クラブ及び地区大会

に於ても申込次第入手できるし，叉国際大

会々期中にも利用できることになっている。

（理38－39）

　事務総長は提出立法案の小冊子を英語で出

版し全クラブヘ一部づつ配布すること及び英

語以外の国語を使用するクラブに役立つよう

出来れば他の国語版の提案概要を一緒に配布

する権限を与えられている。（理63－64）

　理事会は，制定案或は決議案に関連して提

案者その他から寄せられる補足的説明は,「立

法案集」干U行に対して背景的知識として役立

つものと認めてそれを受付けるが，必ずしも

そのまま同冊子の中に印刷するとは限らか

い。（理53－54，56－57，60－61）

　加盟クラブ及び規定審議会代表者が提出さ

れた立法案について完全な知識をうることが

できるように，定款及び細則委員会が斯様な

提出立法案の文書に不備な点を見出した場合

には，審議会の会合以前に加盟クラブに，モ

の改正せんとする意志を知らせることができ

るよう，立法案提出者は,その改正案を規定審

議会に提出するに当って，その人達が意図す

る改正案について事務総長に説明するよう注

意されている。斯様な情報は，加盟クラブに

通知するため，その立法案を審議すべき日収

に先だつ１月１日以前に中央事務局の事務総

長によって受理されていなければならない。

規定審議会（Council on Legislation）

　規定審議会は国際大会の一部として毎偶数

年に開催されるのであるが，国際ロータリー

細則第９条の規定により約300名の議員から

構成される。本審議会は，すべての立法案を

審議し，その措置による勧告案を国際大会に

報告する。

－102 －

　理事会は，規定審議会が，そこで修正され

た制定案又は決議案を国際大会に勧告できる

ということ，及び，国際大会が斯様な提案を

修正通り可決するという既定手続は国際ロー

タリー細則の規定に適合し，且つ，その提案

された手続，そして斯様な手続の下に，国際

大会が審議会で改正された通りの提案を可決

したときに，国際大会は，その結果において，

その原案に議決を与えたものであるというこ

とに意見が一致している。（理57－58）

規定審議会の手続規定　　（Rules of

　Procedure for Council on Legislation）

　審議会は毎年開会劈頭その手続規定を決定

するのであるが，1964年度審議会の採用した

手続規定は次の通りである。

　1.　審議会の招集と共に先ず第一になすべ

き行事は，定員の出席を確保する信任状委員

会の予報である。

　2.審議会議員の三分の一が定員を構成す

る。各投票員は投票に付された各議案に単に

一票を投ずる権利を有する。

　3.審議会の議員は，議員として報告され

議席を与えられた以上，会期中は議員であっ

て代理を立てる権利をもたない。

　4.　第二になすべき行事は，手続規定と規

定審議会の審議事項の順序を推奨する委員会

の報告を受取り且つ考慮し，そしてその手続

規定及び審議順序を決定することである。

　5.討論に当っては，審議会の各員は，抗

議する場合の外は，間日間一問題に対し二回

以上にわたらない発言の権利を有している。

然しながら同一問題に対して未だ発言したこ

とのない会員が発言を要求した場合には二度

目の発言を差控えるべきである。その日の日

程に規定されているか又は多数決により決定

せられない限り，一回の発言時間は五分を超

えてはならない。

国際大会に於ける立法

　6.国際ロータリーの定款及び細則，又は

審議会で特に定められたる規定以外の総ての

手続事項は1==にパート議事法によるものとす

る。

　7.　制定案或は決議案の提案代表者に対

し，たとえその代表者が審議会の議員でなく

とも討論の特権が与えられる。但し，この特

権は同制定案若しくは決議案の審議に限ら

れ，この代表者は５分間にわたりその提案者

としての見解を公式に陳述することを許さ

れ，猶おその上３分間の討論時間が与えられ

ている。この３分間は同問題討論中なれば何

時用いてもよい。

　8.国際ロータリー会長が審議会議長を任

命し自己の職務を代行させる場合は，会長は

何時でも再び議長の椅子につくことができ

る。

　9.　審議会事務局長は，代理又は助手を任

命することができる。

　10.審議会の議事は,記録するものとする。

　ｎ．審議会は全休として委員会に移行し，

審議会に報告を行うものとする。委員会に於

ける討論は記録されないが，事務局長は議事

のメモをとり，審議会に対する委員会の報告

材料となすべきである。

　12.審議会の起草委員会は次の如き方法に

よって選んだ１名の委員長と４名の委員から

或る。即ち，審議会議長は議員の中から委員

長１名と委員４名を指名し，更に議場よりの

指名を求める。若し議場よりこれ以上の指名

が行われない場合には，審議会議長の指名し

た者が自動的に選ばれたことになる。もし，

これ以上の指名が行われた場合には，選挙は

投票によって行われる。審議会議長或は議長

によって審議会の報告を国際大会に行うこと

を命ぜられた者が，委員でない場合には職権

による起草委員となるものとする。

　13.審議会の報告を他の委員の援助を得て

国際大会に提出すべく準備することは起草委
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員長の任務である。而してその場合，委員会

はすべての制定案及び決議案の本文が一定の

形式及び規定に適ったものかどうかを慎重に

調査し，委員長はそれに関して審議会に助言

することになっている。

　14.審議会は国際大会の期間，随時関くこ

とができる。

　15.これらの手続規定は，一旦審議会にょ

って採用されたならば，出席議員３分の２以

上の投票にょるのでなければ停止若しくは改

訂することはでぎない。

議事録（Record of Proceedings）

　審議会議事録の逐語的記録は，中央事務局

に図書館の参考用として所蔵されてあり，如

何なるロータリアンにもそれを検討し又は読

むために提供せられている。ロータリアン又

はロータリー・クラブがこの議事録の述語的

記録の一部分又は全部の写しを必要とすれ

ば，斯様な議事録が会議の報告員から得られ

るか否か及びその一頁当りの写作成実費につ

いての情報をうることができる。その写しを

要求すれば，事務総長は一頁当りの実費でそ

の写を追って貰いそれをその要求してロータ

リアン又はロータリー・クラブに送付する。

立法案提出の方法

　(Method of Proposing Legislation)

　立法案はすべて国際ロータリー定款及び細

則若しくは標準クラブ定款の規定に合致した

ものでなければならない。叉，現存の定款の

規定或は今なお効力を有する国際大会の決議

の規定と重複してはならない。

　クラブが国際大会に対し立法案を提出せん

とする揚今は次の手続に従うようにしたい：

問題は先ずクラブ例会に於て理事会によって

クラブに提出されなければならない。もしこ

の制定案或は決議案がクラブによって採択さ

れたならば，この案が何月何日の例会におい

て正式に採択されたものであるということを

証明するクラブ会長及び幹事の署名した書翰

を添えて国際ロータリー事務総長に送付す

る。もしこの証明書に，この立法案を提出す

るに至った事情についてその理由や事実をく

わしく述べ，注意深こく作成された証明書がつ

いていれば大いに役立つであろう。

　地区大会に於て，国際大会に対し制定案或

は決議案を提出することに意見が一致した場

合は，ガバナー及び地区大会事務長が国際ロ

ータリーに対して行う地区大会公式報告の中

に含まれるようにしなければならない。

　RI細則　第９条は，すべての制定案は，事

務総長によって審議会に伝達されなければな

らない，但し理事会はすべての制定案を審査

し且つ定款及び細則委員会の助言の下に，如

何なる制定案の如何なる不備についても之を

提案者に助言しなければならない,と規定す。

　国際ロータリー細則には叉（第９条），「理

事会は，すべての決議案を審査し且つ理事会

が国際ロータリーの範囲内にあると認めたそ

れらの決議案を審議会に送達するよう事務総

長に命令するものとする。理事会が定款細則

委員会の意見を徴した上，国際ロータリー計

画の範囲内にあらずと決定した場合には，審

議会開催以前にその旨提案者に通告し，その

提案者がその決議案を審議会及び国際大会で

審議することについて審議会員３分の２の同

意をうるにあらざれば，斯様な決議案は審議

会に伝達されないものとする｡」と規定して

いる。

　理事会は，会長及び国際ロータリー事務総

長に対し，理事会に代って，国際ロータリー

細則に規定せられた前掲の手続に則り，すべ

ての立法案を調査する権限を与えた。（理51

－52）

様　式（Form）

　立法案は次のような様式で提出する習慣に

なっている。
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制　定　案

（簡潔に提案の目的を書く）

提案者

第 回年次国際大会に参集せる国際口

(定款細則等改正

条， 第
第

節
節

国際大会に於ける立法

に及んでいた。

　1925年（クリーブラソド）国際大会は決議

25－17を採択したが，その決議に於て国際大

会はこれらの決議の内容を列挙し，それらの

決議は丁国際ロータリー定款及び細則に組入

れられている基本的な規則を解釈し且つ補足

することによって十分の効力を発する」もの

であることを宣言し，叉，同時に，これ以外

の187の決議はすべてその目的を果たしたも

のであって最早国際ロータリーの役員若くは

クラブに対して拘束力を有しないものと考え

られる旨宣言した。

　ダラス国際大会に於ける決議の編纂:1929

年，ダラス国際大会29－12は決議を採択し，

クリーブラソド国際大会の決議25－17に於

て有効なものとして列挙された約25の決議

の原文を取消し，その代りとして，その決議

の概要即ち編纂を用ゆることにした。

国際大会決議の調査

　(Survey of Convention Resolutions)

　1941年，デソバー国際大会は次の決議を採

握して，理事会が随時，或る腫の国際大会決

議を既に有効ならずと決定することができる

ようにした。即ち。

　「第32圓国際大会に参果せる国際ロータリ

ーは，今後国際ロータリー理事会が随時，国

際大会で採択せられ現に有効な決議の中で，

どの決議が儀礼的なもの或は一時的なもので

あると考えられるか，或はどの決議が後の立

法によっておきかえられ，もはや有効である

と考える必要がないか，或はその決議が採択

せられた国際大会の議事録以外には手続要覧

或は他の国際ロータリーの刊行物に発表する

必要がないかどうかを決定し，かくの如き決

議に基づく理事会の決定事項の報告は会長若

くは事務総長によって，この決定事項の行わ

れた年度の終末に於ける国際大会に対する報

告書で加盟クラブに報告するという了解の下

に於て行うということを決議する｡」（デソバ

－でL05 －

一タリーは，

すべき主題を示す),第

の規定，

の

提案者

第

を第し＿_条，

という字句を削除し次の字句

を入れることによって改正することを制

定する。（新字句挿入）*

決議案

（簡潔に提案の目的を書く）

圓年次国際大会に参集せる国際口

―タリーは次の如く決議する。

　(以下決議案文)＊

理事会に対する陳情

　　　　　　　(Memorial to Board)

　クラブ或は（地区）大会は，国際大会に対

し制定案若くは決議案を提出する代りに，問

題を理事会に提起し理事会をして適当と認め

られる決定を行わしめることによって目的を

達することができるのである。

1910年から1942年に至る国際大会

　決議の現状（Status of Convention

　　　　　　Resolutions，1910－1942）

　クリーブラソド国際大会に於ける決議の編

纂:1925年現在に於て，1910年から1924年

に至る間に国際大会で採択された決議は数百

*注意:制定案及び決議案にはその目

　的，之れを支持する事項を述べたも

　のを添えるべきである。
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一国際大会決議，41－8）

　1941－42年度理事会は，前期の決議41－8

に則り，国際大会立法の調査を行った上，事

務総長に対し，事務総長年次報告に次の各項

を含めることによって，理事会の決定事項を

42年トロント国際大会に於てクラブに注意

を促すよう要請した。

　理事会（41－42）は，1941年デソバー国

際大会の決議41－8に従い，現に有効な決議

中で，どの決議が儀礼的な或は一時的なもの

と考えられるか，或はどの決議が後の立法に

よっておきかえられたと考えられ，もはや有

効であると考える必要がないか，或はその決

議が採択せられた国際大会の議事録以外には

手続要覧或は他の国際ロータリーの刊行物に

発表する必要がないかどうかを決定するため

に国際大会決議の調査を行った。

　この有効な決議の調査を行った結果，理事

会は，これらの決議中で約25の決議は，まだ

十分に実行されていない決議であるか，若く

は，国際ロータリー定款及び細則或は標準ク

ラブ定款に示されている国際ロータリーの基

本的な規則を解釈補足する方針或は手続を確

立するものであり，従って今後とも有効な決

議であることを決定した。理事会は事務総長

に対し，かくの如き決議の原文を手続要覧

（パンフレット35号）に発表して，加盟クラ

ブの啓蒙と指導に資するよう指示を与えた。

　調査中の数個の決議は国際ロータリーの定

款の改正を是認し，叉R.I.B.I.の定款の改

正を承認しているから有効である。しかし理

事会は，それらの決議はそれが採択された国

際大会の議事録以外には発表する必要はない

と決定した。

　調査中の残余の決議は約50あるが，いず

れも，儀礼的な或は一時的な決議であるか，

若くは採択後の立法によって十分に実行され

ているか或はおきかえられている決議である

ことが理事会で発見された。従って，理事会

は,これらの決議が既に目的を達成しており，

もはや有効であるとは考えられず，従って，

それらの決議が採択された国際大会の議事録

以外には発表する必要がないものと決定され

た。

　国際大会決議調査の全文は，この調査で研

究した決議全部の番号と共に，1942年６月の

国際ロータリー理事会の記録及び手続要覧

（1942年10月発行のもの）に載っている。

　理事会（1945－46）は,「国際ロータリー役

員及び中央事務局係員のロータリー・クラブ

に対する事務奉仕についての説明」を採択し

た決議42－16は一時的な性質のものであり，

且つ既にその目的を達成したものであると決

定した，従って決議42－16はもはや有効で

ない旨を宣言した。

　理事会（1951－52）は，決議40－15「世界

闘争渦中のロータリー」及び決議42－28「世

界戦争中のロータリー」は，国際ロータリー

の如何なる印刷物にも発行する必要がないと

いうことに意見が一致した。そして一時的な

もの以外のこれらの決議の主旨を含み且つ肯

定する国際奉仕における国際ロータリーの方

針を採用した。決議42－15及び42－28はこ

れを決議した年の大会報告に全文がのってい

る。（理55－56）（国際奉仕における国際ロ

ータリーの方針91頁参照）
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ロータリー・クラブの会員資格

　　(Membershipin RotaryClubs)

　標準クラブ定款（第５条）には会員の種類

は，正会員，シニア・アクチブ会員，パスト

サービス会員及び名誉会員の４種類とする旨

規定されている。

　会員資格及びその継続，会員選考委員会の

任務，会員選考の方法等についてはクラブ定

款及び細則にその規定が見られるであろう。

　理事会は事務総長に対し，各クラブが国際

ロータリー定款及び標準クラブ定款に示され

ている会員資格及び職業分類の必要条件を充

していない人を入会させることについて，屡

屡警告を発するよう要請している。

二重会員（Dua1 Membership）

　如何なる人伝同時に一よりも争いクラブ

において，正会員，シニア・アクチブ会員，

又はバスト・サービス会員の資格を持っては

ならない。（国際ロータリー細則第３条，第

５節）

会員資格は個人のもので会社のもの

ではない（Membership lndividua1－

　　　　　　　　　　　　Not Firm）

　ロータリーの会員資格は飽くまで個人々々

のものと考えられるべきであって，個々の会

員が代表している共同企業体(Partnership)

又は法人(Corporation)のものではない。(ダ

ラス大会決議，29－12，第３条第１節)

会員の事業はクラブの区域内で行な

わなければならない(BusinessMlust

　　　　Be xvithin TerritorialLimits)

　クラブの各正会員はそのクラブに於て分類

を受け且つその職場をそこに持つそれぞれの

職業に，クラブの区域内に於て現に自ら従事

していなければならない。（クラブ定款第５

条第２節）

　会員たりうる者は，クラブの区域内に於て

その職業に，自ら活発に従事し且つその職場

をそこに持っていなければならないという条

件に合致する義務かおることを国際ロータリJ

－及び地区ガバナーは常に強調しなければた

らない。（理52－53）

　正会員の住居が郊外住宅地であり而もそれ

が他クラブに属する区域にあっても差支えな

い。但し，必ず自分のクラブの区域内に於て

その職業に，現に，自ら，従事し且つその朧

場をそこに持っていなければならない。

　その人がクラブの区域内に居住していて

払その職場をクラブの区域外に持つとか，

或はその人の職場がクラブの区域外に移転し

た人を会員に続けておくことは，国際ロータ

リーに加盟許可の際各クラブが受け入れるこ

とを承諾する国際ロータリー定款の職業分類

及び会員資格規定の絶対違反である。ロータ

リー・クラブの正会員資格に関連して，「職

場」とは正会員又は推薦された正会員が彼Ｏ

職業上の責任及び活動を普通に管理する事業

場を意味すると理解されている。（理60－

61，61－62）

追加クラブの会員（Membership in

　　　　　“AdditionaP’ Rotary　Clubs）

　国際ロータリー細則第１条第１節の規定に

従い，或るクラブが追加クラブ結成を許すた
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めぞの所在する市行政圏内の区域を割譲し，

そしてその元のクラブが追加クラブの区域内

からその事業，執行上の任務又は専門的職業

の活動が市，区又は他の行政区の全範囲にわ

たるものを会員として入会せしめる権利を保

有し且つ行使する事情の下において，追加ク

ラブもその地域内における全市，区又は他の

行牧園にわたる事業を持つものを含めて適当

な職業分類の下に有資格者を会員に選ぶこと

が出来る。斯様な場合には両クラブ共国際ロ

ータリー細則第３条第５節の規定に十分注意

して，同１人が一クラブ以上の正会員，シニ

ア・アクチブ会員，又はパストサービス会員

にならないようにしなくてはならない。（理

59－60）

他の組織の会員

　(Membership in other organizations)

　ロータリー・クラブ会員は他のサービス，

クラブに入会して，その関心と精力を分散す

ることは遠慮すべきである。（ダラス国際大

会決議29－12，第３条第４節）

　ロータリー・クラブにおける会員の責任を

果すためには，ロータリアンは他の奉仕クラ

ブ又は同腿の組織の会員となってはならな

い。（理60－61）

　他の奉仕クラブ又は類似団体においてロー

タリアンが会員であること，及び如何なる会

員払理事会が十会な理由ありと認めた時

は，クラブ理事会によってその会員の資格を

終結せしめることができるという標準クラブ

定款の規定に関しての国際大会の処置及びク

ラブ自身が取ったこれまでの処置を考慮し

て，ロータリー・クラブの理事会は，理事会

の考え懲，所属クラブ会員で他の奉仕クラブ

又は類似団体においてもその会員を続け，所

属ロータリー・クラブに対する義務を果さな

いということは，その会員の資格を終結せし

めるに十分の理由となると考えることができ

る。（理60－61）

外交官及び領事　（Diplomatic and

　　　　　Consular Representatives）

　外国政府使臣の仕事が比絞的重要な地方に

於ては，外交官及び服事等か名誉会員として

入会せしめることによってクラブ内にその業

務を十分に代表させるのがよい。(理42－43)

船　長（Commanders of vessels）

　大西又は太平面洋に西する港湾都市のクラ

ブに於ては船上に於けるロータリー会員の会

合を奨励したり或はその他の点でロータリー

に関心を示す大型航洋船舶の船長を名誉会員

に推すことが薦められている。（理36－37）

名　工（Skilled Craftsmen）

　標準クラブ定款の枠内に於て，そこに規定

された条件に合致する技術のすぐれた名工を

ロータリー・クラブに入会させる規定は出来

ているのである。従って，その技術以外の点

に於て入会の資格を十分有する名工をクラブ

に入会させるために，この規定を修正する必

要はない。（理45－46）

移籍会員（“Transferred” M:embers）

　ロータリー・クラブの会員がその会員資格

を或るロータリー・クラブから他のロータリ

ー・クラブに移籍できるという規定は何処に

もない。

　一つの都市から他の都市に移転する会員

が，ただ移転したという事実だけによって，

移転先の都市のクラブの会員たり得るという

所謂丁移籍会員」という会員資格を確立する

ことは，各クラブの会員選考に関する自主性

を冒すものであり，又職業分類による会員資

－108 －

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

ｊ
一
一
…
…
…
言
言
寸
言
エ
ヅ
…
…
い
…
…
…
…
…
　
…
　
　
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
　
ノ
　
　
　
…
…
…
…
…
…
…
ノ
ビ
　
ド
ト
　
ー
　
ー
一
♂
２
『
♂
　
－
『
Ｊ
Ｉ
Ｉ
『
ｒ
　
♂
　
　
ｒ
ｙ
　
ｌ
ｒ
♂
Ｉ
♂
ｋ
　
≒
　
　
；

”
八
、
’
乙
‘
　
　
ｊ
｀
。
い
ゾ
　
ｊ
ｙ
ｊ
ダ
ー
ふ
汗
ｎ
低

格の原則に反して，職業分類が二重になる結

果を来す場合が多い。理事会は職業分類の重

複を生ずるようなロータリー・クラブにおげ

る会員の如何なる規定にも賛成しない。（理

38－39,61－62）

　国際ロータリー細則並びに標準クラブ定款

には，ロータリー・クラブは其の職業分類を

保持している会員の承諾を条件として，職場

がそのクラブの区域限界内にあり，且つ会員

としての他の資格を持っている何れかのロー

タリー・クラブの元正会員をアディショナル

正会員に選ぶことが出来る。但し斯く選ばれ

た如何なる会員も彼が元所属クラブにおける

職業分類下でそのクラブ地域限界内にて実際

に活動を止めたという唯一の理由により会員

資格が終結したのでなければならないと規定

している。然しこれは「移籍会員資格」を規

定するものではないのであって，この規定に

よるアディショナル正会員の選挙はあくまで

も彼を選挙し得るクラブの意志によるもので

ある。

諸系統の民族からの会員（Membership

　　for Men of various Nationalities）

　理事会は，諸系統の民族グループ（外国で

生れた者又はその子孫）が存在する都市のク

ラブが，その都市内の程々の民族を同化する

手段として，これらのグループからロータリ

アンたる資格を十分に備えている人々を入会

させるよう考慮を払う方がよいとの示唆をし

ている。この目的とする処は，彼等をクラブ

に代表されている他の民族の人々とより親し

くさせ，彼等のグループの他の人々に対して

も有益な影響を与えるように激励して，彼等

がその仲間内の交際に限られないで，彼等の

住む国の全休を構成する上に不可欠な分子と

なるようにすべぎである。

　このことを行うための手段はロータリー・

クラブの会員資格に関する規定の中に既に含

会　員　資　格

まれているから，特別な規定を設ける必要は

ない。只都市内に注む他系統の民族から会員

を求めることが望ましいという点にクラブ

の注意を向けたというのが理事会の考えであ

る。（理44－45）

名誉会員（Honorary Membership）

　各クラブは名誉会員の資格をロータリーの･

理想推進に著しい功績のあった者だけに限

り，これを濫用しないようにすべきである。

名誉会員の地位はロータリー・クラブが与え

得る最高の栄誉であり，従って特別な場合に

のみ与えられるのでなければならない。もし

名誉会員を勝手にどんどんつくるようなこと

があったら，ロータリーの会員選考の規定を

如何に完全に守ろうとしても意味のないもび）

になろう。（理52－53）

ロータリー財団奨学同窓生のための

会員資格　（Membership for Rotary

　　　Foundation Fellowship Alumni）

　職業分類による会員資格の基本原理の範囲

内において，元ロータリー財団奨学生が適合

な時期に彼の職業上の基礎の下にロータリ

ー・クラブの会員としての資格が生ずること

は十分期待できることである。然しながら，

ロータリー財団奨学同窓生のために斯様な考

の下に特種の会員制度とか職業分類を設定す

ることはロータリーの職業分類の原則と一致

しないが故に望ましくない。（理58－59，61

－62）

　ロータリー財団奨学生を奨学生たるの故を

以て名誉会員に推菖せんとすることは甚だ望

ましくない。（理52－53，58－59）

同一のクラブで同時に正会員及び名

誉会員になること（Active and

　Honorary Membership in Same Club》
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　同一のクラブで同時に正会員と名誉会員を

兼ねることは，他の正会員や名誉会員の権

利，特典，責任を決定するに当ってクラブ内

に常に混乱を引起す因になる。しかし，クラ

ブ標準定款，又は国際ロータリー細則のいず

れに払同一のクラブで同時に正会員と名誉

会員を兼ねてはならないという規定はない。

げれど払その細則の意図する処はこのよう

な二重会員となってはならないことを明らか

に示しているように思われるのである。（理

38－39）

名誉会員の特典

　[Privileges of Honorary ]Vlembership)

　クラブにおける会員資格に有望な会員候補

者を推薦する特典を名誉会員が持つことは，

国際ロータリー定款の規定の精神に仲るもの

と考えられているので，その特典を名誉会員

に与えることは許されない，そして各ロータ

リー・クラブは，有望会員候補者の推薦は単

にクラブの立派な資格を持つ正会員，シニ

ア・アクチブ会員又はバスト・サービス会員

に限るという規定を加えて，その細則を改正

することが提示された。（理60－61）

シ ニア・アクチブ会員

(Senior Active Membership)

理事会（1954－55）並びに1964年国際大会の

決定事項を表明している次の説明は国際ロー

タリー細則及び標準クラブ定款のシニア・ア

クチブ会員資格に関する規定をクラブが適用

するに際し参考となり且つ手引となるもので

ある。

1.　シニア・アクチブ会員資格に関する国際

　　ロータリー細則及び標準クラブ定款の規

　　定は標準クラブ定款を採用したクラブに

　　対して命金的なものである。然しなが

　　ら，標準クラブ定款の下に運営されてい

　　ないクラブに対しては命令的ではないが

　　それらのクラブも此の規定を採用するこ

　　とが期待されている。

2.　若し正会員（職業分類をもつ）がシニア・

　　アクチブ会員になった場合には，その人

　　のアデイショナル正会員は自動的に正会

　　員となるものではないばかりでなくその

　　アデイショナル正会員の資格は終結す

　　る。但しクラブがその人を直ちに入会せ

　　しめることを選ぶならば勿論その人は直

　　ちに入会せしめられる。

3.　若しアデイショナル正会員が正会具にな

　　った場合（その人の元の正会員がシニ

　　ア・アクチブ会員になった後で）にはそ

　　の人のアデイショナル正会員として同一

　　事業体から他の人を推薦する権利を有す

　　る。

4.アデイショナル正会員はシニア・アクチ

　　ブ会員になれる。斯様な場合，元の正会

　　員はそのまま正会員として職業分類を継

　　続保持して行くものであり，クラブは他

　　の資格ある者を同一職業分類のアデイシ

　　ョナル正会員に選ぶことが出来る。

5.シニア・アクチブ会員の資格条件の中に

　　示された「15又はそれ以上」「10又はそ

　　れ以上」又は「５又はそれ以上」の年数

　　は連続的であるということは必要とされ

　　ていない。

6.シニア・アクチブ会員がその職業から引

　　返したということはその人のシニア・

　　アクチブ会員資格の立場に何等影響しな

　　い。

7.正会員がシニア・アクチブ会員となり，

　　その後他のクラブ正会員の保持している

　　職業分類と同一職業に変ったとして払

　　その人は規定上シニア・アクチブ会員と

　　してのクラブ内の会員資格を維持する権

　　利かある。

8.シニア・アクチブ会員に選ばれるには，

－110 －

　　ロータリー・クラブの元会員は賞つてシ

　　ニア・アクチブ会員であったか，或はそ

　　の人が会員資格がなくなった時に既に国

　　際ロータリー細則又は標準クラブ定款に

　　定められた規定によってシニア・アクチ

　　ブ会員としての資格を持っておらなけれ

　　ばならない。

9.　自動的に，或いは自分自身の希望によっ

　　てシニア・アクチブ会員になった人は，

　　出席条件及び他の会員としての義務を満

　　す限り，何処に住居を持つに至ってもシ

　　ニア・アクチブ会員になったクラブに

　　おいてその会員資格を続けることができ

　　る。（本文書終）

　シニア・アクチブ会員の制度を利用するこ

とに関連したクラブ活動を奨励するため，地

区ガバナーは次の諸事項を行うべきである。

　巾　国際協議会（lntemational Assembly）

に於て得たシニア・アクチブ会員の問題に関

する情報の摘要を地区ガバナー月俗（Month-

ly Letters）に公表する。

　（2）この問題を地区協議会（District As-

sembly）に提唱して，シニア・アクチブ会員

に関する定款の規定をなお一層よく利用する

ことによって得らるべき利益について説明す

る。

　（3）正会員がシニア･アクチブ及びバスト・

サービス会員になったために空席となった職

業分類を充すことによって，地区内のクラブ

が如何にその会員を増加することが出来たか

についての情報を，年間を通じて地区ガバナ

ーの月俗に発表する。

　（4）地区ガバナーの公式訪問に際してクラ

ブ協議会（Club Assembly）にこの問題を提

唱する。（理50－51）

会　員　資　格

シニア・アクチブ及びバスト・サフ

ピス会員のバッジと職業分類

　　(Classificationon Badge of Senior

　　　Active or Past Service Mernber)

　シニア・アクチブ及びバスト・サービス両

会員のバッジには，「シニア・アクチブ」又

は「バスト・サービス」の文字の下に，括弧

で囲んだ（前職業分類__）という欄を

設け，その会員がシニア・アクチブ又はバス

ト・サービス会員になる直前まで，保持して

いた職業分類を書きこむようにし，更にこの

職業分類をクラブ会員名簿やその他氏名・職

業分類を必要とするクラブ記録類に書き入れ

ておくよう，理事会では示唆を与えている。

（理45－46）

英本国及びアイルランドに於ける前

役員とシニア・アクチブ会員(Senior

　Active Membership of Past O伍cers

　　　　in Great Britain and lreland)

　理事会は，R. I. B. I. の審議会がシニア・

アクチブ会員に関する国際ロータリー細則第

３条３節の規定の言葉づかいに対して下した

解釈

－111 －

即ち，「……現に国際ロータリーの

役員であるか或は嘗て役員であった……クラ

ブの正会員は，本人の希望により，そのクラ

ブのシニア・アクチブ会員になることができ

る」という条項は，英本国及びアイルランド

地方に関しては,R.I.B.I.審議会の選挙によ

る役員及び英本国及びアイルランドの国際口

一タリー代表であって1938年７月以降辞退

した者も意味することに同意する。

（理41－42）

再建されたクラブに於けるシニア・

アクチブ及びバスト・サービス会員

　(Senior Active and Past Service

　Membership in Re-Established Clubs)
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　理事会はシニア・アクチブ及びバスト・サ

ービス固会員の資格に関ずる定款の規定を変

更する機能を有しかいことを認めるが，戦争

のため国際ロータリーヘの加盟が取消された

クラブの有する障害のための緊急の推薦とし

て，これらのクラブが再建された場合，もし

希望があれば，そのクラブが国際ロータリー

に加盟していなかった期間をもシニア・アク

チブ及びバスト・サービス両会員の資格を定

める際に加算して考慮してもよい。

会員数の最小限

　　(Minimum Number of Members)

　理事会は以下の如き方針を確立している：

　ロータリー年度の最初の月に於てロータリ

ー・クラブが会員数20名以下と報告した場

合には，地区ガバナーは同クラブと連絡して

会員数減少の理由を訊し，再興について如何

なる手段が講ぜられているかをたしかめるべ

き･である。

　地区ガバナーは，その調査の結果を国際ロ

一タリー会長に報告し，会員数の問題の解決

に対して，如何なる援助をクラブに与えたか

を示さなければならない。（理53－54，62－

63）

　ロータリー・クラブを結成するのに必要な

正会員数の最小限は1961－62理事会の決定

により20名から25名に増加された。

クラブの内部的拡大

　　　　(Extension Within the Club)

　国際ロータリー事務総長及び役員はクラブ

の内部的拡張の重要性に重点を置くように要

請されているが，特に次の諸点が強調されて

いる：

　巾　会員選考及び職業分類両委員会のメン

バーは一度に全部を替えることのない事が望

ましい。

　(2)クラブ所在都市内の有益にして且つク

ラブに代表を送るにふさわしい事業の調査を

屡々行い，これと関連して永久的且つ最新の

充填及び未充填職業分類表(Record of Filled

and unfilled Classifications)を保持できる

ようにする。

　(3)空席の職業分類は(Uufilled Classifica-

tion)一度に多数でなく，数個ずつクラブに

発表するようにする。(理39－40卜

均衡のとれた会員組織

　　　　　　(Balanced Membership)

　事業又は専門職業の分類が片寄らないよ

う，そして同時に地域社会の事業及び専門職

業の実態を代表するように良く均衡のとれた

会員組織を維持しょうと努力する場合，事業

又は専門職業の分類の一又は極限された数に

片寄っている地域社会のクラブは，或一つの

大分類の下にあるはっきりした分類にアデイ

ショナル正会員を加えて入会せしむべき会員

数の限度を決定するのに困難を感ずることが

ある。兎もあれ，色々と変った事情の観点に

おいては，斯様な事情にあるクラブにょって

採用しなければならない制限の範囲は，その

関係クラブにょって決定しなければならない

もので，一般に応用できるような限度は国際

ロータリーで設定することは出来ないし又し

てはならない。（理59－60）

　各ロータリー・クラブは，標準クラブ定款

に規定された職業分類並びに会員選考の原則

に従い，出来るだけクラブの所在地域社会に

あるすべての認められた事業，専門職業又は

団体の代表者をそれぞれ一名会員に持つょう

にしなければならない。

　各ロータリー・クラブは毎年所在地域の職

業分類調査を行い，それによって事業及び専

門職業の真の，広範囲な横断面たる均衡のと

れた会員組織をつくるための確実な基礎とし

て充填，来充填職業分類表を作成しなければ

－112－

ならない。（理62－63）

クラブ内の代表的会員（Representive

　　　　　Memership Within Clubs）

　各ロータリー・クラブはその所在する地域

社会の職業活動の真の横断面でなければなら

ない。そのためには，各地域社会において1==z

－タリーの綱領が達成されるように全ロータ

リー・クラブがその潜在的能力を十分に活用

するよう益々努力すべきである。(理60－61)

アディショナル正会員

　　　　(Additional Active Members)

　アディショナル正会員に関する規定はロー

タリーのあらゆる分野を通じて強調されなけ

ればならない。各クラブはこの規定を利用し

て，より多くの人々をロータリーに引き入れ

ロータリーの特典を享受せしめると共に会員

数の増加につとめるべきである。各クラブは

叉，アディショナル正会員の資格は正会員の

それと同一であること，及びかかる資格を有

する者のみが正会員にせよアディショナル正

会員にせよ，ロータリーに入会を考慮される

のであるということを記憶しなければならな

い。（理52－53）

会員候補者のクラブ例会への招待

　　(lnviting Prospective Member to

　　Club Meetings)

　クラブが入会予定者を，入会申込カードに

署名する前に，数回のクラブ例会に招待する

習慣を採用することに対して理事会は賛意を

表している。（理49－50）

新会員の入会式

　　　　(lnductionof New Members)

会員‘資格

　（ｲ）事務総長は絶えず各クラブに対し，新

会員のクラブ入会式を，それぞれ独特の威厳

あるやり方を考案して行うよう示唆を与える

べきであると指示されている。

　（ﾛ）基準となる統一的な入会式が準備され

又は各クラブに示唆されることはない。

　㈲　事務総長は絶えず各クラブに対し，新

会員を直ちに一つ又はそれ以上の委員に任命

して，その委員長が彼を同化させる責任を持

つという方法を，クラブに示唆するよう指示

されている。　　　　　　　す

　㈲　事務総長は，地区ガバナーが更にロー

タリー教育を盛んにすることの必要を強調

し，この問題に関して利用し得る資料が中央

事務局から入手出来ることを，各クラブに注

意するよう示唆すべきである。

　固　地区ガバナーは，地区内から１クラブ

を選んで地区協議会に際して10分間，クラ

ブ例会に於ける新会員の威厳ある入会式を実

演させるようにすべきである。

　㈱　事務総長は，もしガバナーから依頼が

あった場合には，指針として，1,2の入会大

のやり方を送付しなければならない。（理44

－45）

名を呼び合う習慣

　　　　　　　(First Name Custom)

　ロータリー会員が仲間の会員に姓ではな

く，名(firstname)で呼びかけるのは単なる

習慣である。クラブがこひ習慣を採用するか

どうかは自由である。或る場合にはこの習慣

がそのクラブの存在する国の人々の一般の習

慣と一致しないこともあり得る。

　1931－32年度理事会は国際ロータリーの

公式刊行物にはニツク・ネームを使わないこ

とに同意した。
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婦人は会員資格がない

　(Women Not Eligibleto Membership)

　国際ロータリー定款（第４条第３節）は，

「ロータリー・クラブは次に定められた資格

を有する男子よりなり……」及び「彼等は成

　　　一　　　　　一年男子で，人格者であり且つ職業上名望ある
一

……」とはっきり述べている。

　国際ロータリー細則第３条第６節は，「ク

ラブの区域内に現に居住し，又は賞つて居住

しており，且つその地方又は他の地方でロー

タリーの理想の普及に功労のあった男子をク

ラブの名誉会員に選ぶことができる｡」

若い人に対する会員制度を作ること

　(ProvidingMembership for Young Men)

　各クラブはあらゆる努力を傾けて若い人を

会員とすべきである。特にアデイショナル正

会員の規定を利用し，又，正会員がシニア・

アクチブ会員になったため空席となった職業

分類を若い人で補充することが望ましい。

(理42－43)

　地区ガバナーは，より若い人々をロータリ

ー・クラブに引入れるための手段としてアデ

イショナル正会員及びシニア・アクチブ会員

の規定を更に多く利用するよう各クラブに強

調することを要請されている。(理49－50，

50－51)

　大都会の中の判然たる商工業の中心に更に

別のロータリー・クラブを結成することはロ

ータリー・クラブにより若い人々を確保する

一方法として強調さるべきことである。

(理49－50)

不本意な元ロータリアン

　　　　(lnvoluntary Past Rotarians)

定款にも細則にもかくの如き事態に対する

規定がないのであるから，不本意ながら元口

一タリアンとなった人々の団体を，国際ロー

タリーと何等かの関係のある団体として認め

ることは理事会として明らかに不可能なこと

である。特に，実際にも存在せず，又国際ロ

ータリー定款及び細則がそのように変更せら

れるまでは，存在する筈もない国際ロータリ

ーとの関係を示すような名称の使用をある団

体に許すこと，或はこれを奨励することは，

理事会として不可能なことである。（理24－

25，49－50，62－63）

不本意ながらクラブが解散した後の

会員の地位(Status of Rotarians Following

　lnvolountarv Dissolution of Clubs)

　理事会は，不本意ながら解散したロータリ

ー・クラブの会員のその後の地位に問し，次

の如き措置を講じている。

　自国から避難して来たロータリアンを新た

に事業或は専門的職業に従事しようとする都

市にあるロータリー・クラブの会員に選ぶこ

とができるし，叉選ばれた例が屡々ある。尤

もそれは定款に従ってクラブ自身が決定する

ことであると理事会は指示している。

　ロータリアンである処から生ずる深い友好

と奉仕の機会を楽しむためにロータリーは会

合するのであるが，そのクラブ所在都市の生

活に同化することが出来るのでなければロー

タリーに入っても無益であるように思われ

る。理事会はこの問題を提起させることにな

った動機を理解すると共にこれに対し深い同

情を感ずるものであり，自分の落度でもない

のに真に不本意ながら一時的にロータリーの

友好を奪われた人々の心の中に，ロータリー

は依然として残っていると考えるのである

が，自分の良く知っている都市以外の都市の

クラブで形式的に会員の地位を与えられるこ

とによって，失ったロータリーの友好を償わ

れるとも考えられない。のみならず理事会

は，彼等のロータリーとの正常な関係が復活
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したとき･に元ロータリアンに面倒な事態が生

じた実例を知っているのである。(理39－40)

クラブ例会への学生招待

　　(Students as Rotary Club Guests)

　各クラブは大学その他の学校の学生に関心

を持ち，学生達がロータリーの理想や原理を

よく知っているかどうか確めることを奨励さ

れている。理事会は,各クラブが,その昼食会

に学生をお客として招く計画に同感であり，

クラブがこのようなお客を招くことを奨励し

たいのであるが，学生は，学生としてはロー

タリー・クラブの会員にはなり得ないのであ

る。ロータリー・クラブは定款細則に明示さ

れた種類の会員しか持てないからである。

(理26－27)

会員カード（Membership Cards）

　1919年，国際ロータリーの国際大会に於て

ロータリアンに対して会員カードを発行する

準備を行う権限が理事会に与えられた。

　理事会（12－13）は同一形式のカードを採

用し，これを全クラブが使用することを薦め

た。このカードが会員証明票として知られて

いるものである。

　会員資格の条件としてロータリー財団に寄

付することに関し，又は斯様な条件を含む如

何なる事柄も会員入会申込カードの申に表わ

会　員　資　格

してはならない。理事会は，国際ロータリー

財団に寄付すること並びにロータリー会員証

明カードに之れに問する如何なる事柄も会員

資格の条件として規定を設けるようにクラブ

細則を改正することを阻止する。（理56－57）

　ロータリアンが個人的に知られていないク

ラブを訪問する際には必らずこの会員カード

を提示して自己を細介しなければならないこ

とになっている。（ダラス大会決議29－12）

ロータリー会員でない者に対する証

明書その他の発行

　(Credentials，etc.forNon-Rotarians)

　国際ロータリーのためにロータリーの用事

で旅行する者以外に，証明書，身分証回書，

或は紹介状を発行することは国際ロータリー

の方針に合わないもの懲ある。国際ロータリ

ーはこの方針を守って，留学生，旅行するロ

一タリアンの子弟に紹介状を発行して，個々

のロータリアンやクラブの役員に対し身分証

明又は紹介に役にたてることはしない。（理

37－38）

　ロータリー・クラブは原則として自己のク

ラブの会員以外の者に対して証明書，身分証

明書或は紹介状を発行すべきではないと理事

会は信じている。ロータリー会員はすべてそ

のクラブに属するが故にその会員証明カード

を所持しているものである。（理41－42）
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名称及び徽章

(Name and Emblem)

　Rotaryという名称は，最初のクラブに於

て，その会合を会員の事業所で交互（in Ro-

tation）に開いた処から始ったのである。この

言葉は国際ロータリー（Rotary lntemational）

という名称や「彼はロータリーに於げる最年

長者である」という文章に於けるように名詞

としてロータリーの全組織を示すのに使用さ

れることが最も多い。叉，「ロータリー」のお

かげで彼は立派な市民になっﾌだ」という文章

に於ける場合の如く，ロータリーの理想や原

理を意味している場合もあろう。 Rotarian と

いう言葉は，名詞としてロータリアンのこと

を云うか或は「ロータリアン詰」という名称

に使われるだけである。如何なるロータリ

ー・クラブ払個々のクラブとしても叉集団

として払それらが国際ロータリーの定款に

従って設立されていることを示す処のロータ

リーという名称以外の名前を付けてはならな

いし，叉，ロータリーという名称以外の名前

の下に活勤してはならない。尤も各地区は国

際ロータリー（Rotary lnternationa1）の名称

を用い，それによってロータリーの理想，原

理及び目的の普遍性を示すことになってい

妬
　
　
徽

章（The Emblem）

　1905年か或はそれより少し後にシカゴ・ク

ラブによって考案され採用されたロータリー

の最初の徽章は車の翰の形を現わしていた。

他のクラブが結成されるに従ってこの徽章も

段々と修正され，時に歯車が使用されたこと

もあった。そして1912年の大会に於てこの

歯車を現わす徽章が採用されたのである。

　1919－20年度国際ロータリー理事会は，

1912年に採用された徽章の説明が明確を欠

くという議論が多いのを認め，２名のロータ

リアンが提出した図案を受け入れ，更にこの

徽章を使用する場合には，そこに記された文

字を変更してはならないし，叉その他一切の

変更を加えてはならない旨を規定した。この

理事会の決定は1921年の大会に於て確認さ

れている。

　1922年の大会に於て採択された国際ロー

タリー細則改正条文には次のように規定され

ている。即ち「国際ロータリーの目的と綱領

の達成を助長するため，理事会はすべてのロ

一タリアンの専用とその利益のために，国際

ロータリーの徽章，襟章及びその他の標章を

制定し，且つ之を保護する」

　しかし，1922年の国際ロータリー定款及び

細則の改正条文の採択以来，この細則に規定

された徽章の採用に関しては理事会は何等の

措置も講じていないことが指摘せられた。そ

こで，国際ロータリー理事会（1923－24）は

後に1929年度大会に於て採択された大会決

議29－12によって確認された公式国際ロー

タリーの徽章の記述を採用した。

　国際大会で確認された徽章の公式記述は次

の通りである。

　国際ロータリーの公式徽章は，６本の輔と

24の輸歯及び一つの挨穴のある歯車である。

１個の輪歯が各輔の中心線上にあり，輔と幅

との中間には３個の輪歯かおる。歯車は次夫

に示す寸法の比例で造られている。“Rotary

lntemationa1”の二つの文字は翰縁のくぼ

んだ処にある。輪を緑で立てて見ると，

“Rotary”の文字は上部の窪みに輪歯５個分

の長さに現われ，“lntemationa1”の文字は

下部の窪みに輪倹約９個半の長さに見える。
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両側にこの二つの窪みの間に位して文字のな

い窪みかおる。これら四つの窪みの内，どの

二つの間隔も下記比例に従って２単位であ

り，叉，窪みと内外の輯線との間隔は1/2単

位である。輔は先細で断面は楕円形である。

輯が“Rotary”の文字を上にして立ってい

る時は，向い合った二つの輔の中心録は輯の

縦の直径を形造り，回転最高所に達した横穴

を両断することになる。輯歯の両側面は外側

に梢々ふくれている。従って輯歯と輯歯の間

の空間は賂々機械的に正確である。正確な設

計の比例は次の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位

　　全休の直径……………………………61

　　中心から輯歯の基部まで……………26

　　輯録の輔（内端）から輯歯の基部ま

で …………81/2

こしきの直径…………………………12

軸の直径………………………･‥……７

輔

　輪緑と合する点に於ける輔………５

　軸の中心における幅………………７

横穴の垂直断面
3/

4

４

名称及び徽章

　ロータリーの色は徽章の中に次のように

取り入れられなければならない。即ち輪全休

として金色でなければならないが，輪緑の四

つの窪みの部分は濃紺青色とする。窪みの

“Rotary ” どlnternationa1 ”の文字は金色

で表わし，中心と挨穴は空白のまま残してお

くものである。（ダラス国際大会決議29－12）

役員バッジの使用及び徽章の変更は

認められない（Omcers’ Badges　and

　Modification of Emblem Not Approved）

　ロータリアンがそのロータリーに於ける役

員としての地位を示すために独特のバッジ，

宝石或はリボソなどを使用することは，国際

ロータリー職業人の会にはふさわしくないと

理事会は信ずる。故に斯様な徽章は地方的習

慣として用いる国以外においてはその使用を

否認する。但しロータリーの国際大会や地区

大公等で使用される簡素な一時的な名札或は

リボソ等はこの中に含まれないものである。

　叉，国際ロータリー理事会では（ロータ

リー徽章の製作者を含めて）関係者全員に対

し，徽章を使用する国際ロータリーの全構成

単位に如何なる場合にもこの徽章に何等変更

を加えずして使用するよう強調している。

　更に国際ロータリー理事会では，各ロータ

リー・クラブ及び製作者が，当分これを佩用

する権利のある人々に対するロータリーの襟

章の配布及び保持を十分圓皿に行なうよう要

望している。（理28－29，55－56）

名称及び徽章の保護

　(Protectionof N血me and Emblem)

　Rotary　という文字は如何なる辞書にもあ

る文字であるから国際ロータリーといえども

この文字を独占して使用するわけには行かな

い。しかし，国際ロータリーがこの文字に新

しい意味を与えたことは一般に認められてい
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　深さ…………………………………7/8

輪歯

　基部の幅…………………………41/4

　先端の幅…………………………21/4

　高さ

文字

41/2

窪みの幅…………………………51/2

文字の高さ………

　輸を一層奉仕の象徴たらしめるため上の記

述に挨穴が加えられたことに住意すべきであ

る。その上，輔の住設も定められている。こ

のロータリー輪の記述の変更は，既に発行し

た許可書には影響しないことになっている。

然し，許可書は出来るだけ速かに挨穴を入れ

るよう変更しなければならない。襟ボタンの

場合は小型であるため挨穴をこの中に入れる

必要はないことに了解されている。
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　るのであるから，もしRotaryという文字が他

　の人々に使われて彼等が国際ロータリーに関

　係しているような印象を与える恐れのある場

　合は断乎これを止めさせなければならない。

　1919年米国特許局は「l==･－タリー･シャツ

製造会社」と称する一会社がロータリーの名

称と徽章を自己の商標として登録せんとした

ことに対して国際ロータリーの行った異議を

正当と認めている。

　叉，1928年に，同じく米国特許局は，アイ

ルランドのベルフアストにあるGallaherな

る会社が或る種の煙草製品の商標としてロー

タリーという言葉を米国内に登録せんとした

ことに対して提起した国際ロータリーの異議

を正当と認めている。叉，テキサス州ヒュー

ストンのTheo.Keller会社が1913年に取得

し，Ganaher会社がその譲渡を求めた煙草製

品に対するロータリーという商標の登録を抹

殺することを求めた国際ロータリーの請願も

同じく米国特許局によって正当と認められた

のである。

　英国及びアイルランドのクラブ払国際ロ

ータリーがRotaryという文字に特別の関心

を持っており，もし誰かがRotaryという文

字を含んだ商標を登録せんとした場合には特

に配慮して国際ロータリーに異議を唱える読

会を与えてくれるよう英国の特許局に了解を

求めてある。

　1954年にロータリーの徽章は，米国特許

局の登記原簿に奉仕団体のマークとして登録

された。叉米国においては商標並びに集団的

会員制度のマークとしても登録されている。

ロータリーという名称も米国特許局の登記原

簿に登録された。斯様な登録により最近国際

ロータリーは他の者がロータリーの徽章を使

用出来ないようにすることに成功しており，

叉ロータリーと無関係の者がロータリーの名

称を使用し，ロータリーと関係かおるように

見せたり，思わせたりして社会を混乱させる

ような場合にはロータリーの名称を使荊させ

ぬようにすることが可能になった。

　1962年，登録によりロータリー・クラプ

所在国におけるロータリーの名称並びに徽章

の特許権侵害及び誤用を防止する目的のプ1==･

グラムが始められた。このプログラムの最終

目標は，それ等の国が，現在アメリカにおい

て国際ロータリーが保護されているのと同様

の保護を得ることである。努力が成功して名

称，及び徽章が登録された国もあり，登録方

法が手間取ってはいるが登録申請ずみ又は申

請申の国もある。

　この登録プ1==･グラムがその目的を達した時

には，ロータリー・クラプ並びにロータリア

ンによるロータリーの名称及び徽章の専用並

びに利益を守るため国際ロータリーは，世界

で有利な立場に立つことになる。

徽章の使用認可

　　　(Authorization to use Emblem)

　国際ロータリーに対しロータリーの徽章

（襟章，バッジ，装飾，道路標識，その他の

如きもの）を付した物品の製造販売を願出る

個人や商社は多数に上っている。 1919－20年

度国際ロータリー理事会では次のような意見

に一致した。即ち，令名ある個人或は会社か

ら正式の申出に接した場合，国際ロータリー

事務総長は自己の判断に基づいて，国際ロー

タリーとしては申出の徽章の使用が，若し適

当と思われた場合異議はないが，万一それが

ロータリーの徽章を営利化せんとするもので

あると思われた場合にはその使用を断乎拒絶

すると共に，このような徽章の誤用には強く

反対である旨を明らかにした。

　許可証は或る規定と条件を守ることに同意

した商社又は個人に交付した。

　理事会（1961－62）は，全ロータリアソの

専用と利益のため，国際ロータリーの徽章を

維持且つ保存すべき責任において，そして法

的地位に関し且つ同様徽章の精確な複製及び

許可された使用の持続に関して此点を強化す
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名称及び徽章

る見解において，ロータリーの徽章を製造,　　　　との不膜行と解釈されないであろう｡

販売及び使荊せんとする商社及び個人のため　　　(2)　一つ以上の色で印刷される場合の徽章

に免許料及び使用手続の設定に同意した｡　　　　　は,　ロータリーの公式色即ち濃紺青及び

　理事会は，承諾並びに許可の書式を含む免　　　　黄金色のみで印刷することができる｡

許料及び使用手続を作成し，以てロータリー

の徴章をつけたロータリー徴章叉は品物の製　　(3）徽章は他の顛何なる徴章叉は名称と組

造，販売及び使用を商杜及び個人に国際ロー　　　　合せて製造したり使用されてはならな

タリーが許可し，その商社及び個人が，その　　　　い．

使用に対する免許料としてロータリー徴章商　、（4）免許されたマークは（免許されたマー

品の年間販売総額の年次免許料及び使用料を　　　　クの使用ができるロータリー及びロータ

支払うよう要求できるようにするため，事務　　　　リーの加盟クラブを除き）顛何なる方法

総長にその権限を与え且つ指示した｡　　　　　　　においても顛何なる人，商社，叉は企業

　ロータリー徽章の製造，販売叉は使用を認　　　　休の商用使漆叉は商用名刺に印刷され叉

可するための免許料及び使用料手続の設定に　　　　は使用されてはならない｡

伴い，国際ロータリーによってこれまで発行　　　(5)　徽章はその商標として顛何なる人，商

されていた総ての許可証は，それについての　　　　杜叉は企業休によっても使用されてはな

条文に従い瑕り消された｡　　　　　　　　　　　　らないし，叉“ロータリー”叉は“ロー

　ロータリー徽章を製造，販売叉は使用する　　　　タリアン”という言葉は，その製造叉は

免許状交付を申込まんとするには，関係商杜　　　　販売する商品の商用名叉は商標として或

叉は個人は次の規定及び条件に同意しなけれ　　　　はその記述に，釦何なる人，商杜叉は企

ばならない｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業休によっても用いられてはならない｡

　巾　ロータリー徽章のすべての鉾型，圧断　　　(6)　免許されたマークは，ロータリーの考

　　で回諮匹に寸回レ　　　仁ニビ匹ニフご



　
　
－
一
　
　
Ｉ
Ｉ
Ｆ
ｓ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｓ

■
j
s
l
l
l
j
s
l
1
1
1
1
s
l
s
~
I
~
I
‐
I
J
d
&
I
‐
I
I
&
‐
‐
I
I
I
I
‐
I

ｊ
ｊ
♂
■
♂
！
Ｓ
♂
Ｊ
ｊ
Ｉ
■
Ｓ
ど
ぴ
Ｉ
Ｉ
ｙ
－
一
ｌ
ｒ
゛
』
り
ｌ
ｌ
一
き
ｒ
ｉ
ｆ
“

ｒ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｒ
ｄ
－
Ｉ
Ｉ
♂
％
Ｉ
Ｊ

１
１
♂
ｊ
『
Ｗ
　
■

■
　
　
Ｉ
％

－

認可されていない如何なる人，商社又は

企業にも免許された製品を意識して販売

しないことを約束する。（理61－62）

名称及び徽章の正しい使用及び不正

なる使用（Proper and lmproper uses

　　　　　　of Name and Emblem）

　クラブの会員は，ロータリアンとして同感

ロータリーの徽章，襟章及びその他の標章を

佩用することができる。（国際ロータリー定

款第11条）

　国際ロータリー及びクラブの名称，徽章，

襟章，及びその他の標章は，何れのクラプ或

はクラブ会員もこれを商標又は特別の商品又

は如何なる商業上の目的にも用いてはならな

い。国際ロータリーはその名称,徽章,襟章及

びその他の標章をロータリー以外の名称又は

徽章と組合せて用いることを認めない。（国

際ロータリー細則第16条第２節）

　国際ロータリーの如何なる役員も国際ロー

タリー理事会の承諾なしに，如何なる他の組

織における彼の公式地位又は会員との関連に

おいて彼のロータリーの役職名の印刷を許し

てはならない。

　ロータリーの徽章の正しい使用とはどうい

うことであるかという問題については既に多

くの議論がなされている。ダラス大会の決議

29－12はこの問題に関する特別な規定を次

の如く示している。

　次の物にロータリーの徽章を使用するこ,と

は認められている。

　（ｲ）国際ロータリー若くはその加盟クラブ

　　の使用するすべての用紙又は印刷物。

　（ﾛ）公式のロータリー旗。

　㈲　ロータリー国際大会及びロータリーの

　　公式の集会に用いる徽章，旗，装飾並び

　　に印刷物，国際ロータリー及び加盟クラ

　　ブの備品並びに造作物。

　㈲　加盟クラブの道標。

　印　ロータリアン及びロータリーに関係の

　　ある婦人の着用する襟章。

　次の如き使用は不正である。

　（ｲ）商品の商標或は特別の品質を表示する

　　ための使用。

　（ﾛ）他の徽章或は名称と結合して使用する

　　場合。

　㈲　ロータリアン個人の商業用便箇或は名

　　刺に使用する場合。

　㈲　その他商売の為に使用する場合。

　次の如き徽章の使用は認められていないが

許されるであろう。

　ロータリアン及びその家族の個人的に使用

する物品及び彼等の差出す季節の挨拶状に使

用する場合。

　次の如き使用は阻止する。

ロータリアンの事務所の戸牛窓に使用する場

合。

仮ロータリー・クラブ

　　　　　(Provisional Rotary Clubs)

　少くとも会員25名より成りその正式の国

際ロータリー加盟申込書が，国際ロータリー

中央事務局で受領され且つ確認された組織集

団は，正式に加盟を承認されるまで仮ロータ

リー・クラブ（Provisiona1 Rotary Club）と

呼ばれる。クラブは国際ロータリーに加盟し

て始めてロータリークラブになるのであるか

ら，仮クラブの会員はクラブが正式に国際ロ

ータリーに加盟されるまではロータリーの徽

章を使用する資格を有しないのである。（理

35－36，48－49，62－63）

団体による公認されない名称の使用

(Unauthorized use of Name by Groups)

－120 －

　仮ロータリー･クラブに関する場合を除き，

如何なる団体もロータリー・クラブ乃至ロー

タリー・クラブ或は国際ロータリーの関連団

体たる状態を表わす如き意味を以て，ロータ

リーという文字を使用することは，公認され

ないし又許されないことである。このような

ロータリーという文字の公認されない使用を

防止するため，国際ロータリー理事会は事務

総長に対し実際的で可能な手段を講ずるよう

指示している。（理47－48 ；62－63）

　定款及び細則又は年次国際大会の決議，或

は国際ロータリー理事会によって認められた

ものでなければ，“Rotary Club ”，“Rotary

lnternationa1”，“Rotary”或ぱRotarian”

等の文字の使用は禁止されている。従って総

ての加盟クラブ及び個々のロータリアンは皆

この規定に従わなければならない。

　加盟クラブは地方クラブ印刷物の名称の一

部としでRotarian”という言葉の使用を遠

慮すべきである。（ダラス国際大会決議29－

12）

　理事会は，何らかの理由で各自の所属クラ

ブ会合に出席或いは参加不可能な会員連が，

友好とロータリーの接触を保つために組織さ

れた程々のグループに加わりたいと思う気持

は理解出来るし同情はするが，斯様なグルー

プがグループ名義で，或いはその他直接間接

にロータリー・クラブであるか国際ロータリ

ーの支部と見られる又は思わせるような方法

で丁ロータリー」或いは「ロータリアン」と

いう言葉を使用することは認められぬものと

言明している。（理62－63）

　クラブ又はクラブの一団の事業の名に連結

しての「ロータリー」という言葉の使用は，

その事業が直接斯様なクラブ又は一団のクラ

ブに関連すべきもので，国際ロータリーに直

接にも間接にも関係させてはならない。「ロ

ータリー」という言葉の使用は，1==･－タリー

・クラブ又は一団のロータリー・クラブの完

全なる管理の下にない如何なる事業の名前に

名称及び徽章

関連させ，又は，その会員に:ﾊﾞ=･－タリアソで

ない人々又は団体を含む如何なる団体の名称

に関連させることも許されない。(理60－61)

ロータリーの色（Rotary Colors）

　国際ロータリーの色は濃紺青及び黄金色で

ある。（ダラス大会決議29－12）

ロータリー旗（Rotary Flag）

　ロータリーの公式旗は，白地でその中心に

組織の公式徽章を飾ったものである。

　翰全体は金色，縁の窪んだ四つの部分は濃

紺青でなげればならない。窪みの“Rotary”

及び“lntemational”の文字は金色，中心と

挨穴は白色である。

　クラブ旗としてこの旗を掲げるクラブは，

大きな青文字で輪の上部に“Rotary Club ”

の文字を叉，輪の下部に都市，州，省或は国

家の名称を記入することができる。（ダラス

国際大会決議29－12）

建築関係に名称の使用

　(Use of Name in Buildingventures)

　直接闘技に国際ロータリーがかかり合にな

らないように，如何なるロータリアンの集団

或はロータリー・クラブの集団又は国際ロー

タリーの如何なる地区払家屋或はその他の

建物の建設或は購入に当って，それと関連し

て「国際ロータリー」の名称を使用すべきで

はないと国際ロータリー理事会では考えてい

る。更に，国際ロータリー理事会は，このよ

うな関係で会員に割当てて資金を集めるべき

でないと考えている。（理44－45）

ロータリーの営利化（Commercializing

　　Rotary）

－121 －
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　ロータリアン同志の間の商業関係に関する

ロータリーの方針は次の如くである。即ち，

ロータリアンはその仲間の会員から彼が取引

関係を有している他の実業家に対する場合よ

りも多くの利便を期待してはならないし，ま

してこれを要求するようなことがあってはな

らない，寧ろ盈かに少いものを期待すべきで

ある。

　ロータリアンが，取引関係にある他の事業

家には普通与えないような特典を仲間のロー

タリアンに（ロータリアンであるという理由

だけで）与えるのは，競争業者に対するロー

タリアンの責任に反することであるし，又，

ロータリーの職業奉仕の原則にそむくことで

ある。真の友人というものはお互に何物をも

要求するものではないし，利益の為に友人間

の信頼を濫用することはロータリーの精神か

ら遠く遊離したものである。

　彼がロータリーでかちえた友情の当然の結

果として，ロータリアンが新しく商売を獲得

し又は商売が殖えたような場合は，これはロ

ータリーの内外を問わず，何処にでも起り得

る普通の発展と考えてよいのであり，ロータ

リー会員たるものの信条に何等違反するもの

ではない。（理33－34）

ロータリー・クラブと配布

　　　　(Circularizing Rotary Clubs)

　国際ロータリー理事会では，如何なる団体

にも国際ロータリー加盟クラブに対して広告

を肥育する権利を認めていない。(理24－25)

　その所在地のロータリー・クラブに代表が

出ている米国のある印刷会社で，国際ロータ

リー前会長が同市のクラブで行った講演を基

にして，ロータリーの教育的パンフレットを

つくり，販売の目的を以て世界中のクラブに

配布した。 R.I.B.I.はこれにつき，国際ロー

タリー理事会に対し正式の苦竹を中立ててい

る。依って理事会では次のような決定を採択

した。

　（ｲ）理解と親善の見地から，夷国及びアイ

ルランドのロータリー・クラブに対して何か

刊行物を送る場合には，予めR. I.B.I. 審議

会の承認を得るべきである。

　㈲　その印別会社は，外国のロータリアン

に対してファースト・ネイムで呼びかけた書

面を出すべきではなかった。

　㈲　営利を目的とする商社は，手紙に

「YoursRotarily」と署名してはならない。

　㈲　国際ロータリー或はロータリー・クラ

ブ以外の処から発行されているパンフレット

に，国際ロータリーの徽章を付することは適

当ではない。

　雨「公式名簿」の序説には「国際l==･－

タリーの公式名簿は，全ロータリアソヘの情

報として毎年出版せられている。l=1－タリア

ソはこれを商用の郵送名簿として用いてはな

らないし，同様の目的のために他人に使用さ

してもいけない。

　従って，ロータリアンが自己の商売関係に

於て，ロータリーの役員名簿を利用すること

は適当ではない。（理1929－30）

　この広告肥育の問題に関しては，国際ロー

タリー理事会に於て次のような方針を明らか

にしている。

　国際ロータリー公式名簿にせよ，地域或は

クラブの会員名簿にせよ，ロータリアン或は

クラブ又は地区等が，とれらを広告配布のた

めに使用してはならないということになって

いる。

　しかし，国際大会の決定或は国際ロータリ

ー理事会の勧告によって定められる限界内に

於て，営利の関係のない事柄に限り，他のロ

ータリー・クラブに肥育することは許されて

いる。

大会の決定によって定められた限界につい

ては，1929年ダラス大会に於て採択された

決議29－12の第２条第２節及び第３節にの

－122 －

せてある。（理36－37）

　決議29－12,第２条,第２及び第３節は次

のように規定している。

　第２節　如何なる事項に関して払他のロ

ータリー・クラブの協力を得んとする加盟ク

ラブは，先ずそれぞれの地区ガバナーに対し

て，その目的と計画を提出し，その承認を得

なければならない。

　第３節　如何なる加盟クラブ払先ず国際

ロータリー理事会の承認を受けるまでは，他

のロータリー・クラブ或は個々のロータリア

ンから財政的援助を求めてはならない。

ロータリー・クラブ及びロータリア

ンの名簿（Lists of Rotary Clubs 卯d

　　　　　　　　　　　　Rotarians）

　国際ロータリー事務総長は，商業上の目的

にせよ他の目的にせよ，どの職業分類による

会員の一覧表を払理事会の承認を得ること

なしに他に洩らすことはしない。(理20－21)

　国際ロータリーの保管するロータリアンの

一覧表に関しては，国際ロータリー理事会で

は次のように意見が一致している。

　各クラブは，その会員一覧表を中央事務局

に託しているが，その理由は，第１にクラブ

会員総数に関する半期報告を確認するため，

第２に｢ロータリアン詰｣発送用名簿として，

第３に，住所氏名を確めるため或は会員移動

の調査等事務的必要のためであって，これ以

外の目的に使うためではない。

　中央事務局は，クラブ会員一覧表を，その

クラブの承諾なしにクラブ以外のものに渡す

権利は持っていない。

　クラブ会員の一覧表を入手したいと思うも

のは，そのクラプ自身から入手するか，或は

クラブから中央事務局に対し全員一覧表を渡

してよいことを確認した書面を，先ず手に入

れなければならない。

名称及び徽章

　地区ガバナーが，国際ロータリー事務総長

にその地区内の全会員の一覧表を請求した場

合は，事務総長はこれを与える。但し，地区

内の全クラブがこのことについて同意したと

いうことを，ガバナーは保証しなければなら

ない。（理38－39）

　クラブ一覧表或はクラプ役員又は委員の名

簿は，ロータリー以外の機関に渡されること

はない。但し，政府機関より非常緊急の場合

法律上の要請がある場合，或は国際ロータリ

ー理事会又はその執行委員の同意がある場合

はこの限りではない。（理40－41）

　他の団体に対してクラブ又はロータリアン

の一覧表を提供したり，或はロータリー文献

を配布することは，国際ロータリー又はその

加盟クラブの仕事の範囲内にあるということ

は考えられていない。（理54－55，ロータリ

ー･クラブと他の団体についての方針130頁）

　クラブ幹事が，自己のクラブの会員名簿を

商売上の目的の為にこれを渡すことは普通あ

り得ることではないし，又，クラブ会員名簿

を会員以外に頒布する時は，幹事からクラプ

理事会の承認を得るようにするのが，賢明な

仕方である。

職業分類に基づく婦人クラブ

　　　(Ivomen's ClassificationClubS)

　婦人の為のロータリー・クラブの問題は，

ロータリーの初期から既に理事会の問題とた

っている。国際ロータリー理事会(1914－15)

では，婦人の事業家及び専門職業人から或る

職業分類によるクラブに対してロータリーＯ

名称を付けることを禁止するごとに決定した

が，もしこのような婦人クラブが他の名称を

付けることにすれば，彼等がロータリーの精

神を以て運営することには何等異存はないと

している。

　定款はロータリー・クラブが男子を以て構

成されることを明らかに規定している。これ
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まで程々の婦人の団体が，婦人ロータリー・

クラブとしてロータリーから承認を得ようと

したが成功しなかった。これについてロータ

リーの意向は次の如きものであると考えられ

る。即ち，ロータリーとしては，婦人の事業

家及び専門職業人が多数ある都市に於て職業

分類による婦人クラブを結成することに対し

ては好意を持ち，これと友好的に協力しなが

ら程々の援助を借しまないのであるが，ロー

タリーという名称をこれらのクラブに付けた

り，或はこれ等のクラブを国際1==･－タリーに

加盟させたり，又は，大　会その他その運

営に参加させることを欲しないのである。

(理23－24)

婦人の補助団体

　　　　　(Wom�s Auxiliaryunits)

　国際ロータリー理事会（1918－19）は，「ロ

ータリー」又は「ロータリアン」という文字

を使用する婦人補助団体を有するクラブがあ

るという情報に対し，このような組織をつく

るに当って「ロータリー」又は「ロータリア

ン」の文字を用いることを好ましくないとす

ると共に，ロータリー・クラブはこのような

団体が「ロータリー」という名称或は「ロー

タリアン」という文字を使用することを阻止

すべきことを決定した。

　1934－35年度及び1946－47年度国際ロー

タリー理事会は次のような決定をしている。

　理事会は1918－19年度に採択した決定を

ここにくりかえし，役員及び加盟クラブに対

し，ロータリーという名称を付けている婦人

団体にはそれを中止させると共に，現在結成

中の婦人団体にはロータリーなる文字を入れ

た名称を採用しないように努力することを要

望する。ロータリアンの婦人の家族を以てク

ラブを結成することが望ましいか否かについ

ては理事会は何等の決定も行わないが，もし

これ等の婦人団体がロータリーという名称を

使用しないならば，関係部全部の最大の利益

となるであろうことを信ずるものである。

（理34－35，46－47）

　理事会はロータリーの婦人補助クラブは合

法的に承認されたものではないということに

意見が一致した。（理49－50）

　理事会は，世界の各地にある婦人団体が，

その名称にロータリーという文字を使用して

いる場合に私交いない場合にもロータリー

に関係かおるような印象を与えている事実を

考慮に入れている。これまでロータリー会員

の婦人家族がロータリー・クラブ及びロータ

リアンの社会奉仕及びその他の奉仕活動に於

て，個人的にも交団体として私大いに協力

されたことについて，理事会は大いに感謝し

且つ賞讃すると共に，今後とも引続き協力を

希望するのであるが，国際ロータリーの定款

にはロータリー・クラブは男子の事業家及び

専門職業を以て構成するとあり，ロータリー･

クラブの補助たる婦人クラブ或はロータリア

ン家族を以て結成する同腿のクラブに関して

は，何等の規定もないという事実にも注意し

て戴きたい。従って理事会はこのような婦人

団体に対して公式の承認を与えようとする国

際ロータリー役員，加盟クラブ等は国際ロー

タリー定款の規定の枠内で行動していないこ

と，及びかかる承認はこれを中止すべきであ

ることを勧告するものである。（理50－51，

51－52）

　理事会は，ロータリアンの夫人がクラブ地

区及び国際水準においてその主人のロータリ

ー活動に参与することによってなしつつある

著しい貢献を考慮し，“超我の奉仕”という

ロータリー原則の精神を例証するのに大な

る援助となったことに対して，その夫人方に

1949－50年同様再び感謝の意を表する。

　然しながら，1949－50年同様,理事会は国

際ロータリーの既定方針に伴わない行動に会

ったという非難にその関心を繰り返えす必要

のあることを見出した。それ故に理事会は，
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国際ロータリーはロータリアンの夫人がその

主人のロータリー活動に協力することを高く

評価し且つ奨励する払その定款の規定及び

その伝統の両面からして，国際ロータリーは

ロータリアンの家族であろうとあるまいと，

如何なる集団又は会にもそれ自体の目的のた

めにロータリーの名称，ロータリーの徽章，

ロータリーの公式名簿，又は如何なる公式な

ロータリーの集りを利用することを承認する

ことはできないということをロータリアン及

びその家族が覚えておくことを力説する。

(理49－50，61－62)

青少年クラブ及び同種の団体による

名称徽章の使用（Use of Name and

　Emblem by Boys Clubs and Similar

　　　　　　　　　　　　　　Groups）

　多くのロータリー・クラブが青少年クラブ

に関心を持っており，中には直接ロータリー･

クラブが後援しているものもあること，叉，

このようなクラブの名称には後援クラブとの

関係を示すために「ロータリー」或は「ロー

タリアン」の文字が入っている場合もあるこ

と，更に叉，これらのクラブの中にはロータ

リーと関係のあることを示すような徽章や標

章を使用したがっているものもあるというこ

とを理事会は承知している。すべてのロータ

リー会員たるものは，此程団体に対して同情

あふれる援助と激励を与えるべきである。し

かしながら，この程の団体の目的が如何に立

派なものであって払国際ロータリーはこれ

らの団体がロータリーの名称と徽章を使用す

ることを許すわけにはいかない。ロータリー

の名称と徽章はロータリー会員が自分達のた

めにのみ使用するものであるからである。と

いって理事会は，ロータリー・クラブの模範

に負けないように努力しているこの程の団体

を，落胆せしめようというっもりではないの

であって，ロータリーの名称や徽章を侵害す

名称及び徽章

る恐れのない適当な名称や徽章を考え出すべ

きであると，勧告しているのである。（理39

－40）

　ロータリーは，個々のロータリー・クラブ

が正当な青少年活動を活溌に支持し，且つ引

続き援助することを求めるものである。

　しかしながら，ロータリーは，如何なる青

少年団体をも国際ロータリーの正当な下部組

織とは認めないし，「ロータリー」又は「ロ

一タリアン」という文字の使用も又ロータリ

ーの徽章或は，これに類似の徽章の使用をも

認めない。（理49－50）

ロータリーの標語（Rotary Mottoes）

　1950年のデトl=･イト大会に於て次の釦ぎ

決議が採択されている。

　「超我の奉仕」“ServiceAbove Se1F とか

「最も良く奉仕するもの，最も多く報いられ

る」“He Profits Most Who Serves Best”

という言葉は,40年の間ロータリーの根本的

な理想を効果的に表現しているモットーとし

て国際ロータリーに依って広く叉常に用いら

れて来た。

　その結果，これらの言葉はロータリーの原

理と目的の一部として公衆及びロータリアン

の心にはっきりと印象づけられて来た。

　ロータリーはその職業奉仕活動に於て，

-それが物質的報酬であろうと叉，精神及

び感情の健全と満足であろうと一奉仕は報

償の基本であるという根本的な真理を教えて

来た。

　これらの言葉は40年間も使われて来たた

め事実上モットーとなっているが，国際ロー

タリーは正式にこれらをモットーとして採用

したわけではない。従って

　第41回大会は，「超我の奉仕」及び「最も

良く務めるものは最も多く報いらる」の二つ

の語句を，ロータリーの刊行物その他に於て

使用出来るロータリーのモットーとして指定
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することを決議する」（デトロイト大会決議

50－11，及び，アトラソテイック・シテイー

大会の立法51－9による訂正）

　1950年のデトロイト大会は更に別の決議

（50－14）に於て，ラテン語を以てロータリ

ーのモットーを創作する案が採択され，最も

よい案を51年のアトラソテイック・シテイ

ー大会に提出することになった。（決議50－

14の全文については1950年大会議事録136

頁を参照）

　或るラテソ語の文句をロータリーの唯一の

公式のモットーとするため提出された決議案

(51－15)は，1951年アトラソティック・シ

ティー大会に於て，更に研究を重ねるため撤

回されることになった。国際ロータリー理事

会(1951－52)は，1951年大会の決定に従い，

更に研究を重ねた結果，ラテソ語でロータリ

ーのモットーをつくることに関してはこれ以

上の措置を講じないことに決定した。
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国家への奉仕

(National Service)

ロータリアンと国家の関係

(Rotarian's Relation to His Country)

　第34回国際ロータリー年次大会は，国際

決議23－13を廃止して次の事項を茲に決議

する：

　国際ロータリーは，意思，言論及会合の自

由，信仰の自由及び迫害からの自由等に対し

個人の自由を明かに宣言する。

　国際ロータリーは，各ロータリアンはその

属する教会又は宗教社会の熟心な信者であ

り，その宗教の教義をその行動によって身を

以て例証することを期待する。

　猶お，国際ロータリーは，各ロータリアン

がその日常の個人生活，及び職業上の活動に

おいて，自国の忠実であり且つ奉仕的市民で

あるように務めることを期待する。（セント

ルイス国際大会決議43－14）

国家関係における方針の声明書

(Statement of Policy in National A任airs)

　時々，国際ロータリー役員は，国際ロータ

リー叉は一定国におけるロータリー・クラブ

は，経済上その他の困難の解決に問する政府

又は国家的計画の遂行，又は或他の国家的計

価に賛同し，又は奨励し支持すべきではない

かという質問に接する，そして

　国際ロータリーは，国際的組織であり，そ

の役員は世界を通じての運動の奉仕者であっ

て，その運動の国家的部門ではない，そして

浴ロータリー・クラブは，その会員の啓蒙に

ついて考慮すべき事柄は，クラブ自身で決定

しなければならないということが，ロータリ

一組織における運営の基本的規定の一つであ

る，そして

　如何なる政府又は国家の計画に賛同し又は

奨励することは，之れに直接関係のある国の

人以外のロータリアンには受入れ難いことが

ありうる。或は同国人であって私提案され

た政策に対して良心的に賛成出来ない立場に

ある人には当惑せしむることもありうる。依

って

　第25回国際ロータリー年次大会は，何時

たりとも斯様な質問が国際ロータリーの役員

によって受取られた場合には，その質問をし

た責任者に，国際ロータリーの方針の説明と

して本決議を送り，関係国のクラブに対し本

件取扱の事情及びその理由を通告し，特に本

決議前文と斯様な事柄に対し個々のロータリ

ー・クラブの方針として定められた標準クラ

ブ定款第９条第１節及び第２節に注意を払う

ようにすることを茲に決議する。（デトl=lイ

ト国際大会決議34－16）

国家関係における団体行動

　(Corporate Action in Nationa1 Affairs)

　クラブの注意が，公事に関係ある標準クラ

ブ定款の規定（第９条）に向って喚起されて

いる。そして論争のある問題の討論について

は両方の意見が相当提示され，クラブが如何

なる論争ある社会法案に対しても団体行動を

遠慮しさえすれば，此の原理の侵害にはなら

ない。（理41－42）

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

その国の新帰化人に対し活溌に一様な個人的

関心を持つこと，及び若し未だ斯様な教育施

－127 －



設のない処では，国又は地方政府の教育機関

にその施設を奨めるよう運動することが勧奨

されている。（理48－49）

国家有事中のロータリー活動

　(Rotary ActivitiesDuring a Nationa1

　　　　　　　　　　　　　Emergency)

　如何なる国においても国家有事の際に，そ

の国のロータリー・クラブが外国とその普通

のロータリー接触を保つことが不可能となる

が，或は不適当となった場合には，その国籍

を持つ実際のガバナー又はガバナース，及び

全バスト・ガバナースは，ロータリアンは常

にその国の忠良なる愛国者であることが第一

の義務であるということを認識して，国家有

事の期間ロータリーをその国内に保存するに

可能性あり適当であると考える方策を取るこ

1その義務でなければならない。（理37－

-128 -

ロータリーの計画

　(Program ofRotary)

　ロータリーの計画は，国際ロータリー定款

第３条及び標準クラブ定款第３条に規定され

ているようにその綱領に示されている。即

ち：

　第１節　ロータリーの綱領は，尊ぶべき

事業の基準として奉仕の理想を奨励且つ育成

し,特に次の事項を援助且つ育成するにある：

　第一　奉仕の一つの機会として，知り合い

を拡めて行くこと：

　第二　職業上の高き道徳的基準；総ての有

用な職業の価値あることの認識；そして社会

に奉仕する好機としての各自の業務を，各口

一タリアンにより権威あらしめること：

　第三　各ロータリアンは，その個人生活，

職業生活，社会生活の別なく常にこれに「奉

仕の理想」を適用すること。

　第四「奉仕の理想」に結ばれた職業人の

世界的親交によって国際間の理解と友情と平

和を促進すること。

　1932年シヤトノレ国際大会で次の決議が採

択された：

　国際ロータリー理事会は，毎年次年度の国

際ロータリー計画を作成し，之れを提出して

大会代表者の承認を受けねばならないという

1925年国際大会の決議は，目標と目的に対す

る計画の採用によって当然廃止され無効にな

った，そして

　国際ロータリーは，今では継続的計画を持

ち年々の改訂を要しないので，之れに関する

以前の決議ぱ実行中で有効な決議事項”の

目録から除かなければならない，依って，

　第23圓国際年次大会は，後日何等かの手

段が講じられるまでは，国際ロータリーの計

画は目標及び綱領委員会*によって作成され，

＊後に（1951）プログラム企劃委員会と変更。

国際ロータリー理事会の承認をえた小冊子に

表記されたものでなければならない。そして

前記決議ぱ実行中で有効な決議事項”の目

録から除くことを茲に決議する。（シャトル

国際大会決議32－26）

　国際ロータリー理事会（1962－63）はロー

タリーの基本的特色について次のような声明

を採択した。

ロータリーの基本的特色

(Fundamental Characteristicsof Rotary)

１

２

３

　ロータリーは世界中の人々の間に，奉

仕の理想に基づく理解，親善及び平和的

関係の発展，奨励及び育成に関係してい

るのである。

　ロータリーは，個人に重きをおく奉仕

の理想を個人的並びに集団的に実行する

目的のため，ロータリー・クラブ組織下

に結ばれた事業及び専門的職業人の世界

的友好団体である。

　ロータリー・クラブはその会員を，各

個人の事業又は専門的職業活動の本質及

びその事業所の所在地に応じて職業分類

を基準として選ぶものである。

4.クラブ例会への出席は相互間の知りあ

　いを深め，友好関係が永続的友情への第

　一歩として発展するよう会員資格を継続

するために設けられた最小限度の義務と

　して必要である。

5.ロータリー・クラブは会員が個人的及

　び事業或いは専門的職業活動に於ける高

　き道徳的基準の認識を深め且つ実証した

　いという希望を助長する機会を会員に提
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　供する。

6.ロータリアンの宗教及び政治的信念は

　彼等自身に関しているものと考えられて

　いる。ロータリアンは彼の信仰する宗教

　に誠実で，彼の祖国に忠誠であるべきこ

　とが期待されている。

ロータリーと他の団体

　　(Rotary and other organizations)

　次に示すものは，国際ロータリーと他の団

体とに関して理事会（1954－55）によって採

択された方針の声明書である：

　国際ロータリーは，総てが当然尊重されな

ければならない処の政治，経済，社会並びに

宗教的見解の異なっている多数国家及び地理

的地域にあるロータリー・クラブの連合会で

ある。

　その定款に規定された国際ロータリーの目

的は，世界中のロータリーを激励，発展，拡

大且つ管理し，そして国際ロータリーを調整

し且つその活動を一般的に指導するにある。

　従って，国際ロータリーは，奉仕の広い計

画を持ち且つ各クラブの活動を通じて此の計

画遂行のため，その勢力と資料を提供する。

　国際ロータリーは，クラブの活動が他の団

体と類似していることを認識する。然しなが

ら，国際ロータリーの方針は他の団体の有用

な活動に関心を持ち之れを受入れるものでは

あるが，如何にその活動が立派なものであっ

ても国際ロータリーそのものとしてその活動

に参与し又はそれを裏書することはしない。

特に，次のようなことは国際ロータリー又は

その加盟クラブの活動範囲内にあると考えら

れていない。

　1.　他の団体の会員となること。

　2.例えオブザーバーの形において払他

　　の団体の活動に共同参加すること。

　3.他の団体に，クラブ又はロータリアン

　　の一覧表を提供したり，文献を配布する

　　こと。

　4.他の団体の計画又は活動を裏書するこ

　　と。

　国際ロータリーの基金は，その加盟クラブ

によって，それ自体の目的に制限して提供さ

れたものである。従って，他の団体の活動に

寄付する訳にはいかない。同時に，国際ロー

タリーはその加盟クラブを通じて，個人とし

ての各ロータリアンが有用な地域社会の奉仕

活動を支持し且つ個人的に参与することを奨

励している。

他の組織に役職名の倹用

　(Use of Title in other organizations)

　国際ロータリーの如何なる役員も，国際口

―タリー理事会の承認なしに，如何なる他の

組織における彼の公式地位又は会員との関連

において，彼のロータリーの役職名の印刷を

許してはならない。（ダラ戈国際大会決議29

－12）

都市連合及びクラブ・ゼネラル・フ

ォーラム

　(lntercityand Club Genera1 Forums)

　ロータリー情報及び教育に備える手段とし

て，都市連合ゼネラルフォーラムは実際的で

且つ有効な手段である。そしてロータリー・

クラブはその集団の中心地において経験ある

司会ロータリアン，普通国際ロータリー役員

又は旧役員と共に，ロータリーの一般性格や

計画等について，研究討議する会を午後か夜

に開き，全会員を招待するフォーラムを開催

することが奨励されている。

　理事会は，ロータリー情報を広める手段と

して，出来る丈多くのロータリー世界の土地

に，都市連合一般討論会を開き，国際ロータ

－130 －

リー会長によって選ばれた有資格の指導者に

よって司会することに同意した。（理49－50）

　出席者数が国際ロータリー会長指名のリー

ダーを以て行う完全プ1==･グラムを保証できな

いような場合には，地区ガバナーは，都市連

合ゼネラル・フォーラムを夜か，午後と夜の

集会にして，国際ロータリーに費用をかけず

にリーダーをその地区又は近隣地区から求め

て行うよう激励されている。

　理事会は又，クラブ単位において，ガバナ

ーの公式訪問の際及びロータリー年度を通じ

他の適当な時期に，クラブ討論会を開きロー

タリー情報の強化を行うべきことに同意し

た。（理49－50）

クラブ1 こ計画材料の送付（Sending

　　　Program Material to Clubs）

理事会は，クラブの委員長又はロータリー

ロータリーの計画

計画の特別な部門に責任があるか或は関心を

もっておる他の会員に，如何なる資料を，直

接送付すべきかを決定することは，クラブ会

長の権利であることを認める。

　然しながら，事務総長は，クラブ会長が直

接の接触をしても良いということに同意した

場合には，クラブの委員長及び他の会員に資

料を直接送付する権限が与えられている。

　猶又，事務総長は，全クラブ会長に対し，

次の事項を書入れて返すよう要求した様式を

同封して，書状を送るよう委任されている。

(ｲ)クラブの全委員会の長の名称，(ﾛ)資料をク

ラブの委員長宛直接発送の可否，㈲斯様な資

料を委員長宛のみならず会長及び(又は)幹事

宛にも送付の希望の有無，㈲材料は寧ろ会長

宛発送し会長自身で適当に肥育することを希

望するか。斯様な様式は本理事会決定事項の

初めの２項を含むものとする。(理46－47)
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１

国際ロータリーの文献

(Publications of R.　I.)

文献委員会（Publications Committee）

　国際ロータリー細則（第13条）は，文献

委員会を国際ロータリーの常任委員会として

規定している。この委員会の任務は機関雑誌

も含め，国際ロータリーのすべての文献に関

し国際ロータリー理事会と協議することであ

る。

機関雑誌（Omcial Magazine）

　国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

の機関雑誌である月刊雑誌を刊行する。雑誌

は理事会の命ずる処により敬服刊行される｡ヽ

現在は２種類の服が発行されている。即ち英

語の基木版であるＴＨＥ ＲＯＴＡＲＩＡＮ及びス

ペイソ詰腹のＲＥＶＩＳＴＡ ＲＯＴＡＲＩＡがそれ

である。

編集方針

　理事会は次の事項を決議した。

雑誌編集方針

　雑誌は，各ロータリアンにロータリーの綱

領及奉仕の理想を注入することを推進し且つ

努めなければならない。それは，国際的特質

を強調しつつロータリーの決定計画を支持し

発展せしめなければならない。斯様な方針

は，大会及び理事会の決定事項を反影し，且

つ四つのテストによって判断されなければな

らない。雑誌が斯様な記事を載せるにあたっ

ては，ロータリアンをして奉仕の総ての部分

における活動を改善し，ロータリアン以外の

人をしてロータリーの綱領及びその理想を一

層良く理解できるような扱い方をしなければ

ならない。

広告方針

　理事会は次の事項を決定した。

　　雑誌の広告方針

I.　一般方針

　雑誌は，価値ある商品と奉仕の信用ある広

　告人から高級広告を活溌に勧誘しなければ

　ならない。

　広告文は，雑誌の編集方針に合致するもの

　でなければならない。

　　雑誌は，各ロータリアンに，ロータリー

　　の綱領，及び奉仕の理想を注入すること

　　を推進し且つ務めなければならない。そ

　　れは国際的特質を強調しつつロータリー

　　の決定計画を支持し，発展せしめなけれ

　　ばならない。斯様な方針は，大会及び理

　　事会の決定事項を反影し，且つ四つのテ

　　ストによって判断されなければならな

　　い。雑誌は，斯様な記事を載せるに当っ

　　ては，ロータリアンをして奉仕の総てＯ

　　部門における活動を改善し，ロータリア

　　ン以外の人をしてロータリーの目標及び

　　その理想を一層良く理解出来るような扱

　　い方をしなければならない。

　　注意深い判断が，広告をとる上に払わた

　　ければならない。結局において，難詰

　　に，雑誌の購読者であり同時にその持主

　　であるロータリアンが，広告が良心的に

　　叉品位的に不快なものであるとかに又は

　　広告が実物と違ったものであるというよ

　　うな理由の下に異議の中立が合理的に爵

　　来るようなものはこれをのせないように

　　すべきである。

　　ロータリアンが夫々の事業及び専門的朧

　　築上の利益のために互いに競争するのは

　　止むを得ぬことと認めるが，斯様な競争
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　　を理由に合法的な広告を拒否してはなら

　　ないことも認めている。

II.　広告受入れの基準

　販売される物品又は業務の価格は正当に表

　示されたものであり且つ国，州等の許可規

　定に反しないこと。

　価格を特定のもの又は広く一般のものと比

　較してはならないこと。

　製品，業務，広告文，さし絵は，名声ある

　雑誌に期待される趣味の良さ，美的感覚と

　いう点で受入れられるものでなければなら

　ない。

　団体又は集団の広告は，国際ロータリーの

　確定したプログラムに貢献するものである

　かどうかを基準にして考慮されること。

　商品又は業務の広告受入れに問する問題

　は，認識された事業或いは専門的職業団体

　又は信用調査機関との協議により決定すべ

　きこと

III.　無料広告

　国際ロータリー以外の無料広告の依頼は，

　之れを謝絶しなければならない。

ＩＶ．　ロータリー徽章の使用，ロータリー加

　盟，ロータリー用品

　ロータリー徽章使用に問する国際ロータリ

　ーの一般規定は又広告にも適用せられる。

　その広告の中にロータリーに加盟しておる

　というようなことを書く事は許してはなら

　ない。

　ロータリー・クラブ用品の取扱業者の広告

　を受取った場合には販売せんとする製品は

　許可製造業者によって製造せられたもので

　あることを確めなければならない。製造者

　の広告の場合には，業者は国際ロータリー

　の与えた免許状の下に製造していることを

　確めなければならない。（理53－54，59－

　60，62－63）

　理事会（1962－63）は次のような広告受入

れの指針を採択した。

国際ロータリーの文献

ある条件付きで受入れられる広告

貯蓄（及び）融資組合（国が保証している

場合）

保険（受諾し得るベスト方式保険率の場合）

受入れ難い広告

雑誌は次のような広告を受けてはならな

いo

酒類

薬品（信用ある製薬会社の広告を除く）

婦大下着類

促進段階にある企業への投資申込み又は市

場内報に関する広告を出す金融機関

賭溥

束物類

安物の札入れ

星占宗，易断者及び手相鑑定者

書道家

好ましくない性に関する書籍

言語欠陥者の非公認学校及び類似の組織休

宗敦団休

政治団休

商取引ぎ上の交渉を欲する他国のロータリ

アンの仲介者になることを申込むロータリ

ー・クラブ又はロータリアン

資金募集の目的のための商品販売

レビスタ・ロータリアの顧問

　　　　(Advisers of Revista Rotaria)

　会長は，ロータリー・クラブの存在するス

ペイソ語を話す国及びポルトガル語を話す国

の各々に在住するロータリアン１人を指名

し，その在住国においてレビスタ・ロータリ

アの編集者と接触を保ち且つレビスタ・ロー

タリアの運営に対して通信により商議する職

務に当らしめる権限が与えられている。その

様に指名されたロータリアンはレビスタ・口

一クリアの顧問として知られ，且つ会長の要

求によってガバナーにより推薦されたものの

中から選ばれる。その人達の任期は１年間と

するが，２年間その職務に当るよう指名せら
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れることもある。（理55－56）

雑誌に読者の関心

　理事会は事務総長に対し，その実際的と思

う方法によってガバナー，クラブ役員及びそ

の他のものに，次の如き提議について注意を

払うよう要求している。

　（ｲ）新会員がクラブに入会した時に，ロー

タリーにおける雑誌の持つ役割を説明して雑

誌を与え，毎月之れを熱心に読むよう奨励す

ること。

　（ﾛ）各幹事は雑誌が到達した次の第１例会

に之れを演卓又は演壇の上におくこと。

　㈲　各ロータリー年度の初め，又は，その

後出来る丈早く，クラブ会長は，各月雑誌到

着後最初の例会において，３分乃至５分間雑

誌の評論をする処の“評論家”として12人

を指定すること。

　㈲　雑誌記事を出来る丈プ1==･グラムに取入

れること。

　ｍ　クラブに町及び学校図書館，クラブ読

書室，陸軍陣地，軍艦その他へ寄贈するため

に購読するよう推奨すること。

　㈲　クラブは，名誉会員及びそれぞれの地

域社会におけるロータリアン以外の有名な人

のために雑誌を購入し，以て前者にはロータ

リーに接触を保つように，又後者にはロータ

リーについて一層良く知って貰うようにする

こと。

　（ﾄ）総てのクラブ，殊にアメリカ合衆国，

カナダ及びバーミュダのクラブは，国際奉仕

の企画としてレビスタ・ロータリアを購入し

之れをイペ1==l・アメリカのガバナーその他か

ら推薦されたイペl==1・アメリカにおけるロー

タリアン以外の各有名人に送ることを考慮す

べきこと。（理43－44）

　結局において，雑誌に一層国際性を持た

せ，且つ世界的に一層喜ばれるものとするた

めに，理事会は合衆国以外から記事を歓迎

し，且つ一般的に雑誌改善に対する意見を懇

請する。（理53－54）

地区問題における雑誌

　理事会は，雑誌が総ての地区大会及協議会

のプ1==･グラムに相当の紙面を割愛する重要性

と斯様な発表に必要な材料を喜んで提供する

という事実について注意をよんでいる。（理

34－35）

　理事会は，ガバナーに対し，地区協議会及

び地区大会のプ1==･グラムの中にクラブ難詰委

員会の仕事に開する発表をする機会を造るよ

う，そして雑誌委員会のために大会部門別協

議会を設けることを推奨する。（理44－45）

ロータリーの雑誌週間

　毎年１月最後の全週間が「l=･－タリーの箱

詰週間」に指定され，クラブはその週間中雑

誌に開するプl=･グラムを上程することを要求

されている。斯様なプ1==1グラムの展開に有用

な資料は中央事務局雑誌部から提供せられ

る。

　雑誌に概要を掲載すること

　理事会は，国際ロータリー発行の公式機関

雑誌に使われている英語やスペイン語以外Ｏ

言語でその概要を掲載することは不可能と考

えるが，ロータリー地区刊行物を出している

地区においては，それに「ロータリアン」誌

及び「レビスタ・ロタリア」誌の記事を転載

又は摘要を掲載することを考慮するよう勧め

ている。（理63－64）

国際ロータリー・ニュース

　　　　　　　　　　　(Ｒ． Ｉ．Ｎｅｗｓ)

　国際ロータリー・ニュースは，国際ロータ

リー中央事務局から各クラブ会長及び幹事宛

に毎月発送せられる印刷した通信文である。

本通信の目的は，クラブ役員に対し公式通信

及び他の一般的なものや，時局的な関心事の

ニュースを伝えるためである。
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　各クラブの会長及び幹事に一部宛発送せら

れている。 40名以上の会員を有するクラブ

は40名を越える20名毎に一部の追加が貰え

る。クラブはその追加通報を無料で郵送せら

れるべき会員を指名すべきである。

　事務総長は，クラブ会長又は幹事から要求

があれば，無料で国際ロータリー・ニュース

を，クラブ会長又は幹事の指定するクラブ主

要委員会の委員長に発送する権限が与えられ

ている。（理44－45）

　国際ロータリー・ニュースは総ての国際口

―タリー役員及委員に送られている。猶おそ

れは多くの元国際ロータリー役員及び委員長

にも送られている。斯様な部数はクラブ割当

の中には含まれていない。

　国際ロータリー・ニュースは一般的に肥育

するよう企だてられたものではない。クラブ

の会員個人が購読を欲するならば，その購読

料は年２弗である。

　国際ロータリー・ニュースは英語で印刷さ

れ，日本語腹，仏蘭回読腹，ポルトガル詰腹

及びスペイソ詰腹もある。

名簿録（DirectorieS）

　各ロータリー年度の始めに国際ロータリー

は，全クラブの名簿，その会長及び幹事の姓

名及び住所，例会場及び集会曜日及び時間，

国際ロータリー役員及び委員の姓名及び住

所，並びにその印刷物にふさわしい他の記事

を載せた公式名簿録を発行する。

　此の名簿録は，クラブ役員，国際ロータリ

ー役員及び委員の任務及び旅行する時のロー

タリアンの便宜に供するために印刷されたも

のである。此の名簿録はロータリアンでない

人に配布するために造られたものではない。

ロータリアンが之れを商用に利用することは

不穏当である。

　新版が出たならば各クラブに会長及幹事宛

各１部宛無料で発送される。 40人以上の会

員を有するクラブに対しては，40人を越す

国際l==･－タリーの文献

20人毎に１部の追加部数が送られる。

　公式名簿録は版権所有となっている

　旅行するロータリアンのため，公式名簿録

の１部として印刷してあるものに，１部の口

一タリアンによって所有又は経営されている

ホテル，或はロータリー・クラブの例会場又

は事務所のあるホテルの広告がある。

　欧州，北アフリカ及東部地中海におけるロ

ータリー・クラブの名簿録は，チューリッヒ

事務局で発行され，その地域のクラブに提供

している。

　グレート・ブリテソ及アイルランドの国際

ロータリーのために，グレート・ブリテソ及

アイルランドにあるロータリー・クラブの名

簿録を発行する晋慨になっている。

　地区又は地域で，その地区又は地域内の口

一タリアン名簿録を欲すれば印刷して差支え

ないが，その経費は，国際ロータリーの費用

以外でまかなわなければならない。（理55－

56）

　如何なる地区，地域又はクラブも，ロータ

リー名簿録を発行するにあたっては，その名

簿録の中に必ずロータリアン以外の人に配布

するものでない事に又商業上の発送名簿とし

て使用してはならないことを，明記しなけれ

ばならない。（理35－36）

印刷物（Pamphlets）

　職業奉仕及び社会奉仕活動，会員選考及び

職業分類の問題等々の如き，特別な題目に問

する色々な印刷物が国際ロータリーによって

発行されている。その完全なる目録はパンフ

レット19，「カタl=･グ」及びパンフレット

100,「l==･－タリー文献」に，全印刷物の価格，

国際1==l－タリー事務局から得ることの出来る

印刷物，諸様式及び材料等が掲載されてある

から参考に伏せられたい。

　理事会又は国際大会の特別なる決定によっ

て認定せられた印刷物の出版以外は，事務総

長に，新印刷物を如何なる国語で出版すべき
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か，叉，現在ある印刷物を何時廃刊すべきか

というようなことを決定する権限が与えられ

ている。（理37－38）

国際ロータリーの出版認可のある出

版物（Pamphlets Bearinglmprimatur

　　　　　　　　　　　　of R. I.）

　国際ロータリーの出版認可のある総ての出

版物は，国際ロータリー理事会によって承認

せられたものか，或は斯様な承認をなす権限

を与えられ且つ指定せられた人によって，承

認せられたものでなければならない。（理27

－28）

公式言語（OmciaI Language）

　理事会は英語を国際ロータリーの公式言語

として認定する。（理53－54）

ロータリー文献の翻訳

　　(Translation of Rotary Literature)

　第37回年次国際大会に於て国際ロータリ

ーは，英語にて印刷された国際ロータリーの

出版物は，国際ロータリー理事会が実情に則

するとみなした場合，出来る丈速かに英語以

外の言語で手に入るようにすることを決議し

た。（アトラソテイックシテイー国際大会決

議46－21（ｲ））

　経費の許す限り出来る丈早く，多くのロー

タリー文献がクラブの存在する国語でロータ

リー・クラブに提供できるようにすべきであ

る。（理54－55）

　国際ロータリーによって，英語で印刷した

出版物を他の言語に翻訳した場合，若しそれ

が同一の表題をつけて同一出版物であるとい

う支持をえようとするには，英語版の全部の

翻訳が載せられていなければならない，然ら

ずんば或出版物の抜草であることを明示する

か，それが単に極限せられた目的のために印

刷したということを明示しなければならな

い。（理27－28）

　出来うる限り，ロータリーの印刷物は，そ

の内容及び体裁において，総ての国語服は同

じであるべきである，地区又は地区郡内のク

ラブに一層有用な印刷物とするために，本文

を変更することが必要であり且つ望ましい場

合には，事務総長は，斯様な変更が行われる

以前に，その変更される英語の文章を承認す

る権限が与えられている。

　ロータリー印刷物の各国斎服の一部は，斯

様な印刷物にある国語を使用しているクラブ

に無料で配布される。

　事務総長は，理事会に代りロータリーの書

類及び文献の翻訳を，その翻訳が正確であり

且つその翻訳に対して理事会の承認を必要と

することを認めたときに，それを承認する権

限が与えられている。（理29－30）

　色々な国における有名なロータリアンの奉

仕を国際ロータリーに負担なしで９－タリー

文献の翻訳に利用出来る場合には，そう七な

ければならない。（理34－35）

　理事会は次のことに意見が一致した。

　1.　ロータリーの綱領の完全なる理解がク

ラブ活動の真の基礎である。

　2.　ロータリーの綱領を英語から翻訳する

に当っては単に直訳でなくその精神を表現し

なければならない。然しながら斯様な翻訳を

する場合には最大の注意を払って英語で表現

された綱領の真の意味を変えるような文句を

付け加えたり，省略してはならない。

　3.　総てのロータリー文献の英語以外の言

語への翻訳は国際ロータリー理事会の承認を

えなければならないという決定方針は再確認

されている。

　4.　総て翻訳をする人は，ガバナーを通し

て理事会の議に附するため国際理事会にその

翻訳を提示するよう要求されている。

　5.　理事会は，英語を話さない国のガバナ
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一力 ロータリーの綱領を翻訳したものを各

々の属する地区のクラブに提供することを望

んでいる。（理35－36，57－58）

　理事会は，ロータリーの文献をクラブによ

って独自の翻訳をしたりそれを採用すること

は奨励されてはならないこと，及びロータリ

ー文献を英語以外の国語に翻訳することは国

際ロータリーの監督と管理の下に行われなけ

ればならないことを決議した。ロータリー文

献の翻訳及び印刷は事務総長の直接管理の下

に行われ，且つロータリー文献のクラブヘの

配布は中央事務局で行わなければならない。

（理57－58）

版権所有印刷物

　　　　　(Copyrighting Publications)

　機関紙ロータリアン，公式名簿録，職業分

類概要，国際大会会議録等の如き印刷物は，

斯様な印刷物の内容が商行為又は広告目的に

使用されるようなことから国際ロータリーを

擁護するため版権を取得している。版権を取

った印刷物は，その印刷物の内容を引用せん

とする場合には国際ロータリーの特別の許可

をえなければならない旨が記載してある。然

し，版権所有のない沢山の出版物が国際ロー

タリーによって印刷されている。これらは単

に国際ロータリーを記入する条件の下にその

１部又は全部を再印刷して差支えない。

国際ロータリーの出版方針

　　　　　(Publishing Policy pLR.yl.)

　理事会は次の様な国際ロータリーの出版方

針を定めた。

　1.　国際ロータリーは，アメリカ合衆国，

イリノイ州の法律に基づき利益を目的とする

一般書籍出版及び販売業務に従事することが

禁じられている非営利財団として設立された

法人組織である。

国際ロータリーの文献

　2.国際ロータリーは，書籍出版及び販売

の大きな投機的分野に入るのに十分の剰余資

金を所有しているが，決して此の競争場裡に

入る冒険を承認したことはない。

　3.　国際ロータリーは，ロータリーの効果

的運営と，その教訓及綱領（手続要覧に定め

られた処に従い）の宣伝に必要な印刷物を，

無料又は既定実費を以て印刷し且つ肥育する

ことを続けなければならないが，ロータリー

運動に実際に関係しない又はその運営に重要

でない書籍又は材料を出版することは完全に

避けなければならない。

　4.　理事会は，ロータリー財団の設立が成

功し，十分に機能を果し得るようになれば，

ロータリー財団管理委員達は，ロータリー運

動の目的を推進するように望ましい潜在力を

提供すると思われるような特別な文献，即ち

本章に述べられた以外に手続要覧の規定及び

上記決議の規定による文献を印刷，配布する

費用を賄う特別補助金を随時出すことが実行

出来ることに気付くであろうとの理事会の見

解を記録しておくものである。（理39－40）

国際主義を強調する国際ロータリー

文献　（R. I. Literature to Emphasize

　　　　　　　　　　　lnternationalism）

　根本的には，総ての国際ロータリーの指令

及びその文献は，国家主義より恥国際主義の

精神を強調しなければならない，そしてロー

タリーの一般原理に限られなければならな

い。（理45－46）

国際ロータリーによる他組織の文献

配布（Distribution by R.I. of Litera-

　　　　ture of other organization）

　一般的方針として，他の組織の文献は，そ

の加盟クラブに対して国際ロータリーが配布

してはならないことになっている。（理45－

46）　　　j
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(Public

　クラブ及びガバナーの手引として，理事会

（61－62）は次の方針声明書を採用した：

国際ロータリー広報

　(Rotary lntemationa1 Public Relations)

　国際ロータリーの継続的成長と発展に健全

なる広報の重要性を認識して，理事会はロー

タリーの広報プl==1グラムのこれら目標を定め

た。

　1.　加盟クラブ及び個人ロータリアンが口

　　－タリーの綱領を効果的に遂行しうるよ

　　うな好環境を造り且つ維持すること。

　2.　社会，加盟クラブ，及び個人ロータリ

　　アンヘロータリーの綱領及びロータリー

　　の広い奉仕のプl=2グラムを解明するこ

　　と。

　3.社会，加盟クラブ及び個人ロータリア

　　ンにロータリーのプ1=･グラムについて知

　　らすこと。

　4.望ましいもの及び時に，加盟クラブ及

　　び個人ロータリアンの活動を報告するこ

　　と。

　5.これらの目標達成に役立つあらゆる通

　　信綱を利用すること。

　社会がロータリーの目的及プl=･グラムを理

解し且つ受け入れるようにするために，国際

ロータリーは，雑誌，新聞，ラジオ，テレビ

ジョソ，フィルム，その機関雑誌，その元及

び現役員，その加盟クラブ，及び個人ロータ

リアンを通じてその広報を維持する。

　理事会は加盟クラブの広報委員会が，単に

積極的宣伝の発表ばかりでなく，到る処の口

Relations）

一タリー・クラプ，国際ロータリー及び社会

との健全且つ有意義な通信機関をクラブ内に

創り維持することを含む広範囲な責任を持つ

よう勧告する。

　理事会は，効果的広報プログラムの第一要

素は加盟クラブ及び個人ロータリアンによる

立派な行為であることを認める。理事会は，

斯様なプログラムは(1)ロータリー奉仕を強

化し，良いクラブ企画を奨励し，必要に応じ

て地域社会救援に乗り出し，そして加盟クラ

ブ及び個人ロータリアンが最善の機能を発揮

できる雰囲気を提供するような活動を含め

(2)加盟クラブ及び個人ロータリアンと社会

との関係を解明且つ改善し，(3)真実,正直，

誠実及び良趣味に基盤をおき，そして(4)ロ

ータリーの真の姿を高揚し且つ伝えるべきで

あることを力説している。

　それ故にどこまでもロータリー・クラブの

広報目標は次のようになすべきである。

　1.ロータリアン個人として又クラブとし

　　ての集団が地域社会に与えたすべての印

　　象の総合的効果がロータリー広報の基礎

　　になるということを念頭に，クラブ並び

　　にロータリアンの広報意識を発展させる

　　こと。

　2.　個人的な叉職業上の交渉においてロー

　　タリーの目標と業績を一層知らせる機会

　　を追求するよう各ロータリアンを奨励す

　　る。

　3.新聞編集者並びにラジオ，テレビ放送

　　局の支配人及び他の通信機関と友好関係

　　を維持すること。

　4.国内並びに国際通信のほか，ロータリ

　　ーに関し即ちロータリーの歴史i綱領，
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範囲特にｸ｡ラブのプログラム及び活動に

ついて社会に知らせることに重点をおい

た統一のとれた広報プl==･グラムを発案

し，実行すること。

　都市連合会，地区大会及び協議会，国

際地域大会，国際協議会及び大会，ロー

タリー財団奨学資金の授与，ロータリー

創立記念式，地区ガバナーの公式訪問，

及びロータリーの世界的プ1==zグラムを示

す他の行事を含む，ロータリー奉仕の色

々な部門の社会的理解を増進するすべて

の機会を利用すること。

ロータリーと新聞（Rotary and the Press）

　1=･－タリーの綱領が一層良く知られるよう

にするためには，ロータリーと新聞との間に

密接な関係の存在することが大切である。モ

のため，理事会は，ロータリーに対する良い

記事を得るために次のような方法をとること

広 報

を，ロータリー・クラブに推奨している。

　（1）新聞所有主，支配人及び編集者をクラ

ブに入会せしめることを奨励すること。

　（2）ガバナーによって，ロータリー綱領に

開する正確な知識をラジオで放送すること。

　（3）各クラブで，毎年１回地方新聞のため

に会合を開催すること，叉出来うれば，クラ

ブの地域外の新聞代表者のために会合を聞い

て，ロータリーの組織及び綱領について詳細

に説明すること。（理37－36）

協議会における一般情報　（Public

　lnformation　onAssembly Program）

　国際協議会又は地区協議会の計画をたてる

に当っては，ロータリーに関する情報を一般

社会に知らせるに役立つ事柄を含ましめる

点について十分の注意を払わなければならな

い。（理37－38）
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１

救 済　　事

(Relief Work)

戦災ロータリアンの救済

　(Relief for War-Affected Rotarians)

　ハバナにおける国際大会は，戦災ロータリ

アン及び家族救済基金の設定及配布の件を規

定する決議（40－17）を採択した。

ハバナ立法は後にセントルイス国際大会の決

議（43－16）で改訂せられた。

　シカゴにおける国際大会は，ハバナ及セン

トルイス立法を廃止し，戦災ロータリアン救

済のための拠金に関する規定を明確にし，救

済基金をロータリー財団管理者によって運営

祀分するよう，ロータリー財団に繰入れるこ

とを規定した次の決議（44－9A）を採択した:

　第35回国際年次大会に集った国際ロータ

リーは，1940年（ハバナ）国際大会で採択さ

れた決議40－17，及び1943年（セントルイ

ス）国際大会において採択された決議43－16

は1944年６月30日限り之れを廃止し，且つ

　1.理事会の判断において，国際ロータリ

ーは，世界のロータリー・クラブ及びロータ

リアンに対し，世界の何れの地にある戦災口

－タリアン及びその家族の慰籍及び復興のた

めの寄付を要望しうること。

　2.斯様な総ての寄付は，普通一般の救済

団体で行われておるように，単なる贈与の形

ばかりでなく，その上斯様な寄付が明らかに

ロータリーの友愛精神の下に与えられたもの

として，任意拠出の形をとること。

　3.過去及今後斯様な目的のため行われる

総ての贈与及寄付は，ロータリー財団の基金

の一部となし，財団の管理者によって国際ロ

ータリー定款第５条及び細則第19条と財団

業

の管理委員会の宣言にもとづき之れを保管

し，運営し，且つ配分せられなければならな

い。元金及びその利子は寄付行為の用途及び

目的のため運営且つ配分されなければならな

いこと。

　4.　国際ロータリーの理事会は，現在ある

総ての救済基金を，すでに当初の目的が完全

に遂行されたという条件の下に，今後は之れ

をロータリー財団に移籍する権限が与えられ

且つ命令せられていること。

　等を決議する。(シカゴ国際大会決議44－

9A)

　現在別々に存在している基金(ｲ)一般財団事

業及び(ﾛ)戦災ロータリアン救済事業を，一つ

にまとめることは望ましくない。然しなが

ら，将来の基金に関する限り，それらは財団

の一般基金として募集されなければならな

い。そして特別に救済事業の為として明記し

てない限り，救済のための寄付も財団の一般

基金に組入れられなければならない。(理45

－46)

救済事業取扱上の手続

　(Procedure for Handling Relief Work)

　理事会及管理者は，次の如き戦災ロータリ

アン救済事業の取扱手続を承認した。

　1.国際ロータリー理事会の要求により，

ロータリー財団管理者は，随時救済基金とし

て明記されたものの中から，従来救済基金と

して知られたものの支出に関する決定方針に

従い，理事会にて使用出来る適当な金額を別

にしておかなければならない。

　2.　会長及び理事会の他の１人の理事に此
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の基金用途について検討する責任が課せられ

ている。

　3･　会長及び指定された理事が，提出せら

れた事例について解決を与えることの出来な

い場合には，理事会か運営委員会にその決定

を仰がなければならない。

　4･　会長及指定理事にその裁決を仰ぐため

提出する事柄については，出来る丈詳細なる

情報を提供し，且つその決定せられた手続及

方針に従い，裁決事項を実行するととは，事

務総長の任務である。

　5.　事務総長は，会計年度の終りにおい

て，又何時たりと払用途の明記された財団

基金の割当について請求のあった場合には，

既に割当られた基金が如何ように使用された

かということを明らかにした詳細な報告書

を，財団管理者に提出しなければならない。

(理44－45，管理委44－45)

　1950年７月に，戦災ロータリアン救済とし

て特に明記せられた基金の金残額は支出済と

なった。その後ロータリー財団管理者及び国

際ロータリー理事会は，随時，使用出来る基

金，又は戦災ロータリアン及びその家族救済

のためロータリー財団の得た収入から，緊急

必要にせまられている場合に支出することを

承認した。然しながら，食糧及び衣類に対す

る要求は，一般にロータリー・クラブの国際

奉仕計画として，クラブによって引受けられ

るようになってきた。

救済基金の使用（Use of Relief Funds）

　救済基金は，単に次に示す場合における緊

急の必要，例えば医療，食糧，宿舎，及び衣

料等のためのみに用いられなければならな

い。（特別の場合を除き，運輸，通学，負債

支払又は職業再建資本として用いてはなら

ない｡）

　（ｲ）現存するロータリー・クラブの窮乏会

救済事業

員。

　(ﾛ)国家の政策又は戦争状態のためクラブ

がその機能を停止した時に，そのクラブの会

員であった元ロータリー・クラブの窮乏元会

員。

　㈲　前項(ｲ)及び(ﾛ)に述べたものの家庭の従

属者(従撰者とはロータリアンの家族で，そ

の生活がそのロータリアンの支持によって営

まれていたものを意味する｡)(理44－45)

災害救済（Disaster Relief）

　災害救済事業をなす機関が普通存在してい

るので，災害時に特別のロータリー救済基金

を募集する:呂I償になっていない。赤十字又は

他の信用ある団体が此の事態に応ずべく努力

しておる場合には，ロータリアンは斯様な団

体の懇請に気前良く且つ迅速に答えるよう要

望されている。斯様な団体のない場合とか，

ロータリー・クラブ及びロータリアンが罹災

地のロータリー・クラブに直接に寄付金を送

りたい場合には，斯様な寄付金は，そのクラ

ブが受領する立場にあり且つ斯様な寄付を喜

んで受取る意志があれば直接送付しても良

い。（理59－60）

人道主義援助及設備に関する方針

　　(Policy Re Humanitarian Aid and

　　　　　　　　　　　　　Equipment)

　理事会は，赤十字の指導の下にロータリー

・クラブ又はロータリー地区が，罹災地のク

ラブに食糧その他の資材を集め，且つこれを

送付する事業を主催するよう，奨励すること

が出来うるような計画に対して国際ロータリ

ーの承認を求めた地区大会の提案を考慮して

次の如き手続をとった:

　理事会は，衣料，食糧その他の必需品の供

給によって，苦難にあえいでいる人々を救済

するという如何なる提案にも同情する。然し
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ながら，理事会は，此の事は同盟政府が研究

している事柄であり，且つ彼等が最も迅速に

それら苦難民の救済に乗り出すことが信じら

れるし国際ロータリーの介入は却って当事国

の努力や援助を複雑化し，救済を支援すると

いうよりも寧ろ遅延せしめる結果となる恐が

ありうるので，斯様なことは不適当であると

認める。猶お，理事会は，ロータリー・クラ

ブは自主的であり，事情によって斯様な場合

に適当な処置が出来ることを指摘している。

理事会は，一般救済政策が世界を適じてとら

れた場合には，斯様な事態におかれたロータ

リー・クラブは，政府によって公式にとられ

たことに補充的な援助をなす機会を見出すこ

とを確信している。（理41－42）

　国際ロータリーは，人道主義援助をなす色

々な運動に寄付するよう，沢山の要求を受け

ている。理事会は人道主義援助をなす種々な

る運動を発起する沢山の団体が存在しておる

ことを認める。此の理由と沢山の斯様な運動

が次から次へと出来つつあるので，理事会は

国際ロータリーそれ自体が斯様な運動に加盟

してはならないといりことを信ずる。理事会

は，ロータリー・クラブは自主的であるから

此の種の事柄に関する処理は，そのクラブの

欲する処によって行動すべきであり，且つ理

事会はロータリアンが個人として最善をつく

すことを信ずるものであることを指摘してい

る。（理42－43）
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(Territorial Limits)

名称又は区域限界の変更手続

　(Procedure for Changing Name or

　　　　　　　　　Territoria1 Limits)

　ロータリー・クラブが国際ロータリーに加

盟された時には標準クラブ定款を採用する。

そうすることによって，特定クラブに関係あ

る標準クラブ定款の原文に空欄になっている

第１条（名称）及び第２条（区談･限界）が

国際ロータリー理事会の承認と共にクラブに

よって書き込まれる｡同様な方法によって,こ

れら２ヵ条に関するその後の変更は国際ロー

タリー理事会の承認を得なければならない。

　クラブの名称又は区域限界変更に関する手

続は，クラブ定款第14条第４節に次の如く

規定されている。

　本定款第一条（名称）及び第２条（区域の

限界）は，定足数会員が出席した本クラブの

例会において，出席会員の三分の二以上の得

票により，之を改正することができる。かか

る改正案の通知は，斯様な例会の少くとも10

日以前に，全会具に郵送せられなければなら

ない。なお，この改正は，国際ロータリーの

理事会に提出して承認を求め，その承認を僕

って始めて効力を発生するものとする。

区域の定義（Definition of Territory）

　クラブ結成に従事する人の指導のため，理

事会は次の如き解釈文を採用した。

　各ロータリー・クラブは地方に結成せられ

且つ存在しなければならない。

　国際ロータリーは，そこに十分の職業人が

実際に社会に奉仕しており，それらの人々の

事務所とか職揚がお互に隣接しており，ロー

タリー・クラブとしての機能を発揮すること

が出来る適当な範囲の区域を，斯様な地方と

して認めることができる。斯様な地方におい

てクラブを結成するには，国際ロータリー

は，クラブ定款にその区域を書き入れるべき

地方の地理的限界を指定しなければならな

い。そしてその後斯様な区域は，国際ロータ

リー及びクラブ相互の同意による以外には変

更してはならない。国際ロータリーの同意を

得て，クラブは第２クラブ結成のためその区

域の一部を譲渡することが出来る。

　仮ロータリー・クラブは，夫々その名称が

その地方を現わすような言葉を採用すべきで

あり，その選ばれた名称をその定款に書き入

れ国際ロータリーの承認を受け，そして一旦

その承認をえた以上は国際ロータリーとクラ

ブ相互の同意がなければ変更してはならな

い。（理38－39）

　理事会は，クラブの区域限界が地方の自治

体（例えばブラソクビル市）の限界と同一で

あり，その自治体の限界がその後拡張された

場合には，追加された区域はクラブ及び国際

ロータリーの手続を要せずして自動的にクラ

ブの区域となる。斯様にして追加された区域

が或他のロータリー・クラブの区域を含む場

合には，第２クラブの区域は，その初めのク

ラブが拡張された時にそのクラブによって譲

渡されたものと考えなければならない。それ

によって第２クラブの存続を保護するもので

ある。

農村区域（Rura1 Territory）

－143－
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　にの場合の）ロータリー・クラブの区域

限界は，特別の定義により，クラブ所在地に

近接する区域が疑いなく農村であり，クラブ

所在地がその区域にとっての主要な金融，取

引，出荷の中心地であることが明白な事実で

ある場合斯様な近接区域をそのクラブの区域

限界に合むものとする。（理63－64）

区域の譲渡（Relinquishing Territory）

クラブの区域が無限であるとか，必要以上

に広いというような場合には，ロータリー理

想とか原理を他の地域社会に規則正しく且つ

組織的な方法で進めて行かれるようにするた

め，クラブはその区域を調整又は縮少するよ

う考慮することが要求されている。事務総長

は，国際ロータリー理事会の此の要求を関係

クラブに，クラブ区域の調整又は縮少が現在

のクラブ会員の地位に影響しないという諒解

の下に,注意するよう指示されている｡(理39

－40)(｢大都市における追加クラブ｣144頁

参照)
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ロータリー財団

(The Rotary Foundation)

定款（第10条）及び細則（第19条）には，

ロータリー財団管理委員の任命等についての

規定かおる。

信託の宣言（Dedaration of Trust）

　ロータリー財団管理委員会は，理事会（19

31－32）に対し大要次の如き報告を行ってい

る：

　現在に於けるロータリー財団の法律的地位

は,細則第19条の規定により定められている。

財団を法人化する問題に関してはかなりの考

慮が加えられた。財団管理委員長Klumph及

び管理委員ChaPinは，シカゴのロータリア

ンHoldenと協力し，法律的見地から法人

のすべての利点を与えると共に若干の欠点を

避けることができると考えられる一種の信託

宣言を起草した。財団管理委員会により完成

され，国際ロータリー理事会の同意を得たこ

の宣言は，財団の永続性を保証する効力を有

するであろう。従って,財団管理委員会は,理

事会がこの案に同意し，桐際ロータリーの役

員が，国際ロータリーに代って同案に署名す

ることを委任するよう要請するものである。

　理事会（1931－32）は，次の如き財団の信

託宣言に同意し財団管理委員会が同案を実施

することを批准した。

　1931年ｎ月12日，U.s.A.の一州，イリ

ノイ州の団体である国際ロータリーと，ロー

タリー財団管理委員Arch C. Klumph, Rufus

F.Chapin,Charles Rhodes,Harry H. Rogers

及びCharles A.Manderならびにその後任

者との間に作製締結せられた本信託宣言は，

次のことを証言する。

　国際ロータリー細則第19条には次の如く

規定されてある：

　(註:財団管理委員会の宣言には細則第19

条第１節より第10節に至る全文を掲げる。

218－220頁参照)

　且つ上述の管理委員会は,上掲細則第19条

第１節及び第２節により指名され正式に任命

されたものであり，又国際ロータリーを代表

する国際ロータリー理事会の正当な権限と指

揮の下に，第19条の規定に従い信託の宣言

を行うものであるが故に，ここに次の如く宣

言する。

　第１：前記ロータリー財団の管理委員会に

よって受取り且つ保管せられた総ての財産

は，条件付寄付,不動産贈与又は遺贈を除き，

その元金及び(又は)それよりの収入を単一信

託として，国際ロータリー理事会の承認，決

定又は設定する国際ロータリーの博愛，慈

善，教育又は軟性の目的，綱領1)，運動又は

施設のため，そして単にそれのみに用ゆるた

めに受取られ且つ信託に保管されていなけれ

ばならない。主要資産として保管された総て

の資産はその用語の正当な意味における慈善

的使用にのみ厳重に保管されなければならな

いということが明白に宣言されている。

　第2:上述の管理委員の権限は，上記の細

則に規定せられてある如ぐ，その哉正に従う

べきものであるが，前述の如く受理した総て

の資金及び財産は慈善の用途の為にのみ保管

されるものであるという本信託宣言を害うが

如き何等の改正或は改正の権限を保持し又は

－145 －

1）1951年（アトランチック・シティー）国際大会はロ

ータリーの「綱領」を複数「Ob」ects）から単数（Object）

に変更した。
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解釈し得ないということを同僚に宣言する。

　第3:本宣言は，条件付贈与，不動産贈

与，遺贈又は信託契約に特に指定されている

場合を除き，生命保険から入るすべての資金

を含めて，条件付と否とを問わず，現在又は

今後受理せらるべきすべての資金に応用しう

る信託及び権力に適用するものである。

　以上の証明として財団管理委員会は，前記

日付を以てここに署名調印をなし，且つその

承認の証として国際ロータリー理事会によっ

て与えられた権限により同様のことを行い，

国際ロータリーに代って正式に委任された役

員の手によりここに国際ロータリー印を捺印

する。

財団資金支出の目的

　　(Purpose for xVhich Funds of the

　　　Foundation Sha11 Be Expended)

　国際ロータリー理事会及びロータリー財団

管理委員会は，財団の資金を支出する目的に

関し，次の如き決議を採択した。

　国際ロータリー細則第19条第１節は，次

の如く規定している：

　　ロータリー財団の全財産に関する行使権

　は，５名の財団管理委員会及びその後任者

　に帰属せしめる。財団管理委員会は，本絹

　則以外に規定されたもの若しくは，条件付

　贈与，不動産贈与，又は遺贈を除き，その

　保管投資，処理及び運営の任に当り，且つ

　理事会の承認を得て基本財産或はそれより

　生ずる利子を単一信託として，国際ロータ

　リーの目的及びロータリーの綱領の推進或

　は理事会の承認する博愛，慈善，教育，乃

　至秋愉の目的，綱領運動又は施設のために

　支出することができる。

　そして1931年ｎ月12日，国際ロータリ

ー理事会及びロータリー財団管理委員会によ

って実施された「信託宣言」は次の通り規定

した。

　　第1:前記のロータリー財団の管理委員

　会により受取り且つ保管せられたすべての

　財産は，条件付贈与，不動産贈与又は遺贈

　を除き，その元金及び(又は)それよりの収

　入を，単一信託として国際ロータリー理事

　会の承認，決定又は設定する国際ロータリ

　ーの博愛，慈善，教育又は叙位の目的，綱

　頒1)，運動又は施設のためそして単にそれ

　のみに用ゆるために受取られ且つ信託に保

　管されていなければならない。主要資産と

　して保管された総ての資産はその用語の正

　当な意味における慈善的使荊にのみ厳重に

　保管されなければならないことが明白に宣

　言されている。

　　第2:上述の管理委員の権限は，上記の

　細則に規定される如く，その改正に従うべ

　きものであるが，前述の如く受理したすべ

　ての資金及び財産は，慈善の用途のために

　のみ保管されるものであるという本信託宣

　言を害うが如き何等の改正又は改正の権限

　を保持し又は解釈し得ないということを明

　瞭に宣言する。

　　第3:本宣言は，条件付贈与，不動産贈

　与，遺贈又は信託契約に特に指定されてい

　る場合を除き，生命保険から入るすべての

　資金を含めて，条件付と否とを間わず，現

　在又は今後受理せらるべきすべての資金に

　応用しうる信託及び権力に適用するもので

　ある。

且つ又，国際ロータリー理事会及びロータ

リー財団管理委員会は，以上の諸規定が，個

人及び団体による慈善その他の寄付，及び所

得税を免除されるべき団体に関するU.S.A.

国内歳入条例の諸規定に該当するものと解釈

していることを記録することはのぞましいこ

とであるが故に，

　ロータリー財団の基本財産或は収入からの

支出は，運営に要する費用を除き，絶対に，

1）1951年（アトランチック・シティー）国際大会はロ

ータリーの「綱領」を複数「Ob」eds）から単数（Object）

に変更した。
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慈善，科学，文学，教育或はその他U.S.A.

国内歳入条例，第23(o)，2，23(q)，2及び

101(6)の各項に含まれる目的に使用されるべ

きこと，叉，ロータリー財団の基本財産たる

と収入たるとを問わず，その如何なる部分と

雖も個人的利益のために使用しないこと，

又，ロータリー財団の活動の相当な部分が宣

伝その他立法に影響を与ようとする試みに向

けられてはならないこと，及び最後に，ロー

タリー財団の解散の晩には，その基本財産及

びそれより生ずる収入は，本決議の条件によ

って使用せられねばならぬことをここに決議

する。(理44－45，財団管理委44－45)

所得税申告に対する寄付金額の控除

　(Deductibility　of　Contributions　on

　　　　　　　　lncome Tax Returns)

　国によっては所得税申告を行う場合ロータ

リー財団への寄付金は控除されている。クラ

ブ並びに各個人は夫々の国に於いて斯様な寄

付金が所得税の課税金額から控除されるかど

うかを所在地の関係当局に確めるべきであ

る。

　次に掲げるものは，国際ロータリーが受理

した1945年８月14日付U.S.財務長官の書

翰の抜草である：

　　もし財団が，1931年ｎ月12日付信託宜

　言に述べられ,且つ1945年５月25日付国際

　ロータリー理事会及び貴財団管理委員会に

　よって採択された決議により修正された諸

　目的に厳格に従って運営せられているなら

　ば,貴財団は,国内歳入条例第101(6)項の規

　定によって連邦所得税の免除を受ける資格

　を有するものと,本職は考えるものである。

　　貴財団に対してなされる寄付金は，国内

　歳入条例第23(o)及び(q)狽に規定する方

　法及び範囲内に於て，寄付者の鈍痛税所得

　金額から控除されるものとする。

ロータリー財団

ロータリー財団の基本財産からの支出

　(ExpendituresFrom the Corpus of

　　　　　　The Rotary Foundation)

　1964年国際大会は次の決議案を採択した。

　1962年の国際大会の決議，及び理事会の決

議並びに過半数のロータリー財団管理委員の

承認により，1964年７月１日より向う２ヵ年

間にわたり年額50万ドルを超えざる金額を

国際ロータリー理事会及び過半数のロータリ

ー財団管理委員の承認を得て，ロータリー財

団の目的推進のため同財団の基本金から支出

することが出来る。

　国際ロータリー理事会並びにロータリー財

団管理委員会は，1964年７月１日より1965

年６月30日までの１年間に20万ドル以内，

1965年７月１日より1966年６月30日までの

期間に25万ドル以内の追加を，国際ロータ

リー理事会並びに過半数のロータリー財団管

理委員の承認を得て，ロータリー財団の目的

推進のため同財団の基本金から支出すること

が出来ることを決定した。又。

　国際ロータリー細則は「ロータリー財団の

基本金の如何なる部分も寄付者又は遺言者が

特に表示した目的のための支出を除き，国際

大会の決議，理事会の決議及び過半数のロー

タリー財団管理委員の承認により指定されざ

る限り支出してはならないとする」と規定し

ている。斯くして。

　第55回年次国際大会に於て国際ロータリ

ーは，以前に承認された年額50万ドルに更

に1964年７月１日より1965年６月30日ま

では20万ドル以内，1965年７月１日より

1966年６月30日までの間は25万ドル以内

の金額を追加し，1964－65年度は合計70万

ドル，1965－66年度は合計75万ドルを，国

際ロータリー理事会及び過半数のロータリー

財団管理委員の承認を得て，ロータリー財団

の目的推進のため同財団の基本金より支出す

ることが出来るごとを決議した。（トロント
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国際大会決議64－45）

　1964年国際大会は又，ロータリー財団基本

金からの支出継続を規定した次の決議を採択

した:

　第55回年次国際大会に於て国際ロータリ

ーは，1966年７月１日より1967年６月30日

までの期間に年額125万ドル，1967年７月１

日より1968年６月30日までの期間に125万

ドルを超えざる範囲において，国際ロータリ

ー理事会並びに過半数のロータリー財団管理

委員の承認を得て，ロータリー財団の目的推

進のため同財団の基本金より支出することが

出来ることを決議した。（トl=zソト大会決議

64－46）

財団の目的

　(The objective of the Foundation)

　理事会及び管理委員会（1959－60）は，1945

－46年並にその後に採択されたロータリー

財団の目的を，次の如く書きかえる。

　ロータリー財団の目的は，国際的理解のた

めのロータリー財団奨学金を含む，確実で且

つ効果的な企画によって各国の国民間に理解

と友好関係を増進することにある。

　理事会は，地区ガバナー（グレート・ブリ

テソ及びアイルランドに於ては国際ロータリ

ー代表）が国際ロータリーの役員として地区

内のロータリー財団の推進に直接の責任を有

することを認めている。財団の目的とする処

を一層よく知り且つ理解して貰うために，叉

この目的を遂行するためにロータリー会員そ

の他の関心をひき起すには,地区ガバナーは，

ロータリー財団の連続的推進の必要を忘れて

はならない。（理53－54， 55－56）

財団管理委員の任命

　　　　　(Appointment of Trustees)

会長がロータリー会員をロータリー財団管

理委員に任命する場合の指針として，理事会

は，ロータリー財団管理委員会は直前会長及

び順次，その前任者４名から或るという原則

を定めている。元会長で就任できないものが

ある場合には，会長は他のロータリー会員を

任命することになっている。（理34－35，59

－60）

財団管理委員会及び理事会とロータ

リー財団の関係(Relationship of Trustees

　and Board to the Rotary Foundation)

　国際ロータリー理事会及びロータリー財団

管理委員会は，管理委員会及び国際ロータリ

ー理事会とロータリー財団の関係について次

のような方針の発表を承認した:

　ロータリー財団管理委員会の責任は：

　イ）財団の資金を受取り，管理し且つ保管

する；

　○財団の目的，運営に関する情報を作成

し普及する；

　ハ）財団へ寄付がなされるような適当な方

法を講ずる；

　ニ）財団の目的を達成するために必要な資

金を国際ロータリーに割当てる；

　ホ）財団の活動を企画し発展させる；

　へ）現在実施してﾔる財団の活動を評価，

検討する；

　ト）財団の資金募集の方法，手段を案出す

る ・
Ｉ
／

　チ）財団管理委員会により設定された手続

に従い，ロータリー財団が支持する諸活動の

ための賞金，補助金を授与する個人，地区，

クラブを選定することである。

　国際ロータリー理事会の責任は，財団管理

委員が支出を割当てたプ1==･グラムを監督し斯

様なプ1=1グラムに関する資料を準備し，普及

することである。（理63－64，管理委63－

64）
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ロータリー財団運営に関する規定

　(Rules and Regulation for Administra-

　　　tion of the Rotary Foundation)

　国際ロータリー理事会及びロータリー財団

管理委員会は，ロータリー財団の運営に関す

る次の諸規定を承認した。

　　　　　　　年　次　総　会

　1，財団管理委員会の年次総会は，国際口

―タリーの国際協議会直前の国際ロータリー

理事会と同一の時期と場所において開催する

ものとする。その時に資格を有し且つ任務に

ある委員の過半数が如何なる会務執行の上に

も必要である。然し斯様な会議に委員数が過

半数に達しない時は会議を将来に延ばすこと

が出来る。議長欠席の場合は，出席した委員

が臨時議長を選考する。ロータリー財団管理

委員と国際ロータリー理事の合同会議は，毎

年管理委員会の年次総会の会期中に開くもの

とする。

　　　　　　　その他の会合

　2.　上記の外，管理委員長が随時招集する

管理委員の会合，或いは(特別)委員会又は小

委員会がある。財団管理委員会の会合は，過

半数の委員に依って文書で他の委員に会合の

時期，場所を通知，招集することが出来る。

　　　　　　　事務長の任命

　3.　管理委員会は，年次総会において，こ

の会合の翌年１月１日に始まる年度のために

財団事務長を任命する。国際ロータリー理事

会及び財団管理委員会が別に定める場合を除

き，財団事務長は，同一年度のために理事会

によって選ばれた国際ロータリー事務総長と

同一人たるものとする。

　事務員は事務次長を指名することができ

る。事務次長は，事務員がその職務を行使し

えない場合に，事務長に代って事務を取るこ

とができるが，事務長の地位に空席を生じた

場合，その地位を自動的に継承するものでは

ロータリー財団

ない。

　　　　　　会計の任命

　4.管理委員会は,年次総会に於て,この会

合の翌年１月１日から始る年度のために財団

会計を任命する。国際ロータリー理事会及び

財団管理委員会が別に定める場合を除き，国

際ロータリー財務長が財団会計係になるもの

とする。会計の報酬は年１ドルとする。財団

管理委員会は財団の副会計２名を任命すべき

である。国際ロータリー理事会及びロータリ

ー財団の管理委員会によって別な決定が行わ

れない限り，中央事務局に最も近き２名の国

際ロータリー副財務長が，財団の副会計にな

るべきである。何れかの副会計は，何かの理

由で会計がその職務に当ることのできない場

合に，その会計に代って職務を執行すること

ができるが，会計の地位に空席を生じた場合

に自動的にその地位につくものではない。

　　　　　　　　欠　　　員

　5.　管理委員会は，事務長，会計或は副会

計に欠員を生じた場合には，本規定第３節及

び第４節の規定に従い，資格あるロータリー

会員を選ぶことによって，残余の任期を充す

ことができる。

　　　　　　　郵便による投票

　6.管理委員会は休会中，郵便，電報，無

線電報又は電話による投票で議事を処理する

権限を有する。決定には全管理委員の過半数

を必要とする。財団事務長は問題が現在の方

針内にある場合は郵便による投票用紙を送付

する権限を持つが，問題が現在の方針外に問

する場合には，その問題を郵便による投票に

付すか又は次回の管理委員会まで保留するか

は管理委員長に決定権かおるものとする。

　　　　　　　会　計　年　度

　7.財団の会計年度は国際ロータリーの会

計年度と同一とする。

　　　　　　　収入及び支出

　8.事務長は毎年管理委員会に対し，次会
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計年度に於ける財団の予想収入，財団資金か

ら現在行われている支出状況（基本財産及び

収入の両方を含めて），及び次会計年度に予

想される支出要求についての情報を提出する

ものとする。

　　　　　　　運営費予算

　9.管理委員会は，会計年度の運営費予算

を採決する。予算案は，財団事務長により各

委員に提出される。

　　　　　　　理事会への報告

　10.管理委員会は，財団の支出状況と，財

団の目的を推進するため利用し得る金額を定

期に国際ロータリー理事会に通知するものと

する。

　　　　　　　保　　証　　金

　ｎ．　管理委員会は，財団事務局の各職員に

対する保証金の額を決定する。これらに要す

る費用は財団運営費予算から支払われるもの

とする。

　　　　　　会計検査人の任命

　12.管理委員会は，毎年財団の会計検査入

として，国際ロータリーの会計検査を依嘱し

ている同一会計事務所を指定するものとす

る。財団の会計検査に要する費用は財団運営

費から支払うものとする。

　　　　　　会計検査報告の公表

　13.管理委員会は，毎年，国際ロータリー

理事会が国際ロータリー資金の会計報告を公

表すると同時に，同様の方法で，その会計検

査入の報告を公表するものとする。

　　　　　　事務長の財務報告

　14.財団事務長は，定期的に財務報告を管

理委員会に，又，その写しを国際ロータリー

理事会に送付するものとする。

　　　　　　　投資する権限

　15.　管理委員会は委員長又は（その）代行

者としてロータリー財団管理委員会が指定し

た管理委員並びに財団事務長又は副事務長，

及び財団会計又は副会計に，次の権限を特別

に委任する。即ち管理委員会が休会中委員達

が随時決定した方針に従い財団の収入から有

価証券に投資する金額を決定すること，斯様

な証券をロータリー財団名義に書き換えるこ

とを決定することを含む証券の保管方法及び

投資顧問の助言の下に何れの有価証券を買入

れ何れの有価証券を売却すべきかを決定する

権限を委任する。続いて事務長又は副事務

長，及び会計又は副会計は資金をそのように

投資し且つ，有価証券を売却する権限が与え

られ，そして事務長又は副事務長はその取引

を直ちに管理委員会に報告すべきものとす

る。

　　　　投資に対する銀行サービス

　16.　管理委員会は，委員長及び事務長が，

財団の資金を預金し或は債券類を保管してい

る世界中の銀行と，財団の投資に対し，もし

あれば，適当と考えられる銀行のサービスに

関する取極めを行うことに同意する。

　　　　　　　銀　行　勘　定

　17.　管理委員会は，委員長及び事務長に対

し，国際ロータリーがその資金に問し行って

いる取極めに反しないように，世界各国の銀

行に勘定を開く権限を与える。

　　　　現金の引出及び預金の移動

　18.　管理委員会は財団の事務長又は副事務

長及び会計又は副会計に，色々な銀行勘定の

手形に署名する権限を与えている｡彼等は,又

常に安全と，各国における資金に対しありう

る要求を考慮に入れて，振更えのできるその

様な資金を，或銀行から他の銀行に移動する

権限が与えられている。

　　　　　　　情報の伝達

　19.　管理委員長及び事務長は，管理委員会

に代って財団の基本金が常に増加しつつある

こと及び寄付者が財団の計画と業績について

知ることが出来るための目的を以て，財団に

関する情報を，国際ロータリー加盟クラブ，

国際ロータリーの現及び元役員その他に伝達

する権限が与えられている。
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　　　　　　委員会の任命

20.　管理委員長は管理委員の活動を進める

ために必要な委員会又は小委員会を任命する

ものとする。

　　　　　　規定の改正

　21.　財団管理委員会は，必要で時宜を得た

改正を行うために，随時これらの諸規定を検

討し，改正を要する場合は，その承認を得る

ためこれを理事会に送達しなければならな

い。（理事及び財団管理委48－49，49－50，

54－55，56－57，58－59，60－61，63－64）

国際理解のためのロータリー財団奨

学金（Rotary Foundation Fellowships

　　for lnternational understanding）

　理事会及び管理委員会は，ロータリー財団

の直接の目的を遂行するに確実で有効的な企

画として，国際理解のためのロータリー財団

奨学金を設置することを承認した。この計画

は，将来指導者となり得る能力をもった学生

に，外国に於て高等な学術研究を行うと同時

に，その国の国民，彼等の文化，その将来及

び生活状態についての知識を得る機会を与え

ることを目指しているものである。

　正規のロータリー財団奨学金授与プ1==･グラ

ムにおける奨学金は，ロータリー・クラブ所

在国における勉学に対してのみ授与される。

　ロータリー財団奨学金は，大学院学位を獲

得する目的のために授与されてはいない，寧

ろそれは留学生か自国から他国への親善の使

節となり，且つ，国際間の説明者となりうる

という二重の目的のために授与されている。

(理56－57)

　理事会は，国際理解のためのロータリー財

団奨学金の候補者選考において，斯様な奨学

資金の使節的面にその重点を続けておくこと

及びロータリー財団奨学金の候補者が学街上

優秀な才能と業績を持っていることを必要条

ロータリー財団

件として考慮さるべきであることに決定し

た。（理61－62）

　結婚しているものは国際理解のためのロー

タリー財団奨学金に志願権利を有しない，そ

して志願者又は願書が受付られて国際ロータ

リー財団奨学生となったものの結婚はその事

実によって願書又は奨学金を取消すものとす

る。（理58－59）

　国際理解のロータリー財団奨学金は単に男

子志願者に限り授与することができる。

（理61－62）

　ロータリー財団奨学金志願者は自己の本籍

のある国の市民でなければならない。（理57

－58）

　ロータリー・クラブ会員はロータリー財団

奨学金に志願する資格はないと考えられてい

る。（理53－54）

　ロータリー財団奨学金候補者は勉強を始め

る年の７月１日現在満20歳以上29歳未満で

なければならない，但し南半球の国に留学す

る場合は勉強を始める年の１月１日現在上記

の年齢に達していなければならない。（理52

－53）

ロータリー財団奨学金委員会(Rotary

　Foundation Fellowships Committee)

　1952－53年度に於て理事会は，会長が国際

学生交換委員を任命することを承認した。こ

の委員会は，国際ロータリー理事であったも

ので，任期１箇年の委員長及び４名の委員よ

り或る。この４名は，教育界及び実業界から

各２名ずつとし，毎年任期２年として教育界

及び実業界から１名ずつ選ぶ，但し，1952－

53年度に於ては,教育界及び実業界からの委

員それぞれ１名は任期１年として任命される

ものとする。その翌年，委員会の名称は「ロ

ータリー財団奨学金及び国際学生交換委員

会」と変更された｡ 1959年１月に理事会は委
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員会の活動の中から国際学生交換の責任を解

除し，その名を「ロータリー財団奨学金委員

会」と改称した。

任務（Terms of Reference）

　理事会は，ロータリー財団奨学金委員会が

次の事項を行うことに同意した。

1）1952年理事会によって採択され,後に改

　　訂された1）ロータリー財団奨学生選考手

　　続に従って指名された翌年度ロータリー

　　財団奨学金希望者に関する地区の推薦を

　　調査し,且つ,理事会の名に於て地区委員

　　会によって推薦された正しい資格を有す

　　るすべての候補者に奨学金を授与する。

2）理事会の定めた限度内において地区を構

　　成しないクラブからの候補者に与えられ

　　る奨学金の数を毎年決定するのであるが

　　その決定基準は地区を構成しない一定の

　　国或いは地理的地域からは四年に一度，

　　20以上のクラブを有する無地区国乃至

　　は地理的地域でもし適当な有資格者が推

　　せんされたならば四年に一度以上但し二

　　年に一度以内の範囲で奨学金が授与され

　　るものである。

3）ロータリー財団奨学金に関する事柄につ

　　いて事務総長と相談する。

4）奨学金授与に関する委員会の決定につい

　　て事務総長に通知し，事務総長から関係

　　者全部に伝達できるようにする。

5）事務総長から，勉強について行かれない

　　で与えられた好機から得られる筈の恩恵

　　を受けていない学生に関する情報をき

　　き，その奨学生に必要とする助言と指導

　　を行う方法を事務総長に提案する。この

　　奨学生の在学する学校の当局者及びその

　　学校に最も近いロータリー・クラブの役

　　員払　彼の学業成果は覚束かないと考

1）ロータリー財団奨学生選考手続152－154頁参照。

　　え，或は，彼の行状がロータリー奨学金

　　の受領者にふさわしくないというような

　　ことが万一あった場合，而かも委員会に

　　於ても直ちに，事態を改善する見込みが

　　ないと判定した場合には，事務総長にそ

　　の奨学生に対し，奨学金を申込んだ際に

　　署名した取極めによって奨学金の授与を

　　停止する旨，そして彼が直ちに帰郷する

　　場合に限りロータリー財団からその旅費

　　を支給することを，通告するよう指合す

　　る。

6）奨学生の帰郷旅費給与を延期する必要の

　　ある事情が委員会として承認しうる場合

　　には事務総長に対し,その権限を与える。

7）留学している地区又は地域と彼が選ばれ

　　た地区又は地域に於いて奨学生の接触を

　　効果的に拡大し得るような手段をとる。

　　そしてロータリーの国際奉仕を推進する

　　ようなロータリー奨学生との接触を留学

　　期間終了後も維持するよう出来得る限り

　　努力すること。（理64－65）

ロータリー財団奨学生選考手続

　　　(Procedure for Selecting Rotary

　　　　　　　　　Foundation Fellows)

　ロータリー財団奨学生の選考のための手続

が理事会によって採択された。

　理事会は，1953－54学年度より高等学術研

究のためのロータリー財団奨学生の選考は，

各地区内選考委員会の責任とし，国際ロータ

リー理事会に代るロータリー財団奨学金委員

会の最後の調査を受けることに同意した。

　理事会は，ロータリーの各地区が，もし正

式の資格を有する候補者を選ぶならば，ｉ年

おきに必ずロータリー奨学金を得ることがで

きるようにする目的で，ロータリーの全地区

が１年おきに候補者を出すという原則に立つ

ことに同意した。

　理事会に代りロータリー財団奨学金委員会
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は，地区を構成しない国又は地理的地域のク

ラブによって推薦された候補者に対し，地区

を構成しない一定の国或いは地理的地域から

は四年に一度，20以上のクラブを有する如

何なる無地区国乃至地理的地域でもし適当な

有資格者が推薦されたならば四年に一度以上

但し二年に一度以上は授与しないという基準

の下に，一定数の奨学金を授与することがで

きる。無資格の地区を構成しない国又は地理

的地域の一覧表は毎年ロータリー財団奨学金

に間する文献に載せておかねばならない。そ

して地区を構成しない国又は地理的地域のク

ラブでそれら無資格の一覧表に載っていない

クラブは，その年に候補者を推薦することが

でき芯。

　交互に候補者を選ぶ制度をつくるに当っ

て，いかなる地区払選んだ候補者の資格が

規定された範囲内に於て完全であり，委員会

をして地区の選考に全く満足せしめうる確信

がなければ，候補者を提出してはならないこ

とを了解しておくべきである。もし地区が奨

学金を受ける資格のある年度にこれを受ける

ことができなかった場合には，その地区は翌

年度に候補者を出すことができる。そのこと

によって次の「資格のある年度」に候補者を

出す資格を失うものではない。

　ロータリー財団奨学資金を受ける権利を有

した年に，その利益に浴しなかった地区は，

その権利をその直後の１年間を超えない程度

において延長することがある。

　万一地区の候補者がその年度の奨学金をそ

の学年内に受け入れることができなかった場

合，地区は，補欠として，正式の資格を有す

る第２の候補者の氏名を提出することができ

る。このような補欠といえど払同様完全な

資格を有していなければならない。

　第一候補者による財団奨学金の辞退が逼そ

過ぎて補欠候補者がその授与された学年度の

利用に間に合わない場合には，補欠候補者は

直後の学年にそれを用ゆることが出来る。但

ロータリー財団

し必要な総ての予備的手配が奨学金を与えら

れた学年度の３月31日までに完了し且つ必

要な総ての個人的資格を保持していなければ

ならない。

　地区内の第１候補及び第２候補共に，奨学

金を授与されるべき学年内に奨学金を受入れ

ることの出来なかった場合には，ロータリー

財団奨学金委員会は，ガバナー及び地区委員

会の承認された候補者という条件の下に追加

候補者１名乃至それ以上の申込者を考慮する

ことができる。

　地区委員会としては，最後の選考が行われ

る前に，最も有力な候補者に対し，個人的面

接を行うようにすべきである。

　ロータリー財団奨学金の願書提出並びに授

与日程は次の通りである。

　　スポンサー・クラブに願書提出締切日

４月15日

　　地区ガバナーヘクラブからの志願者書

　　類提出締切日…………………５月１日

　　地区候補者申込書類を国際ロータリー

　　事務総長受理締切日…………６月30日

　　奨学金授与者決定のためのロータリー

　　財団奨学金委員会集会………10月中句

　　授与発表:　‥･･･‥･････････‥････‥ロータリー

　　　財団週間中が望ましいが，不可能な場

　　　合はLL月15.日を含む週間中。

　理事会はクラブに対して，志願者の国語と

は具たった言語を使用する国の大学に於て研

究する希望を有し，従って財団奨学金制度の

本来の目的に最も適うような，正しい資格を

有する人物を，ロータリー財団奨学生の候補

者として指名するよう要請している。

　理事会は地区委員会に対し，ロータリー財

団奨学生被指名者の最後の選考に当っては，

自己の国語以外の言語を使用する国に於て研

究する希望を有する者を優先すべきであると

示唆している。但し，その候補者の語学力

が，自己の行わんとする研究を有利にし，且

つ自分の国を，留学先の国のロータリー・ク

ラブに対し，自国への信頼を増すことがでぎ
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るように，代弁することができる程度でなけ

ればならない。

　６月30日以前に地区委員会から受領した

申込は，学力という点で受理できるか否か，

教育家の委員によって審査される。この審査

は，郵便又は口頭によって，全委員会の開催

場所に於て，その２日前に行われるが，最後

の決定は，学力審査を通過した者の申からそ

の他の資格をすべて考慮して全委員によって

行われることになる。（理51－52，52－53，

53－54，54－55，55－56，56－57，59－60，

60－61，61－62）

　地区ロータリー財団奨学金委員会に，その

情報を単科大学，総合大学及び潜在候補者に

広げることにより，そして立派に資格のある

志願者に絶えざる注意を払うこと等より，地

区を通じて奨学金計画に絶えず関心を助長す

るような責任を追加することが推奨さてれい

る。ロータリー財団奨学金受領者をロータリ

ーの環境や主義に適応させることは地区ロー

タリー財団委員会め責任とすることもまた勧

告されている。（理58－59 ; 61－62）

ロータリー財団奨学金候補者の後援

　(Sponsorship of Rotary Foundation

　　　　　　　Fellowships Candidates)

　ロータリー財団奨学金に対する志願は，モ

の志願者が原籍を有する区域のロータリー・

クラブを通じてのみ行うことが出来るもので

ある。除外例として追加ロータリー・クラブ

結成のため区域を割譲したクラブの場合に

は，奨学金の申込はそのクラブを通じて，モ

のクラブの区域内，又はそのクラブが区域を

割譲しても尚且つ会員を入会せしめる権利を

保留している区域内に原籍を有する志願者に

より行うことができる。（理58－59）

　ロータリー財団奨学金を受ける権利のある

地区の各ロータリー・クラブは地区の選考委

員会による選考のため２人の候補者を推薦す

ることが許されねばならない。（理60－61）

国際理解のための追加ロータリー財

団奨学金実施計画（Plan of Operation for

　Additiona1　Rotary　Foundation　Fellow-

　ships for lnternationa1 Understanding）

　国際ロータリー理事会及びロータリー財団

管理委員会は，ロータリー財団の追加事業と

して国際理解のための追加ロータリー財団奨

学金10の設定を承認した。斯様な奨学金は，

1962－63年度より毎年,言語又はその他の事

情で国際理解のためのロータリー財団奨学金

候補者によって選ばれることのないような国

又は地域における研究のため授与せらるべぎ

ものである。これら国際理解のための追加ロ

ータリー財団奨学金の実施計画は次の通りで

ある。

　　　　　　　　目　　　的

　他国の言語を学び又娃国民の生活様式や考

え方を一層理解するために，自国以外の選定

された国に住み，勉強し且つ旅行する機会を

すべての国籍，人種及び信念を持つ男女に与

えるためである。そして斯様な理解こそ国際

理解，親善並びに平和の増進に不可欠なので

ある。

　　　　　　　　資　　　格

　追加ロータリー財団奨学金のための候補者

は次の如きものでなければならない。

　（1）強き潜在性指導力の満足な証拠を与え

る人格的且つ学究的記録を持つこと。

　（2）国際理解，親善，及び平和の増進に直

接関係を持つ国内及び国外の総ての活動に完

全且つ誠意ある関心を持つこと。

　（3）自国から他の国への親善使節となり，

且つそれらの国を自国に説明することのでき

ること。

　（4）勉強する国の歴史，文化，経済，地理

等々に興味を有すること。

　（5）勉強する学校で用いられている言葉を
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知っているか，或は講義を理解し，ロータリ

ー・クラブで話をし，且つその国の人々と話

す目的でそれを習う意欲と能力を持つこと。

　（6）勉強の始まる年の７月１日に満二十才

に達していること。但し南半球に於いて勉強

せんとするものについてはその日付は勉強を

始める年の１月１日とする。

　（7）選んだ学校への入学条件とされている

学業成績を持ち，学士号又はそれと同等の称

号を有することが望ましいが，この条件は特

殊な事情の下では無視されることがある。

　（8）求婚者であること。

　（9）外国で学年中勉強を続け且つ旅行に堪

える健康の持主であること。

　志願者はそれぞれの国に原籍を持つ市民で

なくてもよい。

　　　　　　　　無　資　格

　次に示すものは追加ロータリー財団奨学金

に対し無資格である。

　田　ロータリー・クラブ会員。

　（2）現在選ばれた国で勉強しているもの。

　（3）独立又は無監督の研究を志しているも

の。

　（4）研究医学生，インターン或は在勤務

者，又は同格の医学生。

　　　　　　　　志　　願

　追加ロータリー財団奨学金に対する志願

は,志願者が知られている都市のロータリー･

クラブを通じてのみ行いうるものである。

　志願者は次に示す国の一つにある学校を選

はなければならない。

アルジェリア

ビ　　ル　　マ

支
ド

フ

ガ

香
ジ

那
々
へ 力

国
長

イソラソド

　テ　マ　ラ

　　　　港

ャマイカ

ボリ　ビア

カソボジア

コスタリ力

エクアドル

が

ノ｀ゝ

－　　ナ

イ　　チ

アイスランド

日 本

ブラジル

セイロソ

デソマーク

こチオピア

ギ　リ　シ　ア

ホソジュラス

イ　　ラ　　ソ

朝　　　　鮮

ロータ･リー財団

マ　ラ　ガ　シ　マ　　ラ　　ヤ　モ　l=z　ッ　コ

ネパール　ニカラグア　ナイジェリア

ノールウェー　パ　ナ　マ　パラグアイ

ポルトガル　ポルトリコ　サルバドル

セネガル　シェラレオソ　シンガポール

南l==･－デシア　スペイソ　スーダソ

スエーデソ　シ　リ　ア　タ　　　　イ

ト　ル　コ　ウ　ガソダ　アラブ連合共

　　　　　　　　　　　　　和国(ェシプＯ

ペネズエラ　ベ　トナム

　上記一覧表は随時理事会によって又は，特

別の事情に照しロータリー財団奨学金委員会

の判断の下に，変更することができ，且つロ

ータリー・クラブのない国又は地理的地域を

含むこともでぎる。

　志願者はまた，同一国内又は同表に掲げて

ある他の国の一つに第２志望校を選ぶことが

できるが，一選択以上を挙げることは要求さ

れていない。

　　　　　　　　選　　択

　たとえ国際理解のためのロータリー財団奨

学金に対する候補者を提出したとして払地

区は毎年追加ロータリー財団奨学金に対して

一名又は以上の候補者を推薦することができ

る。地区の設定なき国又は地理的地域におけ

るロータリー・クラブはたとえ国際理解のた

めのロータリー財団奨学金に対する一名又は

以上の候補者を提出したとして仏何れの年

でも追加ロータリー財団奨学金に対する候補

者を出すことができる。

　ロータリー財団奨学金委員会は，提出され

た候補者の中から追加ロータリー財団奨学生

10人以上は選出しない。

　追加ロータリー財団奨学金は,ロータリー，

クラブの存在しない国又は地理的地域の住民

である有資格候補者にも授与することができ

る。但し斯様な候補者は，候補者の適性につ

いて個人的接触又は認識によって満足しえた

ロータリー・クラブによって提出されなけれ

ばならない。
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　　　　　　　授与される金額

　国際理解のためのロータリー財団奨学金に

対すると同様であるが，奨学金の目的を果す

に必要な旅行をするための適当な準備をする

必要がある場合には，その勉強している国又

は地理的地域内の旅行に当てるための金額は

200ドルを越えることができることが違って

いる。語学の家庭教師の費用として必要な場

合には100ドルを越えざる金額を支給するこ

とができる。

　　　　　　　奨学金の期間

　奨学金授与の行われた年の７月１日後に始

まる普通学年の初めに開始される一学年であ

るが，南半球で勉強するものは授与された年

の７月１日直前の普通学年の初めに開始する

ことができる。

　使用できる資金の範囲内で，そして旅行と

語学練習に当てられた範囲を考慮して，奨学

金の期間は語学の勉強と練習のため，その判

断で延長が認められた場合には，ロータリー

財団奨学金委員会によってその学年度以上に

延長することができる。但し奨学金の期間は

合計12ヵ月を越えざるものとする。

　注意　日程及び選択の形式等を含む，追加

ロータリー財団奨学金運営上の他の細目は国

際理解のためのロータリー財団奨学金の形式

に従うものである。

ロータリー財団奨学金同窓生(Rotary

　　　Foundation Fellowship Alumnl)

　元1=1－タリー財団奨学生の居住している地

方におけるロータリー・クラブは，斯様な元

奨学生を時折りそのクラブの例会に招待する

よう奨励されている。理事会は元ロータリー

財団奨学生による地方的同窓会の組織に叉適

当な会合を地方的に待つ元奨学生に，何等反

対をしないということを示している。地区ガ

バナーは，ロータリー財団奨学金同窓生を地

区大会に招待するよう奨励されている。

（理61－62）

　理事会は，現在及び元ロータリー財団奨学

生にも「ロータリー財団公報」を送付するこ

とを条件として，ロータリー財団奨学金同窓

生に対して叉彼等について一般の関心を呼ぶ

記事をその公報に載せることを決定した。

（理62－63）

ロータリー財団奨学生の訪問(visits by

　RotaryFoundation Fellows)

　ロータリー財団奨学生は，地区大会又はク

ラブに旅行する経費はロータリー財団より支

給されていない。地区大会又は，ロータリ

ー・クラブにおいて話をするように招待され

た奨学生には旅費を支給するよう地区ガバナ

ー及びロータリー・クラブに勧告されてい

る。（理60－61）

地域及びクラブ水準における国際学

生交換(lnternationa1 Student Exchange

　　　　　at Districtand Club Leve1)

　理事会は，ロータリー財団奨学全計画は，

地区及びクラブ水準における国際学生交換計

画によって補足されるべきものであるとい

う，ロータリー・クラブ或は地区により財政

を賄われている国際学生交換計画を調査する

特別委員会の勧告に同意している。このよう

な補足的努力は，ロータリー財団に対する継

続的財政援助の用意ができてから後に於ての

み行うべきである。その上で，ロータリー会

員は，地区及びクラブの計画を工夫し，推進

し，叉，それに参加すべきである。事務総長

は，地区及びクラブ水準における国際学生交

換に関する現在の計画についての情報を，全

クラブ及び地区に伝達し，クラブ及び地区が

それによって彼等自身の国際学生交換を推進

することを奨励するよう要請されている。事

務総長の伝達する情報に於ては次のことに注
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意を払わなければならない。即ち，クラブ及

び地区水準における国際学生交換計画を確実

に成功させるためには，結局においては地区

及びクラブが，中央事務局及びガバナー事務

所から得ることのできる情報及び経験を利用

することによってできるのであるが，これら

の計画は，地区ガバナーの指導及び事務総長

の助言の下でのみ着手されるべきであるとい

うことである。（理51－52）

　多くのクラブによる国際学生交換計画は，

大学院学生を対象とするロータリー財団奨学

金制度と区別するため，在校生を対象とする

ことが奨励されている。

　理事会は，地区及びクラブ水準における斯

様な学生企画の推進を援助する目的で，地区

ガバナーが地区内より，内１名を委員長と指

定した３名よりなる委員会を任命することを

提唱した。委員会に連続性を持たせるため，

初年度は任期を別にしたそれぞれ１年２年及

び３年の任期を有する委員を任命しなければ

ならない。その後毎年自動的に生ずる欠員を

充当するため１名を任命し，且つ委員長はガ

バナーによって指名されなければならない。

（理53－54，56－57）

　国際学生交換計画の大学水準における学生

選考においては，クラブ及び地区で，学生に

彼の最後の大学生活を同級生と共にする機会

を与えるため，最後の学年に入る以前の学生

に優先権を与えるよう示唆されている。（理

57－58）

財団l こ対する資金の募集　（Raising

Funds for Foundation）

　1936－37年度に於て理事会は，国際ロータ

‘リーがロータリー財団のために200万ドルを

集めるよう努力すべきことに同意し，1938年

には,国際大会に於て次の決議が採択された。

　「第29同大会に於て国際ロータリーは，１

箇年前に創始され，今やその事業を始めんと

ロータリー財団

するロータリー財団の１部として，200万ド

ルの資金を集める運動か承認保証せられ，賜

際ロータリーの全役員及び全加盟クラブはこ

の運動か完全な成功を収めるよう協力すべき

ことを決議する｡」（サンフランシスコ大会決

議38－31）

　理事会（39－40）は，国際ロータリーがロ･

一タリー財団のために資金を集むべきことを

再確認し，そのために特別委員を任命するこ

とを承認した。理事会（46－47）は，ロータ

リー財団に対して継続的な援助を与えること

及び1938年度大会（サンフランシスコ）の

命令には従わねばならないことに同意した。

従って，理事会は，ロータリー財団のためO

200万ドルの資金募集を目標とする運動を起

したのである。

　理事会（48－49）は，ロータリー財団特別

委具会に対し，同委員会がロータリー財団の

資金募集に尽くした偉大な努力に対し最高Ｏ

讃辞と心からの謝意を表し，次の決定を記録

にとどめた。

　理事会は，世界中のロータリー会員が，ロ

ータリー財団の健全な業績と現在の事業及び

将来の目標及び目的を十分承知した以上こＯ

上寄付募集の積極的運動を続ける必要はない

こと，叉，今後の財団の育成のためには，　□i

一タリー財団の目的完遂に対する関心から起

る加盟クラブ，ロータリー会員個人，及びそ

の他の人々からの自発的寄付に依存すること

ができるという意見を記録する。事務総長

は，各クラブ及び国際ロータリーの現在及び

過去の全役員に対し，常にロータリー財団Ｏ

業績及び目的を明らかにするよう要請されて

いる。

　ロータリー財団管理委員会の決定（1951年

５月）に同意して，理事会は，ロータリー財

団の資金の最大限度に関しては制限をおかな

いということに意見が一致した。（理50－51，

51－52）

　理事会は，総ての地区ガバナーに，地区資
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金委員会，地区協議会及びクラブ訪問のよう

な適当な機関を通じて，ロータリー・クラブ

やロータリアンからロータリー財団に引続き

寄付することの重要性を強調するよう奨励し

ている。

　ロータリー財団に対する自発的な寄付を増

加させる手段に関し，次のような方法が示唆

されている。

　（1）ロータリー会員及びロータリアンでな

い人に個人的に多額の寄付を願う。

　（2）新しいクラブに対して，直ちに「100

％ロータリー財団クラブ」になるよう機会を

与える。

　（3）既にクラブが「100％ロータリー財団

クラブ」の地位をかちえても猶お斯様なクラ

ブが「200％，300％等のロータリー財団クラ

ブ」になる機会が与えられている。

　（4）クラブが「100％，200％，300％等ロ

ータリー財団クラブ」を達成している場合で

払更に会員１人当り年額いくらという寄付

を行ってもよい。この額は，１人１年１ドル

にしているクラブもある。

　（5）クラブに対し，新入会員が入会の時に

財団に対し寄付する機会を与えることを示唆

する。

　（6）クラブに“ロータリー財団支持者”

（Supporter of the Rotary Foundation）の指

名資格を与える所謂“10十1計画”を採用す

ることをクラブに提唱する。これは新会員１

名毎に10ドル，プラス各会員毎に年ｌドル

を寄付する計画である。

　（7）ロータリー会員が，各自の誕生日にそ

れぞれ一定の寄付を行う機会をつくる。

　（8）各クラブが，自己の属する地区内にロ

ータリー財団奨学生が留学していることによ

って出来る機会を，最大限度に利用するよう

にする。（理50－51， 51－52， 55－56， 56－

57，57－58，60－61）

財団への寄付は全く自発的（Contribu-

tions to Foundation Strictlyvoluntary）

　理事会は，ロータリー財団が自発的寄付の

基礎の下に発展したものであることを認識し

ている，従ってロータリー財団の寄付を会員

資格に入れるとか，斯様な条件を入会申込書

に書き入れるようなことをしてはならないと

いうことに意見が一致した。理事会はロータ

リー財団に寄付することを会員資格とするよ

うクラブ細則を変えたり，ロータリー会員カ

ードに斯様なことを書き入れることを承認し

ない。（理56－57）

ロータリー財団発展委員会（Rotary

Foundation Developinent Committee）

　ロータリー財団の目的及び目標を世界にひ

ろく知らしめ，且つ財団の資金を増加するた

めに，理事会は，1954年７月，ロータリー財

団委員会を任命した。 1960年１月理事会はそ

の委員会の名称を「ロータリー財団発展委員

会」と改称した。 1962年（ロスアソゼルス）

国際大会は，国際ロータリー細則（第13条）

を改正して，ロータリー財団発展委員会を国

際ロータリーの常任委員会として規定した。

此の委員会の機能は次のことを含むロータリ

ー財団の目的を発展させる方途を考案するに

ある。

　（1）ロータリー財団の事業に対する勧告へ

の着手及びその発展。

　（2）財団の計画宣伝。

　（3）財団計画の現存事業の評価。

　（4）資金募集の方法案出。

ロータリー財団地区委員会（Rotary

　　Foundation DistrictCommittees）
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理事会は地区ガバナーに対して，その地区
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内において３人のロータリアンを指名し，内

１人は委員長とし，ロータリー財団とその目

標の助長にガバナーを援助し，且つ，ロータ

リー財団に関して国際ロータリー並びに地区

活動の連絡係としての任務を来させるように

することを提案する。

ロータリー財団

　委員会の継続性を保たしめるため，初年度

には１年，２年,及び３年委員として指名し，

２年目よりは自動的に空席となる１名宛を補

充することが提案されている。（理55－56，

56－57）
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職 　業

(vocationa1

　vocation（職業）という言葉は社会人の

「一定の業務，稼業，商業，専門業，或は職

務」を指すものである。ロータリーは，職業

奉仕という言葉を使用するに当って,Service

（奉仕）という文字をその一番広い意味で使っ

ており，単に商業或は専門業取引に於てなさ

れる業務或は売買される商品を指すのみでな

く，相手の必要な境遇に対して正当な考慮を

払うと共に常に他人に対し思いやりの心を以

て当ることをも指しているのである。

　職業奉仕はロータリーの綱領に於て次のよ

うな言葉を以て強調されている。

　　「職業上の高き道徳的基準;総ての有用な

　職業の価値あることの認識;そして社会に

　奉仕する好機としてり各自の業務を，各ロ

　ータリアンにより権威あらしめること」を

　奨励，且つ育成する。

　別の表現を以てすれば，職業奉仕は，職業

の世界に於て，奉仕の理想を推進することを

目的とするものである。即ち，職業奉仕は，

　　個々のロータリアンが，その職業関係の

　すべてに於て，使用人，競争業者，顧客及

　び仕入先に対して高い徳義的規準を適用

　し，且つ，

　ロータリアン各自がこの規準を，自分と職

　業を同じくする他のすべての人々の間に推

　道することを意味するのである。

｢業務を通しての奉仕｣

　　　　(Service Through Business)

　理事会（42－43）は，国際ロータリー及び

ロータリー会員が額縁用その他に使用するた

めに“Service Through Business.”「業務

を通じての奉仕」という宜言文を用意してお

奉　　仕

Service）

り，これが歓迎されていることを認めた。

従って，理事会は，次の如きこの宣言を公式

に承認することを記録した。

　　　　　　業務を通しての奉仕

　ロータリー会員として，余の目的とする所

は：

　自己の職業を，物質的な利益を得る手段で

あると共に，社会に対する奉仕に於て自身を

表現する機会であると考えること。

　商い規準を受入れ且つ之れを推進するごと

によって，自己の職業の威厳と価値とを維持

し,且つ疑わしい晋慨は之れを排除すること。

　自己の職業に於ける成功は，これが社会に

対する奉仕の結果としてかち得られた時に，

立派な大望として評価すること。然し不当な

便宜，権利の濫用或は背信行為によって生ず

る利益や名誉はこれを受けないこと。

　健全な取引は，当事者全部に満足をもたら

すやり方によって行われねばならないことを

認め，且つ，自己の職業に於て，義務又は責

任の厳密な限界以上に奉仕することを特権と

して尊重すること。（理42－43）

「4つのテスト」（Four-Way Test）

　ロータリー計画の職業奉仕部面推進の一方

法として，理事会はクラブに「4つのテスト」

ヘの注意を喚起する。（「4つのテスト使用許

可」に関する全文161頁参照）

ｔつのテスト複製を管理する方針

　　(PolicyGoverning Reproduction of

　　　　　　　　　The Four Way Test)
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　４つのテストの総ての複製は版権文とそ

の言葉づかいにおいて同様でなければなら

ないと共に次の事項即ち「1946年国際ロー

タリー版権所有（Copyright，1946,Rotary

lnternational）を付記しなければならない。

　複製の唯一の目的は人間関係における道

徳規準の発展と維持でなければならない。

　複製は，国際ロータリーの許可なくして

販売用又は販売物の一部としてはならな

いo

　複製は，販売又は利益を増す目的をもつ

如何なる広告の部分としてはならない。然

しながら，若し商社，公社又は会の人間関

係の総てを「４つのテスト」の線に沿って

誠意を以て当ることを説明するように用い

られておるならば，書簡漆又は文献の一部

に入れても良い。

　上述の条件さえ守られるならば，普通の

名刺の裏又は封筒に複製を印刷して差支え

ない。

　個人，商社，公社又は会は，国際ロータ

リーで発行している「４つのテスト」を載

せた折りたたみ，ポスター，その他のもの

に自己の名を刷り込んでも良い。

ﾏ･　個人，商社，公社又は会で復製せんとす

　るものは，その人の人格が批判を超越し且

　つその人の広告が，規定方針の下に国際ロ

　ータリー機関紙に受入れられるような有用

　な職業でなければならない。

４つのテスト使用許可

　(Permit to use The Four-vvay Test)

　商品その他広く一般に配布せんとするもの

に４つのテストを複製することを欲する商社

又は個人に，次の方法によって許可書が発行

されている。

巾　総ての４つのテストの複製は版複文と同

　一語辞であらねばならない。そして

“Cop戸ight，1946，Rotary　lntemational"

という語辞を書き加えなければならない。正

款　業　奉　仕

しい複製の型は次の如し。

　　　　　　　４つのテスト

　　　　　言行はこれに照してから

　　　　1.　真実かどうか。

　　　　2.　みんなに公平か。

　　　　3.　好意と友情を深めるか。

　　　　4.　みんなのためになるかどうか。

　　　　版権，1946，国際ロータリー

（2）複製の唯一の目的は人間関係における高

　い道徳的規準を発展せしめ且つこれを維持

　するためでなければならない。

（3）複製は，販売や利益を増すため直接にそ

　の広告の一部としてはならない。然しなが

　ら，事業体，組織又は団体の人間関係の総

　てを「４つのテスト」の線に沿うて誠意を

　以て当ることを証明するように用いられて

　いるならば書簡瀋又は文献の一部に入れて

　も良い。

（4）複製は，上述の条件さえ守られるなら

　ば，個人，事業体の普通の名刺の裏又は封

　簡に印刷して差支えない。

（5）個人，事業体，組織又は団体は，彼等自

　身の名を国際ロータリーの提供する４つの

　テストを載せた折りたたみ，ポスター，モ

　の他のものに書込んで差支えない。

（6）国際ロータリーの徽章使用に対して，国

　際ロータリーから特別の許可がない限り，

　４つのテスト複製の際ロータリーの徽章を

　入れてはならない。

（7）此許可書は茲に特別に掲げたものに限り

　申込むことができる。

（8）此許可書は個人的なもので他に譲渡はで

　きない。

（9）此許可書の発行は，ロータリー・クラブ

　やロータリアンにそれを売る権利を与えて

　いない。国際ロータリーは如何なる組織に

　も斯様な販売をなす権利を承認しない。

（10）国際ロータリーは，前項規定及び条件を

　改正し又は追加する権利を有する，百して

　前記……1ま新しい前記総ての規定及び条件
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　を守り,且つ茲に特に記載した事項に4つの

　テスト全文の使用に対する新規定及び取消

　の総てに出来得る限り速かに従うことに同

　意する。

㈲　国際ロータリーは，文書を以て60日以前

　に通知することによって何時でも許可を取

　消すことが出来る。然しながら斯様な取消

　は前記……が此取消書を受取った時の在庫

　品を販売又は使用する権利を失わしめるも

　のではない。（理55－56）

　国際ロータリーが版権を所有する４つのテ

ストは，如何なる意味においても「規則」と

して取扱われてはならない。（理55－56）

職業関係協議会

　　　(Business Relations Conlerence)

　地区ガバナーは，その年の内に地区で職業

関係協議会を開催することの可能性と必要性

について，地区内の他のロータリアンと共に

考慮し且つ話し合うことが奨められている。

　他の国にある地区に隣接している地区で職

業関係協議会が計画された場合には，地区ガ

バナー連は国際連合地区大会の開催を考慮す

ることが奨められている。（理58－59）

雇主一使用人関係

　　(Employer－Employee Relations)

　円満な雇主一使用人関係を促進する目的

で，理事会はクラブに対し次の事を示唆して

いる。

イ）一国から他国へ大勢の労働者が移動する

　結果言語の障壁及び文化的社会的背景の相

　違から起り得る困難を克服するのに役立つ

　手段として，他国の文化，経済，地理的情

　勢に関するプログラムを各クラブがその例

　会で準備しその地域の他のグループの会合

　においてそのプログラムを奨励する；

○その地域に新たに移って来た人が新しい

　環境になれるよう援助するため市民相談所

を作るとか或いは支持することを考究す

る；

ハ）適格な候補者が得られる場合，

　「労働団体」という職業分類のも

　候補者を会員に選挙する；

クラブは

とにその

ニ）クラブは随時，労資に関連した特別講演

　会や討論会に，要望があれば，労資双方の

　団体の代表者を招待する；

ホ）国家や地方自治体の政策は同業組合並び

　に労働組合双方の指導者の折衝と協定に依

　存しているのであるからクラブ会員は同業

　組合の指導的役割を果すことに努力する機

　会を特っているのであり，従って労資の問

　題における政策の確立に影響を与え得るの

　である，とクラブ会員が考えるようにする

　こと。（理63－64）

職業上の正しい服務の規準

　(Standards of Correct Business and

　　　　　　　　　Professional Practice)

　ロータリーは，各種職業の同業組合が正し

い服務規準の規範を採用し，之れが維持を推

進することに積極的関心を有している。各種

職業の同業組合が採用した規範の多くは，国

際ロータリーの示唆した基本構想に則ってつ

くられたものである。

　ロータリアンは，商業上正しい服務の習慣

を設定し，且つ之れを維持するに当って，そ

の指導者としての努力をするに特に有利な機

会に恵まれている。

　ロータリー及びロータリアンが，職業上正

しい服務習慣を樹立するために行う活動に関

しては，盛んに宣伝を行うべきであり，叉結

局においてロータリアンが個人として職業奉

仕のこの部門に参加するように，職業に正し

い習慣をつける規準を発達させる連続的活動

を行う機会について，ガバナー及びクラブ役

員の注意を喚起すべきである。（理35－36）

　すべてのロータリー会員は各自の職業上の
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組合とか協会に参加し，競争業者間の関係の

改善に努力をつくすよう奨励せられている。

（理38－39）

　国際ロータリー事務総長は，加盟クラブに

対して示唆するプl==･グラム試案中に，ロータ

リー会員が同業組合に参加することに間する

問題を加えることを要請されている。（理51

－52）

職業指導（vocational Guidance）

　若人の職業選択を援助する活動はクラブの

職業奉仕委員会の活動の一つである。クラブ

は，青少年委員会の協力の下に，若人の職業

選択を援助する活動を進めるため，職業奉仕

委員会の下に“職業知識”の小委員会を任命

することが勧告されている。（理55－56）

地方的な企画（LocaI Projects）

　ロータリー・クラブは，夫々地方の事情に

関係した問題，例えばオートメーショソ，都

会化，人口の爆発的増加その他類似の問題を

研究しその解決のための企画を引受ける又は

支持することを考慮するよう奨励されてい

る。（理63－64）

倫理掟（Code of Ethics）

　1915年度（サンフランシスコ）国際大会は，

あらゆる業種の事業家に対し，ロータリー倫

理掟を採択した。この掟の本文については種

々の批判かおること，及び本掟がロータリー

の文書として全世界を通しての有用性に関し

意見の一致を欠くため，国際ロータリーは本

掟の頒布を中止した。

　理事会（27－28）は，倫理掟の言葉づかい

職　業　奉　仕

を改善することができるという当時の綱領委

員会の意見に同意し，改訂に関する委員を任

命した。理事会（28－29）は，倫理掟よりも

ロータリーの綱領に重きをおく方がよいとい

うことに意見が一致した。理事会（31－32）

は，倫理掟を「手続要覧」に掲載する方針は

続けるが，掟については特にこれを頒布した

り一般に宣伝することはしないという意見に

一致した。

　理事会（51－52）は，ロータリー倫理掟の

出版を中止することに決定した。然し，1915

年国際大会で採択せられた倫理掟は，国際ロ

一タリー事務総長に中込めば，この裏面の事

情に関する説明書をも含めて支給するという

了解の下に入手出来ることに意見が一致し

た。（理51－52）

関税の改正，（Tar班Revisions）

　理事会は，アメリカ合衆国の関税法の改正

に関し国際ロータリーが同国の議会に働きか

けるようにという，各方面からの訴えに応え

て，次のような決定を行った。

　国際ロータリーの常に拡大する国際関係に

於ては，ロータリー会員に対し，同様或は相

反する利害関係を有する国家の国民として，

様々に影響する，経済的な問題が発生する。

　国際ロータリーは国際的或は政治的論争の

題目となる如何なる事柄にも介入しない。

　しかしながら，ロータリー会員は，個人と

して，（市民権の行使に際し叉同業組合に於

て）他国民の権利を正しく考慮すること，及

び，国内・国外を問わず，社会的及び経済的

のあらゆる関係に於て，黄金律（「汝の欲す

る処を人に施せ」というキリストの教え）の

精神を実際に適用することによって，国際間

の理解と親善を増進する機会は無数にあるこ

とを常に銘記すべきである。（理29－30）
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青年への奉仕

(Service to Youth)

手続方法（Method of Procedure）

　青年への奉仕がクラブの活動である処で

は，ガバナーはその地区内各クラブにその地

域社会における青年が何を必要とし，どうい

う機会があるかということを知る最も有効な

方法を調査し，それによって計画をなし，そ

して斯様な調査によって発見された活動や企

画をなす上に協力出来る色々な地域社会の団

体の表を作成することを示唆するよう奨めら

れている。（理40－41）

　クラブは，１つの集団が多数の会員を占め

るということのないように心掛け会員組織が

均衡を良く保つよう注意して，青年に奉仕す

る団体の主脳者を会員に入れるよう努力する

ことが奨励されている。（理51－52）

　ガバナーが欲するならば，その地区委員会

に（60頁参照）青年へり奉仕を進めるために

追加委員１名を指名しても良い。（理44－45，

47－48Sレ

青年への奉仕の目標

　　(Objectives of Service to Youth)

　理事会は，クラブヘの示唆として次のよう

な目標を定めた:

　1.都市及村落の実際的知識と理解と成長

しつつある青年に影響する素因を把握するこ

と。

　2.青年に対し(ｲ)健康(ﾛ)円満なる教育,㈲精

神教育，㈲職業の賢明なる撰択及び卵)完全な

る職業予備教育等の重要性を認識すること。

　3.ロータリー・クラブ及びロータリアン

は青年に関する活動に最も通じており叉その

活動を通して最大の奉仕の出来る立場にある

ので，その活動を奨励すること。

　4.　社会人としての権利は地域社会におい

てのみ保持することができるものであるＯ

で，その地域社会に対する個人的責任観念の

認識を通じて，青年に良い市民たるべきこと

を激励すること。

　5.　青年が世界事情に一層精通するよう，

又自国人ばかりでなく他国人にも正しい態度

を取るよう育成，指導する。

　6.（ｲ）ロータリアンと青年の個人的接触

と，（ﾛ）他国の青年との直接及び間接の接触を

達成する方途の増進を計ること。（理40－41

47－48，48－49）

青年への奉仕計画

　　　　(Service to Youth Program)

　理事会（39－40）は次の如き青年への奉仕

の均衡のとれた計画の一般要綱を提示してい

る：

　理事会は，ロータリーの存在する総ての国　Ｊ

に，ロータリー・クラブの青年奉仕計画に同

一の機会がないということを認める。理事会

は，ロータリー・クラブのある総ての国にお

いて一般的に応用のできる或根本的な関連性

と援助となりうるもののあることを信ずる。

故に，理事会は，次に示す青年への奉仕の完

全なる計画の一般要綱においてロータリー・

クラブは，彼等の実行上或参考になる活動を

見出すことが出来るのではないかということ

を示唆している。

　1.父子間に役に立つ関係を増進しうる活

動。
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　2.

行い，

協力。
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青年に関係ある地域社会状態の調査を

その結果として次の如き現存団休との

　学校

　裁判所

　仮出獄事務を取扱う事務所

　ボーイ・スカウト

　ボーイ・クラブ

　野営場

　運動場

ロータリー・クラブに特別に適するも

のを次のものから１つか２つ選択して之れを

推進すること。

　　（ｲ）青年の声を聴く会

　　（ﾛ）青年大会への奉仕

　　㈲　青年の後援者となること

帥 学費貸与資金及び奨学資金

　ロータリー・クラブは，それぞれの地域社

会に住む青年への奉仕の特別な計画を立て，

少年犯罪防止又はその地方における時局問題

等について現存している団体と協力すること

を奨励されている。或は又，青少年への奉仕

の分野において目的遂行の活動を新たに開始

し且つ之れを強力に推進することが奨励され

ている。青少年及少女週間を多くの有用な青

年活動の１つとしてロータリー・クラブが取

り上げることを示唆している。（理53－54）

“各ロータリアンは青年の模範”とい

う標語（Slogan “Every Rotarianan

　　　　　　　　Example to Youth”）

　“各ロータリアンは青年の模範"という標

語を，国際ロータリーが発行する青年への奉

仕に関する文献には用いなければならない。

(理49－50)

青年への奉仕団体とロータリー・クラ

ブの関係（Rotary Club’s Relationship to

　　Service to Youth Organization）

青年への奉仕

　青年への奉仕団体ならびに活動と，ロータ

リー・クラブとの正しい関係についての下記

の一般的声明は国際ロータリー理事会（20－

21）が採択した交書にもとづくものである：

　１．　一般規定　青年への奉仕に対しロータ

リー・クラブの持つ最大の機会は，第１に青

年に対する地域社会の義務及び責任について

地域社会が自覚するよう指導すること，第２

に地域社会における青年の必要とするものを

発見すること，第３にそれら必要なものが責

任者又は団体によって完全に満たされている

かどうかということに注視すること等であ

る。

　2.　接触の方法　クラブの青年奉仕委員会

は，現存する総ての青年への奉仕団体と協議

し，彼等の事業に協力し重複を避けることに

出来る丈の援助をしなければならない。若し

必要ならばそれらの団体と協力するための小

委員会を設けなければならない。

　クラブは，諮問委員会の組織設定のため地

域社会発動の発起をなすこともある。普通諮

問委員会は青年の福祉問題に関心を持つ市Ｏ

全団体の長から成り，地域社会の青年への奉

仕事業に対する情報交換の事業をなすのであ

る。

　斯様な団体は普通次のような目標を持って

いる。。

　（ｲ）青年への奉仕に関心を持つ総ての地域

社会団体を共通目的において奨励し且つ一緒

にすること。

　㈲　現在の一般的青年の立場を提示し，そ

して総ての既存団体が如何に之等の事態に処

しつつあるかを調査すること。

　㈲　青年への奉仕事業を職業とする人並び

に有志の人の数を増加し且つ此の事業にたず

さわる人々の大会及び講習会の如きものを奨

励して一層大なる能率を増進すること。

　㈲　青年に影響する思慮ある有用な法律を

宣揚し，青年に害を及ぼすような法律を阻止

すること。

　師）展示その他適当な宣伝により既設団体
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のなしつつあることを知らしめ青年への関心

を一層深め，依って以て総ての団体から一層

有力な援助をうるようにすること。

　㈲　意見交換所の役割を果すこと。

　（ﾄﾞ）事業の重複を避け努力の二重を避ける

こと。

　3.財政的援助　クラブが援助せんとする

団体に財政的援助の必要がある場合には，望

ましい方法としては，斯様な団体に対する一

般社会の支援をうるような運動を起すように

することである。斯様にして総てがその団体

及事業に興味を持つようになり，同一資格の

他の市民に期待する運動の成功を期するため

にロータリアンは個人として寄付するのであ

る。

　4.　新事業発足　現存する団体で，まだ手

をつけていない事業を発足する必要のある場

合には之れを発足する段収をするのである

が，青年の福祉の事情がそうすることを余儀

なくするのでないかぎり現存する青年奉仕団

体に関係なく独立で組織してはならない。

　5.新要求に対処　クラブは，上記の如き

団体の必要に対処するにあたっては，臨機他

の方向に手を延ばす自由を保持しなければな

らない。

　6.　事変における緊急救助　疑いなく価値

ある団体の場合に，或は地域社会全般に亘っ

て，急速な救助の要を認められた場合には他

団体に関係なく適当な救助を必要とすること

を認めなければならない。

　７．１クラブが全面又は主要支持　クラブ

は永久的責任を負うことを強く警戒しなけれ

ばならない。然しながらクラブは十分研究の

後，或新しく，しかも永久的な事業又は或現

存する事業に全面的又は主要責任を負うこと

を決定したならば｡基本金寄付又は他の適当

な方法によって斯様な事業の永久的支援の段

階をとらなければならない。

インターアクト・クラブ

　　　　　　　(INTERACT Clubs)

　理事会（1961－62）は，ロータリー・クラ

ブが任意に青少年クラブを結成且つ後援する

ことのできる計画を採択した。その計画はイ

ンターアクト（ＩＮＴＥＲＡＣＴ）と呼ばれる。

　インターアクト・クラブは大学水準の学校

へ進学直前の1－3学年に在学中の青少年よ

り或る。そのクラブは奉仕と国際理解に貢献

する世界的友好関係において相共に働く機

会を若人に与える目的のために組織されてい

る。

　クラブは次の目標を持っている。即ち，建

設的指導力及び個人的誠実を認め且つ発展す

ること，他人に対する思いやりと他人のため

役立つべきことを奨励且つ実行すること，家

庭と家族の重要性について認識すること，各

個人の価値についての認識に基盤をおいた他

人の権利を尊重すること，個人的成功，地域

社会の改善，及び団体的成果の基盤としての

個人的責任の受諾を強調すること，社会への

奉仕の機会としてすべての有用な職業の尊厳

と価値を認識すること，地域社会，国家及び

世界事情の知識増加と理解を得るための機会

を提供すること，ぐ及び国際理解とすべての人

々に対する善意の増進に導びく個人及び団体

行動の道を関くこと。

　理事会は，その計画が次の規定に従って実

行せらるべぎことを決定した。

1.　ロータリー・クラブは単に任意的立ち場

　に於て参与する機会が与えられること。

2.　会員選択の方法は次の点に基盤をおくこ

　と。

　a）質問書によって決定せられた，国際事

　　情を含む，関心事の範囲と多様性

　b）人格

　c）学力，及び

　d）指導力。

　如何なる意味においても，インターアクト

・クラブは後援ロータリー・クラブ又は国際

ロータリーの合法的一部又は加入者と考えて

はならない。

　インターアクト・クラブ会員は「ジュニア
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・ロータリアン」と呼ばれたり見倣されぬも

のであり，ロータリー徽章を使用したり佩用

することも出来ない。ロータリー徽章とは異

なったインターアクト・クラブ会員だけが使

う徽章が別にある。

　1962－63年度において，理事会はインター

アクトプl=zグラムがロータリー・クラブ並び

にロータリアンに受入れられ，同プl==zグラム

に対する関心が彼等の間に深められているこ

とを知って満足し，且つ世界中のロータリー

・クラブにこの活動を促進するため一層努力

することを決定した。

　理事会は地区ガバナーに対し次の事項を示

唆している。

イ）各地区においてインターアクト・クラブ

　結成の可能性を検討し，可能な場合，結成

　するため青年奉仕に経験あるロータリアン

　を任命すること。

ロ）インターアクト・クラブを結成するに当

　り，１以上の高等学校又は中学校から会員

　を選考することが適切で且つ実行出来る場

　合は，その様な手続を考慮すること。（理

　63－64）

　クラブ水準以上のインターアクトの組織体

と集会（INTERACT Organizations　and

　　Meetings Beyond the Club Level）

　理事会は，国際ロータリー地区内でのイン

ターアクト・クラブの結成並びにインターア

クト・プログラム運営に関係ある総ての人々

に対する情報と指導の方針として次の声明を

採択した。

イ）地区ガバナーは，彼がインターアクト・

　プl==1グラムを公表し，新しいインターアク

　ト・クラブの結成を奨励助長し，又管轄地

　区内のインターアクト・プログラムを運営

　する際の補佐役として，地区内各地のロー

　タリアンから成る地区インターアクト諮問

　委員会を任命するよう要請されている。

ロ）友情壹深め，意見を交換し激励し合い，

　地区内でインターアクト・プログラムを強

　化し，広め，浸透させるため，国際ロータ

青年への奉仕

　リーの１地区内で相互に便利な住設にある

　２つ以上のインターアクト・クラブは，地

　区インターアクト諮問委員の助言と指導Ｏ

　もとに夫々のクラブ代表者による会合を開

　くよう奨励されている。距離があまりはな

　れていない場合は地区インターアクト諮問

　委員会の指導のもとに，斯様な会合を地区

　単位で開くことも出来るがその日時，場所

　は地区ロータリー・クラブの地区協議会，

　或いは地区大会とは別でなければならな

　い。

ハ）若し国際ロータリーの１地区内に５つ以

　上のインターアクト・クラブかおる場合，

　斯様なクラブの会員中よりインターアクト

　・ガバナーを選ぶことが出来る。もし地区

　単位の会合が開かれ，過半数のインターア

　クト・クラブが代表されている場合インタ

　ーアクト・ガバナーの選挙を行なうものと

　する。距離の関係で地区単位の会合が不可

　能な場合は郵便による投票でインターアグ

　ト・ガバナーを選挙することが出来る。郵

　便による投票は地区インターアクト諮問委

　員会の監督のもとに行われるべきものとす

　る。

　何れの場合も，投票はクラブにより，会員

５名毎又はその過半数に１票の基準で行わ

　れるものとする。

　インターアクト・ガバナーの職務は地区イ

　ンターアクト諮問委員会を補佐し，相談し

　て，次のことを行う，即ち地区単位の会合

　を準備し，可能な場合斯様な会合を司会

　し，特に地区内にインターアクト・プ1=･グ

　ラムを広め浸透させることに関して地区ひ

　インターアクト・クラブに対し意見を述

　べ，激励し感動を与え又インターアクトを

　世界的なものにすること並びに国際理解の

　ためのインターアクト・プログラムの実行

　可能性並びに達成に関して各クラブが注意

　を集中するよう促進することである。

ニ）正式に選ばれた各インターアクト・ガバ

　ナーは又国際インターアクト・ガバナー許

－167 －
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　開会議員としての任務かおる。この会議の

　会員は会合を開かず文通により事務を処理

　すべきものとする。会議員は国際間の理解

　増進の手段としてインターアクトを絶えず

　強化することに特に留意して，インターア

　クト・プログラムに関連した問題について

　情報や意見を交換するため国際ロータリー

　並びに会議員相互の間で随時通信を交換す

　るものとする。ガバナーの諮問会議はなん

　ら管理，立法，或いは監督の機能を持たぬ

　のである。

ホ）国際ロータリーは地区インターアクト集

　会，インターアクト・ガバナー，又は国際

　インターアクト・ガバナー諮問会議の費用

　を負担しない。地区内で開かれるこれ等の

　集会の費用は最小限度に止め参加者が負担

　出来る範囲のものとする。（理63－64）

インターアクト・プログラムの費用

理事会は

イ）国際ロータリーは，インターアクト・ガ

　バナー，インターアクト・クラブ例会又は

　インターアクト・クラブの集団合同集会の

　費用は一切負担しない。

ロ）インターアクト・クラブ例会又は集団の

　インターアクト・クラブの合同集会準備に

　要する費用は最小限度に止めるべきであ

　り，有意義なプ1=･グラムを織り込んだ有効

　な集会でなければならない。

ハ）インターアクト・クラブのプ1==1グラムを

　実行するのに必要な資金を募集するのはイ

　ンターアクト・クラブの責任である。

ニ）インターアクト・クラブを後援している

　ロータリー・クラブは臨時の財政的援助以

　外そのインターアクト・クラブに寄付すべ

　きではない。

ホ）インターアクト・クラブは広くロータリ

　ー･クラブ又は他のインターアクト・クラブ

　に対し財政的援助を懇請してはならない。

へ）インターアクト・クラブは相当の意義あ

　ることをなさずしてその地域の個人，事業

　所，又は団体に財政的援助を懇請してはな

　らない。

ト）インターアクト・クラブ会員の会費或い

　は割当会はごく少額にすべきであり，クラ

　ブ運営の費用を賄うためにのみ徴収すべき

　である；大体においてインターアクト・ク

　ラブが行う活動並びに企画に要する資金

　は，会費或いは割当会とは別にクラブ自身

　が募金しなければならない。（理63－64）

インターアクト週間　，，

　理事会は，「インターアクト週間」は毎年

10月８日を含む週間中に行わるべきことを

決定し，事務総長に対し追当た国際ロータリ

ーの文献にこの「週間」の発表をなすよう要

請している。

　インターアクト週間行事のプログラムを展

開するため，可能な場合にはロータリー・ク

ラブはインターアクト・クラブの会員を活用

するよう，尚，この場合未だインターアクト

・クラブを提唱していないロータリー・クラ

ブも隣接地域のインターアクト・クラブ会員

を利用するよう奨励されている。（理63－64）
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国際ロータリー定款

　　　　　　　第１条

　　　　　名称及び説明

　本組織体の名称は国際ロータリーと

する。国際1==z－タリーは全世界のl==z－

タリー・クラブの連合会である。

　　　　　　　第２条

的

　国際ロータリーの目的は次の通りで

ある。

　（ｲ）全世界の1==･－タリーを奨励し，

推進し，拡大し且つこれを監督する；

　（ﾛ）国際ロータリーの諸活動を統合

し且つ全般的にこれを指導する。

　　　　　　　第３条

　　　　　綱　　　　　領

　ロータリーの綱領は，尊ぶべき事業

の基準として奉仕の理想を奨励且つ育

成し，特に次の事項を奨励育成するに

ある：

　第一　奉仕の一つの機会として，知

り合いを拡めて行くこと；

　第二　職業上の高き道徳的基準;総

ての有用な職業の価値あることの認

識;そして社会に奉仕する好機として

の各自の業務を，各1==･－タリアンによ

り権威あらしめること；

　第三　各ロータリアソは，その個人

生活，職業生活及び社会生活の別な

仏常に之れに奉仕の理想を適用する

こと；

　第四　奉仕の理想に結ばれた職業人

の世界的親交によって，国際間の理解

と友情と平和を促進すること。

　　　　　　　第４条

　　　　　会　員　組　織

　第１節　構成　国際ロータリーの会

員組織は，本定款及び細則に規定せら

れた義務の履行を継続するロータリー

・クラブを以て構成する。

　第２節　所在地　細則で別に規定さ

れた場合を除き,一つの都市,自治区又

は市域から一つよりも多くの1==l－タリ

ー・クラブを加盟させてはならない。

　*第３節　クラブの構成（ｲ）1==･－タリ

ークラブは次に定められた資格を有す

る男子よりなり，そして如何なるクラ

ブに払正会員の資格が次に示す如き

ものでなければ国際ロータリーに加盟

する資格を与えてはならないものとす

る；

　彼等は成年男子で，人格者であり且

つ職業上名望あり，そして（1）価値

のある且つ一般に認められた事業の経

営主，共同経営者，会社役員又は支配

人としての職にあり；

　　　　　　　又は

　（2）価値のある且つ一般に認めら

れた事業において自由裁量の権限を持

つ執行者たる重要な地位にあり；

　　　　　　　又は

　（3）価値のある且つ一般に認めら

れた事業の地方又は支店の代表者とし

　*1964年（トロント）国際大会に於て改正
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て活勤し，執行者の資格において斯様

な代理店又は支店の責任を持ち;

　　　　　　　そして

　クラブの区域内において，クラブで｀

分類されているそれぞれの職業に自分

で実際に従事し，且つその職場がそこ

にあるもの。

　㈲　新聞業及び宗教分類を除き，且

つ細則に定められたアデイショナル正

会員の規定を除き，各職業分類には１

人よりも多くの正会員があってはなら

ない。

　㈲　国際ロータリー細則は，1==･－タ

リー・クラブにおいて，正会員の外に

シニア・アクチブ，バスト・サービス

及び名誉会員と称する会員組織を設け

ることを規定し，且つその各の資格を

規定しなければならない。

　第４節　定款及び細則の批准　国際

1==1－タリー加盟認証状が交付され且つ

これを受諾する各ロータリー・クラブ

は，法律に違反しない限り，国際1=;=･－

タリーの本定款及びその細則，並びに

その改正案によって総て拘束され，そ

してその規定を忠実に遵守することを

銀に承諾，批准且つ同意する。

　　　　　　　第５条

　　　　　理　　事　　会

　第１節　構成　理事会は国際ロータ

リーの遅常体であるものとし，その数

は14人とする｡国際1==･－タリー会長は

理事会の１員であり且つその議長であ

るものとする。国際1==･－タリー被選会

長は理事会の１員であるものとする。

12名の理事は細則の定むる処により指

名され且つ選挙されなければならな

いo

　第２節　権限　理事会は本定款及び

その細則の規定に従い，国際ロータリ

ーの事務及び資金の管理及び運官権を

持つものとする。斯様な管理及び運営

をなすに当って，理事会は，その細則

によって定められた予算の他に会計年

度において，国際ロータリーの目的を

達成するに必要な金額を当座の収入及

び一般剰余金より支出することができ

る。理事会は，剰余金からの支出の特

種事情については次期国際大会に報告

するものとする。理事会は，如何なる

場合といえども国際l==1－タリーの其玲

の純資産を超過する負債を生ぜしめて

はならない。

　第３節　事務長　国際ロータリー事

務総長を，理事会の事務長とする。事

務長は議事に投票権を持たないものと

する。

　　　　　　　第６条

　　　　　役　　　　　　員

　第１節　職名　国際ロータリーの役

員は，会長，第１副会長，第２副会長，

第３副会長，他の理事，事務総長，財

務長，地区ガバナー，グレートブリテ

ソ及アイルラソドにおげる国際ロータ

リーの代表，グレートブリテン及びア

イルラソドにおげる国際ロータリーの･

会長，直前会長，副会長及び名誉会計

等である。

　第２節　選挙方法　国際ロータリー

の役員は，その細則の定むる処により

指名され且つ選挙せられるものとす

る。
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　　　　　　　第７条

　　　　　国　際　大　会

　第１節　時日及場所　国際l=･－タリ

ー大会は，毎年５月或は６月，理事会

によって決定せられた時日と場所にお

いて開くものとする。但七正当な理由

の下に理事会はこれを変更することが

できる。

　第２節　臨時国際大会　緊急を要す

る場合には，理事会会員過半数の承認

をえて会長は臨時国際大会を招集する

ことができる。

　第３節　代表（ｲ）如何なる国際大

会にも各クラブは少くとも１人の代議

員によって代表する権利を有する。名

誉会員を除き50人以上の会員を有する

クラブはその会員数50人毎に，又はそ

の過半数につき追加代議員１名を如何

なる大会にも送る権利を有する。此目

的のための代表は，大会の開催される

月の３ヵ月前の最終例会日におけるク

ラブ会員数を基準として決定せられる

ものとする。クラブはクラブに与えら

れた２個又は以上の投票権を一人の代

議員により行使する権限を与えること

が懲きる。

　㈲　代議員としてそのクラブ自体の

会員又は委任状の何れかによって国際

ロータリーの各大会に代表し且つ各提

出議案に投票することは，各クラブの

義務であるものとする。

　第４節　自由代議員　国際1===･－タリ

ーの各役員及び各元会長で今尚おクラ

ブの正会員，シニア・アクチブ又はバ

スト・サービス会員の資格を有するも

のは自由代議員とする。

　第５節　選挙人及び投票　正当に資

格付げられた代議員，委任状保持者及

び自由代議員が国際大会の投票母体を

構成するものとし，そして選挙人とし

て知られるものとする。投票は細則の

定むる処によるものとする。

　第６節　規定審議会　理事会の決定

する時日と場所におい七，各個数年に

国際大会の一部として会合する国際l==･

－タリーの規定審議会がなければなら

ない。

　審議会は，正規の手続によって提出

された総ての制定案及び決議案を審議

すべきものとする。

　審議会の会員組織及びその手続は細

則の定むる処によるものとする。

　　　　　　　第８条

　　　　　運　　　　　　営

　クラブの運営は，常時本定款及び細

則の規定に従い次に示す直接監督の何

れかと共に理事会の一般監督の下にお

かれているものとする。

　(ｲ)理事会によるクラブの直接監

督。

　(ﾛ)地区の構成されている処では地

区ガバナーによるクラブの直接監督。

(グレート・ブリテソ及びアイルラン

ドにおいては国際l===･－タリー代表｡)

　㈲　地区ガバナー(グレート・ブリテ

ン及びアイルランドの国際ロータリー

代表)の監督の外に更に理事会で必要

と認め且つ国際大会にて承認せられた

場合には，２又は以上の地理的隣接地

区からなる地方にあるクラブの監督。
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　　　　　　　第９条

　　　　　分　　担　　金

　各クラブは半年毎に国際ロータリー

に対して，細則に規定せられた人頭分

担金を納めなければならない。

　　　　　　　第10条

　　　　　ロータリー財団

　細則の規定により又は国際1==1－タリ

ー大会の決議によって制限を受けるこ

とがありうる条件の下に，国際ロータ

リー理事会又はl==･－タリー財団は，必

要なる条件と約定の下に，贈与，金銭

又は財産の遺贈又は遺産，或はそれよ

り生ずる収入を受取ることができる。

此等の寄付，又は遺贈は，贈与者及び

遺言者の希望する用途に充当するため

に委託されたもので払無条件で寄付

されたものでも差支えない。前記の寄

付又は遺贈は，国際l==･－タリー理事会

が国際ロータリー大会の決議に基づい

て，その目的のために随時貯えておく

国際ロータリーの剰余金と共に，所謂

ロータリー財団の資金の一部に繰入れ

るものとする。

　　　　　　第11条

　　　会員の呼称及び徽章

　クラブの各会員はロータリアソとし

て知られ,且つ国際ロータリーの徽章，

襟章及び紋章を佩用する権利を有する

ものとする。

　　　　　　第12条

　　　　　細　　　　　　則

　国際ロータリーを統括するための追

加規定を具現する本定款に抵触しない

細則が国際ロータリー大会によって採

択され，且つ改正されうるものとす

る。

　　　　　　　第13条

　　　　　改　　　　　正

　第１節　時期　本定款は偶数年に開

催される国際大会において，かかる改

正案が提出された時の国際大会に出席

し，且つ投票する，選挙人３分の２以

上の賛成投票によってのみ改正するこ

とができる。

　第２節　提案者　本定款の改正案は

単に，クラブ，地区大会，グレート・

ブリテソ及アイルランドの国際ロータ

リー，一般審議会又は大会，規定審議

会，又は理事会によってのみ提出する

ことができる。

　第３節　手続　本定款を改正する如

何なる提案も規定審議会の開催される

前年の４月１日までに事務総長に送達

されておらなげればならない。

　事務総長はその写しを，規定審議会

及び国際大会が立法案を審議するｐ－

タリー年度の８月１日迄に，各クラブ

の幹事に郵送しなければならない。

　事務総長は，総ての合法的改正案を

直接規定審議会に移送しなければなら

ない。

　規定審議会は，斯様な合法的に提出

された各改正案及び如何なる提出改正

案もこれを審議し，そしてその勧告案

をその裁決のため国際大会に報告しな

ければならない。
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　　　　　第１条

国際ロータリーヘの加盟資格

　第１節　加盟（ｲ）国際ロータリー

ヘの加盟申込は理事会になすべきであ

る。申込には合衆国貨幣にて100ドル

又はクラブ所在国の貨幣にて之れに相

当する額の料金を伴わなければならな

い。理事会はその申込を承認し又は否

認する権限が与えられている。加盟資

格はその申込が承認された日に効力を

発生するものとする。

　（ﾛ）若し市，区，又は他の自治体の

範囲内に１又はそれ以上の確然たる商

業又は取引の中心があれば，その中心

地から追加クラブを加盟せしめること

ができる。但しその追加クラブを結成

せんとする区域のクラブが，提唱され

た追加クラブの結成を承認し，且つ新

クラブの範囲となるべき区域を譲渡す

るのでなければならない。その承認及

び譲渡は，現存クラブの例会又は緊急

総会に出席し且つ投票する会員の過半

数の賛成投票にょらなければならな

い。その提案の通知は斯様な会合の少

くとも30日以前に各会員に郵送され

ていなければならない。

　㈲　追加クラブをその区域内に結成

することを承認するクラブは，斯様な

追加クラブの区域内からその事業，執

行任務又は職業活動が全市，全区，そ

の他自治体領域にわたる規模を有する

会員を入会せしめうる権利を保有する

ことができる。此規定は追加クラブ又

はクラブ等に対して拘束力を有するの

である。

　第２節　標準クラブ定款（ｲ）国際

i==･－タリーで採択され且つ随時改正せ

られた標準クラブ定款は，1922年６月

６日以後に加盟が承認された総てのク

ラブによって採用されなければならな

いo

　（ﾛ）標準クラブ定款は，此細則の改

正に関する条項に示された方法によっ

て改正されることがある。斯様な改正

は，自動的に標準クラブ定款を採用し

た各クラブの定款の一部となるもので

ある。

　㈲1922年６月６日以前に加盟が承

認せられたクラブは，標準クラブ定款

及びその改正規定に一致せしめんとす

る以外，その条文を変更してはならな

い。

　㈲　特別の場合，或は国家，州又は

県の法律及習慣に適合せしめる必要の

ある場合には，理事会は出席理事の３

分の２の多数を以て随時標準クラブ定

款及びその改正規定と異なった規定を

承認することができる。但しその条文

が国際l==l－タリーの定款及び細則の規

定に矛盾しないことを必要とする。

－177 －



Ｓ
&
４
ｌ

ｙ
ｊ
ｉ
Ｉ
I
I
I
I
=
1
1
1
1
&
“
＝
Ｉ
　
Ｉ

国際l==1－タリー細則

　　　　　　　第２条

　　　　　加盟資格の終結

　第１節　不払　加盟クラブの資格

は，そのクラブが国際1==1－タリーに対

する分担金その他の財政的責任を果さ

ない場合には理事会によって終結処分

に付されることがある。

　第２節　懲戒　理事会は十分の理由

がある場合には聴間の後に多数決によ

りクラブを懲戒若しくは一時特権停止

の処分に付し，或は全会一致の投票に

より之を除名することができる。但し

聴聞会の行われる少くとも90日以前

に,当該クラブの会長及び幹事に対し，

告発状の騰本及び聴聞会の開催時日及

び場所の通知を郵送しなければならな

い。当該クラブは，その聴聞会に法律

顧問を代理出席せしめる権利を有す

る。理事会の決定は此細則第４条第２

節に定められたる処により国際大会に

のみ提訴することが出来る。

　第３節　辞退　如何なるクラブと雖

も，その財政その他の義務を果してい

る条件の下にその加盟資格を辞退する

ことができる。理事会の承認と同時に

その辞退は効力を発するものとし，そ

してそのクラブの認証状は事務総長に

返還せらるべきものとする。

　第４節　機能発揮に失敗　理事会

は，何等かの理由でクラブが解散する

か定例的会合をすることが出来なくな

るか或はその他の理由でその機能を発

揮する事ができなくなった場合，その

クラブの加盟資格を終結させることが

できる。

　第５節　再結成　加盟資格が終結し

たクラブを再結成せんとする場合，或

は同一地域社会に新たにクラブを結成

せんとする場合，国際ロータリー理事

会は，再結成クラブ又は新設クラブに

加盟承認を与えるに当って，加盟金の

納付を要求するか否か，或は前クラブ

の国際ロータリーに対する負債の支払

を要求するか否かを決定する自由裁量

権を有するものとする。

　第６節　返還　国際ロータリーの加

盟資格の終結によって以前のクラブ

は，国際1==1－タリーの資産に対する所

有権を喪失する。尤仏その加盟資格

のある間は国際ロータリーの名称，徽

章その他を利用する権利がある。此特

典は，クラブ加盟資格終結と同時に消

失するものとする。

　斯様な前クラブの加盟資格の認証状

を回収する手続をとることは事務総長

の任務である。

　　　　　　　第３条

　　　クラブにおける会員資格

　第１節　正会員（ｲ）国際ロータリ

ー定款第４条第３節に定められた資格

を持つものは，ロータリー・クラブの

正会員に選ぶことが懲きる。

　（ﾛ）各正会員の職業分類は，その人

の所属している商社，会社又は団体の

主要且つ一般に認められた事業を示す

ものであり，又，その人が独立して職

業に従事している場合には，その職業

分類はその人の主要且つ一般に認めら

れた職業の活動を示すものでなければ

ならない。

　*第２節　アディショナル正会員（ｨ）

　*1964年（トロント）国際大会に於て改正
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クラブの正会員は誰で拓その推薦者

の代表する同一商社又は会社から追加

の１人を正会員に推薦し，クラブはこ

れを選挙することができる。その人の

職業分類は推薦者のものと同一でなけ

ればならない。アデイショナル正会員

の資格は国際ロータリー定款第４条第

３節に定められた正会員の資格と同様

でなければならない。アデイショナル

正会員は推薦者の正会員の資格終結と

同時に，又，推薦者がシニア・アクチ

ブ会員になった場合には本節の上記規

定の下に選ばれたアデイショナル正会

員の会員資格が自動的に終結するもの

であるということを除き，総ての点に

おいて正会員である。

　（ﾛ）クラブは，其の職業分類を保持

している会員の承諾を条件として，実

際に業務に従事している職場が其のク

ラブの区域限界内にあり，且つ会員と

しての他の資格をもっている何れかの

ロータリー・クラブの元正会員をアデ

イショナル正会員に選ぶことができ

る。但し次の条件に該当することを要

す。

　（１）如何なる場合に於て拓本節

水項の規定の下に選ばれたアデイショ

ナル正会員は，いかなる職業分類にも

１名以上あっではならない，又

　（２）斯く選ばれた何如なる会員

仏彼が元所属クラブに於ける職業分

類下でそのクラブ地域限界内にて実際

に活動を止めたと言う唯一の理由によ

り会員資格が終結したのでなければな

らない，又

　(３)水節水項の規定の下に選ばれ

たアデイショナル正会員は，其の職業

分類が空席になった場合には，会員で

なくなるものとする。但し其の職業分

類が再び充填された時は，(本節(ｲ)項

の規定に基く職業分類の保持者がアデ

イショナル正会員を推薦する権利を侵

害することなく)彼は再び選ばれるこ

ともある。

　*第３節　シニア・アクチブ会員(ｲ)

クラブの正会員で，(１)現在正会員で

あり合計15年又はそれ以上１又はそれ

以上のクラブの正会員であったもの。

　　　　　　　　或は

　(２)年齢満60歳或はそれ以上であ

り,合計10年又はそれ以上１又はそれ

以上のクラブの正会員であったもの。

　　　　　　　　或は

　(３)国際ロータリーの現又は元役

員であったもの。

　　　　　　　　或は

賞つてそのクラブの正会員であり且つ

そのクラブの正会員の資格を失った時

に既に上記の如きシニア・アクチブ会

員の資格を持っていた，クラブのバス

ト・サービス会員は，誰で払

　その人の自由意志で，文書を以てそ

のことを幹事に通告することによっ

て，そのクラブのシニア・アクチブ会

員になることができる。

　(ﾛ)年齢65歳以上の正会員で通算

５年以上一クラブ又はそれ以上のクラ

ブの正会員であった如何なる正会員

払自動的にシニア・アクチブ会員と

なるべきものとする。

　*1964年(ﾄ｡ﾛﾝﾄ)国際大会に於て改正
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　㈲　如何なるクラブ仏その自由意

志で，クラブの正会員をやめたときに

既にシニア・アクチブ会員の資格のあ

った如何なるクラブの如何なる元正会

員を払そのクラブのシニア・アクチ

ブ会員に選ぶことができる。但しその

元会員はそのクラブの区域内又はその

周辺地に居住しておらなければならな

い。

　㈲　次の事柄を除きシニア・プクチ

ブ会員は正会員の総ての権利特典並び

に責任を有する，

　（１）彼は如何なる職業分類をも代

表すると認められない，そして

　（２）彼はアデイショナル正会員を

推薦する権利をもたない。

　クラブは斯様なシニア・アクチブ会

員の従事しておる職業の分類に有資格

者を会員として入会せしめることがで

きる。

　ｍ　選挙されたシニア・アクチブ会

員の資格は，彼がシニア・アクチブ会

員の資格を有するクラブの区域内又は

その周辺地に居住しなくなった場合に

は自動的に終結するものとする。此の

規定は自動的に又は彼自身の自由意志

でシニア・アクチブ会員になったもの

には適用されない。

　第４節　バスト・サービス会員（ｲ）

クラブの元正会員でその正会員の資格

が職業の第１線から引退したために終

結したものは，１又はそれ以上めクラ

ブで５年又はそれ以上正会員であった

ならば，彼が正会員であったクラブ或

は他の如何なるクラブにおいてもパス

ト･サービス会員に選ぶことができる。

斯様な元会員は，バスト・サービス会

員として他の総ての資格を有すれば，

その正会員の資格が終結した時又はそ

の後何時たりともバスト・サービス会

員に選びうる。彼がクラブの会員でな

くなった後に職業の第１線から引退し

た場合には,バスト･サービス会員とな

る資格がない。バスト・サービス会員

は，彼が正会員であったクラブの会員

に選ばれた場合には入会金を支払わな

くても良いが，然らざる場合には入会

金を支払わなければならない。バスト

・サービス会員は，彼が正会員であっ

たクラブのバスト・サービズ会員に選

ばれたのでなければ彼がバスト・サー

ビス会員の資格を持つクラブの区域内

又はその周辺地に居住しなければなら

ないが彼が正会員であったクラブのバ

スト・サービス会員に選ばれた場合に

は彼が正会員でなくなった時に居住し

ていた場所に居住することができる。

　（ﾛ）バスト・サービス会員は，如何

なる職業分類も代表するものと認めら

れない事，或は（本条第３節∽項に定

められた処を除き）シニア・アクチブ

会員になる自主権を行使することがで

きないということ以外は正会員の総て

の権利，特典及び責任を有するものと

する。

　第５節　二重会員　如何なるものも

ークラブ以外において正会員，シニア

・アクチブ会員又はバスト・サービス

会員の資格を同時に持つことはできな

いものとする。

　第６節　名誉会員　クラブの区域内
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に現に居住し又は賞って居住しており

且つその地又は他の地方でロータリー

の理想の普及に功労のあった男子をク

ラブの名誉会員に選ぶことができる。

　名誉会員は，彼が会員である以外の

クラブにおいては如何なる権利又は特

典をも有しないものとする。

　*第７節　宗教及び新聞　クラブの区

域内で１宗派以上の代表者及び発行さ

れている一新聞以上の代表者は，定款

及び細則に定められた資格を有する限

り，その職業分類の下に正会員たる資

格を持つことができる。

　第８節　公職　公選又は任命により

特定の期間に限り公職にある者は，モ

の公職の分類の下にクラブの正会員と

なることは出来ない。但し学校，大学

又はその他の教育機関に在職するもの

はこの限りでない。

　第９節　ロータリー勤務員　如何な

るクラブ仏その会員が国際ロータリ

ーに勤務する場合その勤務を継続して

おる期間は，その会員資格を持続せし

めることができる。

　　　　　　　第４条

　　　　　　理　事　会

　第１節　任務　国際ロータリー理事

会は，国際ロータリーの目的推進とそ

の綱領達成に必要な事項を総て遂行す

ると共に，l==1－タリーの校本原理を研

究且つ教導し，この組織体の理想と道

義並びに他に類例のないその特色を保

持し，更にこれを広く世界に普及する

責任を持だなければならない。

　第２節　権限　理事会は国際l==l－タ

　*1964年(トロント)国際大会に於て改正

リーの運営機関を構成し，その決定に

対しては単に定例又は臨時国際大会に

異議の中立ができるのみである。その

異議申立は少くとも斯様な大会開催30

日以前に国際l=･－タリー事務総長まで

正式に提出しなければならない。

　第３節　統制及び管理　理事会は国

際1==i－タリーの総ての役員及び委員会

を統制且つ管理しなければならない。

正当の事由あるときは，聴聞会を開い

た後，理事会３分の２の多数を以て役

員又は委員を罷免することができる。

但し聴聞会の開かれる少くとも60日

以前に当該役員又は委員に対し，聴聞

会開催の時日及び場所を明記した召喚

状の謄本を直接本人に手交するか，或

は書留郵便によってこれを送付しなけ

ればならない。聴聞会には法律顧問を

代理出席せしめることができる。

　*第４節　会合（ｲ）理事会はその決

定する時日及び場所において，又は会

長の招集によって会合するものとす

る。会合の通知はその必要なしとされ

た場合を除き，会合の少くとも30日

以前に事務総長により全理事に対して

行われなけばならない。多会計年度に

少くとも２回，理事会が開催されなけ

ればならない。

　（ﾛ）次期会計年度中に理事として就

任する者の暫定会合は，国際大会終了

後直ちに後任会長の指定する時日と場

所において開催されなければならな

い。７月１日以後何時にても定足数の

出席した理事会において，或は本条第

５節に規定する通信方法により，理事

の過半数によって，議事録に記載され
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た此の暫定会合の議事を／|合もその日

に行われたものとして承認を与えなけ

ればならない。

　㈲　定款及び細則の下において更に

多数の投票を必要とする場合を除き，

如何なる理事会においてもその構成員

５名が総ての議事の定足数を構成する

ものとする。

　第５節　通信方法による投票　理事

会は会合を開くことなく，会長より又

は会長の承認の下に郵送された議案

を，郵便，電信，無線電信又は電話に

よる投票によってこれを処理すること

ができる。理事の過半数が投票を終っ

た場合には30日の終りを以てこれを

締切るものとする。但し賛成又は反対

の何れかの投票が過半数に運した場合

にはその以前に締切ることができる。

　第６節　執行委員会　理事会は，３

名乃至５名の理事よりなる執行委員会

を任命することができる。理事会は執

行委員会に，理事会の会合のない間，

理事会に代り，国際1==･－タリー方針が

既に確立している事項の執行又は運営

について決定する権限を委任すること

ができる。執行委員会は理事会の定む

る処に従い本節の規定に抵触しない限

度において行勤しなければならない。

　第７節　権限　理事会は，定款及び

此等細則の規定の意味する範囲及び性

格においての国際的，国内的或はその

他の案件を裁定し，これを宣言する権

限を有する。但しこれに開しクラブは

鋼際大会に異議を中立てることができ

る。

異議の中立はその国際大会の開催され

る30日以前に事務総長に提出しなけ

ればならない。それに対する弁論は理

事会の定めたる国際大会議事規定によ

るものとし，国際大会の決定は最終と

する。

　第８節　欠員　理事会に欠員を生じ

たる場合には，残る理事会員は欠員の

生じた処と同一の地理的集団又は地帯

よりその残余の期間を補充するための

理事を選挙すべきものとする。

　　　　　　　第５条

　　　　　役　　　　　　員

　*第１節　選挙（ｲ）会長及び理事

は，国際1==･－タリー大会において，以

下規定する処に従い選挙するものとす

る。

　㈲　毎年理事会は次の７月１日に始

まる１箇年の任期に当る財務長を選挙

しなげればならない。

　㈲　後任理事は，その暫定理事会に

おいて，第１，第２及び第３副会長を

互選するものとする。

　㈲　後任理事は，事務総長の任期が

終了する暦年中に其の暫定理事会にお

いて，次の１月１日から始まり５箇年

以内の任務に就く事務総長を選挙す

る。

　*第２節　資格　国際ロータリーの各

役員はクラブの立派な資格保有の正会

員，シニア･アクチブ会員又はバスト・

サービス会員でなければならない。

　国際ロータリーの各理事は，理事候

補者として推薦される以前に地区ガバ

ナー（グレート・ブリテソ及びアイル

*1964年（ﾄﾛﾝﾄ）国際大会に於て改正
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ランドに於ける国際1=･－タリー代表）

として任務を果しておるものとする。

　第３節　任期　国際大会において選

挙された各役員の任期は，会長を除き

その選挙された年次国際大会の終了し

た後の７月１日に始まるものとする。

但し特別の事情ある場合には，理事会

の権限において地区ガバナーの任期を

その年の７月１日以後10月１日より

道からざる日に始めうるよう規定する

ことができる。理事以外の総ての役員

は１箇年の任期間又はその後任者が選

挙され資格が確定する迄その任にある

ものとする。総ての理事は２箇年の任

期間，若しくは後任者が選挙せられ資

格が確定する迄その任にあるものとす

る。

　（ﾛ）国際大会において選挙された会

長の任期は，彼の選挙された翌暦年度

の７月１日に始まるものとする。但し

彼の選挙せられた年次国際大会の終了

した後の７月１日より，抜道会長とし

て理事会の一員となりその職務に当ら

なければならない，而して副会長に選

挙せらるる権利はないものとする。

　第４節　欠員（ｲ）会長が欠員とな

った場合には副会長がその順位に従

い，これを継承するものとする。

　（ﾛ）彼選会長が欠員となった場合に

は此等細則の第10条第２節（へ）に規定

された処により補充するものとする。

　㈲　財務長又は事務総長に欠員が生

じた場合には，理事会はロータリアソ

１名を任命して残余の任期を補充する

ものとする。

　第５節　報酬　事務総長及財務長を

除き，役員はすべて無報酬とする。事

務総長の給与は理事会が随時之を定

め，財務長に対しては１箇年１ドルの

報酬が支払われるものとする。

　第６節　任務（ｲ）会長は総て国際

大会及び理事会を司会するものとす

る。執行長として会長は国際1==･－タリ

ーの業務及び活動を管理し，その職務

に属するあらゆる任務に当るものとす

る。

　（ﾛ）彼選会長は，単に理事会におけ

る彼の会員資格から生ずる任務と権限

を有するものであるが，会長又は理事

会により他の任務を課せられることが

ある。

　㈲　事務総長は，会長の管理と理事

会の監督の下にある国際ロータリーの

常務役員である。彼の署名を要する国

際1==･－タリーの全書順に署名し，諸帳

簿を整理し，理事会の指定する方法に

よって国際ロータリーの基金を受領

し，預金し，且つ理事会に対する年次

報告を作成すべきものとする。この報

告は理事会の承認をまって年次国際大

会に提出されなければならない，事務

総長は自己の任務の忠実な遂行を保証

するため，理事会の要求する保証金と

保証人を提供しなければならない。

　㈲　財務長は，理事会の指示する方

法によって，資金の支払を行い，且つ

理事会の委任するその職に属する任務

に当るものとする彼は又理事会に必要

な報告をなし，年次国際大会に報告書

を作成すべきものとする。財務長は，
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自己の忠実なる任務の遂行を保証する

ため，理事会の要求する保証金及び保

証人を提出しなければならない。

　　　　　　　第６条

　　　　　立　法　手　続

　第１節　提案　国際1=1－タリー定款

又は細則，或は標準クラブ定款の改正

に開する提案はこれを斜定案と称す

る。それらの文書の何れをも改正しな

い国際大会議事への提案はこれを決議

案と称する。

　制定案は，国際ロータリー定款第13

条国際ロータリー細則第９条並びに第

20条，及び標準クラブ定款第14条等

に規定せられた方法によって，提出す

べきものとする。

　決議案は，クラブ，地区大会，グレ

ート・ブリテソ及アイルランドの国際

1==･－タリー審議会又は大会，規定審議

会，国際大会中に開かれたる特別協議

会又は正規に許可された大会，国際大

会委員会及び理事会によって提出する

ことができる。

　如何なる決議案払出席して投票す

る選挙人による正規の投票の少くとも

過半数の賛成投票によって採択するこ

とができる。

　総ての決議案は文書を以て事務局長

に送達しなければならない。そして総

ての制定案及び決議案は，此細則第９

条に規定せられた方法によって処理さ

れなければならない。

　第２節　非常事態（ｲ）理事会の３

分の２の投票の結果で非常事態を認め

た場合には。

　（１）国際ロータリー定款に抵触し

ない提出制定案又は決議案は此の細則

第20条第３節又は標準クラブ定款第

14条第３節に規定せられた方法によ

り処理することなく奇数年の国際大会

において投票に付することができるも

のとする。但し時の許す限り規定の手

続によるものとする。

　（２）偶数年の国際大会において又

はその前及び所定の日付後に受取った

国際1==･－タリー定款に抵触しない提出

制定案は此の細則第20条第３節又は

標準クラブ定款第14条第３節に規定

せられた方法により処理することなく

奇数年の国際大会において投票に付す

ることができるものとする。

　但し時の許す限り規定の手続による

ものとする。

　（３）偶数年の国際大会において受

取った提出決議案は此の細則第９条に

規定せられた方法により処理すること

なく，その国際大会において投票に付

することができる｡但し時の許す限り，

斯様な非常決議案は国際大命に付議す

る前に規定審議会に提出すべきものと

する。

　（ﾛ）提出制定案又は提出決議案の非

常事態における国際大会による採択に

は出席し且つ投票する選挙人の三分の

二の投票が要求されている。

　　　　　第７条

　　　国　際　大

第１節　時期及場所

会

定款第７条第
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１節の規定に従い，理事会は毎年その

決定の行われた会計年度の終了後54

箇月目に始まる暦年の大会開催地及び

時期を決定し，かかる大会開催につい

てのすべての準備をなす権限を有す

る。

　第２節　招集　会長は少くとも国際

大会の６箇月前に年次国際大会の公式

招集状を発行し，事務総長は之を各ク

ラブに郵送しなければならない。

　臨時大会の招集状は，その開催日の

少くとも60日前に発行され且つ郵送

されていなければならない。

　第３節　大会役員　大会の役員は，

会長，副会長，国際l==･－タリーの事務

総長及び財務長並びに会長の任命する

会場監督よりなるものとする。

　第４節　代議員（ｲ）資格　各代議

員及び代理者は，委任状所持の代議員

を除き，その人が代表するクラブの正

会員,シニア・アクチブ会員,又はバス

ト･サービス会員でなければならない。

　（ﾛ）代理者　如何なるクラブもその

代議員を選ぶ場合に，代議員各１名毎

に，本人が欠席の場合にのみ投票を代

行する資格を有する代理者１名を選ぶ

ことができる。但し正規の信任状を有

する代理者は，同一クラブを代表する

代議員にして，その代理者が欠席する

如何なる代議員にも代ることができ

る。代理者が代議員を代行するに当り

ては，国際大会に提出された各議題に

一票を投ずることができる。

　代理者を以て代議員に代える場合に

は，その旨代議員団長より信任状委員

会に報告されなければならない。百し

て斯様な代議員の交替が行われたなら

ばその代理者は，大会終了迄代議員と

して行動を続けなければならない。此

一般原則は信任状委員会によって，国

際大会開催市のクラブ代議員団に開し

ては，１又はそれ以上の会合において

代理者を以て代議員に代えうることを

許可しうるように修正することができ

る．尤もこれは，代議県が国際大会の

･j｀-･9ゝ･j　sl･J-.･　　　.... 乳..い
運営業務に従事してお谷巡め，そのよ

うな会合に出席することが不可能な場

合に限るもので，その交替は信任状委

員会に報告され，且つその委員会によ

って記録された場合でなければならな

い。

　㈲　委任状による代理者。如何なる

クラブも，その欠席代議員のために委

任状による代理者を指定することがで

きる。

　（１）その正会員，シニア・アクチ

ブ会員又はパスド・サービス会員の何

れか１人，又は

　（２）そのクラブ自体の会員によっ

て国際大会に代表されていない場合に

は，その地区内の他クラブの正会員，

シニア・アクチブ会員，又はバスト・

サービス会員，但しクラブが地区に属

していない場合には，その出席しない

代議員の委任状による代理者として何

れかの地にある何れかのクラブ正会

員，シ平ア・アクチブ会員，又はバス

ト・サービス会員の何れでも指定する

ことができる。

　本条第５節に規定された証明書を送

達することによって，委任状による斯

様な代理者は行使することのある他の
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投票権に加えて，彼が代理する欠席代

議員の代行投票権をも持つものであ

る。

　第５節　信任状　各代議員及び代理

者の身分は，その属するクラブの会長

並びに幹事の署名した証明書によって

立証されなければならない。委任状に。

よる代理者の身分はその代理する欠席

代議員の属するクラブの会長並びに幹

事の署名した証明書によって立証され

なげればならない。証明書はすべて，

代議員，代理者，委任状による代理者

として国際大会に参加する権利をうる

ため国際大会の信任状委員会に提出し

なければならない。

　第６節　自由代議員　各役員又は理

事，及び現にクラブの正会員,シニア･

アクチブ会員，或はバスト・サービス

会員である国際ロータリーの元会長は

自由代議員たるべく，且つ国際大会に

提出された議案に投票する権利を有す

るものとする。

　*第７節　登録料　国際大会に出席す

る満16歳以上の各員は登録の上，理

事会で定めた登録料を支払わなければ

ならない。如何なる代議員又は委任状

による代理者もその登録料の支払を完

了するまでは国際大会における投票権

が与えられないものとする。

　第８節　定足数　定足数を必要とし

ない開会式を除き４分のﾀﾞ1のクラブを

代表する代議員及委任状による代理者

は，国際大会の如何なる会合において

も定足数を構成するものとする。

　第９節　信任状委員会　各国際大会

*1964年(トロント)国際大会に於て改正

において，会長は，会長の定むる５名

より少なからざる委員を以て構成する

信任状委員会を任命するものとする。

　　　　　　　第８条

　　　　　大会手続規定

　第１節　国際大会のための手続規定

は:

　（ｲ）プログラム　国際大会委員会に

より報告され，理事会で承認され，そ

して国際大会で採用された，プ1==･グラ

ムは，会合の日程となるものとする。

プ1==1グラムの変更は，出席して投票す

る代議員及び委任状による代理者３分

の２の投票によって随時行うことがで

きる。

　（ﾛ）討論一議題　委員会の報告，大

会への伝達，提出制定案及び決議案並

びにその修正案，その他すべての動議

は，会議の習慣において「討論の要な

きもの」と称せられるものを除き，大

会議場において討論に付すべきもりと

する。但し３分の２以上の投票によっ

て，討論を省き処理することを決定し

たものはこの限りでない。

　㈲　討論一制限　討論に際レ?ド==ぃｰ

タリアソは，異議申立を除き，同一議

題につき同一日に２回を超えて発言し

ないようにする。但し同一議題に対し

て未だ発言しない1==･－タリアソが発言

を求める場合は，２回目の発言はこれ

を譲るようにする。日程に規定された

る場合及び過半数の投票により承認さ

れたる場合を除き，l=･－タリアソの発

言は１回５分以内とするものとする。
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　吋）投票手続　役員の指名及び選挙

のため此の細則に別に定められたるも

の及び次の場合を除き，国際大会にお

ける投票は発声法によるものとする。

　（１）選挙人によって要求され又は

議長によって命ぜられた場合には投票

は起立によるものとし，起立選挙人一

人を一票と数えるものとする。

　（２）国際ロータリーの方針に影響

する提出制定案又は提出決議案或は如

何なる制定案又は決議案の修正案にお

いて仏次のような事情のある場合は

投票は投票用紙への記入投票によるも

のとする。

　（イイ）理事会の過半数又は規定審

議会の過半数が斯様な手続の重要性を

予め言明した場合，又は選挙人の過半

数が斯様な手続の重:要性について発言

することを言明した場合。

　（ロロ）会長又は議長が発声投票又

は起立投票の結果，記入投票が必要と

認め之を言明した場合。

　（ハハ）選挙人がその名前とクラブ

会員であることを証明して記入投票を

要求し，そして前述規定に記入投票に

関する規定がないということが分り，

且つこの要求の正当性に関する議長の

意見を聞いた後に，なおかつその要求

にこだわり，少くとも20の異ったクラ

ブからの20人以上の選挙人がその身

分を明らかにしてその要求に加わるこ

とによって彼の要求を支持する場合。

　雨　投票手続（続）会長又は議長は，

起立投票の結果を，実際に数えること

なく宣言する権限が与えられているも

のとする。そして実際に数えるよう直

ちに要求され,20名程度の他の選挙人

がその要求に加わらない眼力，彼の宣

言は最終であるものとする。

　如何なる提出制定案又は決議案或は

これについての如何なる修正案への記

入投票に対する議事進行上の手続払

その手続と共に提出制定案又は決議案

及び未決の総ての提出修正案が記入投

票荊紙に伴わなくてはならない。投票

用紙は，必要に応じて連鎖質問を書き

入れ，提出された制定案又は決議案及

びそれらに関する懸案中の如何なる提

出修正案等に最終処置がとれるよう立

案され且つ記述されておらなげればな

らない。

　記入投票において，また，役員の指

名及び選挙のため，選挙人は彼が所有

する代議員の証明書及び委任状の数と

同数の投票をなす権利を有するものと

する。但し自由代議員は，その資格に

おいては全休としての国際大会に提出

された事項についてのみ投票すること

ができる。

　㈲　代議員　座席　信任状委員会に

正規に証明された代議員の数と同数の

座席が斯様な代議員専用のために用意

されておらなければならない。

　第２節　特別協議会　各年次大会に

おいて，l==z－タリー・クラブの結成さ

れている１箇国又は数箇国からのロー

タリアソが集って，特別協議会を開く

ことができる。理事又は国際大会は，

随時，特別協議会を問くべき国を決定

し，国際大会委員会にこれを通告す

る。
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特別協議会においては，特に関係国に

属する問題を討議するものとする。会

長は之れを招集する役員を指名し，国

際大会手続規定に出来るだけ類似した

協議会の規定を公布しなければならな

い。協議会は成立と同時に委員長及び

幹事を選任するものとする。

　　　　　　　第９条

　　　　　規定審議会

　第１節　構成　審議会の構成は次の

通りである:

　(ｲ)本条第３節(ｲ)及び(ﾛ)の規定に従

い選ばれた各地区のクラブを代表する

もの１名。斯様な代表は国際ロータリ

ーの現又は元役員，次期地区ガバナー

(グレートブリテソ及びアイルランド

においては次期国際ロータリー代表)

とする。各代表は，その代表する地区

におけるクラブの正会員，シニア・ア

クチブ会員，或はバスト・サーピろ会

員でなければならない。

　㈲　最近の元会長５名。

　㈲　会長が彼に代ってその任務に当

らしめるために任命した審議会議長。

　㈲　会長によって指名された一名を

越えざる地区に属しないクラブの代

表。　　　　　　　　　　　　　　＼

　叫　会長によって指名された３名を

越えざる自由代表。

　㈲　投票をしない審議会員として，

会長，他の理事，事務総長及び定款細

則委員長。

　(ﾄﾞ)投票をしない審議会員として，

国又は地域単位の会長。

　㈲　投票をしない審議会員として，

25年又はそれ以上の期間事務総長と

して国際ロータリーに奉仕した元事務

総長の誰でも及び最近の元会長５名を

除く国際1==･－タリー元会長全部。各審

議会員は，クラブの正会員，シニア・

アクチブ会員，又はバスト・サービス

会員であらねばならない。

　第２節　役員　会長は審議会の議長

となるものとする。会長は彼の任務を

代行する議長を任命することができ

る。

　事務総長は審議会の幹事となるもＯ

とする払会長の承認をえて，彼の任

務を代行するための幹事を任命するこ

とができる。

　第３節　地区代表の選挙（ｲ）本節

（ﾛ）に規定されたるものを除き，各地

区クラブの審議会代表及び代表代理

（グレート・ブリテソ及びアイルラン

ド以外）はその代表が出席すべき審議

会前の２年間に間かれた地区年次大会

において選出せられるものとする｡（グ

レート・ブリテソ及びアイルランドに

おいては，規定審議会の地区代表は前

年10月１日後に開かれる地区審議会

において選出せられるものとする）。

地区における如何なるクラブも審議

会に会員としてクラブの有資格会員

（選ばれた晩には喜んで良く奉仕する

ことの意志表示をした人）を指名する

ことができ，そして書面を以て会長及

び幹事署名の上，地区ガバナーにその

指名を地区大会におけるクラブ選挙人

に提出することを証明しなげればなら
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ない。地区大会における含選挙人は審

議会の地区代表選挙に一票を投ずる権

利を有するものとする。

　投票で最高点をとった候補者をその

地区からの審議会代表とする。次点者

は代理者と宣告され審議会員がその任

務を果しえない場合に限りその任務に

つくものとする。審議会員又は代理者

の何れもその任務につくことができな

い場合には，地区ガバナー（グレート

・ブリテソ及びアイルランドでは国際

ロータリー代表）がその地区内で資格

のある他の会員を指名して審議会での

地区代表たらしめるものとする。

　地区において候補者が只一人である

場合には投票を要しないものとし，地

区ガバナー（グレート・ブリテソ及び

アイルランドにおいては国際ロータリ

ー代表）はその候補者を審議会の代表

と宣言するものとする。

　㈲　郵便投票　理事会は，事態がそ

れを必要とする場合には，地区に対し

その地区よりの審議会代表及びその代

理を郵便投票によって選ぶ権限を与え

ることができる。斯様な場合には，地

区ガバナーはその地区内含クラブ幹事

宛その地区よりの審議会代表候補者推

薦の呼びかけに関する公式文書を作成

し，且つ郵送しなければならない。総

ての推薦は文書を以てし，クラブの会

長及び幹事の署名を要するものとす

る。それらの推薦は地区ガバナーによ

って定められた期日前に地区ガバナー

の手元に到達しなければならない。地

区ガバナーは，資格ある推薦された候

補者の氏名をアルファペット順に記載

した投票用紙を作成し，これを各クラ

ブに郵送し，且つ郵便投票を行おしめ

なければならない。各クラブは，選挙

の行われる前月の最終日現在の，名誉

会員を除く，クラブ会員数25名又は

その過半数毎に一票の選挙権を有する

ものとする。但し各クラブは少くとも

一票の選挙権を有するものとする。地

区ガバナーが望むならば，茲に定めら

れた郵便投票を施行する目的のため委

員会を指名し，その委員会に地区ガバ

ナーに代って，絃に規定された職務を

執行せしめることができる。

　第４節　通告　審議会開催の少くと

も30日以前に，事務総長は，印刷当時

に報告のあった審議会員の名簿を公表

し，同時に審議会開催時期と場所の通

知を各会員に郵送するものとする。

　第５節　信任状　審議会開会前に，

会長は信任状委員会を任命しなければ

ならない。信任状委員会は，審議会の

開催される前にその場所において審議

会の会員資格を証明する信任状を検査

し，之れに査証を与えなければならな

い。委員会の処置は，如何なる事件に

おいて仏審議会にて再検討すること

ができる。

　第６節　定足数　審議会の会員３分

の１を以て定足数を構成するものとす

る。各会員は投票に付すべき各議案に

対し単に一票を投ずる権限を有するも

のとする。

　第７節　手続（ｲ）本節（ﾛ）項の規定

に従い，各審議会は，本細則のすべて

の規定に合致すべき条件の下に，その
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議事進行に必要と認められる手続規定

を採用することができる。審議会開催

前に，会長はその審議会によって採択

すべき審議規定の原案を作成し且つ議

案審議の順序を研究せしめるため委員

会を任命しなければならない。

　㈲　すべての制定案は，事務総長に

よって審議会に伝達されなければなら

ない。但し理事会はすべての制定案を

審査し，且つ定款及び細則委員会の助

言の下に，如何なる制定案の如何なる

不備についても之を提案者に助言しな

ければならない。

　㈲　理事会は，すべての決議議案を

審査し，且つ理事会が国際1==･－タリー

の計画範囲内にあると認めたそれらの

決議案を審議会に送達するよう事務総

長に命令するものとする。理事会が定

款及び細則委員会の意見を徴した上，

決議案が国際ロータリー計画の範囲内

にあらずと決定した場合には，審議会

開催以前にその旨提案者に通告し，モ

の提案者がその決議案を審議会及び国

際大会で審議することについて審議会

の会員３分の２の同意をうるにあらざ

れば，斯様な決議案は審議会に伝達さ

れないものとする。

　㈲　審議会は審議のため正当に伝達

された各刎定案及び決議案並びに提出

されたそれらに開する修正案を審議す

べきものとし，且つ国際大会にそれら

に対する処置をとるための勧告案を報

告すべきものとする。

　雨　国際大会への審議会の報告は，

審議会議長又は，会長の指名する人に

よって行われるものとする。

　　　　　　　第10条

　　　　　指名及び選挙

　第１節　会長の指名　会長の指名

は,ここに規定する方法により,指名委

員会，クラブの何れか或は両者によ力

行われるものとする。委員会の委員，

又は理事は委員会によって会長に指名

される抜指名資格がないものとする。

　*第２節　会長指名委員会（ｲ）構成

会長指名委員会はｎ名の委員よりな

るものとする。内５名はアメリカ合衆

国内クラブの会員よりなるものとし，

１名はカナダ，１名はグレート・ブリ

テン及びアイルランド，１名は欧州大

陸，北アフリカ，東地中海地域，１名

は南アメリカ，中央アメリカ，メキシ

コ及びアソチレーを含むイペ1==z・アメ

リカ，１名は豪州，ニュージーランド

及び南アフリカ，そして１名は茲に述

べた地理的地域内に所在しないクラブ

の会員中よりなるものとする。

　各委員は，その道ばれるべき地帯又

は地域内におげるクラブの正会員，シ

ニア・アクチブ会員，又はバスト・サ

ービス会員でなければならない。

　会長又は抜選会長又は如何なる元会

長は，何れも会長指名委員会の委員と

なる資格を持たないものとする。会長

指名委員会に一度就任した適格ｐ－タ

リアソは，その就任直後の年にも委員

会に就任する抜道資格を持つものとす

る。それ以後は，そのロータリアソ

は，前に委員会に就任してより少くと

も一年を経過した条件の下に委員会に

　*1964年（トロント）国際大会に於て改正
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就任する被選資格を有するものとす

る。アメリカ合衆国の各委員は国際1==･

－タリーの元理事とする。

　アメリカ合衆国における地帯は，理

事選択のため理事会によって制定した

ものとする但し本節の主旨では斯る地

帯は，バーミュダにあるクラブを含ま

ぬものとする。

　３月１日より15日の間に事務総長

は，アメリカ合衆国の各地帯内含クラ

ブの幹事に，そのクラブの所在する地

帯内クラブの会員で資格のある元理事

のアルフ'アベット頭に作成された名簿

を郵送するものとする。此名簿は２月

１日現在事務総長の事務所所蔵の書類

中元理事の記録より作成せらるべきも

のとする。

　事務総長によって各クラブに郵送さ

れる名簿には，次の事柄が含まれてお

らなければならない。

ロータリアソの氏名

その保持する会員資格の種類

その所属するクラブ名

その保持した国際ロータリーの

職務及び国際委員会及びその在

名を受取った場合には，その後10日

以内に会長はその候補者を以ってその

地帯からの会長指名委員会の委員たる

ことを宣言すべきものとする。若し前

記４月１日に事務総長が何れの地帯か

らでも２名又は以上の候補者の氏名を

受取った場合には，その候補者全部の

氏名は次の国際大会においてその地帯

のロータリー・クラブよりの投票人に

よって投票さるべきものとし，その投

県人はそれぞれその地帯より１名の選

挙に一票を投ずる権利を有するものと

する。会長指名委員会委員の選挙は無

記名投票によるものとし，候補者数２

名を越える場合にはその投票は単一移

譲式投票の方法によるものとする。如

何なる地帯において払必要なる場合

には第２選択者又はそれ以下をも考慮

の上で，過半数の投票を獲得した候補

者を会長指名委員会の委員たるべきこ

とを宣言するものとする。地帯からの

候補者で，必要に応じ第２選択者又は

以下をも考慮の上で，２番目の最高得

票者を，会長指名委員会の代理委員と

して宣言するものとする。如何なる地

帯においてもその得票が同点の場合に

は，会長は国際大会開期中に指名委員

会の委員再選挙の時日と場所を指定す

べきものとする。アメリカ合衆国にお

ける或地帯が会長指名委員を選出する

ことができなかった場合，或はアメリ

カ合衆国における地帯からの委員に何

かの理由により欠員を生じたる場合に

は，その地帯における最近の適格元理

事がその地帯よりの会長指名委員会の

委員たるべきものとする。

　カナダよりの直前理事はカナダより
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　　　職年数。

　次回の国際大会において会長指名委

員会の委員として選ばれるための候補

を推薦せんと欲するクラブは，４月１

日又はその前に，その候補者を指名す

る会合において採択したクラブの決議

を事務総長に提出しなければならな

い。その決議は推薦されたロータリア

ソの承諾書を得た後でなければ，事務

総長に送ってはならないものとする。

　若し前記４月１日に事務総長が如何

なる地帯からも単に１名の候補者の氏
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の委員となるものとする。グレート・

ブリテン及びアイルランドよりの理事

はグレート・ブリテソ及びアイルラン

ドよりの委員となるものとする。彼等

の代理者は，それぞれ最近就任してい

た彼等の有資格前任者とする。

　欧州大陸，北アフリカ及び東地中海

地域よりの理事が単に１人の場合に

は，斯様な理事をその地域よりの委員

とし，そして彼の代理者は彼の最近の

前任者とする；然しながら欧州大陸，

北アフリカ及び東地中海地域より２人

の理事がある場合には，先任理事を以

てその地域よりの委員とし，他の理事

は彼の代理者となるものとする。

　イベロ・アメリカよりの理事が単に

１人の場合には，斯様な理事はその地

域よりの委員とし，理事会はその代理

者としてイペロ・アメリカ地域よりの

元理事を指名するものとする。豪州，

ニュージーランド及び南アフリカより

の理事が出ていない場合には理事会

は，豪州，ニュージーランド及び南ア

フリカより１人の元理事を委員として

指名し，且つ或他の元理事をその代理

として指名するものとする。豪州，ニ

ュージーランド及び南アフリカよりの

理事が,単に１人の場合には,斯様な理

事は豪州，ニュージーランド及び南ア

フリカよりの委員とし，理事会はその

代理として豪州，ニュージーランド及

び南アフリカよりの元理事１名を指名

するものとする。本節に掲げてない地

理的地域よりの理事がない場合には，

理事会はその地域より１人の元理事を

委員として指名し，且つ又或他の元理

事をその代理として指名するものとす

る。本節に掲げてない地理的地域より

の理事が単に１人の場合には，斯様な

理事がその地域よりの委員であるもの

とし，理事会はそれら地理的地域より

の元理事１名をその代理として指名す

るものとする。イペ1==･・アメリカより

の理事が２名ある場合，豪州，ニュー

ジーランド及び南アフリカよりの理事

が２名ある場合，又は本節に掲げてな

い地理的地域よりの理事が２名ある場

合等においては，イペ1==･・アメリカ地

域よりの先任理事を委員とし他の理事

を代理者とし，豪州，ニュージーラン

ド及び南アフリカよりの先任理事を委

員とし，他の理事を代理者とし;本節

に掲げてない他の地理的地域よりの先

任理事を委員とし，他の理事を，その

代理者とするものとする。イペ1==･・ア

メリカ地域より２人よりも多くの理

事，豪州，ニュージーランド及び南ア

フリカより２人よりも多くの理事，又

本節に掲げてない地理的地域より２人

よりも多くの理事がある場合には，イ

ベ1==･・アメリカ地域よりの委員及びそ

の代理者，豪州，ニュー９－ランド及

び南アフリカよりの委員及び代理者，

又はその他の地理的地域よりの委員及

びその代理者は，それらの地域よりの

理事の中から理事会の投票によって選

ぶものとする。最高得点の理事を以て

委員となすものとする。次点者を以て

代理者となすものとする。

　上記本節の規定の下で，アメリカ合

衆国の地帯よりの委員選挙規定を除

き，投票が同点となり３回投票した後

毛なお決しない場合には，その同点投

票は抽籤によって決するものとする。
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　委員会は毎年７月31日迄に成立し

任期を次回国際大会終了迄とする。代

理者が委員会委員と交替した場合には

その任期は委員会の残任期間とする。

　以上規定された委員会の委具有資格

者はその委員を承諾又は拒否する自由

を有するものとする。推薦に先立ち，

その推薦するクラブに対し喜んでその

任務に当る意志を表明したアメリカ合

衆国の地帯よりの委員を除いては，何

人といえど払喜んでその任務につき

且つその任務を遂行できることの意志

を事務総長に表示するまでは委員又は

代理の資格は発生しないものとする。

　委員及び代理者に関する前記規定中

に定められていない委員空席の生じた

場合には，理事会は，或るべく空席の

生じた地域と同一の地理的地域のクラ

ブよりそれを補充するための委員を任

命するものとする。

　（ﾛ）手続　事務総長は，委員会の委

員資格に関する前記規定に従い理事会

によって決定されていないそれらの委

員についてその承諾を求め，その委員

の氏名を理事会に通知しなければなら

ない。

　理事会は，委員会の委員資格に関す

る上記規定に従い委員会に就任する理

事及びその代理を決定するものとす

る。

　事務総長は委員会の人員をクラブに

通知すべきものとする。

　委員会はその会合の時に委員長を選

ぶものとする。

　事務総長は，委員会が会長指名にあ

たり考慮すべき提案をなさんとするク

ラブにこれを勧誘する通知書を委員会

の名において発行し，又は発行せしむ

るよう取計うべきものとする。

付議されるためには，その提案は毎年

12月31日又はそれ以前に中央事務局

指名委員会に到達しなければならな

い。提案は理事会の定むる様式により

指名委員会に提出されなければならな

い，様式は，各クラブに対し事務総長

により，各クラブがその行わんとする

指名に関する提案の審議決定に要する

30日の期間及び完備した提案書類が

12月31日迄に事務総長事務所の指名

委員会に到達する期間を保証するに十

分の時日をおいて郵送されなげればな

らない。

　㈲　委員会による指名　委員会は，

毎年１月31日迄に理事会の定むる時

日と場所において会合すべきものとす

る。此会合において委員会は，出来る

だけ最も有能な人を指名するというこ

とを心にとめて，会長職に対する技指

名者を選ぶべきものとする。

　委員会の委員９名を以て定足数とす

る。委員会の総ての議事は，少くとも

委員７人の賛成投票を要する会長技指

名者選挙の場合を除き，過半数による

ものとする。

　如何なる理由の下においても，委員

会で選んだ会長技指名者が就任するこ

とができない場合には，委員会は，郵

便又は電信により役員，又は緊急委員

会を開催して別の会長技指名者を選ぶ

ものとする。斯様な不慮の出来事に処

する完全な手続は，その１月会合の委

員会において決定しておかなければな

らない。委員会で規定されなかった不
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慮の出来事の場合には，理事会が，モ

の会長技指名者を選ぶのに委員会が従

わなければならない手続を決定するも

のとする。

　㈲　委員会の報告　クラブ宛の委員

会報告は，委員会終了後10日以内に

委員長によって事務総長に証明されな

ければならない。事務総長は，それを

受取ってから10日以内に報告の謄本

を洛クラブに郵送しなげればならな

いo

　雨　クラブによる指名　指名委員会

で指名した技指名者の他に，如何なる

クラブといえど払次回の国際大会に

おいて会長選挙のため提出せらるべき

技指名者を，例会において採択された

候補者指名の決議案を３月15日迄に

事務総長に提出することによって，選

ぶことができるものとする。その３月

15日に何れのクラブよりも斯様な指

名を事務総長が受取らなかった場合に

は，会長は委員会の技指名者を以て会

長技指名店と宣言するものとする。モ

の３月15日に指名が事務総長によっ

て受取られ且つその直後の３月25日

迄その指名が有効であれば，事務総長

は全クラブにその被指名者の氏名及び

資格を通知し，且つ会長の全技指名者

は次回の国際大会において投票に付さ

れることを通知しなければならない。

その３月25日犀，クラブからの指名

で効力を有するものがない場合には，

会長は委員会の技指名者を会長技指名

者であると宣言するものとする。

　㈲　被選会長の欠員　技が選ばれて

から次の国際大会の終る迄の間に技選

会長に欠員を生じた場合には，会長指

名委員会は，その他の任務の外に，斯

様な技選会長が就任すべき筈であった

1===･－タリー年度の会長技指名者を選ぶ

ものとする。斯様な選択は実行できる

範囲でなるべく達かに緊急委員会或は

その既定例会において行われなげれば

ならない。斯様な会合が実行できない

場合には，郵便又は電信投票によるこ

とができる。

　指名委員会が本節㈲項に従って既に

会長技指名者を選び且つ本節㈲項に従

い事務総長にその報告を証明してか

ら,斯様な欠員が生じたならば,委員会

は，その自由意志において且つその選

ばれた技指名者の承認を得て，前記技

指名者を次の７月１日に始まる年度の

会長技指名者として指名することがで

きる。斯様な場合には，指名委員会は

更に一名の，技指名者を技が選挙され

た後に来る暦年７月１日より会長とし

て就任するため次の国際大会で選挙さ

れるよう，選ばなくてはならない。

　抜道会長欠員補充の手続は会長によ

って決定されなければならない。そし

て委員会の報告をクラブに伝達すべき

こと及びクラブによる指名についての

規定を含まなければならない。斯様な

規定は時の許す限り本節戸)及び雨項に

合致していなければならない。欠員の

生じた日付が国際大会に近接していて

委員会の報告を全クラブに報告し且つ

国際大会前クラブよりの指名の時日に

適当な期間がない場合には，事務総長

は相応に可能であるような委員会の報

告の通知をなし，そして国際大会の議
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場においてクラブ代議員による指名を

許すべきである。

　会長として就任すべき７月１日直前

の国際大会の閉会とその７月１日との

間における抜道会長欠員の場合は，前

記７月１日に会長の職に欠員があるも

のと考えられ，そして斯様な欠員は此

の細則第５条第４節に従って補充すべ

きである。

　以上に規定されていない不慮の事件

の生じた場合には，会長はその取るべ

き手続を決定すべきものとする。

　（ﾄﾞ）被指名者を国際大会に提出　事

務総長は，次の暦年７月１日に始まる

年度の会長として会長指名委員会で正

規の指名を受げた抜指名者の氏名，及

びクラブにより正規に指名された抜指

名者の氏名を，選挙に付するため国際

大会に提出すべきものとする。

　抜道会長欠員に当り適用ができる場

合には，事務総長は更にその国際大会

に続く次の７月１日に始まる任期の会

長の職に，会長指名委員会により正規

に指名された会長技指名者の氏名及び

クラブにより正規に指名された如何な

る会長技指名店の氏名をも選挙に付す

ため提出すべきものとする。事情が前

記㈱狽の規定の適用を必要とする場合

には，指名は国際大会の議場において

クラブ代表により行われてもよい。

　　　　　　理事の指名

　*第３節　理事の指名（ｲ）理事の指

名は以下規定された地帯，地理的集団

又は地域により行わるべきものとす

　*1964年（トロント）国際大会に於て改正

る。理事披指名者の選択（グレート・

ブリテソ及びアイルランドよりの理事

披指名者を除く）は,国際大会において

それぞれの地帯，地理的集団又は地域

におけるクラブの選挙人による投票，

或はそれぞれの地帯，地理的集団又は

地域におけるクラブによる郵便投票，

或は指名委員会手続，或は理事による

指名の，何れか，その地帯，地理的集

団又は地域におけるクラブによって決

定せられた方法により行わるべきもの

とする。

　各地帯，地理的集団又は地域は，そ

の地帯，地理的集団又は地域よりの理

事披指名者選択の方法を続けて行うた

めその地帯，地理的集団又は地域より

の理事披指名者を選ぶ場合国際大会に

おける投票によるか，或は地帯，地理

的集団又は地域におけるクラブの郵便

投票によるか，或は指名委員会手続に

よるか，或は理事会による地帯，地理

的集団又は地域の理事披指名者選択の

方法の，何れかを理事会によって規定

された手続で，郵便投票を以て決定す

べきものとする。その郵便投票はま

た，地帯，地理的集団又は地域が次の

㈲項に定められた指名委員会手続を用

ゆる場合における指名委員会手続に関

連した理事候補者の投票方法を決定し

なければならない。

　その様にして決定された手続の変更

についての考慮は，地帯，地理的集団

又は地域における最少限３分１の地区

の申請によってのみ行われるものとす

る。地帯，地理的集団又は地域におけ
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る最少限３分１の地区の申請によっ

て，その地帯，地理的集団又は地域の

投票人は，理事会の定むる郵便投票に

よって再び，その地帯，地理的集団又

は地域よりの理事被指名者選択の方法

を続けて行うため，その地帯，地理的

集団又は地域よりの理事被指名者を選

ぶに，国際大会における投票による

か，或は地帯，地理的集団又は地域に

おげるクラブの郵便投票によるか，或

は指名委員会手続によるか，或は理事

会による地帯，地理的集団又は地域の

理事被指名者選択の方法の,何れかを，

郵便投票によって決定しなければなら

ない。

　申請せんとする如何なる地区仏地

区大会又は必要な場合は郵便投票によ

る地区内クラブの過半数によって採択

された決議を事務総長に提出すること

ができる。その申請は，関係ある地

帯，地理的集団又は地域よりの理事彼

指名者の選択方法の変更を考慮するこ

とが要求されている年の１月１日より

遅れないよう，その年間に事務総長の

手元に届くよう提出されていなければ

ならない。若し上記１月１日までにそ

のような申請が，地帯，地理的集団又

は地域における最少限３分１のクラブ

より事務総長によって受領されたなら

ば，事務総長は10日以内にその地帯，

地理的集団又は地域の全クラブにその

申請について通知し，且つ理事会の定

むる方法により郵便投票を開始しなけ

ればならない。申請が上記１月１日ま

でに地帯，地理的集団又は地域におけ

る地区の３分１以下から事務総長によ

って受取られた場合には，その提出さ

れた決議は最早効力なきものと認めら

れ，且つ地区ガバナーに，そのように

通知しなければならない。

　地帯，地理的集団又は地域における

クラブが，その地帯，地理的集団又は

地域よりの理事被指名者の選択を国際

大会における投票によって行うべきこ

とを決定した場合には，その投票は後

に示す㈲項の規定に従い行うべきもの

とする。

　地帯，地理的集団又は地域における

クラブが，その地帯，地理的集団又は

地域よりの理事被指名者の選択を郵便

投票によって行うべきことを決定した

場合には，その投票は後に示す㈲頂の

規定に従い行うべきものとする。

　地帯√地理的集団又は地域における

クラブが，その地帯，地理的集団又は

地域よりの理事披指名者の選択を指名

委員会の手続によって行うべきことを

決定した場合には，その選択は後に示

す㈲項の規定に従い行うべきものとす

る。

　理事被指名者の選択が理事会による

地帯，地理的集団又は地域におげるク

ラブが，その地帯，地理的集団又は地

域よりの理事被指名者の選択に関する

その方法を継続することを決定した場

合には，その選択手続は理事会によっ

て決定せられるものとする。

　（１）アメリカ合衆国及びバーミュ

ダ　アメリカ合衆国及びバーミュダよ

りの理事披指名者の選択は，地帯によ

って行わるべきものとする。アメリカ

合衆国及びバーミュダよりの理事の侯
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拙者推薦の目的及び細則に特に規定さ

れたその他の目的のために，１より５

を合む数字をつけた５地帯に分けなけ

ればならない。各地帯は国際ロータリ

ーの近接地区集団のアメリカ合衆国及

びバーミュダのクラブよりなるべきも

のとし，且つ各地帯は各地帯内クラブ

よりの投票人数において略ぼ同数であ

るように構成せらるべきものとする。

　理事会はアメリカ合衆国及びバーミ

ュダにおげる各地帯を構成する近接地

区の表を決定する。毎年５月又は６月

に理事会はアメリカ合衆国及びバーミ

ュダにおける全クラブに地区の表を発

表すべきものとする。理事会によって

そのように決定され且つ発表された地

帯は，次年度の国際大会において選挙

せられる国際l==･－タリー理事指名のた

めに有効であるものとする。各音数年

には，地帯１，地帯２及び地帯３が各

々１名の理事を指名し各個数年には，

地帯４及び地帯５が各々１名の理事を

指名するものとする。

　（２）カナダ　カナダよりの理事被

指名店の選択は集団によるものとす

る。理事候補者推薦の目的及びその目

的のためのみに，カナダのクラブは３

集団に分げらるべきである。

　理事会はカナダにおげる各集団を構

成するクラブの表を決定するものとす

る。唇音数年の５月又は６月に理事会

はカナダ内全クラブにそのクラブの表

を発表し，且つ何れの集団がカナダよ

りの理事への披指名者を推薦すべきか

の順位を指定すべきものとする。その

様に決定された集団は次の会計年度に

おける国際大会において選挙せらるべ

き国際ロータリー理事指名に有効であ

るものとする。各個数年に，カナダＯ

クラブは理事１名を指名するものとす

る。

　（３）グレート・プリテン及びアイ

ルランド　冬衛数年にグレート・ブリ

テン及びアイルランドにおける国際ロ

ータリー尽おいて，１名の理事がグレ

ート・ブリテソ及びアイルランドにお

けるクラブの会員より指名せらるべき

ものとする。その被指名者の氏名はグ

レート・ブリテソ及びアイルランドに

おける国際ロータリーの事務長によっ

て事務総長に証明されなげればならな

い。その被指名者の誰でも選挙に不適

格となった場合には，グレート・ブリ

テン及びアイルランドにおけるクラブ

よりの選挙人は，その目的のために国

際大会において聞かれた会合におい

て，過半数の投票を以てその地理的集

団よりの理事職のためめ披指名者を選

ぶべきものとする。

　（４）欧州大陸北アフリカ及び東地

中海地域　毎年１名の理事が欧州太陰

北アフリカ及び東地中海地域における

クラブの会員より指名せらるべきもＯ

とする。

　（５）アジア　冬衛数年に１名の理

事がアジアにおけるクラブの会員より

指名されなければならない。

　（６）イベロ・アメリカ　ポルトリ

コを除き南アメリカ，中央アメリカ，

メキシコ及び西印度諸島を含むイベロ

・アノリカよりの理事被指名者の選択

は地帯によって行わるべきものとす
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る。

　イペ1==･・アメリカにおけるクラブよ

り理事候補者を推薦する目的のため，

且つその目的のためにのみ，イペl==z・

アタリカは１より３を含む数字をつけ

た３地帯に分けなければならない。各

地帯は国際ロータリーの近接地区の集

団内のイペl==1・アメリカのクラブより

なるものとし，且つ各地帯内クラブよ

りの投票人数において略ぼ同数である

ように構成せらるべきものとする。

　理事会はイペ1==･・アメリカにおげる

各地帯を構成する近接地区の表を決定

する。各奇数年の５月又は６月に理事

会はイペ1==･・アメリカにおける全クラ

ブに地区の表を発表すべきものとす

る。理事会によってそのように決定さ

れ且つ発表された地帯は，次の偶数年

における国際大会において選挙せらる

べき国際ロータリー理事指名に有効で

あるものとする。

　各偶数年に:L名の理事が，イペl==･・

アメリカにおけるクラブの会員より，

数字の順序に従い順番に，地帯によっ

て指名せらるべきものとする。

　（７）その他　各偶数年に１名の理

事が，アメリカ合衆国，バーミュダ，

カナダ，グレート・ブリテソ及びアイ

ルランド，欧州大陸，北アフリカ及び

東地中海地域，アジア又はイベ1==･・ア

メリカに所在しないクラブの会員より

指名せらるべきものとする。

　㈲　国際大会における理事被指名者

の選択　本節の規定に従い，如何なる

地帯，地理的集団又は地域よりの理事

被指名者の選択が国際大会において投

票により行われる場合には,その地帯，

地理的集団又は地域におけるクラブを

代表する選挙人は，国際大会期間中に

理事候補者推薦の目的のため公式プ1==1

グラムに示された時と場所に集るもの

とする。

　それぞれの地帯，地理的集団又は地

域を代表する，如何なる選挙人伝定

款及び細則の定むる処に従い，理事款

の候補者としてその地帯，地理的集団

又は地域におけるクラブの正会員，シ

ニア・アクチブ会員又はバスト・サー

ビス会員の氏名を提出することができ

る。若し地帯，地理的集団又は地域の

一地方が理事会によって理事技指名者

の候補者推薦の目的に指定されたなら

ば，その地帯，地理的集団又は地域よ

りの候補者はその指定された地方にお

けるクラブの正会員，シニア・アクチ

ブ会員又はバスト・サービス会員でな

ければならない。

　次期国際大会において地帯，地理的

集団又は地域よりの理事候補者推薦を

意図するクラブは，４月の第１日又は

その以前に，但し会長指名委員が会長

技指名の発表をなす以前でなく，その

推薦せんとする候補者をたてる例会に

おいて採択したクラブの決議を事務総

長に提出することにより，そのなさん

とする意志を表示しなければならな

い。若し上記４月１日に事務総長が何

れかの一地帯，地理的集団又は地域よ

り単に１名の候補者の氏名を受取った

ならば，その後10目以内に，会長はそ

の候補者がその地帯，地理的集団又は

地域よりの理事技指名者たるべきこと

を宣言するものとする。
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　若し前記４月第１日に事務総長が，

何れの地帯，地理的集団又は地域から

でも１名以上の候補者の氏名を受取っ

たならば,その地帯,地理的集団又は地

域におけるクラブよりの選挙人は国際

大会において集り，そしてその候補者

を推薦する彼等の意志を事務総長宛正

しく提出したクラブによって差出され

ているそれらの候補者の中から，その

地帯，地理的集団又は地域よりの候補

者を理事職に推薦すべきものとする。

　若し１人も候補者が，何れの地帯，

地理的集団又は地域よりクラブの意志

を以て推薦されなかったならば，その

地帯，地理的集団又は地域におげるク

ラブの選挙人は，国際大会期間中にそ

の選挙人の会合において候補者を推薦

すべきものとする。

　此の様式のみが理本職の候補者を推

薦するに用いられるものとする。
　　ａ

は

　ａ

は

ロータリー・クラブの

のロータリアソ

ロータリー・クラブの

のl=2－タリアソ

理的集団又は地域の披指名者となるも

のとし，且つその地帯，地理的集団又

は地域よりの選挙入会の議長により事

務総長に証明されるべきものとする。

　何れの地帯，地理的集団又は地域に

おけるクラブよりの選挙人が１名より

も多い理事候補者を推薦した場合に

は，その如何なる地帯，地理的集団又

は地域におけるクラブよりの選挙人

払その候補者について投票を行うも

のとし，且つ候補者が２人よりも多い

場合にはその投票は，単一移譲式投票

の方法によって行わるべきものとす

る。それぞれその地帯，地理的集団又

は地域において投票された，必要に応

じて次点者を考慮の上，投票の過半数

をえた如何なる地帯，地理的集団又は

地帯における理事候補者払指名され

たと宣言されるべきものとする。

　㈲　郵便投票による理事被指名者の

選択　本節の規定に従い，何れの地

帯，地理的集団又は地域よりの理事候

補者選択が郵便投票により行われる場

合の手続は次の通りである。

　会長は，投票用紙の準備を監督しク

ラブが投票を行使した時に投票用紙を

受取り且つ数えるため投票準備委員会

を任命する。その委員会は郵便投票に

よる理事候補者選択の有効な如何なる

地帯，地理的集団又は地域の投票に関

する機能を働かすものとする。

　地帯，地理的集団又は地域におげる

如何なるクラブ払　定款及細則に従

い，理事候補者として，その地帯，地

理的集団又は地域におけるクラブの正

会員，シニア・アクチブ会員又はパス

を理

事職の候補者として推薦する｡”

　各推薦者に対しては２名よりも参い

動議賛成者は認められず，且つ此の様

式のみが用いられるものとする。

を理

事職候補者としての推薦に賛成する｡”

　地帯，地理的集団又は地域よりの選

挙人によって推薦された候補者の氏名

は，その選挙入会の議長により事務総

長に証明されるべきものとする。何れ

の地帯，地理的集団又は地域における

クラブより選挙によって推薦せられた

候補者が只１人である場合には，その

候補者は自動的にそれぞれの地帯，地
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ト・サービス会員の氏名を推薦するこ

とができる。若し地帯，地理的集団及

び地域の地方が理事会によって理事被

指名者の候補者推薦の目的のために指

定されたならば，地帯，地理的集団又

は地域よりの候補者は，その指定され

た地方におけるクラブの正会員，シニ

ア・アクチブ会員又はバスト・サービ

ス会員でなければならない。

　その地帯，地理的集団交は地域より

理事指名の候補者を推薦せんとするク

ラブは，理事が地帯，地理的集団又は

地域より選挙せらるべき国際大会の前

年の12月15日までに候補者を立てる

例会において採択された決議を事務総

長に提出すべきものとする。モの決議

は，推薦されたロータリアソから彼が

心良く引受け且つ奉仕しうるという意

志表示の書類，理事会で提供する様式

に書き込んだ特別な履歴，及び最近の

写真を伴わなければならない。

　若し上記12月15日に事務総長が，

地帯，地理的集団又は地域から単に１

名の候補者の氏名を受取ったならば，

その後10日以内に会長はその候補者

はその地帯，地理的集団又は地域より

の理事被指名者たるべきことを宣言す

る。地帯，地理的集団又は地域より１

人の候補者も推薦されなかった場合に

は，理事会はその地帯,ﾆ地理的集団又

は地域より理事被指名者を指名する。

　若し前記12月15日に事務総長が，

地帯，地理的集団又は地域より２名又

はそれ以上の候補者の氏名を受取った

な･らば，投票準備委員会は投票用紙，

必要に応じ単一移譲式投票用紙及び理

事会によって規定した様式に各候補者

の履歴を同一程度の記事範囲で書いた

記述書を作製する。その記述書は個人

的パンフレットの代りに印刷さるべき

ものとす。

　投票準備委員会は，写真と履歴書を

伴う投票用紙を次の12月31日以前の

時期において地帯，地理的集団又は地

域における各クラブに郵送するよう手

配する。その投票用紙は，投票の上２

月の15日より逼からざる時期におい

てその投票用紙が中央事務局の投票準

備委員会に返送されなければならない

という指示と共に，郵送されるべきも

のとする。

各クラブは最少限一票の投票権を有

する。直前の７月１日のクラブにおけ

る会員数を基準に，名誉会員を除き会

員数50名以上を有する何れのクラブ

もその追加50名又はそめ過半数毎に

一票の追加投票権を有するものとす

る。　　　　　　　■■■

　２月20日より逼からざる時期にお

いて，投票準備委員会は会長の招集に

より会長によって定められた時と場所

に会合し，投票用紙を検査し且つ数を

数え，そしてその投票結果の報告をそ

の後５日以内に事務総長に証明すべき

ものとする。　　　　　　　･。

彼の所属する地帯，地理的集団又は

地域に於て過半数の投票を獲得する理

事候補者は，必要とする場合は，第２

及びそれに次ぐ候補者を考慮の上指名

されたものと宣言しなければならな

いo

会長は３月１日より遥からざる時期

に郵便投票によって選ばれた理事被指

名者の氏名を発表するものとする。
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　第２圓郵便投票を要する同点投票の

場合には，投票準備委員会は投票用紙

の準備を監督し，且つ理事被指名者選

択の第一回郵便投票にて同点数を獲得

した候補者の写真及び履歴と共に投票

用紙を，３月１日より逼からざる時期

において,地帯,地理的集団又は地域に

おける各クラブに郵送する手配をなす

ものとする。その投票用紙は，投票の

上次の４月15日より逼からざる時期

においてその投票用紙が中央事務局の

投票準備委員会に近着されていなげれ

ばならないという指示と共に郵送さる

べきものとする。４月20日より逼か

らざる時期において，投票準備委員会

は会長の招集により会長によって定め

られた時と場所に会合し投票用紙を検

査し且つ数を数え，そしてその投票結

果の報告をその後５日以内に事務総長

に報告すべきものとする。４月30日

より逼からざる時期において，会長は

地帯，地理的集団又は地域における全

クラブにその地帯，地理的集団又は地

域よりの次期国際大会において選挙の

ための理事被指名者を通知すべきもの

とする。

　㈲　指名委員会手続による理事被指

名者の選択　本節の規定に従い，地

帯，地理的集団又は地域よりの理事披

指名者の選択が指名委員会手続によっ

て行わるべき場合には，指名委員会は

次の如く構成され且つ行動するものと

する。

　理事被指名者の指名委員会は５名の

委員を以て構成する。各委員はその関

係地帯，地理的集団又は地域における

クラブの正会員，シニア・アクチブ会

員又はバスト・サービス会員である元

地区ガバナーとする。委員は一年の任

期を以て選挙されるものとする。その

委員会の委員として二度就任した如何

なるロータリアソもその後は,如何なる

年においても就任する権利を有しない

ものとする。各委員は一票の投票権を

有するものとする。

　モの指名委員会の委員候補者推薦の

目的のために，理事会は，地帯，地理

的集団又は地域で理事被指名者を選ぶ

ことになっている年の直前の会計年度

における第１回理事会において，その

地帯，地理的集団又は地域内に５地方

を決定し且つ指定すべきものとする。

理事会によっ七決定せられた地方は，

地帯，地理的集団又は地域の全部から

の委員に，数年にわたり均衡のとれた

代表者で良く折合うように，地帯，地

理的集団又は地域におけるクラブの数

的分布に大体同数を用意するため√毎

年変更されることがある。そのように

指定された各地におけるクラブは委員

会の委員１名を選ぶものとする。

　その年の９月15日より逼からざる時

期において事務総長は，理事会によっ

て決定せられた指名委員会の委員の分

布を，地帯，地理的集団又は地域にお

けるクラブに通知し，且つ以下定むる

委員会の委員候補者推薦の方法をクラ

ブに通知する屯のとする。

　指名委員会の委員は地帯，地理的集

団又は地域におけるクラブによって郵

便投票を以って選挙せられるものとす

る。その地帯，地理的集団又は地域よ

りの理事指名委員会の委員候補者を推
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薦せんとするクラブは，理事が国際大

会において選挙せらるべき年の前会計

年度の12月31日又はその以前に，そ

の候補者を立てる例会において採択さ

れた（クラブ幹事により正しく証明さ

れた）クラブの決議を事務総長に提出

することによって候補者を推薦するこ

とができる。その決議は，推薦された

1==･－タリアソが心良く引受け且つ奉仕

しうることを書面を以てクラブが確め

るまでは事務総長に送ってはならな

いo

　3月１日より遥からざる時期におい

て，事務総長は，理事会が決定した指

名委員会の分布を実施するため且つそ

の投票用紙の各々に12月31日に関係

クラブより彼が受取った全候補者の氏

名を記載した５種の投票用紙を準備

し，且つ各その投票用紙を関係クラブ

に郵送する手配をなすものとする。２

人よりも多い候補者のある処には，単

一移譲式投票用紙を準備するものとす

る。

　投票するに当っては，各クラブは１

月最終日のクラブ会員数に基づきその

会員（名誉会員を除く）の50人又はそ

の過半数毎に１票の投票権を有し，各

クラブは最少限１票の投票権を有する

ものとする。会長は３名より少からざ

る理事会員よりなる投票委員会を任命

するものとし，その内１名又は以上

は，その理事が無能力化し又は無資格

とならない限り，その地帯，地理的集

団又は地域よりの理事たるべきものと

する。

　そこに指示されたクラブで投票され

た投票用紙は次の４月15日より遥か

らざる時期において，中央事務局にお

ける投票委員会宛発送され且つ到着し

なければならない。６月１日より逼か

らざる時期において，投票委員会は投

票用紙を検査し且つ投粟散を数え，且

つ投票結果を事務総長に通知するもの

とする。

　投票の結果を決定するには，投票委

員会は，理事会が決定したように指名

委員会の委員の分布を実施するに用い

られた５種の投票用紙を，別々に数え

るものとする。そのようにして，最高

点を獲得した各投票における候補者が

委員会の委員であると宣言せられるべ

きものとする。次点候補者は同一投票

で選ばれた委員の代理人と宣言せらる

べきものとする。代理委員は同一選挙

で選ばれた本委員がその職務を履行で

きない場合に限り，その職につくもの

とする。

　地帯，地理的集団又は地域より理事

が指名されるべき年の前会計年度の６

月１日よりも逼からざる時期におい

て，理事会は，その委員会の委員中よ

り指名委員会の招集者を指定し，且つ

次の10月１日より15日の聞にその会

合を開くべき場所を指定すべきものと

する。委員会はその会合の時に，委員

会の委員中より議長を選挙すべきもの

とする。

　７月15日より逼からざる時期に,事

務総長は，地帯，地理的集団又は地域

のクラブに指名委員会の構成を通知

し，且つ委員会の名において，地帯，

地理的集団又は地域よりの理事指名に

委員会の考慮すべき事柄としてのクラ

ブの提案をなさんとする，地帯，地理
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的集団又は地域における如何なるクラ

ブをも歓迎するという発表を，公布す

るか公布する手配をなすべきである。

その示唆は，理事が定めた様式に書い

て指名委員会に提出するものとし，且

つ提案するクラブが適切と看倣す候補

者のロータリーにおける他の活動に関

するすべての参考資料及び提出された

候補者の最近の写真を添えるものとす

る。理事会の定むる様式にはその提案

を送るべき会議招集者の住所を含むべ

きものとする。付議されるためには，

その提案は９月15日より選からざる

時期において，委員会招集者の住所宛

指名委員会に到着しなければならな

いo
　委員会は，次の10月中に理事会の

決定する時と場所において会合するも

のとする。委員会の委員４名が定足数

を構成するものとする。理事被指名者

の選択を除き，すべての議事は過半数

の投票によるものとする。理事彼指名

者の選択に当りては，委員会の委員最

少限４名の投票がその被指名者に有利

に投ぜられていなければならないもの

とする。

　委員会に劃る理事彼指名者の選択

は，地帯，地理的集団又は地域におけ

るクラブによってなされた提案から又

は他の方法で地帯，地理的集団又は地

域におけるクラブの会員中より，行わ

るべきものとする。地帯，地理的集団

又は地域の地方が理事会によって，理

事指名の候補者推薦の目的に指定せら

れた場合には，その選ばれた理事彼指

名者は，その地方におけるクラブの正

会員，シニア・アクチブ会員又はパス

ト・サービス会員でなければならな

い。委員会の委員は，委員会によって

理事に指名せられる資格を有しないも

のとする。委員会は，得ることのでき

る最も有能な人の指名ということの責

任を心にとめておくべきものとする。

　地帯，地理的集団又は地域より理事

職へのその選択に関する委員会の報告

は，その会合の後10日以内に事務総

長に提出すべきものとする。ｎ月１

日より逼からざる時期において事務総

長は，指名委員会の選択について地

帯，地理的集団又は地域における全ク

ラブに通知すべきものとする。

　若し如何なる理由のためにも委員会

がその会合で選んだ理事彼指名者が就

任できない場合には，委員会は別な理

事被指名者１人を，郵便又は電報投票

にするか或は緊急委員会において選ぶ

ものとする。そのような不慮の事件に

処する正確なる手続はその10月の委

員会によって決定すべきものとする。

委員会によって規定しなかった何か不

慮の事情が発生した場合には，理事会

は，その理事披指名者選択に委員会が

取るべき手続を決定すべきものとす

る。

　指名委員会によって行われた選択に

加うるに，地帯，地理的集団又は地域

における如何なるクラブ払その地

帯，地理的集団又は地域より理事候補

者を，12月15日又はその以前に，候

補者を立てる例会において採択された

決議を事務総長に提出することによっ

て推薦することができる。その決議は

推薦されたロータリアソが心良く引受

け且つ奉仕しうるという意志表示の書
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類，特別な履歴の資料（理事会で定め

た様式に書入れた）及び最近の写真を

伴なわなげればならない。地帯，地理

的集団又は地域の地方が理事被指名の

候補者推薦の目的のため理事会によっ

て指定されている場合には，各候補者

はその地方における正会員，シニア・

アクチブ会員又はバスト・サービス会

員でなければならない。

　上記の12月15日に何等の推薦が，

その地帯，地理的集団又は地域におけ

る如何なるクラブからも事務総長によ

って受取られていない場合には，会長

は12月31日より逼からざる時期にお

いて，指名委員会の被指名者をその地

帯，地理的集団又は地域よりの理事披

指名者として宣言するものとする。上

記12月15日にそのような推薦が，地

帯，地理的集団又は地域における何れ

かのクラブより事務総長によって受取

られた場合には，理事被指名者の選択

は，クラブによる推薦候補者及び推薦

委員会の選択の中から，郵便投票又は

国際大会においての投票の何れか，本

節（イ）項に従い，地帯，地理的集団又

は地域によって前以って決定せられた

方法によって行わるべきものとする。

　若し地帯，地理的集団又は地域が，

クラブの推薦候補者及び指名委員会選

択者中からの理事被指名者選択は郵便

投票によるべきことを決定したなら

ば，その投票は本節㈲項に従い行わる

べきものとする。

　若し地帯，地理的集団又は地域が，

クラブの推薦候補者及び指名委員会選

択者中からの理事被指名者の選択は国

際大会における投票によるべきことを

決定したならば,事務総長は，12月31

日より逼からざる時期において，その

地帯，地理的集団又は地域におげるク

ラブに，そのような候補者のすべての

氏名を通知し，そしてその地帯，地理

的集団又は地域におけるクラブの選挙

人はその候補に投票すべきものとし，

そして候補者が２名よりも多い場合に

は，その投票は単一移譲式投票による

べきものとする。それぞれの地帯，地

理的集団又は地域において投ぜられた

粟散の過半数を獲得したその地帯，地

理的集団又は地域における理事候補者

は，必要に応じ次点者を考慮した後

に，指名されたと宣言さるべきものと

する。

　師)国際大会に被指名者の提出　事

務総長は，地区，地理的集団又は地域

によって，それぞれ理事職に適正に指

名せられた被指名者及び,若しあれば，

前期の理事会によって理事職に適正に

指名せられた披指名者の氏名を，選挙

のため大会に提出すべきものとする。

＊第４節　その他の職に対する,指名

事務総長は，それぞれの地区によって

地区ガバナーの職に正規に指名された

被指名者の氏名及びグレート・ブリテ

ソ及びアイルランドにおける審議会員

並びに国際1===･－タリー代表の選挙によ

る職員としてその地域大会で正規に指

名せられたことを事務総長に証明され

た被指名者の氏名を，選挙に付するた

め国際大会に提出すべきものとする。

　　　　　選挙人及び準備

　*第５節　選挙人　正規に信任された

　*1964年(トロント)国際大会に於て改正
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代議員，委任状による代理者及び自由

代議員が国際大会の投票団を構成し，

これを選挙人と称す。

　*第６節　投票準備委員会（ｲ）毎国

際大会において会長は，選挙人の中か

ら，国際大会におけるすべての投票準

備の任に当るべき，投票準備委員会を

任命すべきものとする。本委員会は会

長の決める５人より少からざる選挙人

を以て構成するものとする。

　（ﾛ）本細則の定むる処により定足数

を要する国際大会の第１集会におい

て，会長は役員に対する指名を行い且

つ選挙を行う場所，日及び時間につい

て選挙人に注意を与えなければならな

いo

　㈲　投票準備委員会は，投票の準

備，投票用紙の印刷及び配布，並びに

その計算の任務に当るものとする。投

票開始前に，事務総長はその委員会

に，信任状委員会の報告による選挙人

名簿を提出しなければならない。

　㈲　投票準備委員会は，速かに投票

の結果を国際大会に報告しなければな

らない。報告書は委員会の過半数によ

り署名すべきものである。その委員長

は総ての投票用紙をその保管の下にお

かなければならない。委員会の報告が

採択された後に，委員長は国際大会に

よって別な指令が与えられない限り，

総ての投票用紙を破棄するものとす

る。

　　　　　　選　　　挙

　*第７節　役員の選挙（ｲ）各選挙人

は，会長，財務長，毎年選挙せられる

　*1964年（トロント）国際大会に於て改正

べき各理事,グレート・ブリテソ及びア

イルランドを除く各地区のガバナー，

及び選挙による役員であるグレート・

ブリテソ及びアイルラソドにおげる審

議会員及び国際ロータリー代表に各１

票を投ずる権利を有するものとする。

　（ﾛ）之等役員のすべての選挙は無記

名投票によるものとする。斯様な投票

に候補者が２名よりも多い場合には，

単一移譲式投票の方法によるものとす

る。但し何れの役職に対しても披指名

者単に１名の場合には，選挙人はロ頭

投票の方法によってその披指名者に対

して一括投票をなすよう国際大会事務

総長に命令することができる。

　㈲　上記各役職に対する投票の結

果，必要に応じて第２及びその後の選

択を考慮に入れて，過半数を得票した

被指名者を，選挙されたものと宣言し

なければならない。

　*第８節　本節に掲げたそれぞれの役

職に対する候補者又は被指名者の総て

は，クラブの立派な資格保有の正会

員，シニア・アクチブ会員又はバスト

・サービス会員でなければならない。

*第９節　本条の総ての目的のため，

用語アメリカ合衆国は，ポルトリコを

含み又用語アソティリスは，ポルトリ

コを除外するものと解すべきである。

　　　　　　第11条

　　　　運　営　機　関

　第１節　構成せられた地区において

地区ガバナーの直接管理によって運営
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されているクラブの場合，理事会は，

その必要且つ適当と認める委員会，顧

問又は他の補助者をおく権限をガバナ

ーに与えることができる。

　第２節　理事会が，２又はそれ以上

の地理的に近接した地区よりなる地方

の中にあるクラブを，地区ガバナーの

監督以外に更に監督の方法を設定せん

とする場合には，理事会は斯様な監督

をするに当り先ず関禄地区内にあるク

ラブの同意をえて，理事会が適当と認

め且つ国際大会によって承認された手

続規則を規定しなければならない。

　　　　　　　第12条

　　　　　地　　　　　　区

　第１節　構成　運営を一層能率的な

らしめる目的のため，理事会には多数

のクラブによって占められている地域

を地区に分割する権限が与えられてい

る。会長は随時，理事会の指令する処

によりその境界と共に地区の一覧表を

公表するものとする。但し関係地区に

おける金クラブの過半数の反対を押し

て変更又は追加してはならない。

　第２節　地区協議会　ロータリー教

育及び情報提供の目的のために，地区

内金クラブの次年度会長及び幹事の協

議会が毎年４月又は５月中に各地区ガ

バナーの決する時日と場所において行

われるものとする。特別の事情の下に

おいて理事会は，（ｲ）拡に定められた以

外の時日に地区協議会を開催する権限

を与え，（ﾛ）或はその協議会の開催を放

棄せしめることが出来る。

　第３節　地区大会　印　時日と場所

　各地区のロータリアソの大会は，毎年

　地区ガバナー及び地区内過半数クラブ

　の会長の一致した時日と場所で関催す

　べきものとする。但しその選ばれた時

　日が地区協議会，国際協議会，或は国

　際大会に選ばれた時日と同一であって

　はならない。理事会は，（１）２或はそ

　れよりも多くの地区が連合して関係地

　区の境界内において大会を開催する権

　限を与えることが出来，（２）特別な事

　情の下においては，その地区境界外に

おいてその大会を開催する権限を与え

　ることが出来る。

　㈲　地区大会の機能　地区大会は，

その地区内の重要問題について，勧告

案を採択することができる。但しその

処置は定款及び細則と一致し，且つロ

ータリーの精神と原則を保つものであ

ることを条件としなければならない。

各地区大会は，理事会によって審議す

るよう提出された総ての事項を審議且

つ処理し，且つそれに対して決議する

ことができる。

　㈲　地区大会幹事　ホスト・クラブ

　の会長と協議の後，地区ガバナーは大

　会幹事を任命しなげればならない。幹

　事の任務は地区大会の計画とその会議

　の記録を作る上に地区ガバナーと協力

　すべきものである。

　㈲　地区大会報告　地区大会終了後

30日以内に地区ガバナー又は大会司

会代理者，及び大会幹事は大会議事の

報告書を作成し,これに各々が署名し，

且つその騰本３通を事務総長に，１通

宛を地区内含クラブ幹事に送連しなげ

ればならない。
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　*第４節（ｲ）地区大会投票　地区ガ

バナー被指名者の選挙，地区ガバナー

指名委員会の構成及び任務，及び規定

審議会の地区代表選挙を除き，その地

区の年次大会に出席した，その地区内

クラブの各正会員，シモア・アクチブ

会員，又はバスト・サービス会員は，

その地区大会に提出された総ての問題

に投票権を持つものとする。如何なる

選挙人伝地区大会に提出された如何

なる事項についても投票を要求する権

利を有するものとし，如斯場合の投票

は選挙人に限るものとする。

　㈲　選挙人　地区における各クラブ

は，その地区の年次大会に,,地区大会

の開催される１ヵ月前の月の最後の日

現在の名誉会員を除く会員数に基づ

き，会員数各25名又はその過半数毎

に１名の選挙人を選び，証明し且つ逆

らなければならない。但し地区内の各

クラブは少くとも１名の選挙人を逆る

権利を有するものとする。各選挙人は

そのクラブの正会員，シニア・アクチ

ブ会員又はバスト・サービス会員たる

べく，百してその地区大会に出席すれ

ば地区ガバナー指名委員会の権限が適

用される場合に地区ガバナーノミニー

の選挙に一票を投ずる権利を有するも

のであり且つ又規定審議会の地区代表

を選出する権利をも有するものとす

る。

　㈲　委任状　必要な場合には，その

地区大会の開催される場所以外の国に

所在するクラブは，国際1==1－タリー会

長の許可をえて，そのクラブよりの欠

　*1964年（トロント）国際大会に於て改正

席選挙人の委任状による投票人とし

て，自己のクラブの正会員，シニア・

アクチブ会員，又はバスト・サービス

会員，或はそのクラブの所在している

地区におけるクラブの正会員，シニア

・アクチブ会員，又はバスト・サービ

ス会員を指定することができる。その

クラブ会長及び幹事によって証明せら

れたならば，彼は，彼の所有する投票

権以外に，彼の代表する欠席選挙人の

委任選挙権をも有するものとする。

　*第５節　地区ガバナー（ｲ）ノミニ

ーの選挙，本節中の別項規定を除き，

地区ガバナーノミニーの選択は，その

ノミニーが地区ガバナーの職務に選挙

される国際大会直前２年間の内に開催

された地区大会に於て地区により行わ

れるべきものである｡可能な場合は,そ

の翌年度及びその後続年度に就任する

地区ガバナーノミニーもその地区大会

に於て同時に選択することができる。

　㈲　資格　各地区ガバナーは。

　（１）その指名された地区における

クラブの立派な資格保有の正会員，シ

ニア・アクチブ会員又はバスト・サー

ビス会員であらねばならぬものとし;

　（２）そのための規定の厳格な適用

に於てその資格を充分に持たねばなら

ぬ，そして彼の職業分類の完全な点に

間しては疑問の余地なきものとし;

　（３）活勤している良いクラブむ資

格付けられた会員であらねばならぬ且

つ地区ガバナーノミニー候補者として

推薦された年の前の会計年度の終り現

在に国際ロータリーに負債のないもの

とし;
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　（４）指名の時に通算５年以上一つ

又はそれ以上のロータリー・クラブの

会員であったものとし;

　（５）クラブの会長又は幹事として

任務を果したものとし;

　（６）絃に規定された如き地区ガバ

ナーの職務上の義務と責任を果たすの

に自発的に，身心的に有能であらねば

ならぬものとし;

　（７）選挙の直前に開催される国際

協議会に全開期中出席し，その国際協

議会閉会後７月１日迄に自己の地区に

帰らなければならない。

地区ガバナーノミニーとして資格を取

得するために，これらの細則規定の如

く地区ガバナーの資格，義務及責任に

開し知らされている職務に対し指名さ

れた候補者は，表記の如く地区ガバナ

ー職務上の資格，及び責任を明確に理

解し又地区ガバナーの任務を果す資格

を有し且つ義務と責任を自発的に又

有能，忠実に果たし得るものであると

の署名した文書を事務総長を通じ国際

ロータリーに提出すべきものとす。

　茲に規定された資格及条件を欠く地

区ガバナーノミニーの指名は拒否され

るものとする。従って選挙のため国際

大会に事務総長により提出されないも

のとする。斯る場合には，事務総長は

その拒否と理由を関係地区ガバナーに

通知し，そして地区ガバナーがそれを

ノミニーに通知する。時がある場合に

は，その地区は他の地区ガバナーノミ

ニーを選択するために，この細則規定

に従って地区大会に於てか，或は地区

ガバナーにより郵便投票を以て行うも

のとする。地区ガバナーとして受理で

きる資格あるノミニーを選択すること

が出来なかった場合には，斯るノミニ

ーは，本節㈲項の規定に従って選択さ

れねばならぬ。

　㈲　任務　地区ガバナーはその地区

に於ける国際ロータリーの役員であ

り，理事会の一般管理，監督の下に職

務を果すものである。その地区内クラ

ブの直接監督の責任に当り地区ガバナ

ーは，国際ロータリーの綱領を推進す

る特別の任務が課せられており且つ，

個人的に:

　（1）自己の地区内に於ける新クラ

ブの結成を監督すること；

　（２）自己の地区内にあるクラブの

強化に努めること；

　（３）自己の地区内のクラブ間，並

びにクラブと国際l===･－タリー間の親善

関係を増進すること。

　（４）地区大会及地区協議会に於

て，立案し，推進し又司会せねばなら

ぬ。

　（５）出来る限り早く彼の地区内の

総てのクラブヘ公式訪問をすること；

　（６）地区の各クラブ会長及び幹事

に月信を送ること；

　（７）会長又は理事会が必要とする

時は，国際ロータリーに迅速に報告す

ること；

　（８）後継者にクラブ強化のため推

薦し得る活動と共に地区内クラブの状

況に関する充分な情報を提供するこ
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と；

　（９）後継者に継続される記録を引

渡すこと；

　（10）地区における国際ロータリー

の役員として其の責任上固有なものと

しての他の任務を果たすこと。

　㈲　委員会　地区大会の第１回全休

会議において，地区ガバナー又は大会

司会代理者は地区ガバナー指名のため

の選挙を行うべき場所，日及び時間を

指定し，又投票用紙を用意し,提供し，

投祭場の準備をなし，且つ投票の事務

を処理するために３人よりなる委員会

を任命すべきものとする。候補者が単

に１人の場合には，指名は拍手によっ

て決することができる。

　雨　指名投票　地区ガバナーの職に

指名するための提議は，地区におげる

クラブよりの選挙人によって地区大会

の議場において行わるべきものとす

る。投票場は，地区大会が決定する期

間開放しておくべきもめとする。候補

者２名以上の場合には，その投票は地

区ガバナーの決する処により巡銃火投

票又は単一移譲火投票の何れかにより

行うことができる。

　過半数の投票を獲得した候補者がそ

の地区のガバナーの職に指名せられた

ものと宣言せられるべきものとし且つ

その指名は，地区ガバナー又は大会司

会代理者及び大会幹事によって国際ロ

ータリー事務総長に証明されなければ

ならない。

　巡銃火投票の場合何れの候補者も過

半数の投票を獲得しえなかったなら

ば，最低得票者を除き，地区大会の決

定する時に何れかが過半数を獲得する

まで投票を行なうものとする。

　単一移譲式投票の場合，過半数の投

票獲得者を決定するに当りては，必要

に応じて第２及びその後の選択を考慮

に入れるものとする。

　㈲　地区ガバナー指名委員会　如何

なる地区も，その地区大会に出席し且

つ投票するクラブ選挙人過半数の投票

を以て，地区ガバナー指名委員会によ

りレモの地区のガバナー被指名者を選

ぶ規定を設げることができる。地区ガ

バナー指名委員会は，地区ガバナーノ

ミニーとして最適格の候補者を物色

し，推薦する任務を果すべきである。

地区指名委員会の構成とその任務は，

地区大会に出席し投票するクラブの投

票人の過半数投票によって採択された

決議規定によるものとする。但し斯る

任務は，これに関する規定に一致する

ものとする。

　指名委員会により考慮される地区ガ

バナーの指名を提案しようとする如何

なるクラブをも勧誘する通知をガバナ

ーは指名委員会の名の下に発表するも

のとす。斯る提案が考慮されるために

は，地区ガバナーによって決定された

期日か又はそれ以前に指名委員会に到

達しなければならない。地区ガバナー

の斯かる通知書はその提案の宛先を付

記せねばならぬ。その提案は，クラブ

の例会に於て提案された候補者を指名

し且つクラブ幹事により正当に証明さ

れて採択された決議案の形式を以って

提出されるべきものとする。

　その選択をなすに当り地区ガバナー
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指名委員会は，地区内のクラブに依っ

て提出された候補者だげに選択を限定

すべきではない。

　地区指名委員会による如何なる指名

が行われたとして拓地区内の何れの

クラブと雖も地区ガバナー指名委員会

が地区ガバナーノミニー選択の通知発

表後に，ガバナー指定の期日又はそれ

以前に候補者指名に関するクラブ例会

に於て採択された決議案を地区ガバナ

ーに提出することにより，地区ガバナ

ーノミニー候補者を推薦することが出

来る。

　指定の期日迄に何れめクラブよりも

斯様な指名をガバナーが受取らなかっ

た場合には，地区ガバナーは，地区ガ

バナー指名委員会の候補者を以て地区

ガバナー彼指名者たるべきことを宣言

し，その後15日以内にそのことを地

区内の金クラブに通知しなければなら

ない。

　指定期日に，地区ガバナーが，地区

クラブの何れからでも指名を受取り，

その指定期日より数えて15日の期限

が切れるまでその効力が継続している

場合には，地区ガバナーは，地区内金

クラブに対して各候補者の氏名及び資

格を通知し，且つ金地区ガバナー被指

名候補者を次の地区大会において投票

に付すべきものとする。

　前述の15日の期間を経過した時に，

地区内クラブよりの如何なる指名もそ

の効力が継続していない場合には，地

区ガバナーは，地区指名委員会の候補

者を以て地区ガバナー被指名者である

ことを宣言し，その後15日以内に地

区内金クラブにその旨通知するものと

する。

　理由の如何にかかわらず，地区大会

の時に，如何なる指名もその効力を継

続していない場合には，地区ガバナー

職に対する指名添地区内クラブの選

挙人により地区大会の議場において行

うものとする。

　地区ガバナーは，その地区の被指名

者を宣言してから10日以内に，その

氏名を事務総長に証明しなければなら

ない。

　（ﾄﾞ）郵便投票による指名　必要な場

合には，理事会は，次の方法によって

行わるべき郵便投票にてその地区ガバ

ナー被指名店を選ぶ権限を地区に与え

ることができる。

　地区ガバナーぱ，地区指名委員会が

ある場合には，その委員と地区内含ク

ラブの幹事に地区ガバナー指名に関す

る公式発表をなし，之を郵送する手配

をしなければならない。総ての指名は

文書を以てし，クラブの会長及び幹事

によって署名されるか,或は,地区指名

委員会の場合には，その委員長によっ

て署名されなければならない。その指

名文書は，地区ガバナーによって定め

られた日又はその前に地区ガバナーの

手元に到達しなければならない。但し

地区ガバナーの決定する期日はその発

表の日より20日以内であってはなら

ない。単に１名の候補者の場合には投

票の必要ないものとし，地区ガバナー

はその候補者を地区ガバナー被指名者

候補として宣言するものとする。

　候補者が２名よりも多い場合には，

単一移譲式投票の方法によるものとす
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る。

　候補者が１人より多い時には地区ガ

バナーは，地区指名委員会のある場合

はその委員会の選んだ候補者を記載

し，且つ締切期口内にクラブより受取

った候補者の氏名をアルファペット順

に連記した投票用紙を作成し，その投

票用紙を各クラブに郵送しなげればな

らない。その投票用紙は投粟散と共に

その発表後15口乃至30口の間にガバ

ナーの定めた締切期日又はその以前に

ガバナーに返送され且つガバナーによ

って受取られるようにしなければなら

ない。

　各クラブは，その選択の行われる前

月の最終日の会員数に基づき，（名誉

会員を除Ｏ会員数25名又はその過半

数毎に１票の投票権を有するものとす

る。

　過半数の投票を獲得した候補者が，

その地区の地区ガバナー職に指名され

たものと宣言せらるべきものとする。

道銃火投票により何れの候補者も過半

数の投票を獲得できなかった場合に

は，最低得点者を除き，地区ガバナー

の定むる時期に，何れかの候補者が過

半数を獲得するまで郵便によって投票

すべきものとする。単一移譲火投票を

採用した場合には，必要に応じて第２

及びその後の選択を考慮して過半数の

得票者を決定しなければならない。

　被指名店の氏名は，地区-ガバナーに

よって事務総長に証明されなげればな

らない。而して地区ガバナーは直ちに

候補者にその指名されたことを通知し

なければならない。

　鴎　特別選挙　何れの地区といえど

も地区ガバナーの職に被指名者を選ぶ

ことに失敗した場合，又はその職に対

する被指名者がその被選挙資格を失っ

た場合，そして国際大会における役員

の年次選挙以前に地区によって別な彼

指名店を選ぶことが出来なかった場合

には，理事会はその過半数の投票によ

って地区ガバナーの職に本細則に定め

られた資格のあるロータリアソを選挙

しなげればならない。

　（ﾘ）解任　会長がある情況に基き且

つ充分な理由あるものと見なした場合

には，下記の如く地区ガバナーを解任

することが出来る。

　若し如何なる年度中の９月30日迄

に，地区ガバナーが自己の任期中の最

初の３ヵ月間に忠実に義務と責任を果

さなかったとものと信ずるに充分な理

由を認めた場合には，会長はその地区

ガバナーに，それに応じて通告するも

のとし且つ忠告を与えるものとす。そ

の上若し，その直後の12月31日迄に

地区ガバナーの職務遂行に満足するこ

とが出来ない場合には，会長は，情況

を考慮の上，地区ガバナーを解任する

ことが出来る。

　㈲　地区ガバナー　欠員　原因の如

何を問わず地区ガバナーめ職に欠員を

生じた場合には，理事会はその過半数

り投票によって，その職の総ての権限

及び特権を行使せしめるために本細則

に定められた資格を有するロータリア

ソを，その残余の任期間その職の空位

を補充するため選ぶ権限を有するもの

とする。但し会長は，理事会によって
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その空位が補充せられるまで，その職

務及びすべての権限並びに特権を行使

せしめるために，資格のある1==･－タリ

アソをガバナーの臨時代表として任命

することができる。

　一時的にガバナーがその職務を行使

できない場合には，会長は，その期間

地区ガバナーの職務を果し且つそのす

べての権限と特権を行使せしめるため

資格のあるロータリアソを臨時に地区

ガバナーの代理に任命することができ

る。

　国際年次大会において選挙せられた

地区ガバナーが，当該地区外にあっ

て，その就任すべき時期に帰ることが

できない場合には，正地区ガバナーが

帰るまで，その直前の前任者が当該地

区のガバナーの職を続けるものとす

る。

　㈲　国際大会に提出　事務総長は，

国際大会が終了した直後の会計年度に

地区ガバナーとして就任のため指名さ

れたものとして証明され事務総長に通

告された地区ガバナーノミニー候補者

氏名を選挙のため毎年国際大会に提出

すべきもめとする。

　　　　　第13条

　　　　委　　員

*第１節　常任委員会

会

会長は次の常

任委員会を任命するものとする：

　定款及び細則委員会

　国際大会委員会

　地区設定委員会

　財務委員会

*1964年(トロント)国際大会に於て改正

　プログラム企画委員会

　文献委員会

　1==･－タリー財団発展委員会

　但し会長は，彼の任期の次に来るロ

ータリー年度に開催すべき国際大会に

対する国際大会委員会を任命すべきも

のとする。

　常務委員会は，その年のために構成

せられたロータリー年度の７月１日に

その任務を始めるものとする。

　第２節　特別委員会　会長は，その

必要と認める，或は理事会の認める特

別委員会を任命することができる。モ

の特定の目的が達成せられるまでその

任務につくよう任命せられた特別委員

会はこれを特定委員会と称する。特別

委員会の任期は特定委員会を除き，委

員会がそのために任命されたロータリ

ー年度の終りまでとする。特定委員会

の任期はそのために任命せられた特定

の目的が達成せられた時に終るものと

する。

　第３節　委員長及び欠員　会長は委

員長を指名するものとし，且つその委

員会に生ずるすべての欠員を補充する

権限を有するものとする。

　第４節　諮問委員会(ｲ)理事会は，

地区ガバナーに諮問の目的を以て地区

委員会を設定する権限を与えることが

できる。

　(ﾛ)理事会は，或国における全クラ

ブを含む集団に，その国内における方

針を研究し，且つそれらのクラブによ

ってなすべき社会奉仕の計画をたて，

承認をうるため理事会にこれを提出す
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べき諮問委員会を造る権限を与えるこ

とができる。

　㈲　理事会は，２箇国又はそれ以上

の国からなる地域におけるクラブの代

表者よりなる諮問委員会を，その地域

内のロータリー方針と手続の諸問題を

研究し且つこれを理事会に助言するた

めに設定することができる。

　第５節　職権による委員資格　会長

は，会長指名委員会を除く国際ロータ

リーの全委員会の職権による委員とす

る。職権によるあらゆる委員はその委

員職の総ての特権を持つものとする。

　第６節　任期　本絹則，地域その他

の委員会の手続規定，又は委員会を設

定した国際大会の特別議決等により特

に定められたものを除き，如何なる人

と雖も国際ロータリーの委員会に２年

よりも多く在任する権利を有しないも

のとする。如何なる人といえども一つ

の委員会に２年間在任したものは同一

委員会の次の任命には権利を有しない

ものとする。本節の規定は，如何なる

委員会の職権による委員又は特定委員

会の委員には適用しないものとする。

　第７節　定款及び細則委員会　本委

員会は３名の委員よりなり，内１名は

毎年３ヵ年の任期で任命せられるもの

とする。本委員会の任務は国際ロータ

リー定款の文書に関するすべての事項

について理事会に助言するものとす

る。

　第８節　国際大会委員会　各国際大

会の大会委員会は５名の委員よりなる

ものとする。国際大会委員会は，本絹

刑又は理事会によって他の役員又は他

の委員会に特別に委任されていないす

べての大会に関する事項を含み，その

任命された国際大会開催の準備に関し

て責任をもたなければならない。

　各国際大会委員会は，国際大会報告

書が出来上り且つその報告書が理事会

によって採択せられる迄はその任務を

続けるものとする。

　第９節　地区設定委員会　本委員会

は３名の委員よりなり，内１名は毎年

３ヵ年の任期を以て理事会より任命せ

られるものとする。

　本委員会は，新地区の設定及び既設

地区の境界を調節するに当り会長及び

理事会を板前するものとする。

　第10節　財務委員会　本委員会は５

名の委員よりなるものとする。内１名

は１年の任期にて任命せられ，その他

４名の委員は毎年２名宛２年の任期を

以て任命せられるべきものとする。

　本委員会の任務は次の通りとする。

　（１）一般の運営及び雑誌の各種版

に開する国際1==･－タリーの部識別予算

の作成及びその勧告;

　（２）国際ロータリーの資金保昔者

の推薦;

　（３）国際ロータリーによって用い

られている会計帳簿及び記帳方法の監

督;

　（４）国際l==･－タリーの財政に開す

る総ての事項について理事会に助言。

　*第11節　プログラム企画委員会（ｲ）

　本委員会は６名の委員よりなり，内

*1964年（ﾄﾛﾝﾄ）国際大会に於て改正
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２名は毎年３年の任期を以て任命せら

れるものとする。

　㈲　プ1==･グラム企画委員会の任務は

次の通りとする：

　（１）ｌ==･－タリーのプログラム，基

本的方針及びそれらが履行されている

範囲を継続的に検討すること。

　（２）理事会より付託された総ての

事項を研究して理事会に報告するこ

と。

　（３）時代のすう勢と密接な関係を

保ちロータリーが如何に良く其の機能

を発揮しているかを評価すること。

　*第12節　文献委員会　本委員会は多

種類の文献の印刷業及び普及に経験の

ある５名の委員により構成されるもの

とする。３名の委員は，毎年１名を３

ヵ年の任期を以て任命し，そして２名

の委員は毎年１年の任期を以て任命せ

られるものとする。

　本委員会の任務は機関雑誌を含み国

際ロータリーの総ての文献を発行する

に当って理事会に勧告するものとす

る。

　第13節　ロータリー財団発展委員会

　（ｲ）此の委員会は５名の委員よカな

るものとする。３名の委員は毎年１名

宛３年の任期に任命せられるものと

し，そして２名｡の委員の内，少くとも

１名はロータリー｡財団の保管委員とし

て，毎年１年の任期に任命せられるも

のとする。

　（ﾛ）此の委員会の任務は次の事項を

含むロータリー財団の目的発展の方法

を案出するにあるものとする。

　*1964年（ﾄﾛﾝﾄ）国際大会に於て改正

　（１）ロータリー財団の活動に対す

る勧告の創始及び発展，

　（2）1==1－タリー財団の計画宣伝，

　（3）l=･－タリー財団の計画の現存

活動の鑑定及び評価，

　（４）資金調達の方法の案出。

　此の委員会はその示唆及び勧告を理

事会に報告すべきものとする。

　第14節　委員の資格　委員会の委員

長及び各委員は，クラブの正会員，シ

ニア・アクチブ，又はバスト・サービ

ス会員でなければならない。

　第15節　委員会幹事　本細則に別に

規定されているか，或は委員会を作る

に当り国際大会或は理事会によって特

別の決議の下に別な規定がない限り，

事務総長はすべての委員会の幹事とな

るものとする。事務総長は代理幹事を

指定することができる。

　第16節　定足数　本絹則又は委員会

を作るに当り国際大会或は理事会によ

って特別の決議の下に別な規定がない

限り，委員会の如何なる会議において

も委員会の全委員の過半数が定足数を

構成するものとする。

　第17節　通信による事務の処理　委

員会は，本絹則或は国際大会又は理事

の特別な決議によって定められた手続

規定の下に，郵便，電信，無線電信又

は電話によって事務を処理することが

できる。

　第18節　権限　会長指名委員会を除

き，すべての委員会決議は理事会の承

認を受げるものとする。　　　　　｀
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　　　　　　　第14条

　　　　　会　計　事　項

　第１節　会計年度　国際ロータリー

の会計年度は７月１日に始まり６月30

日に終るものとする。

　第２節　クラブ報告　毎年７月１日

及び１月１日に，各クラブは，その日

の会員数を理事会に証明すべきものと

する。その証明書はクラブ会長及びク

ラブ幹事により署名の上事務総長に送

達せらるべきものとする。

　第３節　分担金　各クラブは，その

正会員，シニア・アクチブ会員，及び

バスト・サービス会員の各々につき半

年毎に３ドルの人頭分担金を国際ロー

タリーに支払うべきものとする。理事

会は，如何なるクラブに対して払理

事会が正当と認める場合は上記分担金

の一部を免除することができる。

　第４節　支払日（ｲ）分担金は毎年

７月１日及び１月１日を以て本条第３

節の規定に従い支払わるべきものとす

る。分担金は合衆国通貨で国際ロータ

リーに支払わるべきものとする。然し

ながら，クラブがその会費を合衆国通

貨にて支払うことが不可能であるか或

は非実際的である場合には，理事会は

或他の通貨で支払う権限を与えること

ができる。如何なる国の通貨といえど

払その国のクラブが国際ロータリー

にその義務を履行するためには自国の

通貨を極端に多く支払わなければなら

ない程度に下落した場合には，理事会

はその国のクラブからの支払を調節す

ることができる。猶又，理事会は，非

常状態がその処置を適当とする時に

は，分担金の支払を延期することがで

きる。

　（ﾛ）如何なるクラブ払その加盟日

付後の半期に達する迄は分担金支払の

義務が生じないものとする。

　第５節　予算　理事会は毎年，次の

会計年度の予算を採択すべきものとす

る。予算は必要があれば次の会計年度

における理事会によって修正すること

ができる。

　第６節　会計検査　理事会は，年次

的に又は臨時に国際ロータリーの会計

帳簿及び証拠物件を，免許，公認又は

登録会計士，或はその国における有名

な会計検査人によって検査できるよう

用意し且つ検査せしめなければならな

いものとする。事務総長及び財務長

は，理事会よりの要求があれば何時た

りともその帳簿及び証拠物件を提出す

べきものとする。

　　　　　　第15条

　　　　倫　　理　　掟

　これまでに採用されたロータリーの

倫理掟は，本細則の改正に定められた

方法以外に変更又は改正してはならな

いものとする。

　　　　　　第16条

　　　　名称及徽章

　第１節　探存　国際ロータリーの目

的及び綱領の達成上，理事会は国際1==･

－タリーの総ての徽章類（エムブレ

ム，バッジ及び他のイソシグェア）を

全1==･－タＬアンの専用と利益のため維
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持し且つ保存すべきものとする。

　第２節　使用制限　国際ロータリー

或はクラブの名称又は徽章類（エムブ

レム，バッジ又は他のイソシグュア）

は，何れのクラブ又はクラブの如何な

る会員によって払商品の商標又は特

別な品質を表現するものとして用い，

或は商業上の目的のために使用されて

はならないものとする。その名称又は

徽章類（エムブレム，バッジ又はイソ

シグュア）を如何なる他の名称又は徽

章と組合せて用いることは，国際1==･－

タリーで認められ忙いない。

　　　　　　　第17条

　　　　その他の運営事項

　第１節　出席報告　各クラブは，モ

の例会におげる出席月報を，毎月最後

の例会直後地区ガバナーのある処では

そのガバナーに，然らざる場合には事

務総長に提出すべきものとする。

　第２節　l=1－タリー・クラブの各正

会員，シニア・アクチブ会員，及びバ

スト・サービス会員は，他の如何なる

クラブの例会にも出席する特権を有す

るものとし，且つ何時たりとも出来う

る限り出席するよう奨励されている。

　第３節　国際協議会（ｲ）時期及び

場所　次年度の国際ロータリー事業の

協議と計画の目的のために，毎年国際

協議会を開催すべきものとする。理事

会は，国際協議会の開催時期と場所を

決定し，且つそのプ1==･グラムに責任を

有するものとする。

　（ﾛ）構成　国際協議会の構成は次の

如きものとする：会長，その他の理

事，もしあれば会長技指名者及び理事

被指名者，事務総長，財務長，地区ガ

バナー技指名者，グレート・ブリテソ

及びアイルラソドにおげる国際ロータ

リー審議会の会員技指名者，国際l=1－

タリー委員会委員長，及びその他理事

会の指定するもの。

　㈲　臨時又は地方協議会　緊急事態

又は特別の事情に使えるため，理事会

はその定むる時期と場所において２回

又はそれ以上の斯様な協議会又は地方

協議会の開催を準備することができ

る。

　第４節　元会長会議（ｲ）構成　ク

ラブにおける正会員，シニア・アクチ

ブ会員又はバスト・サービス会員の資

格を保持している元会長よりなる常置

会議であるべき元会長会議（以下本節

においては会議という）をおく。

　会長は，職責による会議員とし，会

議に出席し発言権を有する仏議事に

対する投票権を有しないものとする。

　㈲　役員　最後より２番目の元会長

が会議の議長となり，最後より２番目

の元会長の次前の会議員がその副議長

となるものとする。

　事務総長は会議の幹事とならなけれ

ばならないが，その会議員ではない。

　㈲　任務　会議は通信によって，会

長又は理事会より付議された案件を検

討しそれに対し，助言し且つ勧告しう

るものとする。

　㈲　会合　会長又は理事の意見で会

議の一致した考察及び勧告が必要な場

合には，会長又は理事会は会議を招集
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することができる。国際大会におい

て，その大会に出席した会議員の非公

式会議を問くものとする。

　会長又は理事会により会議が招集さ

れた場合には，会議の日程があるもの

とする。日程は，会議の考察と勧告の

ために，会長又は理事会によって会議

に付託された議題を含むべきものとす

る。

雨　報告　会長又は理事会により招

集された各会議の後，会議の議長は理

事会に報告すべきものとする。理事会

がその目的の為全部又は一部を解放す

るにあらざれば，その報告について何

等の発表をも行ってはならない。

　*第５節　国際ロータリー国際地域大

会　国際1===･－タリー国際地域大会とし

て知られているクラブ会員の大会が，

理事会によって，その定むる時期と場

所において招集されることがある。

　理事会は，その会員が国際地域大会

に参与できるクラブを指定するものと

し，その名称，構成及び運営，並びに

それについての手続規定を含むすべて

の細部項目を規定するものとする。

　斯様な国際地域大会の目的は，面識

と理解を広め且つそれを増進するため

に1==･－タリー・クラブの所在地域のク

ラブ会員を集めること，及び1==1－タリ

ー綱領の範囲内において意見の交換を

なし且つ諸問題を討議するために会場

を提供することにあるものとする。

　国際地域大会は理事会に対しその目

的に添う決議を勧告案として採択する

ことができる。

*1964年(トロント)国際大会に於て改正

　第６節　議事規定　ロバート式議事

規則は定款及び本絹則，又は国際ロー

タリーによって採択された特別規定等

に判然しない手続の総てに対する議事

法の典拠となすものとする。

　　　　　　　第18条

　　　　　機　関　雑　誌

　第１節　権能　理事会は，国際ロー

タリーの機関雑誌である月刊雑誌を発

行し又はその監督及び管理の下に発行

せしめる。雑誌は理事会が許可する版

を印刷すべきものとする。基礎的な版

は英語で印刷し　The　Rotarian　と

称する。機関雑誌の目的は，国際1==･－

タリーの目的普及とl==･－タリーの綱領

達成に理事会を援助する手段となすに

ある。

　第２節　ロータリアン誌　購読料

　（ｲ）アメリカ合衆国及びカナダにお

ける各クラブは,その正会員,シニア・

アクチブ会員，及びバスト・サービス

会員が上記定期刊行物の有料購読者と

なり，その会員資格を保持する間は之

を続けることを会員資格の条件となす

べきものとする。その購読料はクラブ

によって正会員よりその一般会費の一

部として，或はそれに加えて，徴収せ

らるべきものとする。各クラブは特別

購読出納係の帳簿にその購読料金を記

入し，且つ購読者の代理人として会員

の購読料を国際ロータリーに送付すべ

きものとする。

　（ﾛ）1==･－タリアソ誌の購読料は次の

通りとする：アメリカ合衆国，カナ

ダ，及びキューバ並びに最低郵便料金
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の通用している国においては，合衆国

通貨にて年２ドル（又はクラブ所在国

の通貨にて之と同価値の料金）とし，

その他のすべての国においては，合衆

国通貨にて年２ドル50セント（又はク

ラブ所在国の通貨にてこれと同価値の

料金）とする。但し理事会は雑誌代理

店に取引業者としての割引をなし，且

つ公立図書館，病院，教育，慈善その

他公共福祉施設，並びに贈与及び国際

奉仕購読等特別購読料を設定すること

ができる。

　機関雑誌の他の版に対する購読料は

理事会により決定せられるものとす

る。

　㈲　一定年間の雑誌よりの収入の如

何なる部分といえども，その発行及び

改良費以外の目的に支出してはならな

い。理事会が別に定めるにあらざれば

収支の剰余金は，年度の終りにおいて

国際ロータリーの一般剰余金に振替え

なければならない。

　　　　　　第19条

　　　　　ロータリー財団

　第１節　ロータリー財団のすべての

財産に対する名義は，本絹則又は贈

与，遺譲，或は遺贈の条件に従い規定

せられているものを除き，それを保管

し，投資し，処理し，且つ管理する，

そして理事会の承認の下に基本金又は

それより生ずる利益を単一信託財産と

して，国際1==･－タリーの目的，又はl==z

－タリーの綱領推進のため，又は理事

会の認めた博愛，慈善，教育，或は他

の慈善事業の目的,目標,運動又は公共

団体の為に支出する５名の保管委員及

びその後任者に帰属するものとする。

　1==･－タリー財団の財産を運営するに

当っては，贈与，遺譲，或は遺贈の条

件で特に別な規定がない限り，保管委

員は，前記財産の全部又は一部を，そ

の最善と考えられる価格及び条件の下

に，売却，貸与，譲渡，或は交換をな

し;その必要又は当然と考えられ且つ

法律の許す委任状，代理権，又は契約

を執行且つ履行し;投資の行われた処

の裁判管区の法律が許す限り，現在及

び将来施行せらるべき信託資金の投資

を制限する如何なる法律にも関係な

く，信託資金の投資に適当と考えられ

る，借款，担保，又は不動産に投資又

は再投資し;その所有に帰した現金又

は財産を資本又は収入として取投うべ

きか否かにつき，又はその正当且つ公

正と考えられる処に従い経費又は損失

を資本又は収入金に課するか或は割当

てるか等を決定し;信託の執行に当り，

取消権を保有して，保管委員が適当と

認め且つその草判管区の法律が許す，

信託財産の運営及び投資権を委任する

信託会社を含払適当な代理者及び弁

護士を選択して厘い，そして適当な報

酬及び費用を支弁する等の権限を有す

るものとし;相当の注意がその選択に

払われていたという条件の下に，保管

委員は，如何なる場合にも斯様な代理

人又は弁護士の怠慢，遺漏，又は悪事

に責任を間われることなく；保管委員

は，自己の全面的怠慢又は故意の怠慢

以外の場合は，如何なる損失又は損害

にも責任がないものとする。
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　第２節　初めての保管委員５名は，

理事会の承認を認て会長により，１名

は任期１年に，ぐL名は任期２年に，１

名は任期３年に，１名は任期４年に，

そして１名は任期５年にそれぞれ任命

せられるものとする。その後の任命

は，会長により理事会の承認をえて，

５年の任期を以て行われるものとす

右。各保管委員はクラブの正会員，シ

ニア・アクチブ会員，又はバスト・サ

ービス会員たるべく，如何なる保管委

員も辞任すればその職席は空位となる

ものとする。

　理事会はその４分の３の投票によっ

て，確かで且つ十分の理由があれば如

何なる保管委員と雖もこれを罷免する

権限を持つものとする。但しその処置

を行う会合の時期及び場所の通知を先

ず保管委員に送り，且つ罷免せんとす

る保管委員にその会合において聴聞さ

れる機会を与えなげればならない。

　保管委員の死去，辞職，罷免又は無

能力となった場合には，会長は理事会

の承認をえて，その就任期間その任務

につく後任者を任命するものとする。

　如何なる理由によって任命又は新設

された後任保管委員に仏元の保管委

員に与えられたと総ての点において同

一の権限と自由裁量を持ち且つ同様の

任務が与えられなければならない。

　第３節　会長は毎年理事会の承認を

得て，保管委員の１人を当該年度の委

員長として指定すべきものとする。委

員長の死去，辞職又は無能力となった

場合には，会長は理事会の承認をえて

その残任期間の任務を果すべき委員長

を指定するものとする。

　第４節　保管委員は無報酬にてその

任務に当るものとする。

　第５節　保管委員は財団の目的及び

運営並びに贈与，遺譲，及び遺贈の書

式に関する情報の作成及びその配布の

責任を付託されるものとする。

　第６節　保管委員は，寄付者又は遺

言者にょって特に指定された目的に対

して，ロータリー財団の財産よりの収

入又はその基本金を支出する全権を有

するものとする。l==･－タリー財団の財

産ょりの収入を以てなすべき他のすべ

ての支出は，必要な運営費を除き，理

事会又は国際大会が決議にょって先ず

それを規定した後においてのみ行わる

べきものとする。仮令理事会又は国際

大会の決議により斯様な支出が規定さ

れたとして払保管委員の過半数が之

れに賛成した後でなければ，その支出

は行われないものとする。寄付者又は

遺言者が特に指定した目的を除き，ロ

ータリー財回の基本金の如何なる部分

払国際大会の決議及び理事会の決議

にょって指令され，且つ財団保管委員

過半数の賛成にょらざる限り，支出し

てはならないものとする。

　第７節　保管委員は，国際大会又は

理事会の決議にょって与えられた特別

の権限にょって，何時たりと払保管

委員の見解において，合法的にするた

め又は贈与，遺譲，或は遺贈の無効に

なるごとを防止するため或はロータリ

ー財団の完全又は適当なる運営のため

に，法人組織が必要且つ適当である場
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合には，決議によって規定されたか或

はその規定がない場合にはその裁判管

区の下に保管委員が正当と考える憲章

め形式で1===1－タリー財団を法人組織と

するに必要且つ適当なすべての手続を

とることができる；そして斯様な法人

組織ができ，保管委員による法人への

完全譲渡が行われたならば，1==･－タリ

ー財団の全財産の名義は法人に帰属す

るものとし，法人は，すべての権利，

権限，特典，及び免除を享有し且つ行

使することができ，且つ従来保管委員

に帰属していたすべての任務を執行す

るものとする。

　第８節　保管委員の経費を含むロー

タリー財団の運営に必要なすべての経

費は，理事会が別に規定しない限り，

保管委員の過半数及び理事会の承認に

より財団の資金より支払わるべきもの

とする。

　第９節　保管委員は，理事会の承認

をえて，その見解において必要且っ適

当と認めるならば，財団運営の規則を

採択することができる；百して斯様な

規則のすべては，非合法なもの又は寄

付者或は遺言者の特に表示した意志に

反するもの，或は国際ロータリー定款

及び細則に反するものを除き，保管委

員の約定及び規定となるものとする。

　第10節　保管委員は，信託の忠実な

る実行に対し如何なる保証金の提出を

も要求されていないものとし，何れの

裁判管区によって一般に要求されてい

る斯様な保証金は除外されている。

　　　　　　　第20条

　　　　　改　　　　　正

　第１節　時期　本細則は，本細則第

６条第２節に定められた非常時の場合

を除き，偶数年に開催される国際大会

においてのみ，その改正案の提出され

ている大会に出席且つ投票する選挙人

によって改正することができる。

　第２節　提案者　本細則に対する改

正案は，クラブ，地区大会，グレート

・ブリテソ及びアイルランドにおける

審議会，規定審議会，又は理事会によ

ってのみ提出することができる。

　第３節　手続　本細則を改正せんと

する提案は，規定審議会開催日の前年

の４月１日までに事務総長に到達して

いなければならない。

　事務総長はその謄本を規定審議会及

び国際大会の審議するロータリー年度

の８月１日までに各クラブの幹事に郵

送するものとする。

　事務総長は正規に提出されたすべて

の改正案を直接審議会に移送しなけれ

ばならない。

　審議会は，正規に提出された斯様な

制定案及び提出されたそれについてＯ

如何なる修正案も審議し，且つそれに

ついて決議をなすための勧告案を国際

大会に報告すべきものとする。

　第４節　財務的変更　クラブにより

支払うべき分担金の如何なる変更をな

すための改正案払斯様な改正案が通。

過した国際大会後の１月１日までは効

力を発生しないものとする。
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り権威あらしめること：

　第３　各l=･－タリアソは，その個人

生活，職業生活，社会生活の別なく，

常に之れに「奉仕の理想」を適用する

こと；

　第４「奉仕の理想」に結ばれた職

業人の世界的親交によって，国際間の

理解と友情と平和とを促進すること。

　　　　　　　第４条

　　　　　集　　　　　会

　第１節　本クラブは，細則の定める

日時に毎週１圓例会を開くものとす

る。但し,非常時又は良い理由の下に，

クラブの理事会は，週例会を同一週の

別の日，又は定例日の別な時間，又は

別な場所に変更し，或は，法定休日に

当る例会を廃止し，或は，クラブ会長

の死去，又は全地域社会にわたる伝染

病の流行又は災害の理由の下に例会を

廃止することがある。

　第２節　本クラブは，細則の定むる

ところにより毎年３月31日以前に本

クラブの役員を選挙するため年次総会

を開催するものとする。

　　　　　　　第５条

　　　　　会　員　組　織

　第１節　種類。会員は，正会員，シ

ニア・アクチブ会員，バスト・サービ

ス会員，及び名誉会員の四種とする。

第１条

　木クラブはTy…　ロータリー゜ク

ラブと称する。（国際ロータリー加盟

員）

　　　　　　第２条

　　　　･区　域　限　界

　第１節　本クラブの区域限界は次の

通りである。

゛｀4，

■ 一 翻 － － ■ ■ ■

　　　　　　　第３条

　　　　　綱　　　　　領

　l=･－タリーの綱領は，尊ぶべき事業

の基準として奉仕の理想を奨励且つ育

成し，特に次の事項を奨励育成するに

ある：

　第１　奉仕の一つの機会として，知

り合いを拡めて行くこと；

　第２　職業上の高き道徳的基準;総

ての有用な職業の価値あることの認

識;そして社会に奉仕する好機として

の各自の業務を，各ロータリアソによ

↑1962年　合衆国カリフォルニア州ロスアンゼルス

にて開かれた国際大会において採択せられた国際ロー

タトーの細則は，その後結成せられるロータリー・ク

ラブは，此の標準定款を採用すべきことを要求して

いる。
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クラブ定款

　第２節　正会員資格。品性高潔，事

架上令名ある青年男子であって，（イ）

一般に認められた立派な事業の経営

主，共同経営者,会社役員又は支配人，

或は

　（ロ）一般に認められた立派な事業

において，自由裁量権と共に執行権を

有する重要な地位にあるもの，或は

(ハ) 一般に認められた立派な事業

の地方代理人,支店の代表者であって，

その代理又は支店業務の執行に関する

すべてを委任されているもの，且つ

　本クラブ区域内にその事業所を有

　し，自身で実際に彼がクラブで分類さ

　れた事業に従事しているもの。

　第３節　職業分類。（イ）本クラブ

の主会員は，各自の職業に従って分類

されなければならない。

　　（ロ）各正会員の職業分類は，その

所属する商店，会社又は事業場の主要

且つ一般に認められた業務を扱うもの

でなければならない。若し単独で職業

に従事する場合は，その職業分類は彼

の主要且つ一般に認められた事業活動

を合むものでなければならない。

(ハ) 訂正方法。理事会は，その自

由裁量において，正当の理由ある場合

には，その会員の資格が終結していな

い如何なる会員の職業分類も，之れを

訂正又は調節することができる。提案

された斯様な訂正又は調節について

は，適当な通知をその会員に与え，且

つ彼にそれについての聴聞を許さなけ

ればならない。

゛第４節　制限。正会員は，職業の各

分類から夫々１名とする。但し本条第

５節及び第６節に規定する新聞業並び

に宗教の職業分類及びアデイショナル

正会員は此限りでない。

　゛第５節　アデイショナル正会員。

（イ）本クラブの正会員は何人もその

所属する商社又は事業所より各１名の

追加会員を推薦し，クラブはこれを正

会員に選挙することができ，その職業

分類は推薦者のものと同一でなければ

ならない。アデイショナル正会員の資

格は彼を推薦した正会員の正会員資格

終結と共に本節の上記規定の下に選ば

れたアデイショナル正会員の会員資格

が自動的に終結すること以外は，すべ

ての点において正会員である。

　（ロ）クラブは，其の職業分類を保

持し七いる会員の承諾を条件として，

実際に業務に従事している職場が其の

クラブの区域限界内にあり，且つ会員

としての他の資格をもっている何れか

のロータリー・クラブの元正会員をア

デイショナル正会員に選ぶことができ

る。但し次の条件に該当することを要

す。

（1）如何なる場合において仏本節本

　　項の規定の下に選ばれたアデイシ

　　ョナル正会員は，いかなる職業分

　　類にも１名以上あってはならな

　　い。又

（2）斯く選ばれた如何なる会員仏彼

　　が元所属クラブにおける職業分類

　　下でそのクラブ地域限界内にて実

　　際に活動を止めたと言う唯一の理

　　由により会員資格が終結したので

＊1964年（トロント）国際大会に於て改正

－224－

クラプ定就

　　なければならない。又

（3）本節本狽の規定の下に選ばれたア

　　デイショナル正会員は，其の職業

　　分類が空席になった場合には，会

　　員でなくなるものとする。但し其

　　の職業分類が再び充填された時

　　は，（本節（イ）項の規定に基く職

　　業分類の保侍者がアデイショナル

　　正会員を推薦する権利を侵害する

　　ことなく）彼は再び選ばれること

　　もある。

　゛第６節　宗教及び新開業分類。本ク

ラブの区域限界内に於ける１宗派以上

の代表者及び発行している１社以上の

新開業代表者は，他の点て正会員たる

資格を有する限り，同一職業分類の下

に正会員として入会する資格がある。

　第７節　公職者。公選又は任命によ

り特定の期間に限り公職にあるかの

は，正会員として斯様な職業分類の下

に本クラブに入会する資格がない。但

し，学校，大学もしくは他の教育機関

に在職するものは此の限りでない。

　゛第８節　地方優先。外部商社の地方

代理店または支店の如何なる代表者

拓本クラブ区域限界内に主たる事業

所を有する適当な会員候補者がある場

合には,正会員となることはできない。

　゛第９節　シニア・アクチブ会員。

　（イ）本クラブの正会員で

（1）現に本クラブの正会員であり，通

　　算15年以上何れかのロータリー･

　　クラブの正会員であったもの，又

　　は

（2）年齢60歳以上で，通算10年以上

　　－クラブ又はそれ以上のクラブの

＊1964年（トロント）国際大会に於て改正

　　正会員であったもの，又は

　（3）国際ロータリーの現役員又は元役

　　員であるもの，又は

本クラブの正会員であった如何なるバ

スト・サービス会員松本クラブの正

会員でなくなった時に，シニア・アク

チブ会員としての前記資格を有してい

るもの，

等は，本人の希望により，その意志を

幹事に書面を以て通知することによっ

て，本クラブのシニア・アクチブ会員

となることができる。

　　（ロ）年齢65歳以上の正会員で通

算５年以上一クラブ又はそれ以上のク

ラブの正会員であった如何なる正会員

払自動的にシニア・アクチブ会員と

なるべきものとする。

　　（ハ）本クラブは，クラブの正会員

をやめた時に，既にシニア・アクチブ

会員となる資格を有していた何れのロ

ータリー・クラブの元会員をも任意に

シニア・アクチブ会員に選ぶことがで

きる。但しかかる元会員は，本クラブ

の区域内か本クラブ所在地の郊外に居

゛住していることを要する。

　　（ニ）シニア・アクチブ会員は，次

に示す条件を除き，正会員の総ての権

利,特典及び責任を有するものとする。

（1）彼は職業分類を代表するものでは

　　ない。そして

　（2）彼はアデイショナル正会員を推薦

　　する権利をもたないものとする。

本クラブは，かかるシニア・アクチブ

会員の従事する職業分類に，１名の有

資格者を，会員として入会せしめるこ

とができる。

－225 －
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クラブ定款

　第10節　バスト・サービス会員。

（イ）職業生活から引退した理由の下

に，正会員の資格が終結したl=･－タリ

ー・クラブの元会員で，５年以上何れ

かのロータリー・クラブの正会員であ

ったものは，本クラブのバスト・サー

ビス会員に選ばれることができる。か

かる元会員は，バスト・サービス会員

としての総ての資格を有する限り，正

会員の資格を失うと同時に，或はその

後随時，バスト・サービス会員に選ば

れることができる。但し，職業生活か

らの引退か，l==･－タリー会員でなくな

った後に起ったものは，バスト・サー

ビス会員となることはできない。バス

ト･サービス会員は本クラブの区域内，

若しくは，本クラブ所在地の郊外に居

住し，且その居住を継続することを要

する。但し，本クラブの正会員であっ

たものは，彼が本クラブの正会員でな

くなった時に住んでいた場所に居住し

且つ居住し続けることができる。

　（ロ）次に示す条件を除き,バスト・

サービス会員は正会員と同様の権利，

特典及び責任を有するものとする。

（１）彼は職業分類を代表するもので

　　　はない。

（２）彼は，（本条第９節（イ）項の規

　　　定を除き）シニア・アクチブ会

　　　員となる意志を行使できない。

（３）彼は，アデイショナル正会員を

　　　推薦する権利を有しない。

　第11節　名誉会員。（イ）クラブ

区域内に居住し又は居住したことのあ

る成年男子であって，l==･－タリーの理

想推進にその地又は他の地において，

著しい貢献をなしたものは，本クラブ

の名誉会員に選ばれることができる。

　（ロ）名誉会員は，入会金及び年会

費を免ぜられるものとし，投票権を有

せず，クラブの役員になることができ

ない。又，クラブの財産についての何

等の権利をもたず，且つ職業分類を代

表しない。但し，総ての会合に出席す

る資格を有し，且つクラブにおける他

の総ての特典を享有するものとする。

本クラブの名誉会員は，他の何れのク

ラブにおける如何なる権利又は特典を

も受ける資格がない。

　　　　　　第６条

　　　　　役員及び理事

　第１節瀋クラブの管理主体は，細

則の定むる処により組織ぜられた理事

会とする。

　第２節　本文中別に明確に定められ

たものを除き，総てのクラブ事項に関

する理事会の決定はクラブに対し異議

の中立ができるという条件の下におい

て最終とする。理事会は，総ての役員

及び委員会の管理権を有するものと

し，正当の理由あるときは役員を罷免

することができる。役員及び委員会の

処置に対して異議の中立があるとき

は，理事会はその審査に当る。理事会

の処置に異議あるときは，クラブに対

して異議を中立てることができる。ク

ラブは，理事会によって指定された例

会に之を付議し，定足数に達した出席

会員三分の二以上の得票あるときに限

り，理事会の決定を破棄することがで

きるものとし，幹事は，斯様な異議申

立に関する通告をその例会の少くとも

５日前に発送すべきものとする。

　第３節　本クラブの役員は，会長１

名，副会長１名又はそれ以上，何れも

－226 －
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クラブ定款

理事でなければならない。又幹事，会

計，会場監督は各１名とする。幹事，

会計及び会場監督の一部又は全部を理

事とするか否かは細則を以て定める。

　第４節　役員は，選挙後の７月１日

に就任し，その選ばれた期間若しくは

後任者が就任するまでその職務をとる

ものとする。

　各役員及び理事は，本クラブの立派

な資格ある正会員（アデイショナル正

会員を含む）,シニア・アクチブ会員又

はバスト・サービス会員でなげればな

らない。

　　　　　　　第７条

　　　　　入会金及び会費

　第１節　本クラブの各正会員，シニ

ア・アクチブ会員及びバスト・サービ

ス会員は，細則に定められた入会金及

び年会費を納入しなければならない。

但し本クラブの正会員であったシニア

・アクチブ会員又はバスト・サービス

会員は，更めて入会金を納入すること

を要しないものとする。

　　　　　　　第８条

　　　　会員資格の持続期間

　第１節　期間。会員資格は，以下定

むる規定により終結せられざる限り，

本クラブ存続中継続するものとする。

　*第２節　終結。（イ）正会員は，ク

ラブの区域内において，その保持する

職業分類に自ら従事することをやめた

場合，又はその商社との関係を絶った

ときは，その資格は自動的に終結すべ

きものとする。

　（○（1）本定款第５条第５節（イ）

項の下に選ばれたアデイショナル正会

＊1964年（トロント）国際大会に於て改正

員の資格は，その推薦者たる正会員の

資格終結または彼が本クラブのシニア

・アクチブ会員になった事により，自

動的に終結するものとする。若しアデ

イショナル正会員たりしものが，速か

に本クラブの正会員に再選せられた場

合には再度の入会金を納入することを

要しないものとする。

　(2)定款第５条第５節(ロ)項の規定

に基き選ばれたアデイショナル正会員

は，その職業分類が空席となった場合

には会員資格を喪失するものとする。

但しその職業分類が再び充填された時

は(本定款第５条第５節(イ)項の規定

による職業分類の保侍者が有するアデ

イショナル正会員を推薦する権利を侵

害することなく)彼を再選してちよ

いo

　(ハ)シニア・アクチブ会員の資格

は，若しその会員が本クラブの選んだ

ものであり且つ本クラブの区域限界内

又はその郊外に居住しなくなった場合

には，自動的に終結するものとする。

此の規定は，自動的に又は自己の意志

によってシニア・アクチブ会員になっ

たものには適用しない。

(ニ) バスト・サービス会員の資格

は，その会員が再び職業生活に入り，

或は本クラブの区域内若しくはその郊

外に居住しなくなった場合には，自動

的に終結すべきものとする。此の規定

の第二の条件は，本クラブの正会員で

あったバスト・サービス会員には適用

されない。斯様な会員は，彼が本クラ

ブの正会員でなくなった時に彼が住ん

でいた場所に居住し，且つ居住し続け

ることができる。

　（ホ）名誉会員の資格は，その選ば

－227 －
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クラブ定款

れた次の６月30日に，自動的に終結

すべきものとする。但し，理事会は，

任意その決議によって，年々その資格

を継続することができる。名誉会員が

クラブの区域内に居住しなくなった場

合と雖も，理事会はこれを継続せしめ

ることができる。

　*第３節　再入会。第２節の規定によ

り会員の資格を終結した場合，その人

は以前と同一又は別な職業分類の下に

新に入会を申込むことができる。本定

款第５条第５節(イ)項の規定に基き選

ばれたアデイショナル正会員による斯

様な申込は，その職業分類の会員資格

者として他に優先して選考されなけれ

ばならない。再入会のときは再度の入

会金を納入することを要しないものと

する。

　第４節　会費不払による資格終結。

会員が，所定の納入期日後30日を経

過する払その会費を納入しないとき

は，幹事は文書を以て，その判明せる

最近の住所宛，通知を発すべきものと

する。　通知の日付後10日以内に納入

しないときは，その会員の資格は自動

的に終結するものとする。

　かかる会員は，クラブに対する全潜

納金を支払い，且つその前職業分類が

補填されていないときに限仏理事会

の裁量の下に，本人の嘆願があれば，

その会員資格を復帰することができ

る。

　第５節　欠席による資格終結。(イ)

正会員，シニア・アクチブ会員及びバ

スト・サービス会員は，次に規定する

場合を除き，引続き四回例会に欠席し

たときは，規定に従ってその欠席を補

填するか，相当の理由ありとして理事

＊1964年（トロント）国際大会に於て改正

会がこれを承認しない限り，その会員

資格は自動的に終結するものとする。

　会員にしてその例会に欠席したもの

は，欠席した日の直前６日，本クラブ

の例会当日，又はその直後６日の内何

れかの日に他のl=z－タリー・クラブ又

は仮1==1－タリー・クラブの例会に出席

し，その欠席を補填することができ，

この出席は出席したクラブの幹事より

の通知，或は本人よりの報告によっ

て，本クラブ例会出席と同様の成績に

認めるものとする。

　正会員，シニア・アクチブ会員，又

はバスト・サービス会員が，或他のク

ラブの例会に出席する目的を以て，モ

のクラブの例会日時に例会場に行った

時，そのクラブがその週の例会日時又

は場所を，中止，延期又は変更してい

た場合においては，その事情について

訪問したクラブの幹事の通知がある

か，或は本人よりの報告があれば，若

しそのクラブの例会が通常に聞かれて

おれば，出席成績となりえた週間に対

して，その会員は本クラブによってそ

の出席成績を認めらるべきである。

　国際ロータリーの役員又は国際ロー

タリー委員会，又は地区ガバナー特別

代表として奉仕し，或は国際1==･－タリ

ーに厘われている,本クラブの正会員，

シニア・アクチブ会員又はバスト・サ

ービス会員は，l==･－タリーの職務上本

クラブの例会を欠席した場合その職務

にある問は，そめ事情を本人よりクラ

ブに通知すれば，その例会の出席成績

に認めらるべきである。

　本グラブの正会員，シニア・アクチ

ブ会員,及びバスト・サービス会員は，

国際1==l－タリー大会，国際協議会，国
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クラブ定款

際ロータリーの元及び現役員に対する

ロータリー協議会，1==1－タリー国際地

域大会，国際ロータリー委員会，ロー

タリー地区大会，地区ロータリー情報

講習会，ロータリー地区協議会，又は

正式に発表せられたロータリー・クラ

ブ都市連合会等へ直行と認め得る旅行

の期間，本クラブの例会に欠席した場

合に仏本人より本クラブにその旨通

知があれば，本クラブの出席成績に認

めらるべきものとする。

　本クラブの正会員，シニア・アクチ

ブ会員，及びバスト・サービス会員は

本クラブの例会に欠席し，国際ロータ

リー大会，国際協議会，国際1==･－タリ

ーの元及現役員に対するl==･－タリー講

習会，ロータリー国際地域大会，国際

ロータリー委員会，1==z－タリー地区大

会，地区1==1－タリー情報講習会，ロー

タリー地区協議会，又は正式に発表せ

られたl==･－タリー・クラブ都市連合会

等へ，その欠席した直前６日，欠席当

日又はその直後６日の内何れかの日に

出席し，本人よりその旨本クラブに通

知すれば，本クラブの例会出席成績に

認めらるべきものとする。

　(０　正会員，シニア・アクチブ会

員，又はバスト・サービス会員の資格

は，次に規定する場合を除き，クラブ

会計年度の第一又は第二の６ヵ月間

に，その出席率が60パーセント以下

である場合は，理事会が適当且つ十分

の理由ありと認めて之を許さない限

り，自動的に終結すべきものとする。

　(ハ)シニア・アクチブ会員又はバ

スト・サービス会員が，病気又は傷害

のため，長期にわたり本節の規定に従

いがたき場合には，理事会に申出るこ

とにより，その理由の続く限り，出席

規定の適用を免れることができる。此

欠席は，クラブの出席記録に計算しな

いものとする。

(ニ) 何れかのロータリー・クラブ

に合計20年或はそれ以上会員であっ

たもので，年齢65歳を超えたシニア・

アクチブ会員，又はバスト・サービス

会員は，出席規定の適用より免除され

たき希望を文書を以て幹事に通告する

ことができる。理事会が之を承認すれ

ば，かかる会員の出席又は欠席は，ク

ラブの出席記録に計算しないものとす

る。

　第６節　その他の理由による資格終

結。（イ）本クラブにおける会員資格

を喪失すべき会員の資格については，

その目的のために招集された理事会に

おいて理事三分の二以上の得票によっ

て之れを終結せしめることができる。

　（○　如何なる会員の資格といえど

　払理事会において十分な理由ありと

　認めたときは，その目的のために招集

　された理事会において，その三分の二

心上の得票によって終結せしめること

ができる。

(ハ) 前掲（イ）及び（ロ）の何れの

場合において払当該会員に対し理事

会に文言で返事を出す機会を与えるた

め，少くとも10日間の余裕を以て文

書によりその本人に通告しなければな

らない。彼は又，その事件弁明のため

理事会に出頭する権利を保有するもの

とする。斯様な通知文書は，直接本人

に手交するか，或は，分っている本人

の最近の住所宛，書留郵便を以て郵送

されなければならない。
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クラブ定款

　（ニ）会員資格の終結が決定したと

きは，幹事は，理事会の決議後７日以

内に，文書を以て之を当該会員に通告

しなければならない。当該会員は，

その通告日付後14日以内に，クラブ

に対し異議の中立，若しくは本定款第

12条に規定する仲裁の何れかを選択

し，その通知を文書を以て，幹事に提

出することができる。異議の中立があ

った場合は，理事会は，その通知受理

後21日以内に開催される例会の日を

以て，異議申立に開する聴聞の日とす

る。かかるクラブ会合及びその特別議

事に開しては，少くとも５日前に文書

を以て，之を各クラブ会員に通知しな

ければならない。猶お，此会合に出席

を認められるものは，本クラブ会員に

限るものとする。

　（ホ）本節の規定により，理事会が

会員の資格を終結した場合，異議の中

立があれば，その聴聞期間が経過する

か，若しくは仲蔵人の裁定が発表され

るまでは，クラブは斯様な職業分類の

下に新会員を選んではならない。

　（へ）クラブに対し異議の中立がな

されず，或は仲裁の要求がない限り，

理事会の処置は最終的なものとすべき

である。異議の中立があった場合に

は，クラブの処置を最終的なものとす

べきである。

　第７節　退会。本クラブ会員の退会

届は，文書を以て（会長又は幹事宛）

提出すべきものとし，且つその会員の

クラブに対する総ての米納金が皆済さ

れたときに，理事会によって承認さる

べきものとする。

　第８節　財産権－その喪失。本クラ

ブにおける会員の資格が，如何なる状

態の下に終結したものであって払そ

の人はクラブに属する資金，その他一

切の財産に関する権利を喪失すべきも

のとする。

　　　　　　　第９条

　　　　　公　共　問　題

　第１節　都市の一般福祉については

本クラブ会員は利害関係を有する。そ

してかかる福祉に関する公共問題の是

非については，会員の個人的意見を纒

める上に会員を啓蒙するため，クラブ

集会において，公正且つ聡明にこれを

研究討議することができる。但し，本

クラブは論争中の如何なる公共議案に

対しても意見を発表してはならない。

　第２節　本クラブは，公職に対する

候補者に賛成したり，推薦してはなら

ない。又，如何なるクラブ集会におい

て払かかる候補者の功罪を論じては

ならない。

　　　　　　　第10条

　　　　　刊　　行　　物

　第１節　本クラブにおける正会員，

シニア・アクチブ会員，又はバスト・

サービス会員の承諾によって，その会

員は自発的に国際ロータリーの月刊雑

誌の購読者となる。購読は６ヵ月を１

期とし，会員である間継続するもの

で，途中会員を罷めた場合には，その

期の最終日までとする。

　第２節　購読料は，本クラブによっ

て，各会員より半年毎に前金にて徴収

するものとする。幹事は之を購読予約

金特別勘定に受入れ，国際ロータリー

に送金しなければならない。

　第３節　国際1==･－タリー理事会は，
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アメリカ合衆国及びカナダ以外にある

クラブでの利用のため，本条を削除し

た標準クラブ定款を規定することがで

きる。

　　　　　　　第11条

綱領の受諾と定款及び細則の遵守

　会員は，入会金及び会費の納入によ

って，綱領に表明されたロータリーり

原則を受諾し，本クラブの定款及び細

則に服従し，且つその規定を遵守し，

之に拘束されることを承認したものと

し，そしてこれらの条件の下において

のみクラブの特典に浴するものとす

る。定款及び細則の冊子を受領しない

ことを理由として，その遵守を免れる

ことはできない。

　　　　　　　第12条

　　　　　仲　　　　　　裁

　会員又は元会員とクラブ，或は役員

若しくはクラブ理事会との間に，会員

資格とか定款又は細則の違反問題，或

はクラブより会員除名等に関し，論争

を生じた場合，或は，その目的のため

に規定せられた手続のもとで満足に解

決できない何かの問題が生じた場合に

は，その事件は仲裁によって解決すべ

きものとする。各当事者に１人の仲蔵

人を指名し，仲蔵人に１名の裁定人を

指名するものとする。仲蔵人によって

到達した決裁又は，仲裁人間の意見不

一致の場合には裁定人の決裁は最後の

ものとし，且つ全当事者を拘束するも

のとする。

　　　　　　　第13条

　　　　　細　　　　　　則

　第１節　本クラブは，国際1===･－タリ

－の定款並びに細則（地方別運営規則

の設定せられている処では，その規

則）及び本定款に抵触しない限り，出

席会員過半数の得票を以て，本クラブ

を統轄するための追加規定を合む細則

を採用することができる。細則はその

中に設けられた改正手続規定に従っ

て，随時，之を改正することができ

る。

　　　　　　第14条

　　　　　改　　　　　正

　第１節　時期。本定款は，国際1==･－

タリー細則に定められた緊急の場合，

及び本条第４節に定められた場合を除

き，各個数年に開催される国際1==･－タ

リー大会において，改正案上程の際に

出席し，投票する選挙人の過半数の得

票によってのみ，改正せられるべきも

のとする。

　第２節　提案者。本定款の改正は，

本条第４節に規定せられたる場合を除

き，各クラブ,地区大会,若しくはグレ

ートブリテソ及びアイルランドにおけ

る一般審議会又は大会，規定審議会，

又は国際ロータリー理事会によっての

み，提案せられるべきものとする。

　第３節　方法。本定款を改正せんと

する如何なる提案も，規定審議会の開

催される年の前年４月１日以前に，国

際1==･－タリー事務総長に送達されてい

なければならない。

　国際1===･－タリー事務総長は，規定審

議会及び国際大会が制定案を審議する

1==･－タリー年度の８月１日までに，各

クラブの幹事に，その謄本を郵送すべ

きものとする。

　国際1==･－タリー事務総長は，総ての

適正に提案された改正案を，直接審議

－231－
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会に伝達しなければならない。

　審議会は，適正に提案された斯様な

各改正案及びそれに関して提出された

如何なる修正案をも審議し，而してそ

の採否決定のための勧告案を国際大会

に報告すべきものとする。

　第４節　本定款の第１条（名称）及

び第２条（区域の限界）は，定足数会

員が出席した，本クラブの例会におい

て，出席会員の三分の二以上の得票に

より，之を改正することができる。か

かる改正案の通知は，斯様な例会の少

くとも10日以前に，全会具に郵送せ

られなければならない。なお，此改正

は，国際ロータリーの理事会に提出し

て承認を求め，その承認を挨って始め

て効力を発するものとする。
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々ラプ細則

　注:此細則は単に推奨にとどまるもので，ロータリー・クラブによってその事情に適合するよう変更することができ

る。但し如斯変更は，クラブ定款又は国際ロータリー定款及び細則に矛盾しないことを要する。何か疑問の存在する場

合には，国際ロータリー理事会の審議を求むるため,その変更案を国際ロータリー事務総長に提出しなければならない。

(此細則に代案のある処は，クラブは単にその一つを採択すべきである。他の案は線を引いて消さなくてはならない｡)

瓦， ロータリー・ｸ.ラブ細則

　　　第１条

理事及び役員の選挙*

　第１節　役員選挙の会合一ヵ月前の

例会において，議長は理事候補者の指

名をクラブ会員に求むるものとする。

出席会員は，数に制限なく，これを指

名することができる。これらの被指名

者を投票用紙に記載し，年次総会の投

票に付し，最多数の投票を得たこk｡｡…｡｡。

名の候補者を以て当選者とする。

　第２節　被選理事は，年次総会後一

週間以内に会合し，会長一名，及び一

名又はそれ以上の副会長を互選する。

此の同一会合において被選理事は，

幹事，会計及び会場監督を選挙するも

のとし，その何れか又は全部が理事で

あっても良く或は理事でなくても差支

えない。理事以外から選ばれた場合に

は，幹事及び会計は，職権により理事

会の一員となり，理事会の決定する理

事会員としての責任及び特権を有する

ものとする。

*注:理事会の継続に関する規定を役員及び理事の選

挙手続の中に入れることが出来る。

(注:次の二節は前掲の代案として掲げたものであ

る。採択しなかった節は抹消すること｡)

為，

代

案

　　　第１条　－一代　案

　第１節　役員選挙の会合－カ月前の例会におい

て，議長は，クラブ会員により会長，副会長,幹事，

会計及び理事会員｡｡｡…,名を指名することを求めるも

のとする。指名は，クラブの決定する所に従い，指

名委員又は出席会員の何れか又は両者によって行う

ことができる。指名委員会を置くことに決定した場

合には，その委員はクラブの決定する方法によって

任命されなければならない。正当に行われた披指名

者の氏名を各役職毎に，ＡＢＣ順に投票用紙に記載

し，年次総会の投票に付する。会長，副会長，幹事

及び会計の候補者は，それぞれ投票の過半数を得た

ものをその役職の当選者とする。投票の過半数を得

た｡｡｡｡｡｡名の理事候補者を以て理事当選者とする。

　第２節　斯く選挙された役員及び理事は，直前会

長を加えて理事会を構成し，選挙後一週間以内に会

合して，会員中より会場監督を選任する。

　第３節　理事又は役員に欠員を生じ

たときは，残余の理事の議決によっ七

補充する。

　第４節　被選役員又は被選理事の欠

員は被選理事会の残りの被選理事の処

置によって補充せらるべきものとす

る。

　　　　　　　第２条

　　　　理　　事　　会

　第１節　木クラブの管理主体は，木

細則第１条，第１節の規定により選挙

された理事会とする。
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(注:第１条の代案が採択せられた場合には，次の代

案を採用することを要する。　採択せられなかったも

のを抹消すること｡)

≒

代

案

第２条 代　案

　第４節　会計　総ての資金を保管

し，年次総会において，或は理事会の

要求により，その収支を明らかにし，

その他会計の職務に属する義務を履行

することは，会計の任務である。退職

の場合は，すべての資金，帳簿，その

他その保管するクラブ財産を，後任者

又は会長に引継がなければならない。

　第５節　会場監督　会場監督の任務

は，通常その職務に属する義務，並び

に，会長又は理事会の指定するその他

の任務を行なうことである。

　　　　　　第４条

　　　　　集　　　　会

　第１節　年次総会*本クラブの年次

総会い絆y…………　__

に開催し，

する。

その際次年度の理事を選挙

注:第１条において代案を採用した場合には,次に｡掲

げる代案を採用しなければならない。採用しなかっ

た節を抹消する。

為，

代

案

－235－

第4条 代　案

－ l

　第１節　本クラブの管理主体は，本クラブの.......

名の会員即ち本細則第１条第１節に定むる処により

選挙せられた...…名の理事，会長，副会長，幹事，

会計，及び直前会長よりなる理事会とする．

　　第３条

役員の任務

　第１節　会長　クラブの集会並びに

理事会を司会し，その他一般にその職

務に属する総ての義務を執行すること

は会長の任務である。

　第２節　副会長　会長不在の場合，

クラブの集会並びに理事会を司会し，

その他一般にその職務に属する総ての

義務を執行することは副会長の任務で

ある。

　第３節　幹事　会員名簿を保管し，

集会の出席を記録し，クラブの集会，

理事会及び委員会に関する通知を発送

し,これら集会の議事録を作成保管し，

毎年一月一日及び七月一日に国際ロー

タリー事務総長宛なすべき，各半期毎

の会員報告を合む，国際ロータリーに

対する所要の報告，国際1==･－タリー事

務総長宛なすべき会員移動報告，及び

毎月最後の例会の直後地区ガバナー宛

なすべき例会出席月報の提出√ロータ

リアソ詰の購読料の徴収及び国際ロー

タリーヘの送金，及び一般に幹事の職

務に属する義務を履行することは幹事

の任務である。

第１節　年次総会 本クラブの年次総会は，毎

年ｙ……ｌ…………

●-----■---■翻一岫舗-------------■■---■--■-----d■--■-------d---s------一舗S
に開催し，モの際，次年度の役員及び理事を選挙す

る。

*注:標準クラブ定款第４条第２節は，「本クラブの

役員選挙の年次総会は，本クラブ細則の定むる処に。

より毎年三月三十一日以前に開催すべきものとする」

と規定している。
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クラブ細則

　第２節　木クラブの例会は，

ｙ………　．…＿　　…(曜日)

≒
.……..(時)

とし，

　　　　　　　第６条

　　　　投　票　方　法

　本クラブの議事は，無記名投票によ

らなければならない役員及び理事選挙

以外は，口頭投票によって処理する。

委

第７条

　員 会

　第１節－（イ）会長は，理事会の承

認を得て，次の常任委員を任命する。

　　社会奉仕委員

　　国際奉仕委員

　　職業奉仕委員

　（ロ）会長は,理事会の承認を得て，

社会奉仕，国際奉仕，及び職業奉仕の

特殊な事情に応じて，必要と認めるそ

の他の委員を任命する。

(ハ) 社会奉仕委員会，国際奉仕委

員会，及び職業奉仕委員会は，それぞ

れ理事の内より会長が任命する委員長

と，二人以上の他の会員を以七構成す

る。

　（ニ）会長は,理事会の承認をえて，

クラプ奉仕の特殊な事情に応じ，次の

委員を任命する。

　　出　　席　　委　　員

　　親　　睦　　委　　員

　　雑　　詰　　委　　員

　　会員選考委員

　　プ1==･グラム委員

　　広　　報　　委　　員

　次の委員を毎年一名宛任命する。

　　職業分類委員

　　ロータリー情報委員

　そして其の他会長が，クラブ運営に
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必要と認める委員を任命する。

　（ホ）クラブ委員任命において可能

且つ実際的である場合には，一名又は

其以上の委員を第二年目に任命する

か，或は一名又は其以上の委員を二年

の任期を以て任命するか，何れかの

方法によって委員の継続性に関する規

定を設けるべきである。如何なる委員

払細則に特に定められたるものを除

き，同一委員会に二年より以上継続就

任することを得ないものとする。

　（へ）職業分類及びロータリー情報

委員会は各々三名の委員よりなり，毎

年一名宛の委員を三年の任期を以て任

命する。

　此の規定の下に行われる最初の任命

は次の如くする。三名の委員の内一名

は一年の任期を以て，一名は二年の任

期を以て，一名は三年の任期を以て任

命する。

　（ト）雑誌委員会は，何時でも可能

な場合には，クラブ会報編集者及び地

方新聞又は広告業を代表するクラブ会

員を含まなければならない。

　（チ）会長は，別に理事一名を，す

べての会務活動に対する責任者として

任命する。此の理事は，会務関係の特

殊な事情により任命されるすべての委

員会の任務を監督し，且つ調整する。

　（リ）会長は，すべての委員会の職

極上の委員であり，之に伴うすべての

特権を有する。

　（ス）各委員会は，細則によって委

託されている事項，並びに会長又は理

事会が委託する事項を処理すべきもの

とする。但し，理事会によって特別の

権限を与えられたる場合を除く外，理

事会に報告し，その承認を受けるまで

は，行動を執ってはならない。

　　第８条

委員会の任務

　第１節　社会奉仕委員会　本委員会

は,本クラブ会員が社会関係において，

その責任を果すために，指導及び援助

となる計画を立て之を実施する。その

委員長は，本クラブの社会奉仕活動の

責任者となり，社会奉仕の特殊な事情

に応じて任命されるすべての委員会の

活動を監督し，調整する。

　第２節　国際奉仕委員会　本委員会

は，本クラブ会員が，国際奉仕に関す

る事項について，その責任を果すため

に，指導及び援助となる計画を立て，

之を実施する。その委員長は，本クラ

ブの国際奉仕活動の責任者となり，国

際奉仕の特殊な事情に応じて任命され

るすべての委員会の活動を監督し，調

整する。

　第３節　職業奉仕委員会　本委員会

は，本クラブの会員が職業関係におい

て，その責任を果し，又，各自の職業

において業務の一般的標準を向上させ

る為に，指導及び援助となる計画を立

て之を実施する。その委員長は，本ク

ラブの職業奉仕活動の責任者となり，

職業奉仕の特殊な事情に応じて任命さ

れるすべての委員会の活動を監督し，

調整する。

　第４節（イ）出席委員会　本委員

会は，出席を指定せられた人々による

地区協議会及び地区1==･－タリー情報及

び拡大講習会への出席及びすべてのク

ラブ会員による地区大会,都市連合会，

国際地域大会及び国際大会への出席を

含むすべてのl==･－タリー会合への出席

を奨励する方法を講じなければならな
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に開催する。

　例会の変更又は休会に関する通知

は，適当な時期にクラブの全会員に発

せられなければならない。

　第３節　会員総数の三分の一が，年

次総会及び例会において定足数を構成

する。

　第４節定例理事如l，毎肛………

に開催する。臨時理事会は，何時たり

とも必要と認めたるとき，又は理事二

名の要求があるとき，これにつき適当

な期間をおいて通知し，会長之を召集

する。

　第５節　理事総員の過半数が理事会

の定足数を構成する。

　　第５条

入会金及び会費

第１節　入会金ぱｸヽ･｡

入会承認に先んじ納入すべきものとす

る。

　第２節　会費は一ヵ年≒

　　　　　　　　　　　　･----SS-S-WS-----･-S-S--一撃･

とし，七月一日と一月一日に各半年分

を納入すべきものとする。なお，各半

年分の内一ドルを，各会員のロータリ

アソ詰の購読料に充当することを諒解

する。

(注:ロー,タリアン誌の購読料は，最低郵便料金の行

　　　われていない国においては，一年分合衆国貨幣

　　　にてニドル五十セントである｡)
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い。本委員会は，特に本クラブの毎週

の例会，及び本クラブ例会に出席出来

なかった場合には，他のクラブの例会

に出席することに摺:点をおいて，出席

を奨励する方法を講じ，全会具に出席

の必要条件を周知せしべ良好なる出

席の一層よき動機を増進し，且つ出席

不良の原因となる事情を究明して，モ

れを排除するよう勉めるものとする。

　（ロ）職業分類委員会　この委員会

は，毎年十一月一日又はそれ以前に，

その地域社会の職業分類に開する調査

をなし，職業分類概要を参照し，充填

及来充填の職業分類の一覧表を作成

し，理事会により開放が宣言せられた

来充填の職業分類に適格な人物を推薦

する重要性を会員に強調し，必要によ

りクラブにおいて現在代表されている

職業分類を再検討し，且つ職業分類に

関するすべての問題について理事会の

諮問に応ずるものとする。

(ハ) 親睦委員会　本委員会は，会

員間に親睦と友情を増進し，会長又は

理事会により課せられるクラブの一般

目的遂行のために働くものとする。

　（ニ）雑誌委員会　此委員会は，ロ

ータリアソ誌或はレビスタ・ロータリ

ア誌に対する読者の興味を喚起し，雑

誌週間を実施し，クラブ例会のプ1===･グ

ラムにその雑誌の簡単な月例評論を準

備し，新入会員の誘導にその雑誌を利

用することを奨励し，ロータリアｙで

ない講演者にこれを一部贈呈し，図書

館，病院，学校その他の読書室に寄贈

するため及び国際奉仕のため箱詰の購

読予約をなし，ニュース及び写真をそ

の雑誌編集者に送付し，或は他の方法

を以て，クラブ会員並びにロータリア

ン以外の人に対して有益な雑誌たらし

めるようにする。

　（ホ）会員選考委員会　水委員会

は，会員に推薦されたすべての者を，

その個人的方面から検討して，其の人

格,事業,社交的及び地域社会的地位，

及び一般的な適格性を周到に調査し，

すべての申込書に対するその判定を報

告すべきものとする。

　なお水委員会は毎年クラブの充填及

び未充填職業分類一覧表を検討し，且

つ開放された職業分類を充填するよう

適格な人物を理事会に推薦すべきもの

とする。

　（へ）プログラム委員会　水委員会

は，クラブ例会並びに臨時集会のプl==･

グラムを準備編成すべきものとする。

　（ト）広報委員会　水委員会は，

（1）社会一般に対し，ロータリー，モ

の歴史，綱領及びその適用範囲につい

ての知識を与え，（2）クラブに開する

適切な公表をなすために，計画を立て

且つ実施すべきものとする。

　（チ）1==･－タリー情報委員会　水委

員会は，（1）入会候補者にロータリー

クラブの会員としての特典，及びその

義務を詳細に説明し，（2）会員，特に

新入会員に，その特典並びに責任に関

して適確なる理解を与え，（3）会員に

ロータリー，その歴史，綱領，範囲，

及び活動についての知識を与え，（4）

会員に国際1===･－タリー管理運営の進展

に関する知識を与えるために，計画を

立て，実施すべきものとする。

　　　　　第９条

　　　　欠席の承認

　書面を以て正当な理由を具し，理事

会に申請書を提出すれば，特定の期間
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会員のクラブ会合への出席を免除する

賜暇が与えられる。

　(注:かかる賜暇は，会員資格の喪失を防ぐためのも

　のであって，クラブヘ出席の成績にはならない。従

　って，賜暇を受けた会員は，標準クラブ定款第８条第

　５節(ハ)又は(ニ)項の規定により認められた欠席

　を除き，他のクラブに出席しない限り，クラブの出席

　薄には欠席と記録せられる｡)

　　　　　　　第10条

　　　　　財　　　　政

　第１節　会計は，クラブのすべての

資金を，理事会が指定した銀行に預金

するものとする。

　第２節　すべて勘定書は，役員二名

の署名ある証書に対し，会計が署名し

た小切手を以て支払うものとする。ク

ラブのすべての会計事務に関しては，

毎年一回，公認会計士又は資格を有す

る他のものによって，月刊なる監査が

行なわれるべきものとする。

　第３節　資金管理の責任を有する役

員は，クラブ資金保管の安全を期する

ため，理事会の要求ある場合は，保証

金を提供するも゛の,とする。但しその費

用はクラブの負担とする。

　第４節　本クラブの会計年度は，毎

年七月一日に始ま肌翌年六月三十日

に終る。会費は七月一日から十二月三

十一日迄と，一月一日から六月三十日

迄の二期に分け徴収する。国際ロータ

リーの人頭分担金及びl==･－タリアソ詰

代金は,毎年七月一日及び一月一日に，

その日現在の会員数を基礎に納入すべ

きものとする。

　(注:半期中途に入会した会員の雑誌代は,中央事務

　局の仕切書に基づき納入する｡)

　第５節　理事会は，毎会計年度の始

めに，当該年度の予算を作成し，或は

作成せしめる。理事会が予算の承認を

与え，理事会がその変更を命じない限

り，予算はそれぞれの目的に対し支出

の限界を示すものである。

　　　　　　第11条

　　　　　会員選挙の方法

　第１節　正会員（アデイショナル正

会員を含む）

　（1）時々理事会は，職業分類委員会

によって作成された充填及び未充填職

業分類の一覧表を検討し，若し職業分

類の内，米充填のものがある時は何れ

を推薦のため開放すべきかを考慮決定

し，会員に対し，推薦のため開放され

た職業分類を知らせる。

　（2）開放された職業分類を充填する

ための有望な正会員候補者の氏名が会

員選考委員会或いは立派な資格ある正

会員，シニア・アクチブ会員，又はバ

スト・サービス会員によって推薦せら

れたならば，先ず第一に正式の推薦カ

ードにより幹事を通じて理事会に提出

する。

　｀（3）理事会は，それを職業分類委員

会に移牒し，委員会は，職業分類の立

場から，彼推薦者の資格を審査し，推

薦された職業分類が正当か不当かを決

定して，推薦カードを審査し事情を具

して理事会に返送し，理事会は次にこ

れを会員選考委員会に移牒する。

　（4）会員選考委員会は，披推薦者の

人格，職業，社交上の立場及び社会人

としての一般資格について十分検討を

した上で，投票に付し，その委員会で

反対投票一票を超えない場合には，被

推薦者は資格がありｊ且つその旨理事

会に勧告されて然るべきものと隠めら

れたもめとなすべきである。会員選考

委員会はその処置を理事会に報告すべ

きものとする。
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　（5）次に理事会は，職業分類委員会

及び会員選考委員会の決定事項を検討

し，その決定を受入れるか，拒否する

か，或は又，それを職業分類委員会及

び会員選考委員会に差戻し再検討の上

決定せしめる。

　職業分類委員会及び会員選考委員会

が，被推薦者に反対の報告をなし理事

会がその決定を受入れた場合には，推

薦者はその旨幹事より通知を受ける。

　（6）職業分類委員会及び会員選考委

員会が被推薦者に対して賛成の報告を

なし，理事会がその決定を受入れた場

合には，幹事は推薦者に通告する。

　（7）推薦者は，ロータリー情報委員

会の委員を同道して，被推薦者に，ロ

ータリー・クラブにおける会員の特典

及び義務について詳しく説明し，且つ

口頭又は書面を以て，クラブの会員に

被推薦者の氏名を発表することの承諾

を受ける。

　（8）被推薦新会員より氏名発表の承

諾を得た後に，幹事は書面又は印刷し

た書式を以てクラブの各会員に，被推

薦候補者の氏名，その代表する商社及

びその推薦された職業分類を書き込

み，通知する。

　（9）如何なる会員も被推薦者の選挙

に反対であれば，その反対理由を具し

書面を以て理事会に通告することがで

きるよう十日間の余裕をおく。

　（10）その期間に何等の反対がなけ

れば，被推薦者は会員に合格したもの

と見倣されるものとする。

　若し何等かの反対申出があれば，理

事会はその定例又は臨時理事会におい

て，それを検討して，被推薦者につい

て無記名投票を行う。定例又は臨時理

事会に出席七だ理事によって行われた

投票申，反対投票y･･-･s慟機種幽幽弊幽票を超え

ざるときは，彼推薦者は入会を承認さ

れたものと見倣される。

　（ｎ）幹事は，次いで，推薦者及び彼

推薦者に入会承認の件を通知し，そし

て彼推薦者にクラブ会員に申込むよう

勧誘しなければならない。

　（12）彼推薦者が,会員の責任につい

て彼の理解と受諾を表明する正式な申

込書に書き入れ，署名の上，第５条に

定められた入会金と共に，これを幹事

に提出した時に，彼は正当に会員に選

挙せられたものと見倣すべきものとす

る。

　（13）完全に書き入れられた申込書

及び入会金を受取ったならば,幹事は，

新入会員にロータリー会員証開票を発

行する。

　（14）幹事は，次に,新入会員報告用

紙に，必要事項を書き込み，完備した

ものを国際1===･－タリー事務総長に送付

する。

　彼推薦会員が拒否せられた場合に

は，推薦者は，幹事よりその旨通知を

受ける。

　第２節　シニア゜アクチブ，バスト

・サービス，及び名誉会員。これら三

種類の会員の何れに対する推薦候補者

払書面を以て理事会に提出し，そし

てその選挙は正会員選挙と同一の形式

にて行われる。但し，斯様な推薦は，

定例又は臨時理事会の何れにおいても

審議することができ，且つ理事会の意

志によって，本条第１節に定められた

段階の何れを省略してもよい。定例又

は臨時理事会に出席した理事会の会員

によって投票された無記名投票申，反

対投票y………票を超えざると但ま，

彼推薦会員は正当に選ばれたものとす
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る。但し，本クラブ定款に定められた

シニア・アクチブ会員の総ての資格を

有する本クラブの如何なる正会員，又

は，賞つて木クラブの正会員であって

且つその正会員でなくなったとき既に

本クラブ定款に定められたシニア・ア

クチブ会員の資格のあった本クラブの

バスト・サービス会員は，その希望に

よって，書面を以て，その意志を幹事

に通告することにより，シニア・アク

チブ会員となることができる。斯様な

シニア・アクチブ会員の場合には，申

込書又は選挙を要しない。

　第３節　元アディショナル正会員の

再選

　(1)国際l=･－タリー細則第３条第２

節(ｲ)狽の定むるところにより選挙され

た元アディショナル正会員にして，本

クラブ定款第８条第２節(ﾛ)項の定むる

ところによりその資格の終結した本ク

ラブの元アディショナル正会員の申込

は同一職業分類または異なる職業分類

の下にある他のものに優先して，理事

会は迅速に審議すべきものとする。

　(2)本クラブ定款第５条第５節(ﾛ)項

の規定のもとに選挙されたアディショ

ナル正会員は，その職業分類が空席に

なった場合には会員でなくなったもの

とする。但し，その職業分類が再び充

填されたときは，(定款第５条第５節

(ｨ)狽の規定に基づく職業分類の保持者

がアディショナル正会員を推薦する権

利を侵害することなく)彼は再び選ば

れるであろう。

　(3)理事会は，その自由意志によ
ヽ
ｎ
ノ ，その申込を職業分類および会員選

４

１

考委員会に移牒することができ，且つ

異議申立のため十日間の余裕を置くこ

とができる。異議申立は，その理由を

述べ書面をもって理事会に提出しなけ

ればならなレ。定例または臨時理事会

において，理事会はその申込者に対

し，職業分類および会員選考委員会お

よび提出された異議の適用できるとこ

ろを考慮し，無記名投票を行なう。定

例または臨時理事会に出席した理事に

よって行なわれた投票申，反対投票ｊ

｡＿票を超えざるときは，元アデ

イショナル正会員イ１名または散名)

は正当に正会員に選ばれたものとし，

幹事よりその旨通知を受ける。申込が

拒否された場合は申込者は幹事よりそ

の旨の通知を受ける。

　(注:理事会の行う最終の無記名投票による会員選挙

　を規定する此細則の代りに，クラブは,正会員，シニ

　ア・アクチブ,バスト・サービス,又名誉会員申込者

　の選挙を,クラブ会員による最終無記名投票によるも

　のとし定足数を有する例会において,出席会員総数四

　分の三以上の得票によって決する規定を,細則に採用

　することができる｡)

　　　　　　第12条

　　　　　決　　　　議

　第１節　本クラブに重大なる関係を

有する決議又は動議は，理事会が審議

した後でなければ，本クラブは之を審

議しない。クラブ集会において，かか

る決議又は動議が提出されたとき拓

之を討論に付さないで理事会に回付す

るものとする。

　　　　　　第13条

　　　　日　程　順　序

　開’会
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未決議事

新議事

講演又は他のプログラム

閉　会

　　　　　第14条

　　　　改　　　　正

クラブ細則

　本細則の改正は，定足数の会員が出

席する例会において，出席会員三分の

二以上の賛成によって，之をなすこと

ができる。但し，改正案の通知は，モ

の集会の少くとも十日前に，各会員に

郵送されていなければならない。本細

則の改正又は追加は，クラブ定款及び

国際1===･－タリーの定款並びに細則に矛

盾してはならない。
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理事指名のための地帯及び集団の説明

　　　　　　244－245頁

ロータリー用語

　247－254頁

｜

-243 -



ｔ

ｌ

ｉ
一
ｙ
ｉ
ｉ
ｒ
Ｓ
ｊ
ｌ

回
修
珊
９
．
一
一
ｗ
卵
瀋
哨
Ｅ
朔
日
載
如

g
＆
9
9
6
1

－244－

覚

アメリカ合衆国選出理事指名の地帯に含まれ

る地区

　国際ロータリー理事指名の目的のためとその他細則に特別

に規定された目的のために，アメリカ合衆国を５地帯に分け

る。1964年の国際大会は，理事候補者を推薦する場合には，

バーミユダ並びにポルトリコに所在するクラブはアメリカ合

衆国内のクラブ地帯に含まれるものとすることに細則を改正

した。各地帯は国際ロータリー理事会によって決定せられた

もので，アメリカ合衆国，バーミユダ及びポルトリコ所在の

クラブで隣接する一群の地区内のクラブより成っている。

（国際ロータリー細則第10条第３節参照，196頁）

　国際ロータリー理事会は1965 1）年における理事指名のた

め，アメリカ合衆国，バーミユダ及びポルトリコを含む範囲

の地帯の構成は次の如くすべきことを決定した。

地帯1 :　500, *502,*504,*506,*508，510，511，513，516，

　　519，522，524，526，528，530，532，534，539，542，

　　545，547，549，552，573，の各地区。

地帯2:　*558，561，595，597，622，625，627,*629，631，

　　*633，636,*638,*640，642，644，654，656，658，660，

　　663，665，667，669,*709，728，の各地区。

地帯3:　563，565，567，569，571，575，577，579，581，

　　584，587，589，591，593，600，603，605，607，609，

　　611，615，617，619，620，646，649，651，684，の各

　　地区。

地帯4:　403，671，674，676，678，680，682，686，688，

　　690，692，694，696，699，753，755，757，760，762，

　　767，769，771，773，775，777，の各地区。

地帯5:*704，712，715，717，719，721,*723，725，730，

　　733，735，737，739，741，743，745，747，749，751，

　　764,*779,*781,*785，787，789，791，793，795，798，

　　の各地区。

　＊アメリカ合衆国クラブ

　1）注1964年国際大会において，理事は地帯４及び５よ

り任期２年で選出された。即ち1964－65及び1965－66年。

故に，1965年の国際大会おいては単に地帯，1,2及び３のみ

から理事が指名せられる。

カナダ選出理事の指名集団

　１名の理事指名の目的のため，そしてその目的にのみカナ

ダの加盟クラブを３集団に分つ。各集団はカナダにおける加

盟クラブの地理的分布が大体均衡を保つように構成せられて

いる。（国際ロータリー細則第10条第３節参照，197頁）

　国際ロータリー細則は，各奇数年の５月又は６月に理事会

が，カナダの各集団に含まれる加盟クラブの一覧表をカナダ

の全加盟クラブに対して印刷し，且つカナダより１名の理事

被指名者を提案する集団の順番を指定しなければならないと

いうことを規定している。

　1962－63に国際ロータリー理事会は，1964年に理事指名の

ためカナダにおける３集団の構成を次の如く決定した。

書

　西部カナダ:オンタリオ州西側境界線以西に所在する全ク

ラブ。

　中部カナダ:オンタリオ州西側境界線以東とクベック州西

側境界線以西に所在する全クラブ。

　東部カナダ:クベック州西側境界線以東の全クラブ。

　カナダの３集団が１名の披指名者を出す既定順番により，

西部カナダ集団が1964に，２年任期の理事選挙のための彼

指名者を推薦した。

イベロ・アメリ

まれる地区

　　タ逼出理事候補者の地帯に含

　イベロ・アメリカに所在するクラブからの理事候補者推薦

の目的で，そしてそのためにのみ，ポルトリコを除いたイベ

ロ・アメリカは３地帯に分割される。各地帯は，国際ロータ

リー理事会によって決定された一群の隣接地区に所在するク

ラブより或る。（国際ロータリー細則第10条第３節参照，

197頁）

　国際ロータリー理事会は，理事選択の候補者推薦のため，

イベロ・アメリカ内の地帯の構成を次の如くすべきことを決

定した。

地帯1:　465，467，468，474，476，478，481，483，486。

　　　489，491，493，498，の各地区。

地帯2:　445，449，451，453，455，457，458，459，461，

　　463，469，472，484，の各地区。

地帯3:　400，406，4n，413，415，417，419，424，429。

　　435，440，446，の各地区，

及びバハマ諸島，英領ギアナ，英領西印度諸島，仏領ギア

ナ，ガデループ，ハイチ，ジャマイカ，マーチニーク，トリ

ニダッド及びトバゴ，バージン島，西印度連邦に所在する無

地区クラブ。

　イベロ・アメリカにおける３地帯の理事推薦の規定順序に

従い，1964年,地帯１は２年任期の理事選挙のため披指名候

補者を推薦した。

国家又は地域単位

　1927年（オステンド）国際大会は，区域別運営方式を規定

している国際ロータリー定款並びに細則を改正する法令（第

３号）を採択した。その結果国家別或いは地域別単位の運営

方式は廃止になったが，オステンド大会以前から存在してい

た国家別或いは地域別単位に関し次の如き決議をした。

　「且つ又この決議は定款第８条及び細則第10条の規定のも

とに現存する国家別又は地域別単位の如何なる権利，特典，

権力，義務又は任務を無効にするものではなく，定款第８条

及び細則第:LO条は,現存する国家別或いは地域別単位に対し

引続き効力を有するが今後のものには無効であることを決議

する｡」

　上記国家別及び地域的単位の規定は1926年版の国際ロー

タリー定款及び細則に記載されている。
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　　(Glossary)

ロータリー用語

Acting･ District　Governor一地区ガバナー

事務取扱一　地区ガバナーが空席になった場

合，新ガバナーが国際大会に於て選挙され又

は国際ロータリー理事会に依って選任される

まで，その事務を執行するために，国際ロー

タリー会長が指名したもの。

Active Member一正会員一　職業分類の下

にクラブ会員として選ばれ，国際ロータリー

の定款及び細則に定められた会員としての総

ての義務，責任，及び特典を有するクラブの

会員。

Additional Active Member－アディショナ

ル正会員－(1)クラブの正会員によりその所

属する事業所の同僚幹部の中より推薦され，

推薦者と同一の職業分類の下にそのクラブの

会員として選挙され，又は(2)あるクラブに於

てその保持する職業分類該当の職業に其のク

ラブの区域内に於て従事しなくなった故を以

て会員資格を失った元正会員で，何れかのク

ラブに於て，その選挙の要件たる職業分類を

既に充填保持する正会員の同意を得て同一職

業分類の下に会員として選挙されたもの。ク

ラブが(2)項によってアデイショナル正会員を

選挙した場合，当該正会員は(1)項によってア

ディショナル正会員を推薦する権利を失わな

い。アデイショナル正会員は正会員であり，

正会員と同一の義務，責任及び特典を有す

る。但し同一職業分類を保持する正会員が正

会員資格を失ったとき，又はクラブに於ける

当該職業分類が空席となった場合はその会員

資格を失う。

Admission Fee一入会金一　クラブ入会申込

者がクラブに支払う料金。料金の額は均一で

ない。各クラブがその細則に規定する所によ

って異る。

彙

Advisersof Revista Rotaria (133頁参照)

Alternate(delegate)－(代議員)代理一　何

れのクラブでも国際大会にその代議員を選出

するに当り，代議員各一名毎に代理者一名を

選ぶことができる。この代理者は当該代議員

不在の場合国際大会に於て投票する権利を有

する。

ＡＮＺＡＯ－アンザオー　オーストラリア，ニ

ュージラソド，アフリカ(地中海に面する諸

国，諸地域を除く)及びその他の地方で他の

地域群(即ちＵＳＣＢ,ＳＡＣＡＭＡ．Ｇ．Ｂ．＆Ｉ．

又はアジア)に含まれない地方を包含する地

域群。

Attendance Contest―出席競争一米国(ア

ラスカ及びハワイを含む)，カナダ及びバミ

ューダのクラブの間で，ロータリー・クラブ

の例会に，ロータリアンが現実に出席するこ

とを奨励し，推進するために行われる競争。

この競争は国際大会で採択された規則に従っ

て行われる。国際ロータリー理事会は，上記

以外の地域にあるクラブを，同規則による出

席競争参加クラブとして指定することが出来

る。

Attendance Report(Club)一出席報告(クラ

ブ)一　国際ロータリー細則に基き，各クラ

ブがその例会に於ける出席につき，地区ガバ

ナーに対し毎月提出すべき報告。クラブが地

区に所属しないときは国際ロータリー事務総

長に提出する。

Attendance Report(Governor)一出席報告

(ガバナー)一　所管地区内のクラブから受取

った月例出席報告の一覧表。ガバナーはその

写を国際ロータリー事務総長に送付する。

ＵＳＣＢ地域群の出席競争は地域内各地区ガ

バナーから受取った報告に基いて，国際ロー
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タリー事務局が競争の結果をまとめる。

Balanced Membership一均衡のとれた会員

構成―　職業的に片寄らないクラブの会員構

成。

Bd.一国際ロータリー理事会の略語－　この

略語につづいて記す数字は年度を表わす。例

えばBd.44－45は1944－1945年度の理事

会の略語である。

Birthplace of Rotary一ロータリーの発祥地

一　第一番目のロータリー・クラブが設立さ

れた米国イリノイ州シカゴ市。

Board of Directors(Club)－クラブ理事会－

クラブ細則の規定により構成されたクラブの

管理運営機関。

Board of Directors(R.I.)一国際ロータリー

理事会一(８頁参照)

Boys and Girls Week―少年少女週間－少

年少女，“人つくり"運動及び少年少女の福

祉機関全般について，一般社会の関心を喚起

するための行事を計画すべき週間。

Brief Report of the Convention一国際大

会略報―　国際大会終了後直ちに全加盟クラ

ブに送付される大会記録の要約。

ＣＥＮＡＥＭ－セナエムー大陸ョーロッパ，北

アフリカ及び東地中海地域の略語。

CentraI Omce (C.0.)一中央事務局一米国イ

リノイ州エバソストソにある国際ロータリー

の中央事務局。

Certincate of Nomination of District Go-

vernor一地区ガバナー指名証明書－　ロータ

リアンが地区内クラブに依り正式に地区ガバ

ナーの職に指名された事を証明する地区ガバ

ナー及び必要ある時は併せて地区大会幹事に

依り署名された証明書。

Charter Fee一加盟金一　国際ロータリーに

加盟を承認された各クラブが，国際ロータリ

ー鉄則により国際ロータリーに納付すべき料

金，米貨100弗。

Charter Member一創立会員一　ロータリー

・クラブの創立会員，即ち国際ロータリー加

盟前に選ばれた会員。

Classincation一職業分類―地域社会に貢献

する独立且つ明確な事業又は専門的職業活動

を表示する字句。用語としては，正会員の所

属する事業体，商社又は団体の主要且つ一般

に認められた事業或は専門的職業活動を最も

正確に表示する字句である。

Classincation Roster一職業分類表－　地域

社会に於ける事業及び専門的職業活動のすべ

てを含む一覧表で，クラブで既に充填されて

いるもの，米充填のものを区別したもの。

Club Assembly－クラブ協議会－　クラブの

計画及び活動について協議する目的のため，

クラブ役員，理事及び委員長全員の会合。

Club Review Checklist－クラブ実態照合表

－　クラブ役員がクラブの実態を検討し，又

クラブの慣行及び動向についてガバナーと協

議する準備のため用意される照合表。

C.0.一中央事務局一米国イリノイ州エバソ

ストソにある国際ロータリー中央事務局の略

語。

Commission on Rotary lnternationaI Ad-

ministration(C.R.I.A.)一国際ロータリー管

理調査委員会－1934年度デトl=･イト大会に

於て採択された決議に基ぎ，1935年１月国際

ロータリー理事会が依嘱した委員会で，地方

管理に影響を及ぼすべき現行手続規則を検討

し，改正を提案し，更に要すれば，地方管理

の形態乃至は地域的或は国家単位の管理方式

について，検討し，委員会の最適と考える代

案を提案し，或は部分的変更を立案し，又は

現行方式の再確認を求めることを目的とした

もの。同委員会は1935年，1936年及び1937

年度国際大会に報告を提出し，1937年度大会

に於て正式に解嘱された。
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Considered as Withdrawn－撤回と見傲す

ー　国際大会に於ける提出議案の取扱に関連

してロータリーで発連した議事採決の方法。

大会として採択に賛成出来ないが，大会に於

て否決と議事録に残したくないものぱ撤回

と見倣される”この議決法は，一年位採決を

廷ばしその間に更に議題を研究したい場合に

も時々用いられる。

Convention一国際大会－（45－53頁参照）

Convention Proceedings Book一国際大会

報告書一　国際大会終了直後毎年国際ロータ

リーが印刷発行する写真入り大会報告書。

Conv. Res. （Convention Resolution）一国

際大会決議の略語。

Council of Past Presidents一元会長会謙一

（12頁参照）

Council on Legislation一規定審議会－

（７頁参照）

（7ountries and Geographical Regions一国

及び地理的地域－　ロータリーの存在する世

界各地域に関連して用いられる慣用語。

C.R.I.A.一国際ロータリー管理調査委員会の

略語。

Delegate一代議員一　名誉会員を除き，各ク

ラブはその会員最初の50名まで１名，それ

を越える50名毎又は26名以上の端数につき

１名の代議員を何れの国際大会にも送る権利

を有する。

Delegate-at-Large一自由代議員一国際ロー

タリーの各役員及び現にクラブ正会員，シニ

ア・アクチブ会員又はバスト・サービス会員

の資格を有する国際ロータリー元会長は，国

際ロータリーの定款及び細則により国際大会

に於ける自由代議員と認められ，各議題につ

き一票の議決権を有する。

District一地区一　国際ロータリーの管理上

定められたクラブ群の所在する一定地域に与

竺£

□口 彙

えられた名称。

District Assembly一地区協議会－（12頁参

照）

DistrictCommittee一地区委員会－（59－61

頁参照）

District Conference一地区大会－（12頁参

照）

District Conference Report一地区大会報告

書一　地区大会決議事項，出席クラブ数，ガ

バナー被指名者名その他を記載し，ガバナー

及び地区大会幹事より国際ロータリーに提出

さるべき報告書。

District Funds－地区資金一　程々の目的の

ため（主として地区大会開催費の全部又は一

部を賄うため）多くの地区で設定している資

金。この資金に対する分担は地区によりその

額を異にするが，斯様な資金の設定について

は何ら特定の権限は与えられていないから，

分担は任意に行わるべきであって，ロータリ

アン個人又はクラブに対して課せらるべき人

頭分担金の如き性質のものであってはならな

い。

District Governor一地区ガバナー－（10頁

参照）

District Governor Ad lnterim一暫定地区

ガバナー―　国際大会で選挙されたガバナー

がその地区外にあって就任期までに帰着出来

ない場合にはその帰着までの期間，直前ガバ

ナーが暫定地区ガバナーとしてその職務を執

行する。

Distriet lnstitute一地区研究会－（65頁参

照）

Dues and Fees一年会費及び入会金一　各正

会員，シニア・アクチブ会員及びバスト・サ

ービス会員はそのクラブの細則に定める入会

金及び年会費をクラブに支払う。その金額は

国際ロータリー加盟各クラブ間に於て一定は

していない。
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Eleetor一選挙人―　選挙人は正当に選ばれ

た代議員，委任状所持者及び自由代議員を言

い国際大会の選挙母体を構成する。

Enactment一制定 国際ロータリーの定

Founder of Rotary一ロータリー創始者－

1905年シカゴに最初のロータリー・クラブ

を創立したポールＰ．ハリスを指す用語。

ポールＰ．ハリスは1947年１月27日死去し

た。

Four Avenues of Rotary Service一ロータ

リー奉仕の四大部門－　クラブ奉仕，職業奉

仕，社会奉仕，及び国際奉仕を指す用語。

G.B.＆I.－ヂー・ビー・エンドアイー　グ

レート・ブリテソ（イングランド，ウェイル

ス及びスコットランド）及びアイルランドの

略語。

GeneraI Couneil （R.I.B.I.）－R.I.B.I.理事

会－　グレイト・ブリテソ及びアイルランド

に於ける国際ロータリーの管理機関で，

R.I.B.I.の役員（会長，直前会長，副会長，

名誉会計及び幹事）と「グレイト・ブリテソ

及びアイルランド内の地区に於ける国際ロー

タリー代表」者を以て構成する。グレイト・

ブリテソ及びアイルランド選出の国際ロータ

リー理事は職権上本理事会の構成員である。

GeneraI Omcers of R.I.一国際ロータリー

中央役員一　国際ロータリーの会長，第１，

第２，及び第３副会長，その他の理事10名，

事務総長並びに財務長。

GeneraI Secrむtary゛sLetter to R.I. 0mci-

als一国際ロータリー役員に対する事務総長

の通信一　国際ロータリーの役員，委員その

他に対し，時に応じて国際ロータリー事務総

長が発送する通信。そうした役職に在る人々

にとって重要な情報を記載し，経費の都合で

謄写印刷されているが，各受取人に対する私

信と解すべきものである。

Governor’s Monthly Letter－ガバナー月信

一　所管地区内の各クラブの会長及び幹事に

対して毎月ガバナーから発送する親書的な公

文書で特に関心を求むべき重要事項を記載す

る。

Group Representatives一分区代理一　地区

－250－

１

Ｘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
。
。
‘
"
"
'
‐
‐
･
‐
‐
“
‐
‐
‐
７
‐
７
"
Ｉ
　
Ｓ
Ｓ
～
ｓ

卜
三
…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…

…
｛
…
…
…
…
ノ
…
…
…
…

一 二
☆
作
ハ

｀
゛
・
レ
…
…
゛
｝
‘
一
－
’
へ

｀ 一一
一
一
’
｀
゛

」ハ
’
¨
Ｌ

’
・
’
｀
一

に
’

“ ・
｀ ’
“ ’｀
・
‘
｀
・
ゝ

゛ 『
″
’
一
’
一

’
一
‘ 万

一
』
’
｛
・

｀
゛
‘
¨
゛

’
一
”

’ ｝・
・
・

｝
乙

’
｛
一’

｀ ル
ル
ル
ル
皿
皿
皿
丿
皿

内で予め区分された地域内のクラブの役員に

助力するため，経験あるロータリアンの中か

らガバナーが指名する非公式代理。ガバナー

はその任務を何人にも委譲する権限を持たな

いのでこの代理は非公式で権限を持つもので

はない。

“He Profits Most W'ho Serves Best"一一“最

もよく奉仕する者，最も多く報いられる"－

ロータリーの文献その他に用いられる標語。

Honorary Member一名誉会員－(180頁参

照)

lbero America－イベロ・アメリカーイペロ

・アメリカはョーロッパのイペリア半島出身

のスペイソ人及びポルトガル人によって植民

されたアメリカ諸国を言う。国際ロータリー

理事会の構成については国際ロータリー細則

は，イペロ・アメリカは南アメリカ，中央ア

メリカ，メキシコ及び西印度請島を含むと規

定している。(国際ロータリー理事候補推薦

に関してはポルトリコはイペロ・アメリカか

ら除外されている｡)

lntercountry Committee一国際共同委員会

一夫々の所管ガバナーにより又はその承認を

経て組織される，ロータリアン，ロータリー･

クラブ又は地区により二国以上に渉って構成

される委員会で，関係国のクラブ及びロータ

リアン間の交友を奨励し，それによって各国

民の間に理解を増進し友好を促進することを

目的とする。

lnternationaI Assembly一国際協議会一(11

頁参照)

lnternationaI Conference一国際地域大会一

(86－90頁参照)

lnternationaI Omcers一　国際ロータリー役

員の項参照。

LapeI Button一襟章一ロータリー・クラブ

の会員の襟章で，金地に紺のエナメルを以て

作られたロータリーの記章。

蝶荏

ロロ 彙

Member Club一加盟クラプー国際ロータリ

ーに正式に加盟を認められたロータリー・ク

ラブ。

Membership Application Card一入会申込

カードー　会員として推薦された者が入会申

込の際用いるカード。

Membership ldentincation Card一会員証－

　国際ロータリーが全クラブにその使用を奨

めている一定様式の小型会員証。国際ロータ

リー事務総長の複写印刷署名の他，会員名，

所属クラブ名，職業分類，納入した会費の期

限，クラブ幹事の署名及び当人の署名のため

の空欄が設けてある。

Membership Proposal Card一会員推薦カー

ドー　クラブ会員がクラブに会員を推薦する

ときに用いるカード。

Membership Report Card一会員報告カー

ドー　クラブ幹事が国際ロータリー事務総長

に対して，新会員，退会者及び会員の住所，

職業分類等の変更を報告するために，国際ロ

ータリーが供給する三様式のカード。

Memo of omciaI visit of Distriet Gover-

nor－ガバナー公式訪問報告書－ガバナーが

所管地区の各クラブを公式訪問するに際して

記入し，クラブの持つ計画及び目標の概要と

共に，最寄りの国際ロータリー事務局に送付

する報告用紙。この報告は，国際ロータリー

に対し各クラブが如何にロータリーの計画を

実行しているかについて情報を提供し，且つ

国際ロータリーがクラブに対してサービスす

る上の参考に供することを目的とする。

Non Districted Club一地区無所属クラプー

　国際ロータリーの地区に属せず，国際ロー

タリー理事会の直轄下にあるクラブ。

Object of Rotary－ロータリーの綱領一　国

際ロータリー定款第３条及び標準クラブ定款

第３条に規定するロータリーの綱領。（綱領

文は171頁参照）
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款及び細則又は標準クラブ定款を改正する国

際大会の立法。

ＥＮＡＥＭ－エナエムー　ョー1==･ッパ，北アフ

リカ及び東地中海地域の略語。

Exchange of Youth一青少年交換一　或程

度実務の経験を有する青少年に他国で短期間

同一職種の体験を得る機会を，学生に対して

は他国の学校で勉強する経験をに又休暇中の

青少年に他国を訪問滞在する機会を与えるこ

とを目的とする各国間相互の青少年交換。

Executive Committee一常任理事会－（８

頁参照）

Extension Aide一拡大補佐一　特別代表が

その与えられた地域に於けるロータリー・ク

ラブの設立を単独で完遂出来ないと思われ，

又ガバナー自身必要な援助を供与出来ない場

合は，特別代表の近くに住むロータリアンで

ロータリー・クラプ設立に経験を有する者が

特別代表を援助すべくガバナーから指名され

る。これを拡大補佐といい，事情によっては

自らクラブ設立に当ることを可とする場合も

ある。

Extension Within the Club－クラブの内

部拡大－　クラブの区域内で適当な人物を有

する職業分類の代表者を洩れなくクラブ会具

申に含めることにより会員数を増加するこ

と。

Extension Work一拡大活動一　ロータリー

が存在しないところにロータリー・クラブを

設立してロータリーを拡める活動。この活動

は，地区に於てはガバナーと事務局の協力に

よって行われその他の地域に於ては特に指名

された代理者が事務局の協力を得て行うこと

を通例とする。
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OccupationaI Book Shelf‐職業参考書棚－

　ロータリー・クラブがその土地の公共図書

館や学校の図書館に会員各々の職業に関連す

る参考書を寄付して設ける書棚。

Omcers，Club－クラブ役員－クラブの役員

は会長，副会長一名又はそれ以上，幹事，会

計及び会場監督である。

Omcers，R.I.一国際ロータリー役員一　国際

ロータリーの役員は，会長，第１，第２及び

第３副会長，その他の理事，事務総長，財務

長，地区ガバナー，グレイト・ブリテソ及び

アイルランドに於ける国際ロータリー代表並

びにグレイト・ブリテソ及びアイルランドの

国際ロータリーの会長，直前会長，副会長並

びに名誉会計である。

OmeiaI Direetory一公式名簿－(135頁参照)

Outline of Classifieations一職業分類概要－

　事業及び専門的職業活動を科学的に分類し

た国際ロータリーの文献。クラブの充填及び

未充填職業分類一覧を作製するときに，事業

及び専門的職業活動を正確に且つ統一的に表

示するための指針として発行されている。

Past Service Member－ バスト・サービス

会員(180頁参照)

Per Capita Dues一人頭分担金―　各クラブ

が，国際ロータリーに対して，７月１日及び

１月１日現在の正会員，シニア・アクチプ会

員及びバスト・サ･Tビス会員在籍総数に応じ

て，半年毎に支払う人頭分担金。

ProvisionaI Rotary Club一仮ロータリー・

クラブー　25名以上の創立会員によって，国

際ロータリー加盟の正式申込がなされ，国際

ロータリー事務局によってその受領が確認さ

れたときは，加盟承認に到るまで仮ロータリ

ー・クラブという。

Purposes of Rotary lnternational一国際ロ

ータリーの目的－　G)世界を通じてロータリ

ーを奨励，推進，拡大し且つ管理すること。

(ﾛ)国際ロータリーの活動を調整し且つ一般的

指導を行う。(国際1=1－タリー定款第２条)

Region一地誠一地域という用語は，臨機又

は一定のクラブの地域集団を表示するときに

用いられる。

Registration Fee,Convention一登録料一国

際大会一　国際大会に出席を登録する際満十

六才以上の参加者が国際ロータリーに支払う

料金。登録料はその都度国際ロータリー理事

会が決定する。選挙人は登録料の支払を了す

るまで選挙権を与えられない。

Resolution一決謙一　国際ロータリー大会の

議決行為で，大会の意見を表明し，或は国際

ロータリー定款細則或は標準クラブ定款を変

更することなしに，方針或は手続を設定し又

は廃止するもの。

Resolution 34一決譜第34号一　国際ロータ

リーの社会奉仕に対する方針の声明で，1923

年セントルイス大会で決議第34号として採

択され，その後の大会で改正されたもの。

(全文35－36頁参照)

Revista Rotaria－レビスタ・口クリアー国

際ロータリーのスペイソ語機関誌。

R.I.一国際ロータリーの略語。

R.I.B.I.－グレイト・ブリテソ及びアイルラ

ンドに於ける国際1==l－タリーの略語。(14頁

参照)

R.I.News一国際ロータリー・ニュースー

(134－135頁参照)

R.I.Representatives一国際ロータリー代表

－　グレート・ブリテソ及びアイルランド内

の地区における国際ロータリー及びR.I.B.I.

の代表。国際ロータリー代表はR.I.B.I.理事

会の構成員で国際ロータリーの役員である。

各々の地区のクラブによって選ばれ,R.I.B工

大会に候補者として指名され，国際大会で選

挙される。 R.I.B.I.理事会を通じ，夫々の地

区の監督に当り，国際ロータリー理事会に対
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して責任を持つ。

Rotary－ロータリー－　ロータリーはロータ

リー・クラブ及びロータリアンによって構成

される組織，彼等を鼓舞する精神，彼等を指

導する原則実践及び慣例，そして彼等が達成

を期する目的及び綱領を示すために用いられ

る。

Rotary Education一ロータリー教育－（ｲ）口

―タリーの綱領，原理及びロータリーとその

四大奉仕部門の発達過程を会員に周知させる

こと。（ﾛ）各ロータリアンにロータリーの理想

に対する個人的献身及び奉仕に関する責任と

理解の念を喚起助長すること。

Rotary Foundation， The一ロータリー財団

－（145－159頁参照）

Rotary　Foundation　Fellowships　for　ln-

ternationaI Uuderstanding一国際理解のた

めのロータリー財団奨学金－（151頁参照）

Rotary　lnstitute　for　Present　and Past

omcers of R.I.一国際ロータリー現任及び

元役員のロータリー研究会一　国際協議会と

場所と日時を同じくして別に開催され，ロー

タリーの企画及び管理上の問題を非公式にと

り上げる研究会。現及び元国際ロータリー役

員，委員及びR.I.B.I.現及び元役員，元国際

ロータリー代表及び任期末の地区ガバナー並

びに国際ロータリー代表で国際協議会に参加

しない者が招待される。

Rotary lnternational in Great Britain ＆

lreland（R.I.B.I.）－グレイト・ブリテン及

びアイルランド内国際ロータリー－　グレイ

ト・ブリテソ及びアイルランドに於けるロー

タリー・クラブ連合会の呼称。（14頁参照）

Rotary Wheel一ロータリーの歯車－　ロー

タリーの記章につき時として用いられる呼

称。

R.R.（Revista Rotaria）－（レビスタ・ロー

タリア）の略語。

目庇
□口 彙

ＳＡＣＡＭＡ一サカマー南米，中米，メキシコ

及びアソチレズ諸島の略語。

Secretariat一事務局－(10－n頁参照)

Semi-annual Report一半期報告一毎年７月

１日及び１月１日現在を以て芥クラブが国際

ロータリー理事会に対して行う会員数の報

告。報告はクラブ会長及び幹事の署名を要

し，中央事務局所定の用紙を用いて，国際ロ

一タリー事務総長に送付する。この報告に基

き，クラブは国際ロータリーの人頭分担金を

支払う。

Senior Active Member－シニア・アクチブ

会員－(179頁参照)

‘‘ServiceAbove Self"一超我の奉仕－ロー

タリーの文献その他で用いられる標語。

Similar organizations一類似団体一国際ロ

ータリーと類似した目的及び組織を持つ奉仕

クラブo

SpeciaI Assemblies一特別協議会一　国際大

会に於て一つの国からの出席ロータリアンに

より又は数ヵ国のロータリアンが合同して開

催するもので相互の理解と友愛を深め，その

国又は国々に特に関連した問題を討議するこ

とを目的とする。

SpeciaI Representative一特別代表－　ガバ

ナーの指名により，ガバナーに代ってクラブ

創立の手続全般を行うロータリアン。通常，

スポンサー・クラブの会員の中から指名され

る。

Sponsor Club－スポンサー・クラブ一新ク

ラブの創立に際して助力し，創立後も国際ロ

ータリーの一員として連やかに成長するよう

指導の責任を引受けたクラブ。新クラブの創

立につきガバナーに協力する特別代表はスポ

ンサー・クラブの会員であるのが普通であ

る。

Stafr一職員一国際ロータリー事務総長に配

－253 －
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属する職員で，国際ロータリーの活動を推進

するため国際ロータリーの中央役員，ガバナ

ー，国際ロータリーの委員会及び加盟会員ク

ラブに協力する。

Standard Club Constitution一標準クラプ

定款一　国際大会の決議により1922年６月

６日以降の全加盟クラブが採用するクラブ定

款。

Student Loan Funds一学生貸付資金一　学

資不足のため上級学校に進学出来ない優秀な

青年男女のために，クラブが設定する貸付資

金。

Summary of Club Plans and　objeetives

－クラブ計画及び目標の要約一　地区ガバナ

ーの公式訪問に際してクラブが提出する概要

報告で，ガバナー及び国際ロータリー事務局

宛に当該年度に於けるクラブ計画及び目標を

簡潔に記載したもの。

Terms of Reference一任務の画定一委員会

及び類似機構の権限及び任務の解説定義。

TerritoriaI Limits of a Rotary Club一ロ

ータリー・クラブの区域－　クラブ定款に示

された区域。クラブの正会員は，区域内に於

てその職業分類の示す事業又は専門職業に親

しく従事し且つその事業所を持だなくてはな

らない。

TerritoriaI Unit一領土別単位－　1922年l=･

スアソゼルス大会で採択された加盟クラブの

管理方式。1927年オステソド大会は領士別単

位による管理を廃止したが，当時現存した領

土別単位に関しては，その権利，特典，権

限，義務又は任務は全面的に効力を持続する

と確認した。（14頁R.I.B.I.の狽参照）

The Four Way Test一四つのテストー（161

頁参照）

The Rotarian－ロータリアン誌一国際ロー

タリーの公式機関誌の英語版。

USCB－ユー・エス・シー・ビー一　米国，

カナダ，バミューダの略語。

visiting Rotarian Report Card－ピジター

出席カードー　他クラブからの来訪ロータリ

アンの出席をその所属クラブに通知し，有効

出席を確認するため，クラブ幹事が用いる通

知カード。

vocationaI Craft Assemblies一職業別協議

会一　通常国際大会又は地区大会に於て開催

され，それら大会に出席したロータリアンが

他地域からの同業者と意見を交換し，職業奉

仕問題を協議する機会を得るための職業別集

会。

voting Delegate’s Card一投票代議員カー

ドー　クラブ幹事がその投票代議員に対して

交付するカードで，国際大会に於ける資格審

査委員会による確認を要する。このカードは

保侍者の投票権を立証する他，投票代議員と

して大会に出席する資格を示すものである。

Zones－ソーンー（米国内選挙区）（245頁参

照）

Zurich omce（略語Z.0.）－チューリッヒ事務

所－　スイス　チューリッヒにある中央事務

局の事務所。大陸ョーロッパ，北アフリカ及

び東地中海にあるクラブの他，その地方在住

のガバナー，国際ロータリー理事及び委員の

ための事務を取扱う。

－254 －，

ｗ

.

.

.

.

.

.

.

.
1
川
一

１
　

１
万
Ｉ
Ｉ
Ｉ

…
…
…
…
…
…
・
ノ
ェ
ー
…

…
五
…
…
¨
三
上
士
三
…
…

…
・｛

・
・
¨
‘ ・

’
一
‘
一
犬
・
・

太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
“
S
‐
s
1
1
1
1
1
j
.
s
.
a
.
1
“

索

　　　　　　　　　　　ア

愛称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113

アディショナル正会員　109,113,178,224,239,247

　シニア・アクチブ会員に変更　　　　　　　no

　創立会員　　　　　　　　　　　　　　　　71

　選挙　　　　　　　　　　　　　　178,239,247

　資格　　　　　　　　　　　　109,n3,178,224

　再選　　　　　　　　　　　　　　　　227,241

　終結　　　　　　　　　　　　180,224,227,247

アメリカ合衆国

カナダ及びアメリカ合衆国のクラプ，投票

財団寄付金の所得税より控除

学校におけるスペイソ語教育奨励

指名委員会に代表

関税改正

理事指名のための地帯

理事，よりの

22

　　147

　　　97

190-191

　　163

21, 196,244,245

　　21,196,245

アメリカ合衆国カナダ及英国以外の国

　よりの理事

　指名委員会に代表

亜細亜理事候補者の選択

R.I.B.I.の解釈

ＲＲの解釈

安全増進

ＡＮＺＡＯの解釈

　理事候補選択手続

　　　　195,196

　　190,191,192

95,196,197-204

　　　　14,252

　　　　　　　253

　　　　　　　　39

　　　　　　　247

195,196,197-204

　　　　　　　　　　　イ

色，ロータリー　　　　　　　　　　117,119,121

　ロータリー徽章に.使用　　　　　　　　117,119

委員会

　国家間連合　　　　　　　　　　　　　　97,251

　国際地域大会　　　　　　　　　　　　　86,88

委員会，国際ロータリー

　　　　　　　　　12,31,33-34,212-214,236-238

　　(各個委員会参照)

　特定　　　　　　　　　　　　　　　　　34,212

　諮問　　　　　　　　　　　　　　12,140,212

　任命　　　　　　　　　　　　　　　12,34,212

　権限　　　　　　　　　　　　　　　　12,214

　委員長　　　　　　　　　　　　　　　　12,215

　管理及び監督　　　　　　　　　　　　　　181

　職権による委員　　　　　　　　　　　　　213

　運営者　　　　　　　　　　　　　　8,19,182

　経費　　　　　　バ　　　　　　　　79,81-82

引

　　他団体の会合にて

　拡大

　会合

　委員の資格

　定足数

　免職，委員

　報告

　　検討，運営委員会による

　幹事

　理事会の検討

　規模及び機能

　特別

　常任

　会員代理

　任期

　欠員

　投票，通信による

委員会，ローｊリークラプ

　　(各委員会参照)

　権限

a
（
x
）

７
　
戸
り

　33

214

214

181

３
）
〈
り

Ｑ
り
　
ー

214

４
　
９
Ｊ

C
Q
　
C
Q

　　　　　13,34,212

12,34,132,212-214

　　　　　　　　　34

　　　　　　　　　213

　　　　　　　12,212

　　　　　19,33,182

　　　　　　236-238

　委員長，国際ロータリー文献輸送

　中央事務局との接触

　管理，監督

　任務

　職権による委員

　報告

　常置

位置，クラブの

　大都市における

｢移籍会員｣

遺贈，国際ロータリーに

ＥＮＡＥＭ解釈

イベlｺ・アメリカ

　理事，より

　理事候補

　理事候補選択手続

　指命委員会に.代表

委任状，国際大会

委任状，地区大会

　　　　　　237

　　　　　　131

　　　　　　131

　　　　　　236

　　　237-238

　　　　　　237

　　　　　　237

　　　　　　236

68,72,73,177

　　　　77,115

　　　108ﾆ109

　145,174,218

　　　　　　250

　　　　　　251

　　　　　　　8

　　　　　　197

　21，195-204

　　　　　　190

　　　　48,186

　　　　　　207

一般役員，国際ロータリー理事会参照

印刷物，クラブ

印刷物，国際ロータリー，（雑誌ロータリアソ

及びレビスダ゛‾クリア参照）

版権

出版方針

国際連合に関する

121

131-136

　51､137

137

　93
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印刷物，地区

　　　　　　　　　　　ウ

運営体

運営団体，国際ロータリー

　　　　　　　　　　　工

英国ロータリークラブ協会解釈

　審議会

営利化，ロータリーの

ＳＡＣＡＭＡ解釈

　　　　　　　　　　　オ

贈物

　受納

　会長代理に，地区大会にて

　ロータリー財団に

67,135

8,172,181

　　　　205

　　14,173,247

11,14,172,250

　121-123,135

　　　　　　253

141,178,219

　　　　64,65

140,174,218

国際ロータリー理事披指名候補者選択手続

　　　　　　　　　　　　　　　　　22,195,204

加盟，クラブの

出席優勝牌

よりの理事

青年交換・

国家間の連合委員会

国家間連合会

新クラブ結成，費用
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国際ロータリー理事指名候補者選択手続　　22

クラブ名簿　　　　　　　　　　　　122,123,135

国家間連合委員会　　　　　　　　　　97,251

指名委員会へ代表　　　　　　　20,21,190,191

力

会合，ロータリー・クラブ

　年次総会

　出席，例会出席参照

　取消

　２週間に

　国家間

　祈祷

　通知

　例会次第

　場所

　有望会員の出席

　学生，来賓として

　例会

　他の奉仕クラブと

会費，国際ロータリー人頭負担金参照

会費，ロータリー・クラブ

　徴収

　ご　　　71

223,235-236
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72,227,236,249

　　　　　　　239

　最低

　無支払

会員，解説

会員証明票

　訪問会具による提出

　非ロータリアソ

ｎ
乙
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）
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乙
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115,158,251

　　　18,115

　　　　　115

会員資格，ロータリークラブ（特種会員資格審

　査参照）　　　　　　107-115,178-181,223-230

　正会員と名誉会員，同一クラブで　　　　　112

　追加ロータリークラブ　　　　　　　　　　107

　職業の代表　　　　　　　　　　　　　25,112

　会員の年齢　　　　　　　　　　　　　71,114

　会員中込　　　　　　　　　　　　　　　　238

　カード

　　会員証明　　　　　　　　　　　115,158,251

　　　訪問会員による提示　　　　　　　18,115

　推薦　　　　　　　　　　　　　　　　　　251

　創立会員　　　　　　　　　　　　　26,71,248

　職業分類，職業分類参照

　船長　　　　　　　　　　　　　　　　　　108

　委員会　　　　　　　　　　　　　　　236,238

　　継続　　　　　　　　　　　　　　　　　n2

　構成　　　　　　　　　　　　　　　　171,172

　芸術家　　　　　　　　　　　　　　　　　108

　外交官　　　　　　　　　　　　　　　　　108

　二重　　　　　　　　　　　　　　　　107,180

　会費　　　　　　　　　　　　72,227,236,249

　期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　227

　国際ロータリー雇人　　　　　　　　　　　181

　拡大　　　　　　　　　　　　　　　　n2,250

　個人的で商社のものではない　　　　　　　107

　種類　　　　　　　　　　107,178-181,223-226

　欠席の承認　　　　　　　　　　　　　　　238

　制限　　　　　　　　　　　　　　　　224

　一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　123

　選挙方法　　　　　　　　　　　　　　239-241

　最少　　　　　　　　　　　　　　　　　　112

　国籍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109

　無差別　　　　　　　　　　　　　　　　　109

　一つのクラブのみに　　　　　　　　　107,180

　特典　　　　　　　　　　174,179-181,216,225

　推薦カード　　　　　　　　　　　　　　251

　推薦　　　　　　　　　　　　　　　　238,239

　公職保持者　　　　　　　　　　　　　181,225

　資格　　　　　　　　　　107,114,171,223-224

　　事務所住設　　　　　　　　　　　　　　107

　定足数　　　　　　　　　　　　　　　　　236

　記録及び報告　　　　　　　　　　　　215,235

　均衡のとれた組織　　　　　　　　25,112,248
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　再入会

　回復

　報告書式

　退会

　ロータリー財団奨学生

　半期報告

　不本意な元ロータリアソの身分

　終結

　呼称

　転居

会計監査

　ロータリー・クラブ

　国際ロータリー

　　報告

　ロータリー財団

会計代行(財務代行)

会計事項

会計年度

　ロータリー・クラプ

　国際ロータリー

　ロータリー財団

　改正(制定案参照)

　　クラブ細則

　　R.I.細則

　　クラプ定款

　　R.I定款

会長，国際ロータリー

　理事会に代って行う権限

　理事会議長

　規定審議会議長

　国際地域大会の議長

　任務

　選挙

　委員会の職責による委員

　元会長会議

　経費

　地理的選択

　理事会々員

　　　228

　　　228

　　　251

　　　230

　　　109

215,235

　　　114

　　　230

　　　174

108,109

　239

　216

　81

　150

9-10

　215

　　238

77,215

　　152

　　　41,122,234-241

7,21,42,102,177-220

　　7, 43, 102,177,232

　　　　7,42,102,174

　　　　　　　　　　172

　　　　　　　　　　34

　　　　　　　8,10,172

　　　　　　9,103,188

　　　　　　　86,87,89

　　　　　　　　10,185

　10,20,172,182,194

　　　　　　　　10,213

　　　　　　　　12,217

　　　　　　　　　79,81

　　　　　　　　　　10

　　　　　　　　8,172

指名(国際ロータリー会長指名委員会を参照)

　　　　　　　　　　　　　20,21,190,194-195

　　クラブによる

　　委員会による

　任期

　　理事としての

　欠員

会長指名委員会

　代理委員

　構成

　会合

　　　　　20,194

　　　20,21,194

　　　　　11,183

　　　　　11,183

　　　　　　183

20-21,190-194

　　20,190-194

　　　　190-193

　　　　20,194

　手続

　定足数

　報告

　任期

　同点投票

　欠員

会長，技指名者

　経費

会長技選者

四
二
四
四
皿

会長，ロータリー・クラブ

　任務

　被選挙，地区協議会出席

　委員会の職責による委員

　指名及び選挙

　資格

　任期

カウンセラー，ロータリー情報

会場監督，国際ｐ－タリー大会

会場監督，ロータリー・クラブ

外国政府代表

隔週例会

拡大補助者

学生

　青年の交換

　国際理解の奨学生

　追加

　クラブ会合のお客

　紹介状

　貸費資金

　国際間理解増進

関税改正

索 引

　20,193-194

　　　　　194

　　　　　194

　　　　　193

　　　　　193

　　　　　193

　　　20,194

　　　　　　79

　8,182,186

　　　　　183

　　　　79,81

　　　　　　11

183,194,195

　　　　　226

　　　28,235

　28,62,206

　　　　　237

　　　　　234

　　　28,227

　　　　　227

　　　　　　31

　　　　　187

227,234,235

　　　　　108

　　　　　　71

　70,80,250

「各ロータリアンは青少年の亀鑑」標語

各国に関する文献

　加盟金

　再承認クラブ

加盟，クラブ

　中込

　言語

　伝達

94,156,248

　　　　　151

　　　　　154

　　　96,115

　　　96,115

　　　　　254

　　　94-96

　　　　　163

　　　　　165

　　　　　98

72,177,248

　　　74-75

　72,75,80

　　74,177

7
5
7
5大ブリテソ及びアイルランド国際l==･－タリー75

　放棄

カナダ

　より理事

　指名委員会に代表

カナダ合衆国クラブ，投票

－257－

178

21,200,245

　　　　190

　　　　　22



合衆国理事指名のための地帯

　地図

活動の三大重点

ガバナー，地区ガバナー参照

課税，財団寄付金の控除

仮ロータリー・クラブ

　地方名

　結成

　徽章の使用

関税改訂

管理委員会，国際ロータリー運営

245

　　　　　　147

69,70-72,251

　　　　　　70

　　　　70,78

　　　　　120

　　　　　163

　　8,19,182

管理委員会，ロータリー財団，ロータリー財団

　管理委員会参照

癌研究

　　　　　　　　　　　牛

機関雑誌，雑誌，国際l=l－タリー，参照

徽章

　色，公式

　説明

　歴史

　使用許可書

　保護

　放棄，終結クラブによる

　　使用

　　　許可

　　　　少年グラブ

　　　　婦人

　　　　使用料

　　　　仮クラブ

　　　　使用料手続

　　　　商標

徽章類，徽章参照

　北アメリカ運輸委員会

　規定審議会

　　議長

　　｢全体委員会｣

　　信任状

　　討論

　　起草委員会

　　地区代表者の選挙

　　非常立法

　　会員資格

　　郵便投票による指名

　　役員

　　議事次第

　　議事録

　　定足数

　　報告，国際大会へ

39

　　116-126

　　117,121

　　116-117

　　　　・　116

　　　　1　119

　　117-118

　　　　　178

116-126,216

　　　118-119

　　　　　125

　　　　　120

　　　119-120

　　　　　120

　　　119-120

　　　118,216

　　　　　　　　　　　　47

7, 103-104, 173,188-190

　　　　　　　　104,188

　　　　　　　　　　　104

　　　　　　　　103,189

　　　　　　　　　　　103

　　　　　　　　　　　104

　　　　　　　　　　　188

　　　　　　　　　　　102

　　　　　　　7,103,188

　　　　　　　　　　　189

　　　　　　　　　　　188

　　　　　　　　　　　103

　　　　　　　　　　　104

　　　　　　　　104,189

　　　　　　　　103,190

　手続規定

　幹事

　時期及び場所

　　会員への通知

汽船上のロータリアソ会合

祈祷，例会における

寄付，国際ロータリー資金よりの

　地方的事件

　救助，戦災ｐ－タリアソ

　災害時

救済事業

　寄付

　財団の一目標として

　方針

　災害時における

救済資金

教育

　成人

　有望市民の

協議会，協議会名参照

議事法，ロバート

義務保険

業務

　103,190

　103,188

7,104,173
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140-142

　　　140

　　　140

　　　141

　　　141

140-142

　40

127

103,217

　助言及援助，ロータリアソに，委員会

　カード・ロータリー徽章の使用

　解釈，職業分類目的に

規則

　　順序，クラブ例会

　　ロバート式議事規則

　関係，ロータリアソ間の

　　職業関係協議会

　標準

　文房具，i=･－タリー徽章の使用

銀行預金，国際ロータリー

　ロータリー・クラブ

　i=･－タリー財団
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　29,241

　　217

　　123

　　162

160,162

　　120

150

　　　　　　　　　　　ク

区域限界，ロータリー・クラブ

　　　　　　　　　　　　68,69,143,144,177,254

　第２クラプ，区域内

　変更

区域単位

国

　法律及び習慣の批判

　影響，クラプ定款への

　文献

　忠誠

　ロータリアソ関係
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　72,73, 177

73, 143, 232

14,245,254

　　94

41､177

　　99

　　127

94､127

　ロータリーがその機能を停止した

国々の習慣及び法律

　批判

　クラブ定款への影響

区分的協議会

クラブ加盟委員会

クラブ会員会費の半年期支払

クラブ幹事

　任務

　被選者，地区協議会に出席

　指名及び選挙

　資格

　任期

クラブ計画及び目標の総括

クラブ監督

　集団

クラブ協議会，解釈
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78,79,133,217,236

　　　　226,234,252

　　　　　　　　235

　　　　　28,62,206

　　　　　　　　236

　　　　　　　　227

　　　　　　29,227

　　　　　　　　254

9,58,59

　　248

クラブの検討，ガバナー公式訪問に備え

クラブの部分的集団

クラブ再建　　･．

　ロータリーがその機能を停止した国における

　　再建

クラブ例会り祈願

クラブ，ロータリー

　活動

　　社団法人

運営

記念日遵奉

年次総会

国際大会出席

銀行預金

バナー

名称，変更

加盟認証状，加盟，クラブ参照

構成

定款の権限，限界

法人組織

解散

懲戒

論争

青年交換

拡大，クラプ内

機能停止

会計年度f

監督

収入

法人化

位置

　大都市における

28-32,173，

178

ｒ
Ｄ
　
Ｏ

t
~
　
C
y
'
)

　42

205

　　　　29

　223,234

7,47,173

　　　238

　　　　32

　143,232

　　　　　　171

　　　　　　42

35,92,93,127

　　　　　　114

　　　　　　178

　　　　　　231

　94,156,250

　　　113,250

　　　　　　178

　　　　　　239

　　　　　　226

　　　227,236

　　　　41,42

　　　　　　68

　｡72｡73,177

　　　　　　　　　　　　　索

会合，ロータリー・クラブ会合参照

他団体の会員資格　　　　　　　｀

投票方法

番号，国際ロータリーの

日程順序

支払，人頭負担金の，人頭負担金参照

プログラム

印刷物

地域又は区分集団

再建

報告

　地区ガバナーに

　国際ロータリーに

内部代表会員　　　　　　　j゛

辞退

雑誌購読

役員選択

青少年奉仕

機構

計画及び目的報告

監督

終結，国際i=z－タリー加盟の

引

区域限界

　変更

投票

例会

37,38,43

29,241

　　29

　121

　　9

74,75

　15,248

215,235

　25,112

　　178

　　241

　　　29

164-165

　　　　　　13

　　　　　　254

8,58,171,205

　　　　　　178

68,69,143-144,177,254

　　　　　　　73,143,232

　　　　　　　　　173,S拓

　　　　　　　71,223,236

　　　　　　　　　　　ケ

経費請求書

欠員，国際1==･－タリーの役職に

　理事会

　委員会

　地区ガバナー　　　　　　　　　．．

　会長指名委員会

　会長

　被選会長

　事務総長

　財務長

　財団管理委員会

欠員，ロータリー・クラプ役員に

　法廷奉仕

　欠席承認

　病気又は障害による

決議案，国際ロータリー大会(立法参照)

調査

非常時

提案様式及び方法

82

　10,182

　12,213

　　212

　　193

　　185

185,194

　　185

　　185

　　219

　　234

　　　17

　17,237

　　229

101-106,185,190,253

　　　　　　　105-106

　　　　　　　101，184

　　　　　　　104-105

状態･1910より1942年に採用された諸案　!05

－259－



｜

　国際大会の投票　　　　　　　　　　　　　48

決議N0.23-34　　　　　　　　　　35-37,252

決定に訴願

　ロータリー・クラプ理事会　　　　　　226,230

　国際ロータリー理事会　　　　　　　　178,181

言語，公式　　　　　　　　　　　　　　75,136

　補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　99

　研究に学校と協力　　　　　　　　　　95-96

　＼スペイソ語教育，アメリカ合衆国の学校にて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95-96

研究集団　　　　　　　　　　　　　　　　　　96

原子力に関する提案　　　　　　　　　　　　93

コ

語彙

広報

国家間

　委員会

　任期

　会合

　訪問

　委員会，ロータリー・クラプ

　プ1==･グラム企画委員会の責任
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　　　　　　　　　　　160

　　　　　　　　　　　163

23-27,176,226-227,248

　　　　　　　　25,26,71

　　　　　　　　236-238

外国の同一職業分類の人との接触

修正

制限

一覧表，ロータリアソの

合併会社

最少限，新クラプ

新聞代表

単種工業地

職業分類概要

原則固守

公職

宗教代表

1=zスター

「60％」勧告

調査

「10％」代表，

「10％」代表，

用語

職業奉仕

単一大分類の

単一団体の

　倫理掟，ロータリー

　委員会，クラブ

　職業書棚

　企画

　正しき業務規準

　声明

　「４つのテスト」

　「職業を通じての奉仕」

所得税，財団寄附控除

新会員

　l==･－タリーに関する教育

　入会武

術クラブ

　スポンサー・クラブの援助

　職業分類の最低数

　出席競争参加

　人頭分担金

　プログラム

　結成方針

　訪問

身体障害児童

身体障害者のための国際協会

新聞代表
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　160-163

　163,216
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　クラブと年次会合　　　　　　　　　　　　139

新聞職業分類　　　　　　　　　　　31,139,181

親睦委員会，ロータリー・クラプ　　　　236,238

　　　　　　　　　　　ス　　　　　　　　‥

スポソサークラブ　　　　　　　70,72,75,76,254

　　　　　　　　　　　セ

正会員資格　　　　　　　　107,172,178,224,247

　同一クラブ内名誉会員　　　　　　　　　　109

　支店代表者　　　　　　　　　　　171,224,225

　職業分類　　　　　　　　　　　　24,172,224

　選挙　　　　　　　　　　　　　　　　　　239

　制限.･　　　　　　　　　　　　　　172, 224

　新聞　　　　　　　　　　　　　　31,181,224

　公務員　　　　　　　　　　　　　　　181,225

　資格　　　　　　　　　　　　　　　　171,224

　再選挙　　　　　　　　　　　　　　　　　227

　復権　　　　　　　　　　　　　　　　　　227

　終結　　　　　　　　　　　　　　　　　　227

政治　　　　　　　　　　　　　　　127,163,230

政府　い

　事務，1==z－タリーの関係　　　　91-93,127-128

　役員，ロータリーの後援者として　　　　　66

　奉仕，ロータリアソ　　　　　　　　　　　　17

制定（決議参照）　　　　　101,105,184,190,250

　非常時　　　　　　　　　　　　　　　102,184

　提案様式及び方法　　　　　　　　　　104,105

　国際大会における投票　　　　　　　　　ご48

制定案，立法案参照　　　　　　　　　　101-107

　撤回と認む　　　　　　　　　　　　　　　249

　非常時　　　　　　　　　　　　　　　102,184

　提出

　　冊子　　　　　　　　　　　　　　　　　102

　　理事会の方針　　　　　　　　　　　　　19

　　提案様式及び方法　　　104,105,184,185,190

　地区大会にて提出　　　　　　　　　　　　64

青少年への奉仕　　　　　　　　　　　　164-168

　少年少女週間　　　　　　　　　　　　165,248

　地区委員会　　　　　　　　　　　　　　　164

手紙の交換，切手　　　　　‥　　　　　　96

　青年交換　　　　　　　　　　　　94,156,250

　ロータリー・クラプ会員としての組織役員　164

　国際理解奨学金　　　　　　　　　　　　151

　インターフクト・クラプ　　　　　　　166-168

目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　168

組織，クラブの関係　　　　　　　　　　　165

　プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　164

　国際理解の増進　　　　　　　　　　　　94-96

　　　　　　　　　　　　　索

　学生，学生参照

世界事情

｢世界理解週間｣

｢世界戦争中のロータリー｣

赤十字

選挙による役員，大プリテソ及アイルランド
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10-11

選挙人　　　　　　　　10,20,21,48,102,173,204

　解釈　　　　　　　　　　　　　　　　　　250

宣伝，ロータリーに関する広報参照

　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　‥

創立会員　　　　　　　　　　　　　　　71,248

　　　　　　　　　　　夕

大会，大会名を参照

代議員，国際大会代議員参照

大都市第２クラブ　　　　　　　　　　72,73,177

　会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　107

脱退　　　　　　　　　　　　　　‘

　国際1==･一タリーより　　　　　　　　　　　　178

　クラブ会員の　　　　　　　　　　　　　　230

貸費資金，学生に　　　　　　　　　　　　　254

大ブリテソ及びアイルラソド，国際i=z－タリー，

　大プリテソ及びアイルラソドにおける，参照

正しき業務の規準　　　　　　　　　　　　　162

他の組織におけるクラプ会員　　　　　　44,130

　国際身体障害者福祉に　　　　　　　　　　39

　社会奉仕審議会に.参加　　　　　　　　　　37

他の組織の文献，クラプヘの配布　　　　122,123

他の奉仕クラブにおけるロータリアソの会員資

　　格　　　　　　　　　　　　　　　　　　109

他の組織における国際ロータリーの会員資格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,130

誕生地，ロータリーの　　　　　　　　　　　247

単一移譲式投票　　　　　　　　　　　21,49-150

　　　　　　　　　　　チ

地域運営　　　　　　　　　　　　　　14,173,245

「地域社会」用語解釈　　　　　　　　　　　　68

地城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252

　名簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　135

地域諮問委員会　　　　　　　　　　　12,86,212

中央事務局，国際ロータリーの事務局参照

中央事務局，国際l==･－タリー

　運営上の奉仕，ガバナー及びクラブに

　支所

　クラブ及びクラブ委員会の接触

　経費
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　クラブに奉仕，如何なる国においても

　国際大会に奉仕

　職員

　　クラブにおける会員資格

仲裁

忠誠，国家及びその宗教

チューリッヒ事務所
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　委員会

地区

　運営

　職業関係会議

　委員会

　　諮問

　　拡大

12,54-56,213,214

　　54-67.206,245

　　　　　　　54-57

　　　　　　　162

　　　59,60,66,94

　　　　59,60,212

　　財政

　　国家間

　　指名

　名簿

　青年の交換

　基金

　大プリテソ及びアイルランド

　地区連合会

　国際

　クラブ数

　組織

　印刷物

　大きさ

　監督

　北米合衆国及カナダ及びイベロアメ

　　指名地帯

　　各地帯所属地区一覧表

　　地図

地区委員会

　諮問

　資金

　国家間

地区ガバナー

　ロータリー事務によるクラブ欠席

代理

暫定

職の運営

運営補助者

運営奉仕，中央事務局に.よる

自動車旅行

事務

任務

選挙
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10,56,57,61,208

　　　　10,56,211

　経費

　　国際協議会出席

　　請求書

　　旅行費

　拡大補助者

　　経費

　集団代表者

　名誉

　直前，クラブ訪問

　公式訪問記録

　月信

　指名

　　証明書

　　委員会

　　郵便に.よる

　クラブ公式訪問

　元，元役員参照

　資格

　記録

解任

………報告

　　出席

　　公式訪問記録

　　半期

　クラブの集団監督代理

特別選挙

　特別代表

　身分

　任期

　活動の３点同位部門

　旅費

　空位

　クラブ訪問

　　宣伝

地区ガバナー被指名者

　出席

　　国際協議会

　被指名証明書

選択の資格

地区協議会

　次年度会長及幹事の出席

　開催日

　経費

　クラブ会長被選者及幹事被選者

　地区ガバナー

集団

司会者

プログラム

　発表
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　　　新会員の紹介　　　　　　　　　　　　113

　　　雑誌　　　　　　　　　　　　　　　134

　　　シこ1･ア・アクチプ会員　　　　　　　　110

　　1==･－タリーに関する一般情報の増進　　　139

　　運営委員会の責任　　　　　　　　　　　19

　目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,62･210

　部分的　　　　　　　　　　　　　　　　　　62

　放棄，会合の　　　　　　　　　　　　62･ 210

地区再編成，地区設定参照

地区集団協議会　　　　　　　　　　　　　　62

地区大会

　出席奨励

　期間

　選挙人

　接待

　費用

　　地区ガバナー

　　会長代理

　機能

　連合

　位置

　　境界外

　元役員会

　会長代理者
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　採択決議

　幹事
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地区大会における会長代理
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指名委員会に代表
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21,191-192

　　　　190

通信，国際交換　　　　　　　　　　　　　　　97

　　　　　　　　　　　テ

定款，国際1==z－タリー

　受諾，批准，クラブによる　　　　　　41,172

　改正（制定参照）　　　　　　　7,43,101,174

　採択日　　　　　　　　　　　　　　　　　41

　クラブによる批准　　　　　　　　　　　　172

　書き換　　　　　　　　　　　　　　　　　　41

　本文　　　　　　　　　　　　　　　　　173-174

定款及び細則委員会　　　　　　　　　　　12,213

定款及び細則，大プリテソ及びアイルラソド　14

　改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　105

定款，ロータリー・クラブ　　　　　　　41,223

　承諾，会員による　　　　　　　　　　　　231

　採用　　　　　　　　　　　　　13,70,177,223

　改正　　　　　　　　　　7,41,101,177,231-232

　　（制定参照）

　変更，国の法律に従う　　　　　　　　41,177

　権限の限界　　　　　　　　　　　　　　　　43

　標準　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,42

　　除外例　　　　　　　　　　　　41,177,-232

　本文　　　　　　　　　　　　　　　　　223-231

定款事項　　　　　　　　　　　　　　　　4144

　辞句解釈　　　　　　　　　　　　　　　　102

定足数

　理事会，ロータリー・クラプ

　理事会，国際ロータリー

　クラブ会員

　委員会，国際ロータリー

　国際大会

　規定審議会

　会長指名委員会

｢撤回案｣，解釈
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投資

　小委員
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　クラブ内
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カナダ及びアメリカ合衆国の加盟クラブ

国際大会，（国際大会代議員参照）

地区大会
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方法

投票代議員カード，解釈

道標

道徳，ロータリー規準

道徳信条（倫理掟）

21.22,4849,205,236
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　　　　　　　　39,120

　　　　　　　163,216

　　　　　　　163,216

　同業組合，参加に関する勧告

討論

　国際大会

　規定審議会

特許権及び特許料手続に関する事項

特別委員会，国際1=i－タリー

　任期
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図書館

　職業書棚

都市農村関係増進

都市連合一般協議会

都市連合会，出席補填

富籤類

　　　　　　　　　　　ナ

名呼ぴの習慣

日程順序，l=z－タリー・クヲプ

入会申込

　ロータリー・クラブに

　国際l=2－タリーに

任期

　国際ロータリー委員会

　会長指名委員会

　　特別

　地区ガバナー

　ロータリー・クラブ役員

　国際i=･－タリー役員

　財団管理委員

人頭分担金

　変更

　支払期

　為替相場

　半年期間に入会した会員

　新クラプ

　滞納

　払戻

任務，解釈
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パスト・サービス会員資格

　入会金

出席要求

　襟章の職業分類

　選挙方法

　特典

　再建クラブにおける

旗，ロータリーの

　国際連合の

発送簿

　ｇ－タリー雑誌

　公式名簿の使用
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　襟章
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　　180,226

　　　　　111

　　180,226

　　227,228

　　　　　121

　　　　　94

122-123

　　122

116-120

　50,120

　　120

　　118

　　117

ハリス，ポール，ピー，ロータリー創始者　　250

版権所有印刷物　　　　　　　　　　　　51,137

半年期報告　　　　　　　　　　61,215,236,253

半年期会費支払　　　　　　　　78,215,236,239

ヒ

Bd.説明

引札をまわす,クラブ又はロータリアソに

非公式会合，ロータリアソの　ｊ

避難者

　救済会

　不本意解散後の会員資格の立場

標語，ロータリー

　　　　　　　　　　　フ

フォーラム，都市連合

フォーラム，クラプ

副会長，国際ロータリー

　選挙

　順番，欠員の場合

　　会長の職に

副会長，ロータリー・クラプ

婦人

　1==･一タリー・クラブ付属単位
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　　248

122-123

　　　17

　　　　　　　140

　　　　　　　114

125,165,251,254

　　　　　130

　　　　　130

　　　　　172

　　　10,182

　　　　　10

　　　　　183

226,234,252

124

７
－
－
－
フ

ｊ

　職業分類クラブ

　1==･－タリーにおける会員資格

　ロータリー徽章の使用

　会長代理夫人の経費

プ1=:zグラム，クラブ

　中央事務局よりの材料

　新クラブ

　スポンサー・クラプ

ロータリアソ誌の利用

プログラム企画委員会

プ1==lグラム委員会，クラブ

文献，ロータリー

　国際ロータリー許可を有する

　配布

　　大プリテソ及びアイルランド

　国際主義強調

　翻訳　　　　　　　　＜

　各国に関する

｢奉仕活動｣

奉仕の理想

法人印

法人化

　　　　　ホ

1==･－タリアソの参加

訪問ロータリアソ報告カード，解釈

募金，クラブによる資金募集参照

北米合衆国，カナダ

　　　　　123

　　　　　114

　　　　　120

　　　81,83

　　　29,238

　　　　131

　　　　　70

　　　72,76

　　　　134

12, 212, 213

　　236,238

　　132-137

　　　　136

　9,12,131

　　　　122

　　　　137

　　　　136

　　　　99

　　　　　　　37

35,91,127,171

Ｃ
Ｑ
（
Ｎ
　
９

’
４
　
４
　
’
‐
ｏ

　
　
　
　
　
　
り
乙

アメリカ合衆国及びカナダのクラブによる投

　票　　　　　　　　　　　　　　　　　　22

ロータリー財匝への寄付金より所得税免除　147

　理事

　学校に.おけるスペイソ語教育

　指命委員会に代表

　関税改正

　理事指名の地帯

保険，自動車

保証金

財団役員

　財団保管委員

　役員，ロータリー・クラプ

　　21,195,245

　　　　　　　97

　　　　　　　190

　　　　　　　163

21,201,244,245

　事務総長及び財務長，国際ロータリー

補助言語

部分的協議会

無学，成人

無地区クラプ

ム

５
　
　
　
　
０
　
０
　
９
　
４
　
９
　
C
y
'
)

８
　
1
5
2
2
2
3
1
8
９
６

39

規定審議会代表者

監督

名称，国際ロータリー

メ

索 引

（
X
）
C
X
）

116,171

名称，大ブリテソ及びアイルランドにおける国

　際l==･－タリー

名称，ロータリアソ

　クラブ印刷物における使用

名称，ロータリー

　使用

　　少年クラプ

　　建築工事

　　仮ロータリー・クラプ

　　制限

　　商標

　　婦人補助単位及び職業分類クラプ

名称，ロータリー・クラプ

　変更

　脱退

名簿，公式名簿参照

名誉会員

　同時に正会員，同一クラプ内

　船長のための

　期間

　選挙方法

　外国政府代表者のための

　特典

　資格

　住所

　ロータリー財団奨学生のための

　終結

14

　　116,174

　　　　　121

116-127,252

　　　　　116

　　　117-118

　　　121,216

　　　　　125

　　　　　121

　　　120,251

120-121,216

　　　118,216

　　　123-124

　70,116,223

　　　143,232

　　　　　178

109,181,226

　　　　　110

　　　　　108

　　　　　227

181,226,240

　‥　　　108

110,181,226

　　181,226

　　181,226

　　　　　109

　　　　　228

　　　　　　　　　　　モ

元会長会議　　　　　　　　　　　　　12,216-217

元役員，国際ロータリー

　襟章，国際大会　　　　　　　　　　　　51,52

　国際大会における諸会合　　　　　　　　　50

　地区大会における諸会合　　　　　　　　　64

　大会における予約席　　　　　　　　　　　50

奉仕利用　　　　　　　　　　　　　　　　　66

　クラブ訪問　　　　　　　　　　　　　　　61,76

　費用　　　　　　　　　　　　　　　　29,81

元1==･－タリアソ　　　　　　　　　　　　　　114

｢最も良く務むるものは最も多く報いらる｣125,250

8， 252
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　　　　　　　　　　ヤ

役員，国際1==1－タリー　　10,14,172,181, 182, 251

ロータリー事務上クラブ例会欠席

理事会に代って行う権限

襟章

手当金

管理監督

任務

選挙

６
　
９
　
７
.
.
C
y
:
｝
r
‐
4
　
r
‐
‐
l

１
　
１
　
１
　
８
　
８
　
C
X
）

　
　
　
　
　
　
　
１
　
１
　
１
　
１

48,172,182,205

　　　　　79-85経費

指名国際l==･－タリー役員指名参照

昇任順序

会長(国際ロータリー会長参照)

資格

罷免

報告

如何なる国におけるクラブヘの奉仕

保証金

任期

肩書

　他の組織との関係に使用

ロータリー徽章の使用

欠員

クラプ訪問，

　照

11

　　182,205

　　　　181

　　　　183

　　　　106

　　183-184

　　11,183

　　　く172

22,120,130

　　　　117

　　182,183

l=,－タリー・クラブヘの訪問参

役員，ロータリー・クラブ

　任務

　選挙

　次期会長，地区協議会に出席

　会合

　指名

　昇任順序

　資格

　再選

　選択

　保証金

　任期

　欠員

　　　　　　　　　　　ｺ。

友愛の家

“Yours Rotarily” 字句の使用

ＵＳＣＢ，解釈

優賞牌

　クラブ出席

郵税

　中央事務局による航空郵便利用

郵便投票

226,234,252

　　　　　235

　　　　　234

　28,62,206

５
　
４
　
１
　
７
　
９
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９
　
７
　
４
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３
　
１
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２
　
２
　
３
　
２
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ａ

２
　
２
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c
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７
　
Ｑ
り
　
４

９
　
Ｎ
　
Ｌ
Ｑ

　
　
　
１
　
２

７
　
　
　
　
ｑ
｀

１

　理事会

　クラブによる国際1==･－タリー

　　理事ノミニー選択方法

　指名

　　理事会

　　規定審議会

　　地区ガバナー指名

　ロータリー財団管理委員会

有望会員，クラブに招待

　　　　　　　　　　　ヨ

予算案，国際ロータリー

　作成，財務委員会による

予算案ロータリー・クラブ

「四つのテスト」

19,181

　　22

199-200

　　188

　　211

　　150

　　114

　　　　　　　　　　　ラ

ラテソ・アメリカ，イベi==l・アメリカ参照

ラテソ語，ロータリー標語

214,215

　　214

　　239

160-162

126

　　　　　　　　　　　リ

料金，ロータリー・クラブ

　徴収

　最低

　滞納

旅費

　航空

　自動車

　欧州

　方針

　鉄道

　国際ロータリー資金

　船

理事，理事会参照

理事，公式名簿参照

理事指名地帯

　イベロアメリカ

　アメリカ合衆国

　　地図

理事会，国際ロータリー

　訴願，決議に対し

　郵便投票

　議長

　給与

　構成

　管理及び監督

　決定

　任務

　選挙，暫定理事会にて

72,229,236,250

C
M
U
X
:
）

Ｑ
り
　
７
　
ｎ
ｚ
一

C
N
］
l

３
　
４
　
３
　
３
　
３
　
５
　
り
ａ

８
　
８
　
８
　
８
　
８
　
８
　
只
）

　　　　　21,197,245

　　　　　21,196,245

　　　　　　　　　244

8,19-22,172,181,248

　　　　　　　178,181

　　　　　　　　　　19

　　　　　　　　8,172

　　　　　　　　　　183

　　　　　　　　8,172

　　　　　　　　8,181

　　　　　　　　　　19

　　　　　　　　8,181

　　　　　　　　10,181
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１

　選挙

　経費

　　被指名者

　裁判管轄

　会合　，

　意見書

　指名

　　大会において

　　郵便投票

　　指名委員会手続

　　地帯

　　被指名者，選択方法

　権限

　　委任

　提出議案方針

　資格

　定足数

　ロータリー財団との関係

　幹事

　任期

　委員会の検討

　旅費

　欠員

　投票，通信による

　夫人の経費

理事会，ロータリー・クラブ

　訴願，決定に対し

　選挙

　職権による理事会員

　会合

　指名

　定足数

　任期

　欠員

立法（規定審議会参照）

　撤回と認める

　非常時

　提出

　　小冊子

　理事会の方針

　　提出の様式と方法

　　地区大会における発表

立法機関，国際ロータリー

料金，入会金及び会費参照

　　　　　　　　　　　ル

類似組織

　会合ヘロータリアソの出席

　少年クラブ

　　　　8,182,204

　79,82,83,84,85

　　　　　　　　79

　　　　　　　　182

　　　　　　10,181

　　　　　104-105

　　　195-204,245

　　　　　197-199

　　　　　199-200

　　　　　201-204

　　　21,244,245

　　　21,195-204

　　　　　172,181

　　　　　　　8,19

　　　　　　　　20

　　　12,182,205

　　　　　　　　181

　　　　　　　　148

　　　　　　　　172

　　　　　　11,182

　　　　　　　　34

　　　　　　82-84

　　　　　　　　182

　　　　　　19,181

　　　　　　　　84

226,234-237,248

　　　　　226,230

　　　　　　　　234

　　　　　　　　234

　　　　　　30,235

　　　　　　　234

　　　　　　　236

　　　　　　29,227

　　　　　　　234

　　　　　101-106

　　　　　　　249

　　　　　102,184

　　　　　　102

　　　　　　19

104-105,184,189

　　　　　‾64

　　　　　7,116

253

　17

125

　　　　　　　　　　　　索

新ロータリー・クラブ結成要因

r=,－タリー・クラブとの連合会

ロータリアソの会員資格

婦人の

　　　　　　　　　レ

例会出席

　競争

　欠席承認

　他クラブにて補填

　欠席

　報告

　60％規定

例会次第

レビスタ・μ－クリア

　略字

　顧問

　経費

　購読料

連合地区大会

連合奉仕クラブ会合

引

４
　
０
　
（
ｘ
）
　
Ｑ
り

t
S
　
C
Q
　
O
（
N

　
　
　
　
　
　
　
H
　
H

15-17,228,237,247

　　　　　15-18,247

　　　　　　　17,237

　　　　　　　　　　15

　　　　　　　　　228

15, 17, 216, 235, 247

　　　　　　　15,229

　　　　　　　　　241

　　　　　　132,252

　　　　　　　　　252

　　　　　　　　　133

　　　　　　　・　78,81

　　　　　　　78,134

　　　　　　　63,206

　　　　　　　　30,37

「ロータリアソ」解釈

ロータリアソ雑誌，国際ロータリー機関雑誌参

　照

ロータリアソの子息

　親切に

116

95

　信任状を　　　　　　　　　　　　　　95,115

ロータリーの特色　　　　　　　　　　　　　129

ロータリアソの特質　　　　　　　　　　　　　91

p－タリアソ，母国との関係　　　　　　94,127

1==l－タリアソ，名称の使用　　　　　120,121,167

1=1－タリアソの一覧表の商用　　　　　　123,135

ロータリー以外の企画裏書，ロータリー・クラ

　ブによる　　　　　　　　　　　　　　　36,44,127

　国際ロータリーによる　　　　　　　　　39,127

1==･－タリー以外の奉仕クラブ，類似組織参照

ロータリー拡大　　　　　　　　　　　　　68-76

　大都市における第２クラブ　　　　72,114,177

　クラブ加盟委員会　　　　　　　　　　　　74

　地区ガバナー補助者　　　　　　　　70,80,250

　委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　68

　ロータリー・クラブなき国又は地理的地域　68

　1==･－タリーがその機能を停止した国　　　　75

　地区ガバナーによる　　　　　　　　　　61,68

　経費　　　　　　　　　　　　　　70,75,80,81

　国際協議会にて　　　　　　　　　　　　　76

　方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68
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い
Ｔ

Ｕ

］

｜

有望地方

仮クラブ

特別代表者

スポソサー・クラプ

調査

クラブ内

　　　　　　69

　　　　69-73

　　70,80,253

70,72,76,253

　　　　　　69

　　　112,250

「i==･－タリー解釈，（名称，ロータリー参照）」253

　世界紛争中の1==･－タリー　　　　　　　　　106

ロータリー教育　　　　31,130,131,138-139,253

　プログラム計画委員会の責任

ロータリー記念日，遵奉

ロータリー・クラブ会費

　徴収

　最低

　不払

ロータリー・クラブ訪問

　競争

　地区ガバナーの

　　報告

　直前ガバナーの

　詐欺師の

　国家間の

　新クラブヘ

　食事費支払

　現及び元国際l=･－タリーの役員

　　経費

　　宣伝

　会員証明カード提出

　自クラブヘの報告

ロータリー・クラプ入会金

　徴収

　‘最低

　再入会

ａ－タリー・クラブの欠席

ロータリーの後援者

1=2－タリー講習，解釈

72,228,236

213

　29

249

239

　72

228

　　17

59-61

１
　
２
　
８
　
７
　
６
　
７

６
　
６
　
１
　
９
　
７
　
１

ロータリー財団

　遺贈

　運営

　　予算

　会計監査

　銀行預金

　資金募集

　寄付

　　　　62,66,76

　　　　　　29,81

　　　　　　　139

　　　　　18,115

　　　16, 18, 254

72,227, 236, 249

15-18，

９
　
２
　
８
　
７
　
６
　
ｑ
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ｙ

３
　
７
　
２
　
２
　
６
　
L
Q

C
g
　
　
　
Q
U
s
;
I
　
　
　
C
s
~
;
l

145-159,174,218-220

　　　　　145,174,218

　　　　　149-151,218

　　　　　　　　　　150

　　　　　　　　　　150

　　　　　　　　　　150

　　　　　　　　　　157

　入会申込又は会員証明カード等に

　所得税の免除

　任意である

信託の宣言

地区委員会

115,158

　　147

　　158

　　145

　　158

基本金より支出

奨学生，名誉会員資格に

　選択手続

141,146,147,218,219

　　　　　　　　　　109

　　　　　　　152-154

　　クラブ及び地区会合の出席

　同窓生

　国際理解奨学金

　追加奨学金制度

　候補者の推薦者

　志願者資格

　財政

　贈与

　ロータリー文献印刷費支弁

　資金の投資

　法的地位

　綱領目標

　資金支出目的

　資金募集

　戦災ロータリアソの救助

　事務長

　保証金，事務員

　保証金，保管委員

　救済資金の流用

　財務長

　財務次長

ロータリー財団保管委員会

　郵便による投票

　委員長

　給与

　報告

　任期

　欠員

ロータリー財団奨学金委員会

　任務

ﾛｰ－タリー財団発展委員会

ロータリー情報相談役

1==･－タリー情報委員会

1=･－タリーの基本的特徴

ロータリーの計画

　促進

　経費支出

　雑誌l=1－タリアソによる

　　　　　　　　156

　　　　　　　　156

　　　　　151-156

　　　　　154-156

　　　　　　　154

　　　　　　　151

　　　　　　　149

　　145,174,218

　　　　　　　137

　　　　　　　150

　　　　　　　145

　　　　　　　148

　　　　　　　146

　　　　　157-158

　　　　　　　140

　　　　　　　149

　　　　　　　150

　　　　　　　219

　　　　　140-141

　　　　　　　149

　　　　　　　149

　　151,218,220

　　　　　　　149

　　　　　　　219

　　　　　　　219

　　　　　51,150

　　　　　　　219

　　　　　　　219

　　　　　　　151

　　　　　　　152

12,158,212,214

　　　　　　　31

　　31,236,238

　　　　　　　129

129-131

　　　85

　　132

ロータリーの綱領（ロータリー計画参照）

　　　　　　　　　　　　　　129,171,223,251

　会員による承諾

　翻訳

1==,－タリーの商業化

ロー才リーの創始者･解釈

ｇ－タ∇リーの特徴

l=z－タリー文献の翻訳

　　231

　　136

121-123

　　250

　　129

　　13G

-272-

ロータリー奉仕の四部門

ロータリー類似組織，類似組織参照

ロータリー輪，解釈

60パーセント出席規定

60パーセント職業分類勧告

ロザノフ出席賞牌
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に
り

　
　
　
　
　
　
１

ロバートの議事規則

論争問題

若き会員
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